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SPARC Japan ニュースレターでは、各回セミナーの報告に講演やパネルディスカッションを

書き起こしたドキュメントを加え、さらにそのほかの SPARC Japan の活動をご紹介します。 
※所属、肩書はすべて開催当時のものです。 
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■ SPARC Japan 活動報告 
 
学術情報流通推進委員会 
学術情報流通推進委員会の会議資料をウェブサイトで公開しています。 
https://www.nii.ac.jp/sparc/about/committee/ 
 

arXiv.org 活動支援について 

arXiv.org< https://arxiv.org/ >は、物理学、数学、コンピュータサイエンス等のプレプリント

サーバとして、同分野を中心とした研究成果のオープンアクセスとアーカイブを進めていま

す。2014 年 12 月に 100 万論文を突破し、2019 年には約 155 万件、年間ダウンロード数は約

2.6 億件以上で、総ダウンロード数は 2020 年 3 月に 15 億件を超えました。 

利用件数上位の機関による財政支援があり、2013 年に開始した「arXiv.org 会員制プログラ

ム」により 2019 年末現在で 30 カ国 243 機関が参加しています。 

日本においては、arXiv.org の利用実績が多い研究機関がコンソーシアムを形成してこの取

組みを支援しており、2009 年から国立情報学研究所にて、参加意向確認および年会費の取り

まとめを行っています。 

arXiv.org の利用頻度が高い国内機関に対して 2020 年の参加意向調査を行った結果、2020 年

12 月末現在の参加機関は 16 機関です。 

関連会議は、以下のとおり開催され、日本の参加機関を代表して国立情報学研究所武田英

明教授が参加しました。 
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・Annual Meeting 2020 年 10 月 5 日～7 日（オンライン） 

・Member Advisory Board 会議 2020 年 12 月 14 日（オンライン） 

 

arXiv.org の 2022 年度以降の年会費モデルについて 

「ariXiv.org 会員制プログラム」では、長期的に十分な運営予算を確保できる持続可能性モ

デルを確立すること等を目的に、論文ダウンロードモデルから、論文投稿モデルへの変換が

2022 年度から行われます。 

従来の Tier は 3 年間の平均ダウンロード数の機関別ランキングに基づいていましたが、機

関の IP アドレスからのダウンロード数は arXiv.org 全体の 15％しか占めておらず、このランキ

ングでは、年による大きな変動や集計コストの発生という課題がありました。 

新しい会費モデルでは、ダウンロード数ではなく、3 年間の平均投稿数に基づいて会費の

ランクが決まり、Tier も 1-6 まであったのが、ゴールド、シルバー、ブロンズの 3 つの主要な

Tier となります。 

2021 年 4 月 15 日に arXiv.org 事務局と日本の arXiv.org 参加機関のミーティングを行い、これ

らの情報が共有されました。 

国立情報学研究所では、引き続き 2022 年度以降の会費モデルについて情報収集を行い、参

加機関に対して情報を共有してまいります。 

 

CLOCKSS 活動支援について 

CLOCKSS（Controlled Lots of  Copies Keep Stuff  Safe）< https://clockss.org/ >は、全世界の研

究者のために電子的な学術コンテンツの長期保存を実現することを目的として活動していま

す。具体的にはアーカイブとそれを運営するコミュニティを構築して、コンテンツが出版社

から提供されなくなった場合にアーカイブ上のコンテンツを広く利用できるようにするなど

の取り組みを行っています。また、コンテンツを保持する世界12のノード機関の一つとして、

国立情報学研究所が参画しています。 

日本においては、2013 年から国立情報学研究所にて、参加意向確認および年会費の取りま

とめを行っています。 

大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）会員館を中心に 2020 年の参加意向調査を行っ

た結果、2020 年 12 月末現在の参加機関は 101 機関です。 

関連会議は、以下のとおり開催され、日本の参加機関を代表して国立情報学研究所武田英

明教授が参加しました。 

・CLOCKSS Board of  Directors 会議 2020 年 6 月 23 日、9 月 16～17 日、2021 年 2 月 23 日（オ

ンライン） 

 

SCOAP3活動支援について 

SCOAP3< https://scoap3.org/ >は、欧州原子核研究機構（CERN）が主導する、高エネルギ

ー物理学（HEP）分野の査読付き学術雑誌論文のオープンアクセスを実現する国際連携プロ

https://clockss.org/
https://scoap3.org/
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ジェクトです。日本においては、SCOAP3対象誌を購読している研究機関を中心に、従来図書

館が出版社に支払ってきた購読料を、論文出版加工料（APC）に振り替えることで、HEP 分

野の主要な学術雑誌のオープンアクセスを支援しています。 

日本においては、2014 年から国立情報学研究所にて、参加意向確認および年会費の取りま

とめを行っています。 

フェーズ 3（2020-2022 年）を支援する国内機関を中心に 2020 年の参加意向調査を行った結

果、2020 年 12 月末現在の参加機関は 81 機関です。 

関連会議は、以下のとおり開催され、日本の参加機関を代表して高エネルギー加速器研究

機構（KEK）野﨑光昭主任 URA および国立情報学研究所山地一禎教授が参加しました。 

・GOVERNING COUNCIL 会議 2020 年 10 月 20 日～21 日（オンライン） 
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■ SPARC Japan セミナー報告 
 

第 1 回 SPARC Japan セミナー2020 

「研究データ公開：フルオープンと制限公開の境界線」 

2020 年 10 月 2 日（金） オンライン開催 参加者（Webex Events）：247 名 

 
次ページ以降に、当日参加者のコメント（抜粋）、企画後記およびドキュメント全文（再掲）を掲載しています。

その他の情報は SPARC Japan の Web サイトをご覧ください。 

(https://www.nii.ac.jp/sparc/event/2020/20201002.html) 

 

企画概要 

研究データの公開が広く推奨されている一方で、条件を満たした特定の利用者にのみデータを提供する制限公

開を行っている学術分野がある。昨今、研究データのライセンスや機密保持の観点からこの制限公開に対する関

心が高まっているが、どのようなルールに基づいて研究データを公開、制限公開、非公開に区別しているのか、

データ所持者、データ利用者等のステークホルダーとどのような取り決めを行っているのかについてはよく知ら

れていない。また、特定の研究者、機関内のみに限定して研究データを提供する制限共有との違いは何であろう

か。 

 

現在、制限公開や制限共有を行う機関から制限公開の実態（データ提供者との関係性、制限公開の提供フロー

とその労力、利用者情報の管理）を共有することで、機関が制限公開を行う際の課題を明らかにする。 
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参加者から

（大学/図書館関係） 

・図書館の業務として今すぐ「役に立つ」わけではな

いが、特に前半のデータの定義や公開するデータの線

引きの話などは、かなり実践的で研究データのオープ

ン化の雰囲気がかなり現実的に把握できた。 

（その他/図書館関係） 

・人文系の研究図書館として、研究員の研究データの

整理・公開・活用を考えている。大いに参考になる事

例であると同時に、課題となる点も共有できた。 

（その他/研究者） 

・今回のセミナーを拝見して、これまでの研究データ

をオープンにしようという論調から、データ活動を維

持していくための費用をどのように捻出するかという

論調へ、現実路線へと焦点が移り変わった段階に来た

ことが見て取れた。 

（その他/その他） 

・データとは何か、公開・非公開の考え方、各機関の

運用など大変勉強になった。講演者が非常にわかりや

すく説明してくれて、大変おもしろかった。 

・どの機関も実際のケースでの経験を積みながら、着

実にデータについて取り組んでおられることが分かり、

自身の業務の参考と励みになりました。データ管理・

共有・公開について、絵にかいたようなフローでは収

まらないというのが実情であり、データの品質やセキ

ュリティ保持には一定のコストがかかるということは、

具体的な事例がないと見えづらいところです。今回は

それが可視化されたという点でも非常によい企画だっ

たと思います。 

 

 

企画後記 

各分野で「制限」をどのように考えているのか、

汎用的な制限公開を見いだせるのかに関心があり、

今回、初めて SPARC Japan の企画に携わらせていた

だきました。どの分野でも、フルオープンにしたい

が法的な問題があって今はできない、JAXA の海老沢

先生の「制限公開データは、いずれすべて公開デー

タになる」というコメントが印象的でした。 

朝岡 誠 

（国立情報学研究所） 

フルオープンと制限公開を線引きする「基準」だ

けではなく、そこに至るまでにどのような議論が行

われたのか、残された課題は何で、どのようなアプ

ローチが考えられるのかを伺える大変貴重な機会と

なりました。分野による違いや共通点は、今後の議

論や実務に役立つものと思います。企画 WG として

は、参加者の皆さんの満足度を上げられるようなオ

ンライン開催の方法を模索していきたいです。 

池内 有為 

（文教大学） 

 

パネリストからの「事例を積み上げながら練習問

題を解いている」というご発言が印象に残っていま

す。税金により研究成果を生み出している国立研究

開発法人としては、その成果は何らかの形で公開し

社会に還元する必要があります。しかし、研究デー

タの公開に関しては、それをいつ、どのようなタイ

ミングで行うか、研究分野によっても違いやそれぞ

れの課題があることが今回のセミナーでは明らかに

なりました。 

研究データにまつわる話題を前回に続き企画しま

したが、この「練習問題」をどのように解いていっ

たか、引き続き皆様と共有することで課題の解決に

つながればと考えています。 

林 賢紀 

（国際農林水産業研究センター） 

今回パネルディスカッションのモデレーターを

担当しました。データをオープンにすることが当た

り前になったからこそ、その「制限」も確かな根拠

に基づいて真剣に議論されなければなりません。各

パネリストのお話には、いずれも真剣な議論を経て

きた深みがあり、私自身大変勉強になりました。 

八塚 茂 

（バイオサイエンスデータベースセンター） 
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■ SPARC Japan セミナー報告 
 

第 2 回 SPARC Japan セミナー2020 

「プレプリントは学術情報流通の多様性をどこまで実現できるのか？」 

2020 年 12 月 18 日（金） オンライン開催 参加者（Webex Events）：251 名 

 
次ページ以降に、当日参加者のコメント（抜粋）、企画後記およびドキュメント全文（再掲）を掲載しています。

その他の情報は SPARC Japan の Web サイトをご覧ください。 

(https://www.nii.ac.jp/sparc/event/2020/20201218.html) 

 

企画概要 

プレプリントによる研究成果の迅速な共有は複数の分野で拡がりつつあり、過去の SPARC Japan セミナーでも数

回にわたって取り上げてきた。現在、COVID-19 を契機としてプレプリントの活用はますます加速している。 さ

らに、プレプリントを公開するためのプラットフォームとして、arXiv など特定の分野を中心としたサーバのみな

らず、オープンピアレビューから出版までのフローを含む F1000 Research、Research Gate などのアカデミック SNS、

学術出版社が提供するサービスなどが登場している。 

 

本セミナーでは、多様なプラットフォームによるプレプリント公開の最新動向や目的を共有することによって、

プレプリントの方向性を展望する。その際、オープンアクセスリポジトリ連合（COAR）による『Bibliodiversity（書

誌多様性）の形成に向けた行動の呼びかけ』で学術情報流通における多様性の障壁として挙げられた４項目を論

点としたい。すなわち、「（1）共通言語としての英語の優位性」、「（2）基盤とサービスの集中」、「（3）限定的資金

モデル」、「（4）学術雑誌ベースの評価という偏狭な視点」である。 

 

パネルディスカッションでは、さまざまなプレプリントのあり方を４項目に沿って検討することによって、学

術情報流通の多様性をどこまで実現できるのかを議論したい。 
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参加者から

（大学/学術誌編集関係） 

・オンライン開催で地方にいても気軽に参加できまし

た。コロナが終息してもオンラインでも視聴できる環

境を整えていただればありがたいです。 

（大学/図書館関係） 

・プレプリントサーバの位置付けについていろいろな

立場からの意見を聞くことができて大変参考になりま

した。特に坊農先生と引原先生のご講演は、研究活動

と学術メディアの関わりという学術コミュニケーショ

ンの原点に立ち戻ることができる内容で、大変興味深

く拝聴しました。 

（大学/その他） 

・プレプリントの利活用といっても、それにとどまら

ず、研究評価や SNS での結びつき、インタラクティブ

に反応や評価を得ることにまでつながっていることが

学べたのがよかった。また、学術コミュニケーション

の変革のお話も興味深く拝見しました。 

（企業/図書館関係） 

・実際に投稿している先生のお話や URA 担当の方のお

話が聞けたのは貴重な機会で大変ありがたく思いまし

た。 

（企業/研究者） 

・F1000 Research 販売代理店として広く論文投稿を巡

る環境や研究者コミュニティの問題意識の一側面を

垣間見ることができたように思います。 

 

 

企画後記

2020年はCOVID-19の世界的な流行を契機として

プレプリントの活用が進み、新たなプラットフォー

ムも登場しました。今回は最新の動向を共有しつつ、

書誌多様性の４つの課題、すなわち学術情報流通に

おける言語、プラットフォーム、資金、評価という

本質的な問題について、さまざまな立場から語って

いただきました。学術の発展にとって何が重要で、

どこに問題が残されているのか。この熱い議論を 5

年後、10 年後、30 年後に振り返るのも楽しみです。 

池内 有為 

（文教大学） 

初めて SPARC Japan の企画に携わらせていただき

ました。従来とは異なるオンラインでの開催による

難しさもある一方、直接の参加が難しい方々にもオ

ンラインだからこそご参加いただけたと思います。

プレプリント公開の最新動向を皆様と共有する機会

を得ることができ、私自身も大変多くのことを学ば

せていただきました。 

安原 通代 

（国立情報学研究所） 

 

 

 

このセミナーで議論されたプレプリントと書誌

多様性の話題は、研究成果発表を巡る最新の議論で

あり、サイエンスのあり方を巡る議論の最前線だっ

たのではないかと思います。オンライン開催故の難

しさや不便さもあったかと思いますが、ご参加いた

だいた皆様方にとって、このセミナーでの議論がプ

レプリントの現状とこれから、書誌多様性の観点、

そして今後のサイエンスのあり様を考える一つのき

っかけになっていれば幸いです。 

矢吹 命大 

（横浜国立大学） 

研究のライフサイクルにおける立ち位置は不変

なれど、発信のあり方、活用のされ方は日々多様化

の一途を辿るプレプリント。書誌多様性という切り

口から議論いただきましたが、聴衆の皆さまにはど

う響いたでしょうか。オンライン開催 2 回目にて、

議論の取り回しや質疑応答の受付方法など、企画ワ

ーキングメンバーとしては試行錯誤の回となりまし

たが、失敗も成功もきっと今後に活きるもの！と割

り切って楽しませていただきました。 

山形 知実 

（北海道大学） 
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■ SPARC Japan セミナー報告 
 

第 3 回 SPARC Japan セミナー2020 

「初めての研究データ」 

2021 年 2 月 18 日（木） オンライン開催 参加者（Webex Events）：282 名 

 
次ページ以降に、当日参加者のコメント（抜粋）、企画後記およびドキュメント全文（再掲）を掲載しています。

その他の情報は SPARC Japan の Web サイトをご覧ください。 

(https://www.nii.ac.jp/sparc/event/2020/20210218.html) 

 

企画概要 

大学や研究機関で研究データの管理や公開を検討しているところは多いと思われるが、これらを始めるにあた

っては検討しなければならない課題がいくつもある。 

 

本セミナーでは、国内外における研究データ管理・公開の実例やベストプラクティス、その評価方法、

GakuNinRDM や J-Stage Data などのプラットフォームの活用法について話を伺う。 

 

本セミナーが、研究データの管理や公開に踏み出す一助になれば幸いである。 
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参加者から

（大学/図書館関係） 

・「初めての研究データ」ということで参加いたしまし

た。これまで参加した「研究データ」関係の研修やフ

ォーラムよりは、今回の各ご講演は大変参考になりま

した。ただ、できましたら「研究データ」の概念や事

例についてもご紹介いただきたかったと思います。本

学は人文系の大学のため、「研究データ」の例でよく取

り上げられる理系・医療系の事例では、なかなかうま

く「研究データ」自体がイメージできずにおります。 

・短期大学という環境であり、人材や予算確保の関係

で、何もしていないと情報取得の機会を逸することも

あるので、オンラインでの参加は、とてもありがたい。 

（企業/学術誌編集関係） 

・海外の機関での取り組みを現場の方から聞けてため

になった。 

（その他/図書館関係） 

・J-Stage Data と GakuNin RDM という今後日本のスタ

ンダードとなりそうな 2 つのインフラの基本的な仕組

みを聞けたことと、北大の機関リポジトリでの実践事

例が聞けたことがとても良かったです。初心者に親切

な内容だったと思います。ただ、「国内大学・研究機関

における RDM 取り組み状況調査」の結果報告も聞き

たかったので少し残念でした。 

（その他/研究者） 

・情報管理・発信者側の視点に加えて、情報を生み出

す研究者側の視点の発表があればさらに良い。 

（その他/その他） 

・データの定義、公開・非公開の各機関の違いなどを

知ることができた。 

 

企画後記
研究データ管理・公開のインフラの開発に携わっ

ている者として、聴衆の皆様からいただいたご質問

は大変参考になりました。研究データを誰がどのよ

うに管理・公開し、どのようにベストプラクティス

を集めていくのかいろいろと課題はありますが、ま

ずは走ってみるしかないと実感しました。このよう

なセミナーを通じて走ってみた結果を共有していけ

ると良いなと思いました。 

朝岡 誠 

（国立情報学研究所） 

研究データ管理やその運用の実例が少しずつ積

み上がっています。図書館員としては、これまでの

機関リポジトリの運用等が、研究データ管理という

新たな領域に生かせるのか不安なところもあります

が、今回のご講演では、これまでの経験が生かせる

ことを示唆頂きました。やはり研究者とのコミュニ

ケーションで得られた経験や知見が重要になると感

じています。引き続き、この SPARC Japan セミナー

が、グッド・バッドなプラクティスを共有する場と

なれば幸いです。 

林 賢紀 

（国際農林水産業研究センター） 

多くの方にご参加いただき、研究データ管理・公

開への関心の高さを改めて感じました。国内での事

例はまだあまり多くありませんが、今後更に事例が

増え、今回のセミナーのように情報共有できる機会

が増えていけばと思います。 

安原 通代 

（国立情報学研究所） 

初めて司会を担当しました。今回のセミナーでは、

とても多くのご質問をいただきました。オンライン

ツールの使用により質問しやすい環境になったおか

げでもありますが、何よりも皆様が研究データ管

理・公開を自分事としてとらえ、真剣に参加してく

ださったからだと思います。今後も、研究データ管

理・公開の実践知を共有する場が SPARC Japan セミ

ナーで引き続き提供されるといいですね。 

八塚 茂 

（バイオサイエンスデータベースセンター） 

 

 

 

 

 

 

本誌についてのお問い合わせ 

国立情報学研究所 SPARC 担当 

E-mail co_sparc_all@nii.ac.jp FAX 03-4212-2375 

https://www.nii.ac.jp/sparc/ 
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セミナーの企画概要 
 現在、オープンサイエンスの潮流により、研究成果

の公開が広く推奨されています。研究データも誰でも

アクセスできる形で公開することが望ましいと考えら

れる一方で、機密保持の観点から公開が望ましくない

研究データもあります。医学や社会科学の分野では、

調査対象者のプライバシー保護の観点から、研究デー

タにアクセス制限を設け、条件を満たした利用者にの

みデータを提供することが慣習になっています。この

ようなデータ提供方法のことを制限公開と呼びます

（図 1）。現在、各分野、各機関で研究データ公開ポ

リシーが整備される中、研究データのオープン・アン

ド・クローズ戦略の観点から、オープンとクローズの

境界にある制限公開に対する関心が高まっています。 

 しかし、一言で制限公開と言っても、メールアドレ

スを登録するだけのものから、所属機関長のはんこが

必要なものまで、多様な方法があり、データを公開す

る機関や公開される研究データの属性によって、その

方法は千差万別です（図 2）。どのような条件を付け

るのが相応なのかを、法律の観点、その分野の慣習、

 

 
  
 

第 1 回 SPARC Japan セミナー2020 

 

 

 

開会挨拶 / 概要説明 
 

 
朝岡 誠 

（国立情報学研究所 / オープンサイエンス基盤研究センター） 

 

朝岡 誠 
国立情報学研究所 / オープンサイエンス基盤研究センター特任助教。2020年度SPARC JAPANセミナ

ー企画ワーキングメンバー。東北大学大学院文学研究科修士課程修了、博士課程単位取得満期退

学。東京大学社会科学研究所、立教大学社会情報教育研究センターを経て、2019年より現職。現職

では人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進事業に携わり、制限公開によるコン

テンツ提供について研究している。 

 

（図 1） 

制限公開とは？
• 制限公開：条件を満たした利用者にのみデータを提供

• データ公開が促進される一方で、機密保持等の観点から
公開になじまないデータもある

• 研究データ公開ポリシーが制定されていく中で、制限公
開によるデータ提供が増えることが予想される

うちのデータは学
術利用に限定して
提供したい

利用規約を守って
データを利用する人
かどうかを確認して
から提供したい

制限公開の例

（図 2） 

様々な制限公開
• 制限公開の方法は一つではない

• メールアドレス登録後、ダウンロード可
：

• 所属機関長による許可が必要 など
→ケースに応じて、どのような条件を設定すればいいのか？

• 制限共有とは？
• 特定の機関、研究者グループにのみ研究データを提供
→制限公開との違いは？使い分ける必要があるのか

退官する先生から、研究
データの公開を頼まれたけ
ど、どうすればいいの？

制限公開で提供するに
も、どんな利用条件を
付ければいいんだろう

制限共有っていう方法と
何が違うんだろう

公開したら、問題になる
可能性があるんじゃないの？
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データ提供者の要望などから判断しなければいけない

ので、むしろ制限公開というグレーゾーンが増えた分、

研究データの公開判断が一層難しくなったと言えます。 

 また、制限公開とは別に、制限共有という研究デー

タの共有方法もあります。研究データにアクセス制限

を設けて、条件を満たした利用者にデータを提供する

という点では制限公開と同じですが、利用の対象を特

定の機関や研究グループに絞っている点で、制限公開

よりもクローズドﾞな方法として知られています。し

かし、制限公開との具体的な違いについては明らかに

なっていません。 

 本日のセミナーでは、研究データ公開ポリシーを基

に、公開・非公開と、その間の制限公開・制限共有を

区別している機関様、そしてそのデータを運用してい

る機関様にご講演いただくことで、オープンとクロー

ズドの境界にある制限公開・制限共有はどのようなデ

ータに適用するべきなのかを明らかにしていきたいと

考えています。そして、制限公開・制限共有データを

運用するには、データ所持者やデータ利用者などのス

テークホルダーとどのような取り決めが必要であり、

どのようなプロセスを経てデータが提供されるのかに

ついて明らかにしていきたいと考えています。 
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 本日は研究データ利活用協議会の研究データライセ

ンス小委員会として参りました。小委員会では「研究

データの公開・利用条件指定ガイドライン」を作成し

たのですが、その中で、本日のテーマであるフルオー

プンと制限公開の境界線に関する課題がいろいろと見

えてきましたので、お話しさせていただきます。 

 

研究データ利活用協議会と研究データライセ

ンス小委員会の概要 
 研究データ利活用協議会（RDUF）は 2016 年 6 月に

設立されました。研究データを公開して利活用しよう

としたときに、ライセンスの問題や、データの引用が

進まない、あるいはリポジトリをどうするかなど、さ

まざまな問題が出てきます。それらについて、それぞ

れ関心を持つ産官学の人たちが集まって小委員会を作

り、課題解決に向けてボランティアベースの活動を行

っています。 

 研究データライセンス小委員会は 2017 年 10 月から

活動しています。研究データを公開する際に、制限公

開したいとき、何か条件を付けたいときに、どのよう

にライセンスを付ければいいのか、あるいは付けられ

ているライセンスを正しく理解するにはどうしたらい

いのかということがなかなか難しいので、分かりやす

いガイドラインを作ろうという小委員会です。産官学
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「研究データの公開・利用条件指定ガイドライン」と

制限公開 
 

 

池内 有為 
（文教大学文学部／ 

研究データ利活用協議会 研究データライセンス小委員会） 

 講演要旨 

2019年に研究データ利活用協議会（RDUF）研究データライセンス小委員会は、研究者やステークホルダーが研究データのライ

センスに関する共通理解を深め、適切な公開方法を決定するためのツールとして、「研究データの公開・利用条件指定ガイド

ライン」を公開した。ガイドラインは、文献調査、インタビュー調査、質問紙調査、イベントでの公開ディスカッションなど

に基づいて策定された。講演では、ガイドラインの概要、およびフルオープンと制限公開を判断するプロセスについて紹介す

ることによって、本日の議論の枠組みを示したい。 

池内 有為 
文教大学文学部専任講師。博士（図書館情報学）。慶應義塾大学法学部卒業（1995年）、同文学研究

科図書館・情報学修士課程修了（1997年）の後、1997年から2005年までフェリス女学院大学附属図

書館勤務。主婦、筑波大学大学院博士後期課程を経て、2019年より現職。専門領域は研究データ共

有とオープンサイエンス。2017年に研究データ利活用協議会にて研究データのライセンス検討プロ

ジェクト小委員会を立ち上げ、2019年から研究データライセンス小委員会としてガイドラインを策

定。2020年度SPARC Japanセミナー企画ワーキングメンバー。 
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から多種多様な愉快なメンバーが集まって活動してい

ますので、ご関心のある方はぜひご参加ください。本

日この後ご講演される海老沢先生や上島さんにもメン

バーに加わっていただいています。 

 「研究データの公開・利用条件指定ガイドライン」

は 2019 年 12 月にできました（図 1）。当初は 1 年半く

らいでできるかと思っていましたが、いろいろと難し

くて、討論に討論を重ねて、最終的には時間をかけて

作りました。今年の頭から公開していますので、ご関

心のある方は、ぜひご覧ください。シンプルに作った

つもりですが、いろいろ盛り込んで、本編が 32 ペー

ジとなりました。それに加えて 7 ページの用語集を付

けています。そもそもデータの公開とはどういうこと

か、というところから非常に難しいのですけれども、

こうした「データ公開」などの基本的な用語について

も定義を行っています。 

 

ガイドライン作成の経緯と得られた知見 
 そもそもの前提として、データを公開するなら、理

想は Open by default でフルオープンになっていると、

使う側としては非常に安心して使えます。しかし、私

たちが調べた中でも、分野によって慣習があったり、

研究機関や共同研究者の事情でどうしても制限せざる

を得ない、機密情報やプライバシー情報、個人情報や

DNA 情報が含まれているからフルオープンにはでき

ない、特許や商業的利益に関わる、あるいはフルオー

プンにして誤解を生んだり剽窃されてしまったらどう

しようなど、なかなかフルオープンにはできない、制

限で公開したいというニーズがあります。 

 では、制限を付けて公開すればいいというように話

は簡単に進まず、制限公開する際にもいろいろな問題

があることが分かりました。まず、利用条件が複雑で

す。多くの研究データは著作物として保護されません。

公開者としては、自分の望む利用条件で使ってほしい

のですが、その契約なり条件付けに非常にコストがか

かります。再利用しようとする利用者としても、ライ

センスや契約が付いているけれども何をすればいいの

か確信が持てない、利用条件や契約内容がよく分から

ないとなると、やはりデータの公開や利活用が進みま

せん。 

 では、標準的な、みんなが共通理解を持っているよ

うなライセンスがあれば、それに乗っかっていけば進

みそうなのですが、なかなかそうもなっていません。

既によく普及していると予想されるクリエイティブ・

コモンズ・ライセンスなども、まだ認知度はそれほど

高くありません。また、クリエイティブ・コモンズ・

ライセンスの場合は、意思表示に使うことはできるの

ですが、データそのものに著作物性が認められない場

合などは、それを侵された場合も法的な保護を受けら

れない可能性があるという問題があります。 

 国際的には、2016 年に Research Data Alliance（RDA）

と CODATA が「研究データの法的相互運用性：指針

と実施のガイドライン」を公開しています。これをそ

のまま翻訳して公開することも考えましたが、大部で

あり、また日本の状況にどれだけ当てはまるか検討が

必要でした。 

 

日本版ガイドラインの策定 
 そこで作成したのが日本語版のガイドラインです。

データを公開したい側も、データを利用したい側も、

すぐにライセンスを理解し、分かりやすくライセンス

を付けられるようなものを目指しました。 

 このガイドラインを作る上でのプロセスは図 2 のと

おりです。まず、基礎文献の収集・翻訳から始めて、

インタビュー調査をあちこちの機関に対して行いまし

た。2、3 年前になりますが、まさに本日講演をして（図 1） 

研究データの公開・利用条件指定ガイドライン (2020)

本編 (32p.) 用語集 (7p.)

https://doi.org/10.11502/rduf_license_guideline
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くださっているような機関にメンバーが足を運び、靴

底を減らしてお話を伺ってきました。アンケート調査

は、研究者の方や、研究の支援をされる方、図書館員

の方などに対して行い、その結果をもって Japan Open 

Science Summit（JOSS）などのイベントでセッション

を開催し、ステークホルダーの方や会場の方とも話し

ながらいろいろな事例を集めました。そしてドラフト

版を作り、関係者の方からレビューを頂き、ガイドラ

インが昨年末に完成しました。このあたりの話は南山

委員長が記事で紹介していますので、もしよろしかっ

たらご覧ください。 

 

制限公開のニーズ 
 図 3 はアンケートの結果です。データを公開する際

に何か条件を求めたいと思われますかということで、

インタビュー調査で聞いてきた項目を挙げてお伺いし

たところ、やはり全体的に制限公開したいというニー

ズがあることが分かりました。「成果にクレジットを

表示したい」「不適切な利用をした場合は利用を禁止

したい」「改変禁止」といったことを研究者の方は求

めています。「何も求めない」はやはり少なくて、公

開に当たっては何らかの制限を求めたいというニーズ

があることが分かりました。 

 そして、既存ライセンスの認知度についても伺いま

した（図 4）。クリエイティブ・コモンズ・ライセン

ス、オープン・データ・コモンズ、政府標準利用規約

についてそれぞれ聞きましたが、認知度の「はい」の

比率はあまり高くなく、ご存じの方であっても、実際

に使っている方はごく限られていることが分かりまし

た。 

 また、求める条件が遵守されるならば、自身のデー

タを公開してもよいと思われますかという問いに対し

ては、「公開してもよいと思う」「やや公開してもよい

と思う」は合わせて 88.5％でした。ライセンスあるい

は制限公開の条件がきちんと整理され、かつそれがう

まく遵守されることが担保されれば、データの公開や

利活用が進むのではないかということが示唆されまし

た。 

 

本日の論点：制限公開とフルオープンの境界線 
 本ガイドラインでは、研究データの公開・利用条件

を指定するときのワークフローを用意しています（図

5）。まずは対象のデータを選び、公開データと非公開

データの区別、条件の解除を一定期間後にするかどう

か、公開先、そして利用条件を考え、データの公開に

至るというものです。 

 その中で、聞き取り調査やディスカッションをして

いて、やはりここが難しいという話になったのが、ま

さに本日のテーマである公開と制限公開の部分です。

（図 2） 

ガイドライン検討プロセス
主な活動：
① 基礎文献の収集・翻訳
② インタビュー調査
③ アンケート調査
④ ステークホルダーとの議論：JOSS 2018, 2019セッション開催
⑤ ドラフト版の周知・関係者レビュー
⑥ 「研究データの公開・利用条件指定ガイドライン」公開
⑦ ガイドラインの周知：INFOSTA 2020等

南山泰之. 研究データの公開・利用条件指定ガイドラインの策定. カレントアウェアネス-E. 
No. 389. https://current.ndl.go.jp/e2250
https://www.japanlinkcenter.org/rduf/subcommittee/index.html

（図 3） 

制限公開の種類とニーズ

https://www.japanlinkcenter.org/rduf/doc/rduf_license_report.pdf
(n=409)

（図 4） 

既存ライセンスの認知度と利用経験

https://www.japanlinkcenter.org/rduf/doc/rduf_license_report.pdf

(n=409)

認知度

利用経験
(既知の回答者)
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公開・非公開をどう線引きするか、その上で、フルオ

ープンにするのか、それとも一定の条件を設けるのか、

機関などでのコンセンサスを得ることが非常に難しい

というのが、これまでの調査の感触です。では、具体

的にどう制限を設けるのかということも、また一つ判

断が困難な部分です。一つの機関や個人の研究者が考

えていくことは非常に難しいですが、本日のようにい

ろいろな機関の間で話し合う機会があると、相互に大

変役立つのではないかと考えます。 

 

さまざまな区分と制限 
 この話をするときに、四つのレイヤーがあるという

ところが少しややこしいので、改めてご説明します

（図 6）。公開に関しては、フルオープンと制限公開

があります。そして制限を付けつつ、条件を満たした

としても外部の人（機関外、グループ外の第三者）に

は見せないというのが制限共有です。こういう線引き

が割と多くなされているので、そこで線を引き、基本

的にはこの四つに分けて考えていただければと思いま

す。 

 例えば、内閣府の「研究データ基盤整備と国際展開

に関する戦略」では、公開データ・共有データ・その

他と分けています（図 7）。公開についてはフルオー

プンです。共有データの中に外部関係者にも共有する

ものがあり、これは本セッションでいう制限公開に当

たります。共有データの中でも内部の者にしか共有し

ないものが制限共有です。 

 図 8 は国立研究開発法人日本医療研究開発機構

（AMED）による区分です。公開と共有は、公的デー

タベースに載せるか、一機関のデータベースに載せる

かで線を引いています。このように、いろいろな線の

引き方があるのが現状です。 

 

フルオープンと制限公開の課題 
 まとめとして、フルオープンと制限公開の課題につ

いて 3 点挙げさせていただきます。一つは、フルオー

プンと制限公開を分けるときに、条約や法律などのハ

ードローによる制約もあれば、分野ごとのソフトロー

（規範や慣習、文化）もあります。これが十分に醸成

されている分野もあるものの、そうでない分野も非常

（図 5） 

研究データの公開・利用条件指定フロー (p.3)

※ポリシー制定機関による個別の定めがある場合は、定めがない部分のみを検討

詳しい
希望条件あり

専門家に相談
（必要なら規約・契約書を作成）

公開データと
非公開データ
を区別した

か？

研究データ
公開

公開の制限は
あるか？

情報解禁日時
の定めはある

か？

公開先は決
まっている

か？

利用条件は決
まっている

か？

別の方法
・ライセンスを検討

Q1.対象データ
特定

Q2. 制約条件
の確認

Q3.公開日時
の指定

Q4.公開先の
選択

Q5.利用条件
の指定

いいえAction はい

（図 6） 

フルオープンと制限公開の境界線

フルオープン 制限公開 制限共有 非公開

さまざまな区分
さまざまな制限

（図 7） 

参考①「研究データ基盤整備と国際展開に関する戦略」による区分

研究データ基盤整備と国際展開ワーキング・グループ報告書「研究データ基盤整備と国際展開に関する戦略」
https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/houkokusho.pdf

フルオープン
制限公開

制限共有

（図 8） 

参考② AMEDによる区分

公開レベル 手続き リポジトリ

公開 不要
公的データベース

制限公開 アクセス申請→承認

制限共有 アクセス申請→承認
自機関データベース等

非公開 （なし）

ゲノム医療実現のためのデータシェアリングポリシー (AMED)
https://www.amed.go.jp/content/000060867.pdf
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に多く、まだ混沌としています。ここの線引きをどう

するかが大きな課題です。 

 二つ目は、制限公開に対するアクセス申請をして、

OK であれば公開というときに、その妥当性をどう判

断するかです。この線引きの難しさもあります。 

 三つ目は、制限公開の今後の可能性です。どのよう

な方法があるのかというところまで、本日の議論で踏

み込めればと考えています。 
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自己紹介 
 私が所属する宇宙航空研究開発機構（JAXA）の宇

宙科学研究所（ISAS）は、1964 年設立の古い研究所

です。私は科学衛星運用・データ利用ユニット（C-

SODA）に属しており、衛星データ処理、データアー

カイブ基盤の開発・運用に携わっています。それから、

科学データ専門委員会の委員長も務めています。私自

身は X 線天文学を専攻しており、2005 年に JAXA に

入所する前はアメリカ航空宇宙局（NASA）と欧州宇

宙機関（ESA）で X 線天文学の研究と衛星アーカイブ

開発に従事していました。本日は専門の研究ではなく、

業務として行っているデータ整備・データ公開の話を

させていただきます。 

 

ISAS におけるデータ整備・公開の状況 
 ISAS には、宇宙理工学委員会という諮問委員会が

あります。これが所長に対していろいろな提言をしま

す。2016 年度に「宇宙科学研究所が保有するデータ

の取り扱いに関する提言」を提出しました（図 1）。

それ以前からいろいろな活動をしていたのですが、こ

のあたりから物事が整理されていったので、そこから

話を始めたいと思います。その資料は宇宙理工学メン

 

 
  
 

第 1 回 SPARC Japan セミナー2020 

 

 

 

宇宙科学研究所における 

データ公開・制限公開に関する議論の紹介 
 

 
海老沢 研 

（宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所） 

 講演要旨 

数年前まで、宇宙科学研究所（ISAS）では、何を「データ」と呼ぶのか、その「データ」を公開してよいのかどうか、はっき

りしないような状態が続いていた。2017年度より所内に「科学データ専門委員会」が設立され、正式なデータポリシーを策定

した。そこでは対象となる「データ」を定義するとともに、原則としてすべてのデータは公開とし、非公開とせざるを得ない

理由を限定した。また、非公開データについては、担当者と非公開期限を定めることにした。 

データポリシーが策定されたおかげで、データに関わる議論は進めやすくなったが、具体的に、各データのどの部分を公開す

るか非公開とするか、非公開の場合はその期限をどれだけにするか、など判断が難しい場合も多い。それらについて、委員会

で議論を進めながら、個別に判断している。 

本講演では、そのような議論を紹介するとともに、同じ課題を抱えている他機関との情報交換も期待している。 

海老沢 研 
1986年京都大学理学部卒業、1991年東京大学大学院理学系研究科修了。宇宙科学研究所にて日本学

術振興会特別研究員を経て、1992年よりNASAゴダード宇宙飛行センターにてX線天文学の研究とX線

衛星データアーカイブ開発に従事。2001年から2004年までNASAから派遣され、ジュネーブ天文台イ

ンテグラル衛星データセンターに勤務。2005年より宇宙科学研究所教授。X線天文学の研究と大学

院教育（東京大学天文学教室）に従事しつつ、科学衛星運用・データアーカイブユニット（C-

SODA）にて科学データアーカイブDARTSの開発・運用を行う。宇宙科学研究所科学データ専門委員

会委員長。 
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バーに限定公開していますが、そのエッセンスを紹介

します。これらの提言を実行に移す形で、ISAS を中

心として宇宙科学データの整備・公開が進められてい

ます。 

 まず、データの公開・非公開についてです。データ

の種類によらず汎用かつ有用なデータは公開し、長期

的に保管すること。非公開データは保管期限を定め、

期限後に扱いを見直すこと。データに関するさまざま

な事項を審議し、所に進言するための有識者委員会を

設けること。また、無条件に商業利用や宣伝利用して

も良い科学データを置く公開領域を設けてはどうかと

いった提言をしています。この提言に従って、2017

年に ISAS 内に科学データ専門委員会が作られ、私が

今まで委員長を務めてきました。 

 

「宇宙科学研究所のデータポリシー」の紹介 

 この科学データ専門委員会が、「宇宙科学研究所の

データポリシー」を策定しました（図 2）。諮問委員

会が所に対して行った提言に留まらず、所としてフォ

ーマルなデータポリシーを作ろうということで、議論

を重ねました。日本語・英語で ISAS のホームページ

より公開しています。ただ、ホームページで公開する

だけでは正式な文書になりませんので、文書番号を付

けて JAXA 内で公式な社内文書にしています。このよ

うに、フォーマルなデータポリシーを定めました。そ

のうち、本日の話に関係する部分を紹介させていただ

きます。 

 まず、データについて定義しています。「『データ』

とは、広い意味で科学的な価値を持つ情報であり、特

定の物理的な媒体に依存せずに、汎用的・長期的に利

用できるものを指します」、「物理的な実体としてのサ

ンプルなどは、このポリシーの対象となるデータには

含まれていません」としています。例えば私たちの研

究所で、「はやぶさ」がイトカワのサンプルを採って

きました。そのサンプルはここではデータとはいいま

せん。しかし、そのサンプルを分析したデジタル出力

はデータです。また、いろいろな会議の議事録も保管

されているのですが、それはデータとは呼びません。

その一方で、ロケットや衛星の打ち上げ記録などの公

式文書はデータということになります。 

 このように、まずは、何がデータで何がデータでな

いかをはっきりさせました。以前はそれがはっきりし

ていなかったので、そもそも何がデータで何がデータ

ではないかという議論もできませんでしたが、それが

はっきりしてきたということです。 

 データポリシーとしては、まず公開を原則とします

（図 3）。しかし、次の場合に限ってデータを非公開

とします。データを公開すると個人情報の保護や公共

の安全等に支障が出る場合。データ処理が不完全であ

（図 1） 

（図 2） （図 3） 
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ることが明示されておらず、データを公開すると間違

った結果が発表される可能性がある場合。データの取

得や作成を行った研究チームが、一定期間、占有利用

する場合。データの利用権を特定の他機関等に付与す

る場合です。このように、公開か非公開かが曖昧なも

のをなくし、データを非公開とする理由を限定しまし

た。 

 非公開データについては、利用範囲と非公開期限を

定め、その後、公開に移行するか、非公開を続けるか、

あるいは廃棄するかを判断します。これは非常に大事

で、後々、いろいろな場面で効いてきます（図 4）。 

 非公開といっても、誰も使わない非公開はあり得ま

せん。また、永久に非公開のデータも原理的にあり得

ませんので、どこかで廃棄する、あるいは公開に移行

することになります。非公開を長く続けるという手も

ありますが、極端な話、100 年間非公開というのは考

えにくいです。私は天文学者ですが、新しい星が発見

されたとき、100 年前の写真を見て、100 年前の空に、

実はその星が受かっていた、ということはよくあるこ

とです。ですから、100 年後に宇宙科学研究所のデー

タを使うことは十分あると考えています。 

 公開データのポリシーは図 5 のようになっています。

これは後で気が付いたのですが、世界的に公開データ

を Findable, Accessible, Interoperable, Reusable にしようと

言う FAIR principles というものがあるそうです。私た

ちが自分たちの頭で考えたものが、こういうものと合

致しています。 

 公開データ利用の際のルールは図 6 のとおりです。

公開データは、原則として、営利目的、非営利目的を

問わず、複製、送信、加工も含め無償で利用できる。

また、必ず出典を明示すること。宇宙科学研究所は、

利用者がデータを用いて行う一切の行為について何ら

責任を負うものではない。このように非常に寛大なル

ールで、政府標準利用規約（第 2.0 版）や CC BY 4.0

など実績のある外部のルールを引用しています。公開

データのルールを定めることにより、データ利用が進

み、安心してデータを公開することができます。私た

ちは ISAS のデータポリシーに則っている、このデー

タポリシーは JAXA の正式文書としてフォーマルなも

のであるということで、物事が着々と進んでいます。 

 

公開データ・データ利用の例 
 ISAS のデータポリシーに沿って、着実にデータ公

開が進んでいます。例えば「かぐや（SELENE）」は

月を周回する衛星です。「かぐや」については、NHK

が作ってきれいに整備されたハイビジョンカメラのデ

ータがあったのですが、それが公開か非公開かが長い

間、曖昧な状態でした。それも、データポリシーに従

って、公開するか、非公開だったら何年間非公開かと

（図 4） 

「ISASにおけるデータ公開・制限公開に関する議論」 ISAS/JAXA 海老沢 研

• 宇宙科学研究所は、原則として、⾮公開データの存在を、それ
を⾮公開とする理由とともに、明示します。ただし、データの
存在を公開しないことにメリットがあると考えられる場合には、
その存在を公開しない場合もあります。

• ⾮公開データについては、利⽤範囲と⾮公開期限を定め、その
後、公開に移⾏するか、⾮公開を続けるか、あるいは廃棄する
かを判断します。

宇宙科学研究所のデータポリシー (抜粋)

誰も使わない「非公開」はありえない！
永久に「非公開」はありえない！

（図 5） 

「ISASにおけるデータ公開・制限公開に関する議論」 ISAS/JAXA 海老沢 研

• 公開データのポリシー
• 宇宙科学研究所は、公開データが広く利⽤されることが科学の進歩に
つながるとの信念に基づき、以下の方策を実施します:

• 公知の知識のみで公開データを利⽤できるように、適切なデータ処理
やデータの説明を⾏います。

• 公開データは、利⽤できる状態で、⻑期間(最低30年)保管します。
• 必要な公開データを簡単に⾒つけ、使いやすくするためのサービスを
無償で提供します。

• 永続的な識別子(DOI等)を⽤いるなどして、公開データを引⽤しやすく
します。

宇宙科学研究所のデータポリシー (抜粋)

公開データを使いやすくすることをコミュ
ニティに対して宣言した。
FAIR principles  (Findable, Accessible,  
Interoperable, Reusable)

（図 6） 

「ISASにおけるデータ公開・制限公開に関する議論」 ISAS/JAXA 海老沢 研

• 公開データ利⽤の際のルール
• 公開データを利⽤する際には、以下のルールに従ってください。なお、この
ルールは政府標準利用規約(第2.0版)に準じたもので、クリエイティブ・コモ
ンズ表示 4.0 国際 (CC BY 4.0)と互換性があります:

1. 公開データは、原則として、営利目的、⾮営利目的を問わず、複製、送信、
加工も含め無償で利⽤できます。ただし、一部のデータについては、宇宙
科学研究所以外の第三者が⽤途を制限している場合があります。

2. データの利⽤に関しては、「宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所」ま
たは「ISAS/JAXA」と出典を明示してください。さらに、データによって
は、その取得・整備・公開等に関わった個人や組織が出典の明示を要求し
ている場合もあるので、利⽤者の責任において、それに従ってください。

3. 公開データを加工して利⽤する場合には、加工したという事実を明記する
とともに、できる限り、どのような加工を⾏ったかを示してください。

4. 宇宙科学研究所は、利⽤者がデータを⽤いて⾏う一切の⾏為について何ら
責任を負うものではありません。

宇宙科学研究所のデータポリシー (抜粋)
寛大なルール。実績のある外
部のルールを引用した。
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いうことを決めなければいけません。そこで所長の命

で、JAXA の広報部の方なども含めて NHK と交渉し、

公開することになりました。公開か非公開か曖昧なも

のを作ってはいけない、というポリシーが効いた例で

す。 

 また、「あかり」衛星の場合には、未処理の生デー

タがたくさんありました。このデータは貴重なものな

ので公開しよう、そのためにはデータポリシーに従っ

て使える状態にして公開しなければいけないというこ

とで、予算を付けて、高次処理をして公開しました。 

 それから、データへの DOI 付与も進んでいます。 

 現在稼働中の「あらせ」衛星のデータ処理は名古屋

大学が主に行っていますが、過去の ISAS の衛星デー

タがいろいろな大学に散らばっています。これについ

てもデータ整備・公開を進めなければいけないという

ことで、ISAS が予算を付けて支援しています。この

ようにしてデータ整備・公開が着々と進んできていま

す。 

 いくつか例を示します（図 7）。「かぐや」のハイビ

ジョンのデータです。非常に美しい映像で、JAXA と

NHK のロゴが入っています。公開できなかったら本

当にもったいないことでしたが、きちんと公開できて

います。「あかり」のデータも素晴らしいもので、き

ちんと整備して公開しました。それから、DOI が付

いた例としては金星を回る「あかつき」のデータがあ

ります。DOI をたたくと「あかつき」のデータが出

てきます。これらのデータもよく利用されています。 

 また、データの商業利用も進んでいます（図 8）。

これはグリー株式会社と一緒にやった仕事です。やは

りプロのプログラマーはすごいなと思ったのは、デー

タの使い方を知らせると、すぐに VR のコンテンツに

するのです。宇宙を題材にした子ども向け VR 体感サ

イエンスツアー「ありえな LAB」というものです。

もちろんデータ利用にお金は取りませんが、必ず私た

ち JAXA 、 ISAS の DARTS （データベース）に

acknowledge していただき、CC BY 4.0 の規定に従って

使用していただいています。 

 一般利用の例としては、最近気付いたのですが、

YouTube にきれいな「あかつき」のデータが加工され

てアップされています（図 9）。かなりよくできるア

マチュアの方のようで、「DARTS は JAXA のいろいろ

な探査機の資料を見ることのできる宝箱でした」と書

いていただいて、とても嬉しかったです。一般の方も

ISAS のデータを使って、何か科学的発見をされるか

もしれません。公開して使ってもらわなければ何が出

てくるか分からないということで、データを公開して

います。 

 

 

（図 7） 

「ISASにおけるデータ公開・制限公開に関する議論」 ISAS/JAXA 海老沢 研

かぐやHDTV 
(http://darts.isas.jaxa.jp/planet/project/selene/hdtv/
menu.html)

あかつきDOIの例 (10.17597/ISAS.DARTS/VCO-00001)
あかり(http://darts.isas.jaxa.jp/astro/akari/data/)

ISASの科学データアーカイブ https://darts.isas.jaxa.jp

（図 8） 

「ISASにおけるデータ公開・制限公開に関する議論」 ISAS/JAXA 海老沢 研

商業利用の例

https://ariena-lab.com/

ありえなLABとは
月の環境が学べる子ども向けVR体感サイエン
スツアー。国立研究開発法人宇宙航空研究開発
機構（JAXA）とグリーが共同制作し、VRをメ
インとした宇宙に関する様々なコンテンツを提
供しています。
グリーのVRにおける最新の制作技術や事業化
のノウハウと、JAXAの月周回衛星「かぐや」
で取得した月の科学探査データや、宇宙科学及
び宇宙教育の専門的知⾒を組み合わせることで
実現しました。月の科学探査データ
(ISAS/JAXA）を加工し、VRコンテンツに含ま
れる月面の地形データとして利⽤しています。

（図 9） 

「ISASにおけるデータ公開・制限公開に関する議論」 ISAS/JAXA 海老沢 研

一般利用の例

https://www.youtube.com/watch?v=KDHKH94QWYQ

一般の人々がDARTSのデータを加工
して、YouTubeにアップしている。
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「制限公開」に関わる議論の紹介 
 ここからが本題になるかと思います。制限公開に関

わる議論は非常に難しく、私たちも悩んでいることが

ありますので、本日の研究会でいろいろな専門家の意

見を聞きたいと思っています。 

 まず私たちのデータポリシーですが、公共の安全等

に支障がある情報は非公開にします（図 10）。例えば

周波数情報は非公開です。人工衛星と地上で通信しま

すが、その周波数で何かを送って人工衛星を止めるな

ど、原理的にはできるかもしれません。それから、人

工衛星と地上との間の通信を邪魔することができるか

もしれません。過去の衛星なら問題ないだろうと思っ

ても、同じ周波数を現在の衛星にも利用していること

があるそうです。工学の先生方の話を聞くと、やはり

周波数は出したくない、出す必要もないということで

す。 

 JAXA リポジトリが国立情報学研究所（NII）にあ

りますが、ISAS 報告で、M-Ⅴ型ロケットについての

科学論文があります。これは公開されていますが、

「〇〇のレーダ・トランスポンダ」と白塗りになって

います。隠されている部分は周波数です。周波数情報

は非公開という具体的な例で、その判断にはあまり困

っていません。 

 次が、困っている例です（図 11）。テレメトリデー

タと工学データです。1970 年代からのテレメトリデ

ータと、それを分かりやすくした、探査機の位置・姿

勢制御、温度、電圧などの工学データが保管されてい

ます。これらをどうするべきか。さすがに直ちに破棄

はないでしょう。しかし、先ほどのロジックで永久非

公開もないでしょう。ただ、公開すると、公共の安全

や研究チームの一定期間占有利用に抵触しないか。

「はやぶさ」で有名な先生にも意見を伺ったのですが、

そういうものは公開しなくていいのではないかという

意見でした。 

 「はやぶさ」の地球再突入直前には、機微なオペレ

ーションがあったそうです。そこでどんなことをした

かを人に知らせると、衛星や探査機メーカーのノウハ

ウも知られてしまいます。そこで非公開にしようとな

ったのですが、永久非公開はあり得ない。では何年待

って公開するか。これはまだ決まっていません。私た

ちの委員会でも散々議論しているのですが、困ってい

るところです。 

 もう一つ困っているのが、「宇宙科学資料データベ

ース」です（図 12）。ISAS とその前身の研究所の

1950 年代からの数十万枚の画像、映像が保管されて

います。かつては ISAS に映像記録班が存在していま

した。昔は国家公務員として写真を撮ったり、映像を

撮ったりする専門的な方がいて、プロフェッショナル

なクオリティで、ほぼ全てのロケット・衛星開発記録

（図 10） 

「ISASにおけるデータ公開・制限公開に関する議論」 ISAS/JAXA 海老沢 研

「公共の安全等に支障
がある」情報

• 「周波数情報」は⾮公開
• http://id.nii.ac.jp/1696/000333

61/ など
• 周波数情報を白塗りにして公開

（図 11） 

「ISASにおけるデータ公開・制限公開に関する議論」 ISAS/JAXA 海老沢 研

テレメトリデータ・工学データ
• 1970年代からの科学衛星の「テレメトリデータ」 （生データ）が保
管されている

• テレメトリデータを解読した、探査機の位置・姿勢制御、温度、電
圧などの「工学データ」が存在する。

• 終了した衛星のテレメトリデータ・工学データをどうするか？
• 破棄はないだろう
• 永久⾮公開はありえない
• 公開すると「公共の安全」や「研究チームの一定期間占有利⽤」に抵触しな
いか？

• たとえば、「はやぶさ」の地球再突入直前のオペレーションがわかってしまう
• 衛星や探査機メーカーのノウハウも知られてしまう

• 一定期間は⾮公開としたら、その期間は？(10年～30年?)

（図 12） 

「ISASにおけるデータ公開・制限公開に関する議論」 ISAS/JAXA 海老沢 研

「宇宙科学資料データベース」
• ISASとその前身の研究所の1950年代からの数十万枚の画像、
映像が保管されている

• かつてISASに「映像記録班」が存在した
• プロフェッショナルなクオリティ
• ほぼすべてのロケット・衛星開発記録がデジタル化されている

• 現在、JAXA内でアカウントを申請して閲覧・利⽤できる
• Dspaceというシステムに載せていて、検索も可能
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を取っていました。もちろん昔は写真、フィルムでし

たが、膨大なお金をかけてこれを全てデジタル化しま

した。現在、宇宙科学資料データベースは JAXA 内で

アカウントを申請して閲覧・利用できます。DSpace

というシステムに載せているので検索も可能です。こ

れは一部公開していますが、まだ全部は公開していま

せん。 

 他にも非公開資料がたくさんあります。例えば

1950 年代のカッパロケットや、日本初の人工衛星

「おおすみ」打ち上げ後の街の様子など、写真が何十

万枚もあるわけです。これらの画像や映像の公開には、

著作権、肖像権、公共の安全、メーカーのノウハウな

どの観点から問題がないか、今、議論しているところ

です。 

 私たちの委員会では、宇宙科学資料データベースを

30 年後には公開することを決めました。世の中には

30 年ルールというものがあるそうで、いろいろな公

文書が 30 年で公開されています。ただ、その多くは

まだ公開できていないというのが現状です。担当の方

に聞くと、事なかれ主義というと言葉は悪いですが、

絶対に問題を起こしたくないという意識が高いように

思われます。一方で、数十年にわたり、多額の税金を

かけて収集・整備した資料を公開しないことは許され

るのかというと、やはり公開しなければいけないのだ

と思います。責任がある誰かに、びしっと「公開すべ

きだ」と言って貰えれば良いのですが。 

 今こういう問題があり、困っているということをご

紹介しました。ぜひ多くの皆様のご意見を頂ければと

思います。 
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日本データ取引所（J-dex） 会社概要 
 弊社はその名のとおり、データの取引を専門に行う

会社として創業し、今年で 5 年目に入ります。企業と

企業の間を取り持つことが多いです。データ活用戦略

の立案やデータ調達の仲介――本日の論点でもある、

どこまで公開・共有できるかも含めた企画・設計に携

わっています。 

 利用条件やプラバシーポリシー、セキュリティポリ

シーの整備など、組織間でデータを流通させるときの

法的相互運用性の向上についても、弁護士と連携しな

がら実務支援をさせていただいています。 

 研究データ利活用協議会のライセンス小委員会にも

参加している他、データカタログやデータ品質に関す

るガイドラインの策定、国際標準化活動にも、微力な

がら貢献しています。 

 本日は、企業の一従業員の目線でお話をさせていた

だきます。企業がデータを公開・共有するときの肌感

覚――ソフトローがどのようであるかを実感していた

だければと思います。キーワードは、「鍵のかかった

部屋」をいかに持ち運ぶかです。 

 

データとは何か 
 データとは、ざっくりと言うと記録された事実であ

り、価値ある情報の素材です（図 1）。日本工業規格

が 1994 年に、情報とは何か、データとは何かを定義

していて、これがよく参照されます。情報がデータと

して存在を認められ、利用可能となるまでに、複数の

工程が必要であることは皆さんも実感的に理解されて

いることでしょう。多くの工程を経てデータが流通し

ています（図 2）。ビジネスや学問、行政を支えるデ

 

 
  
 

第 1 回 SPARC Japan セミナー2020 

 

 

 

データ流通市場におけるデータ公開の事例・論点 
 

 
上島 邦彦 

（株式会社日本データ取引所） 

 講演要旨 

民間企業のデータ公開にはしばしば多くの障壁が生じます。その背景には法的課題や技術的問題だけでなく、ブランド毀損や

ビジネス機会の損失リスク、ITリテラシー格差といった諸問題もつきものです。利用規約の作成、業務フローの標準化、提供

内容・方式の棲み分け、UI/UXデザインによる事故防止など、さまざまな工夫が行われています。 

本報告では、スタートアップ企業の視点から、日本企業のデータ取引によくある論点と、データ流通市場サービスを介してデ

ータを限定公開する事例を紹介します。 

上島 邦彦 
株式会社日本データ取引所に創業メンバーとして参加。事業企画・プロダクト開発全般に従事。企

業間のデータ調達・販売支援を始めとして、データ製品開発や社内データ戦略企画などにも携わ

る。研究データライセンス小委員会メンバー、データ流通推進協議会技術基準検討委員会副主査。 

 



SPARC Japan NewsLetter NO.44 

24 

ータが、世界中で動き回っています。他の製品やコン

テンツと同じで、何かしら対象物に関する記録を行い、

それを蓄積、転送して統合する、いわゆる原料生産に

当たるプロセスがあり、外に出してもいい製品に加工

するプロセスを経て、使う側が評価したり、それを基

に判断・行動するという一連の流れを回す。これを広

く「データ流通」といっています。 

 「データ製品」という用語もあります。先ほど申し

上げた、概念としてのデータではなく、外に出せる、

売ってもいい、他の方にお使いいただける、生の情報

を加工したデジタルコンテンツの総称です。その製品

情報を要約・整理したものを、「データ製品カタログ」

と呼んでいます。この言葉が指す対象は、学術研究に

おけるデータ出版の対象データや、研究データリポジ

トリとほぼ同じかと思います。 

 データ取引についても簡単に説明します。ごく抽象

的に考えると、誰かが持つデータを他の相手に見せた

り渡したりすることは、広く「データ取引」だと言え

ます。取引交渉によってお金とデータを交換するだけ

でなく、お互いにデータを開示したり、共同研究のよ

うに、データ共有をして共同で論文を書くことも含み

ます。オープンサイエンスのために世の中にデータを

公開することも、対価のない取引だと考えられます。 

 弊社名にもある「データ取引所」には、いろいろな

パターンがあります（図 3）。単純に仲介する「代理

店型」。注文と商品をマッチングする「市場型」。デー

タ流通プロセスの一個一個を皆さんで担う「共同組合

型」――これは魚の市場に近くて、同じ場所に皆で集

まってやる方が楽だし早いというもの。そして、研究

データリポジトリはこちらに近いと思うのですが、取

引所が出品者からデータをお預かりし、そこに第三者

が出資し、また第三者の方が利用する「保管所型」。

これらをひっくるめて「データ取引所」と呼んでいま

す。 

 

データ公開の方法整理 
 データの公開・共有にグラデーションがあることは、

企業のデータ取扱担当者も日々感じながら仕事をされ

ています。例えば、図 4 の左下――企業のデータ取扱

担当者が何かデータを持っているとして、それを誰に

（図 1） 

データとは何か

2020/6/29

対象物
（事実、事象、事物、過程、着想）

特定の意味をもつもの

知り得たこと

知る 認知されない

文脈を持たない

伝達、解釈又は処理に
適するように形式化されたもの

表現
（形式化）

データではない（定義上は）

再解釈されない

データ

表現されない

ざっくりいうと 厳密に定義すると

記録された事実

価値ある情報の素材

さまざまな形態
（数値、図表、統計、文章…etc.）

 データとは、情報の表現であって、伝達、解釈又は処理に適するように形式化さ
れ、再度情報として解釈できるもの

 情報とは、事実、事象、事物、過程、着想などの対象物に関して知り得たことで
あって概念を含み、一定の文脈の中で特定の意味をもつもの

出所：日本工業規格「基本用語x00001-1994 01.01.01」

（図 2） 

（図 3） 

データ取引所とは何か

2020/6/29

• 諸説ありますが、「取引とは何か」の考え方によって、大きく４通りに分けられます。

1.代理店型 2.市場型

3.共同組合型 4.保管所型

※本題ではないので詳細は割愛。

（図 4） 

データ公開の方法整理（イメージ）

2020/6/29

多数少数

特定

不特定

一般公開（制限公開？）

• デジタルコンテンツ
• セミナー・講演
• 出版物

• プレスリリース
• IR資料
• ホワイトレポート

利用者限定（制限共有？）

• 専門メディア掲載
• ソースコード共有
• データリポジトリ

• データ検索サービス
• 統計・報告書の販売
• 業界統計・年鑑

取引先に開示（制限共有？）

• 秘密保持義務
• 業務資料の提供
• データ交換

• 共同事業・サービス
• 共同利用・共同調査
• 人材交流

社内の情報交換（制限共有？）

• 社内勉強会
• 社内ナレッジ共有
• 社内広報

• グループ間受発注
• 部署間の予算調整
• 私的な貸し借り

企業のデータ取扱担当者

フルオープンの世界

• 情報サービス・出版事業を専らとしない私企業にとって、フルオープンのデータ公開は遠くの夢……。
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も公開しないことはよほどあり得ず、少なくとも社内

の誰かとは共有するでしょう。そこから出発して、右

上にあるように、条件指定や利用制約なしで、フルオ

ープンで公開するという大きな目標に向かっていく。 

 2 つの軸で考えてみます。横軸は「どれくらい多く

の方にご覧いただくか」（多数・少数）。縦軸は「どれ

くらい顔の見える方にご覧いただくか」（特定・不特

定）。この間にグラデーションがあり、どこまで多数

の人に、どこまで不特定の人に情報を出すかによって、

情報を出す形式・方法が変わると考えてみます。 

 例えば、社内の情報交換のために制限共有する（左

下）。利用者を限定して、ある程度専門知識や業界固

有の事情が分かる方に公開する（左上）。あるいは取

引先と契約を結んだり、共同の事業・サービス・プロ

ジェクトを組んで開示する（右下）。私ども（民間企

業）が「一般公開」と呼ぶものは、実質的には「制限

公開」ですが、デジタルコンテンツとして世に問うた

り、セミナー・講演でグラフを見せたり、出版物を出

したりするときには、著作権をはじめ各種の制約が生

じます。もろもろの法的観点の整理なども面倒になっ

てきます。 

 

企業のデータ公開にありがちな障壁 
 企業のデータ公開に当たって、ありがちな障壁が 5

つあります（図 5-6）。大きいのはやはり法的課題です。

一番大きい国際法のレベルから、国内の法令レベル、

企業間での契約レベル、そしてここが今一番やっかい

なところかと思いますが、実務レベル。それぞれで問

題が生じます。データ作成者が――研究データでいう

と研究者が――これら全ての知識を持つことは、かな

り難しいのではないかと感じています。 

 技術的問題もあります。単純に言えば、知識です。

データに関する知識と業界に関する知識の両方が分か

る人は、昔も今も将来も少数派でい続けるでしょう。

また、データ製品開発のためにいろいろな技術が考案

され、提供されていますが、慎重を期すれば期するほ

ど手間や労力がかかります。「そこまでして外に出し

たいデータなのか」と、皆さん悩みながら作業されて

います。それから、先週から今週にかけて各地で事故

が起きたとも報じられていますが、安全にデータを移

転するためのセキュリティ、プライバシー、証跡管理

などもよく問題になります。これらはハードな制約で

す。 

 ソフトな制約もあります。よく聞くのは、企業・部

署としてのブランドが毀損されないかといった何とな

くの不安感や、ステークホルダーの意向や考えの板挟

みになってなかなか身動きが取れないということです。 

 ビジネス機会を逸するのではないかという不安も、

現場の方や経営者の方が感じることは多いようです。

そもそも「データを持っています」と公に言わないこ

と自体が競争力になりますし、データの公開・共有が

自社のブランディングにつながる、そういうことが好

きな人材が来てくれる、その作業自体で知識習得でき

ると分かってはいても、投資対効果といいますか、ど

れくらい労力をかけていいのかよく分からないという

声はよく聞きます。個人の感覚ですが、家に本がどん

どん積み上がって減っていかないことに似ていますね。

IT リテラシー格差などもよく問題視されます。 

（図 5） 

企業のデータ公開にありがちな障壁（1/2）

2020/6/29

• 法的課題
• 国際レベル：通商協定、越境データ移転、ローカリゼーション規制
• 法令レベル：営業秘密、知的財産権、個人情報、パブリシティ権
• 企業レベル：秘密保持契約、データ利用規約、情報管理指針、社内決裁
• 実務レベル：利用条件の整理、契約書の起草、ライセンスの設定

• 技術的問題
• 統計調査・データ分析と専門分野の双方に精通した人材は少数派（昔も今も将来も）

• 「欲しいデータ」「外に出していいデータ」の判断も意外にむずかしい

• データ製品開発には多様な技術が介在する（慎重を期すほど高コスト体質に）
• デバイス性能理解、データ品質評価、データ洗浄手順、匿名化・曖昧化

• 安全なデータ移転のためのセキュリティ確保、プライバシー保護、証跡管理
• 業務フロー自体に根ざすリスクを減らすには、働き方から変える必要がある

（図 6） 

企業のデータ公開にありがちな障壁（2/2）

2020/6/29

• ブランド毀損
• 業界慣習、社内外の視線、敏感な専門家、無関心な一般生活者の板挟み

• 炎上リスクに当意即妙で応じられる広報スキルと法務リソースを持つ担当者は少数

• ビジネス機会の損失リスク
• 「データの保持」を秘すること自体が競争力になる

• サンプルデータや項目定義だけでも技術流出リスクが懸念
• サプライチェーンの上流・下流で、交渉材料として使われる情報開示

• 得られる利益（ブランディング、人材獲得、知識習得）の不確実性
• 経営層・現場ともに「すべきだ」と分かっていても、設備・人員の投資判断を行いづらい
• 自宅の積ん読がどういうわけか一向に減らないことと似ている

• ITリテラシー格差
• 組織内のデータ活用スキルのばらつき、データ活用部門の大いなる忙殺
• 取引相手との知識ギャップ（スーツとギークの、理論と応用の、大企業とベンチャーの…）



SPARC Japan NewsLetter NO.44 

26 

企業のデータ≒「鍵のかかった部屋」 
 つまり、企業のデータは「鍵のかかった部屋」のよ

うなもので、中に何かがあり、価値もあるのだろうけ

れども、その価値を知るには鍵を開ける必要があって、

なかなか入りづらく、中にいる人、外にいる人、双方

にとって苦しい状況に陥りがちです。 

 そんな中で、誰もが安心して自由にデータを使える

――先ほどの図の一番右上までたどり着くにはどうす

ればいいか。一般論でいうと、「鍵のかかった部屋」

のドアをノックして中に招き入れてもらい、その部屋

の住人になればいい。鍵を手に入れて、長居して、ゆ

くゆくはゴールを目指すといったことを考える。 

 少し常識から外れて、概念的に考えると、そもそも

鍵があるからいけないのだ、出入り自由にすればいい。

部屋そのものを解体して、壁をなくせばいいといった、

空間デザインのような発想もできるでしょう。そして、

私が最近考えていて、本日ご説明したいのは、「部屋

ごと持ち運ぶ」こともできるのではないか。 

 「鍵のかかった部屋」をどう扱うか。企業データの

取扱法になぞらえると、20 世紀的方法として、組織

のメンバーシップを入手する、データのオーナーシッ

プを持つ、データの利用権限を付与してもらうなどが

あります。これらはデータポリシーの整備など、制

度・法務面の対応でクリアできます。加えて昨今増え

ているのは、コミュニティを運営して、そこで公開・

共有していくことです。いわば 21 世紀的方法です。

一定のライセンスを設定して、より多くの方が使える

ようにする。さらには、弊社がまさにそうですが、機

能的なサポートを受ける、マーケットプレイスに出品

するといった挑戦も出てきています。大きく 2 つ、説

明します。 

 まず、データの権限を付与してもらう事例です。先

ほど申し上げた４つの課題に対して、リーガル面だけ

ではなく、サービス面、システム面、コンテンツ面で

も工夫することで、総体としてリスク・コストを下げ

る手法が取られます。利用規約を作成したり、業務フ

ローを標準化して技術的な問題が起こりにくくしたり、

システム側で事故が起こりにくくしたり、出せるもの

と出せないものを切り分けたりします。リテラシーに

関しては、もう頑張るしかないという感じですが。 

 弊社が関わった事例では、しょうゆや豆乳のメーカ

ーとして知られるキッコーマンと、PR 会社のオズマ

ピーアール、東京大学大澤幸生研究室の 4 者による共

同研究があります。約 20 社間でデータ流通の個別の

利用許諾を得て、データ活用の枠組みを作りました。

これは、「やればできるけれども大変だ」という事例

です。 

 2 つ目は、データ製品の出品登録・購入リクエスト

の事例です。（利用許諾の手続きを）システム化して

しまうことです。私どもの挑戦として、データの出品

と購入ができる会員制のマーケットプレイス

「JDEXTM」を 11 月ごろから始めようとしています

（図 7）。データの制限公開と制限共有を線引きする

ための微妙な取り決めなど、細かいところをサポート

する機能を備えて、実際にお使いいただこうと思って

います。データのカタログを作れるようにして、デー

タ自体を出品しなくていいようにしたり、審査制にし

たり、特定の相手だけに注文・出品できるようにした

り。匿名加工やライセンス整理など、実務面のサポー

トもシステム側で行おうとしています。使い慣れれば

簡単にできると期待していますが、もちろん日本では

まだ普及していません。「まだまだこれから」の事例

です。 

 

 

 

（図 7） 

事例：データ取引システム「JDEX ™」

2020/6/29

• 売りたいデータを簡単に出品できて、欲しいデータをすぐに探せる会員制のデータマーケットプレイスです。
• オープンデータ、マーケティングデータ、統計データベースなどを扱います（2020年11月登録受付開始予定）。

図：データ検索画面（社内テスト中のダミーデータを表示）
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論点のまとめ：「鍵のかかった部屋」をいかに

持ち運ぶか 
 企業のデータは、なかなか鍵を開けて外に持ち出せ

ない。その状況で、「鍵のかかった部屋」をどう持ち

運ぶか。境界線をずらす、動かすという発想をした方

が、物事が進みやすいのではないかと思います。 

 まとめると大きく 3 つの論点があります（図 8）。

まず、不特定多数と特定少数の間に多様なデータ公開

の仕方があり、ソフトローによって制約もそれぞれで

す。また、制限公開あるいは制限共有が選ばれる理由

は、複合的で一様ではなく、トータルでリスクとコス

トを下げる必要があります。1 つの解決策として、実

務的に頑張って労力を割く従来の方法も有効ですが、

今後は、ルールやシステムで省力できるといいのでは

ないかと思っています。 

（図 8） 

論点まとめ

2020/6/29

1. 不特定多数と特定少数の「間」に多様なデータ製品の形態

• 暗黙知や社会的慣習のちがいによって、制約もそれぞれ

2. 制限公開が選ばれる理由は複合的で一様でない

• 法的課題、技術的問題、ブランド毀損・ビジネス機会損失リスクなど

3. 従来手法も通用するが、ルール＆システムで省力したい

• 「身内になる」と「一般開放（制限付き）」の２択以外の道が開ける
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機関紹介 
 バイオサイエンスデータベースセンター（NBDC）

は科学技術振興機構（JST）の一組織です。ライフサ

イエンス研究の成果が最大限活用されるように、オー

プンサイエンスという方針の下で、ライフサイエンス

分野のデータを統合して利活用を促進するセンターと

して 2011 年に設立されました。私どもは以下の三つ

のテーマで活動を行っています。一つは「ひろく」と

いうことで、データを共有するためのルールやガイド

ラインを作成してデータを集めることです。二つ目は

「つなげて」で、RDF というフォーマットで集めた

データの統合を行っています。その他、辞書を作った

り、さまざまな統合をするための技術開発を行ったり

しています。三つ目は「つかう」ということで、統合

したデータを使いやすくするためのアプリの開発、デ

ータ駆動型研究に向けての研究などを行っています。 

 NBDC の Web サイトでは、統合データベースとそ

れを使うためのツールが誰でも無料で利用できるよう

になっています（図 1）。共同研究先のライフサイエ

ンス統合データベースやファンディングプロジェクト

で作られたサービス、データベースなども利用できま

す。TogoTV という動画による解説がありますので、

ご覧いただければと思います。 

 

NBDC のサービスとヒトデータベース 

 サービスの一覧のところに、今日紹介させていただ

く NBDC ヒトデータベースやバリアントのデータベ

ースがあります（図 2）。なぜヒト由来のデータを集
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ヒトデータの共有のための取り組み 
 

 
三橋 信孝 

（科学技術振興機構 バイオサイエンスデータベースセンター） 

 講演要旨 

2013年に運用を開始した NBDCヒトデータベースは、生命科学や医療の分野で生み出されたヒトに関する様々なデータの共有

を推進しています。個人単位で決定されたゲノム配列が主な格納データです。ヒトデータの共有では、データの使いやすさと

研究参加者のプライバシー保護のバランスが非常に重要です。 

NBDCヒトデータベースでは、データ提供者は、研究参加者との間のインフォームドコンセント、データのプライバシーレベ

ル、研究の進捗状況などによって、適切な共有方法を選択することができます。個人情報の保護や倫理面にも配慮しながら、

データの利用を促進するためのこれまでの取り組みを紹介したいと思います。 
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の研究者と共同で、日本人ゲノム変異の統合データベース「TogoVar」の開発・運用に取り組んで
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めて共有する必要があるのか。人間のゲノムにはごく

わずかな個人差があります。このゲノムの個人差が、

病気のかかりやすさ、薬の効きやすさ、治療率などの

個人差につながっていきます。このようなゲノムの個

人差を調べることができるようになったのは、ヒトの

ゲノムの塩基配列、DNA の配列を決定するコストが

非常に下がったからです。今、1 人当たり約数百ドル

で配列決定ができるといわれています。 

 こうしてゲノムの個人差と疾患の関係等が分かると、

ゲノムの違いによって治療方針を決めることができる

個別化医療（プレシジョンメディスン）が実現すると

いわれています。そのためには、より多くの個人の医

療情報とセットになったゲノム情報を蓄積したデータ

ベースの構築が必要になってきます。 

 欧米では、米国国立衛生研究所（NIH）の The da-

tabase of  Genotypes and Phenotypes（dbGaP）や、ヨー

ロッパの European Genome-phenome Archive（EGA）

という公共データベースが構築されました。そのため、

ヨーロピアンのデータが圧倒的に多いです。ゲノムに

ももちろん人種差がありますので、日本人のデータベ

ースを作ることは非常に重要です。日本でも疾患に関

する知見を得るためのコホート研究を、バイオバン

ク・ジャパンや東北メディカル・メガバンクが数千人

から十万人を集めて行っています。そういった研究か

ら出たゲノムのデータや医療データなどを共有するた

めの受け皿として、ヒトデータベースが作られました。 

 NBDC のヒトデータベースは、国立遺伝学研究所

の DDBJ センターが運営する Japanese Genotype-

phenotype Archive（ JGA）と共同運営しています。

NBDC が、制限公開をするためのガイドラインの作

成や、制限公開時にはデータ提供や利用をするための

審査を実施しています。一方、DDBJ は、データの管

理やユーザーへの払い出しなどの業務を行っています。 

 公開からちょうど 7 年たちますが、300 件程度の申

請があり、追加更新なども行われています。約 32 万

人のデータが格納されていて、そのうち約 150 件が公

開されており、約 140 件の利用申請があります。 

 

公開、制限公開、非公開の区別 
 ここからは、セミナー概要で問い掛けられていた四

つのテーマに沿ってヒトデータベースの内容を紹介さ

せていただきます。 

 まず、データの区分です（図 3）。NBDC では、ヒ
（図 1） 

© 2020 統合データベース講習会 Licensed Under CC 表示 4.0 国際https://biosciencedbc.jp/

NBDCのウェブサイト https://biosciencedbc.jp/

「NBDC」で検索

• 50種類以上のサービス
• 生命科学のDB関連
• 登録不要（一部を除く）
• 無料
• どこからでも、誰でも

動画による解説

（図 2） 

© 2020 統合データベース講習会 Licensed Under CC 表示 4.0 国際https://biosciencedbc.jp/

NBDCのサービス一覧とヒトデータベース

ヒトカテゴリへ

https://biosciencedbc.jp/services

説明へ

WebsiteへWebsiteへ

（図 3） 
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© 2020 NBDCヒトデータベース Licensed Under CC 表示 4.0 国際

1. NBDCから公開するデータは、原則（非制限）公開
（unrestricted-access)
• 生命科学系データベースアーカイブなど

2. （永続的に）非公開なデータは扱わない
• またNBDC自身は自前でデータを出したり、寄
託データを使ってライフサイエンス研究を行う研
究機関ではない。

3. 制限公開(controlled-access)
• ヒトに由来する試料から得られたデータ
• NBDCヒトデータベース

NBDCでの公開、制限公開、非公開の区別

ヒト由来データを制限公開にする根拠は？
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ト以外のデータも扱っていますが、基本的には非制限

公開（フルオープン）です。生命科学系データベース

アーカイブなどを、クリエイティブコモンズなどのラ

イセンスで公開しています。NBDC 自体は、論文発

表前のデータなど一時的に非公開のデータを預かるこ

とはありますが、永続的に非公開なデータを扱うこと

はありません。また、NBDC 自体が NBDC データベ

ースのデータを使ってライフサイエンス研究そのもの

をすることもありません。中立的な立場でデータベー

スを運営しています。 

 その中で、やはりヒト由来のデータだけはどうして

も制限公開（controlled-access）で扱わなければいけま

せん。その根拠が、ヒト由来試料を対象にした医学研

究を実施する上での医学指針やゲノム指針など、各種

の倫理指針です（図 4）。これに沿って研究なりデー

タ共有なりをしなければなりません。また、これらの

指針は個人情報保護法に裏付けられています。 

 ゲノム指針は 2001 年に策定されました（図 5）。基

本方針の 5 番目、「個人の人権の保障の科学的又は社

会的利益に対する優先」というところが一番重要では

ないかと思います。そういった精神に沿って制度設計

がされています。 

 また、個人情報保護法も、完全施行されたのが

2005 年ですが、2017 年に改正されました。個人情報

の定義が明確化され、ヒト由来データに関しても、そ

の枠組みで個人情報として扱われることになりました。 

 では、具体的に何が個人情報になるのかというと、

まず、ゲノム研究で扱うレベルの DNA の配列情報は、

ほぼ全て個人識別符号という個人情報に位置付けられ

ました。また、病歴や投薬情報といった医療関係デー

タは、さらに厳格な管理が求められる要配慮個人情報

に該当することになりました。これらの定義は法律や

政令にきちんと定義されています。要配慮個人情報に

なると何が大変かというと、データを第三者に提供す

るためにあらかじめ同意を得なければいけない、いわ

ゆるオプトインの手続きを経ないといけないことです。 

 

ステークホルダーとの取り決め 
 2 番目に、データ所持者、データ利用者等のステー

クホルダーとどのような取り決めを行っているか。ヒ

トのデータですので、データ提供者、データ利用者の

他に、研究参加者（試料提供者）もステークホルダー

になります。データ提供者が研究のために研究参加者

から試料をもらうときには、どういう研究に使うかと

いう目的を説明した同意説明文書が必ずあり、研究参

加者はその文書にサインをしているはずであるという

取り決めがあります。また、データベースセンターで

ある NBDC とデータ提供者や利用者との間の取り決

めとしては、NBDC が作ったヒトデータ共有ガイド

ラインがあり、これにのっとって運営しています。 

 ガイドラインの中には、データ提供時に提供者が守

らなければいけない必要事項が書かれています。まず、

データ提供者が実施した研究がその組織の倫理審査委

員会で承認されているということを、研究計画書、承

（図 4） 
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© 2020 NBDCヒトデータベース Licensed Under CC 表示 4.0 国際

ヒト由来試料を対象とした医学研究を
実施する上で遵守すべき指針

・人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
（適用範囲：人を対象とする医学系研究全般）

・ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針
（適用範囲：ヒトゲノム・遺伝子解析研究）

・遺伝子治療等臨床研究に関する指針
（適用範囲：遺伝子治療等臨床研究）

これらの指針の根拠法：
・個人情報の保護に関する法律
・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
・独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
・個人所法保護条例

（図 5） 
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© 2020 NBDCヒトデータベース Licensed Under CC 表示 4.0 国際

ゲノム指針（2001年）の基本方針

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000153405.pdf
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認書とともに示していただく必要があります。そして、

もちろん研究参加者からインフォームドコンセントを

取っていて、なおかつ、そのインフォームドコンセン

トの中にデータベースでデータを共有するということ

が明記されていることを必ず確認しています。これに

同意がないものはヒトデータベースで扱うことができ

ません。最後に、例えば特定の疾患に関する研究にし

かこのデータを利用できないなど、インフォームドコ

ンセントに基づいた制限事項があれば、それも申請し

ていただくことになっています。 

 同じように、データ利用時の必要条項もガイドライ

ンで決めています。データを利用する研究も倫理審査

委員会の承認を得なければいけません。また、研究を

行う方はそのデータを使った分野での研究経験がある

ということで、論文等の書誌情報を求めています。あ

とは、利用するインフラ、IT 環境できちんとセキュ

リティ対策が行われていることをガイドラインのチェ

ックリストを使って確認しています。 

 図 6 は、インフォームドコンセントに基づいた個別

の制限事項の表示例です。左にあるのが各データの内

容を表示する概要ページです。どのようなデータに関

してもこういった概要データは公開しています。その

中にポリシーのリンクがあります。NBDC ポリシー

は ガ イ ド ラ イ ン 標 準 の ポ リ シ ー で す 。 隣 に

hum0101policy というリンクがあるのは、このデータ

セットに特有の制限事項を付けることができるという

例です。 

制限公開と制限共有の違い 
 では、制限公開と、特定の研究者・研究機関内のみ

に限定して研究データを提供する制限共有との違いは

何でしょうか。NBDC ヒトデータベースにも制限共

有という仕組みがあります。これはデータの公開に先

駆けてグループの中で共有する仕組みです。将来的に

は制限公開系のデータベースに入れる、もしくは非制

限公開することが条件になったデータを、一時的に制

限共有する枠組みになっています。現在、NBDC グ

ループ共有データベースを運用しており、国立研究開

発法人日本医療研究開発機構（AMED）が実施する三

つのプロジェクトから出てきたデータが制限共有とし

て格納されています。もちろん、AMED 以外のグル

ープもグループ共有データベースを作る枠組みがあり

ます。 

 図 7 の表は、制限公開と制限共有の違いをまとめた

ものです。まずガイドラインは、制限共有の場合も

NBDC ヒトデータ共有ガイドラインに準拠していた

だきますが、AMED ゲノム制限共有データベース

（AGD）の場合は AMED の方針でガイドラインを多

少変更することができ、データ提供者が合意した場合

のみデータが利用できるというように変更されていま

す。ですので、AGD のデータを利用したいユーザー

は、あらかじめデータ提供者の合意を得て NBDC に

利用申請していただかないといけません。その代わり、

制限共有の場合は、国際 DNA データベースに登録す

る際に発行されるアクセッション番号が発行されませ

（図 6） 
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ICに基づいた個別の制限事項の表示例

（図 7） 
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制限公開と制限共有の比較
制限公開 制限共有

ガイドライン NBDCヒトデータ共有
ガイドラインに準拠

左記共有ガイドラインに
準拠。助成機関やプロ
ジェクト等の方針をNBDC
と協議の上、反映できる

利用審査時のデー
タ提供者の合意

不要 原則不要。AMEDゲノム制
限共有DBでは必要

アクセッション番
号の発行

可能 不可能（制限公開データ
ベースへの移行が必要）

データ利用者が利
用可能になる時期

遅くともデータ提供
者の成果論文発表時

登録直後。
合理的な一定期間後に制
限公開DBに移行

維持費用 データ提供者、利用
者の負担はなし

データ提供者、助成機関
やプロジェクト等が負担
する

アクセッション番号：DDBJ/EMBL/GenBank国際DNAデータベースに登録された塩基配列の認識番号
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ん。論文発表するためには、データを使った場合には

基本的にこのアクセッション番号を書かないといけな

いので、きちんとした論文発表ができないことがあり

ます。その場合は制限公開に移行していただく必要が

あります。これはデータ提供者だけではなく利用者も

同じ条件になりますので、利用者にとってもやや制限

の多い共有となっています。 

 

制限公開や制限共有を行う機関の実態 

 次に、データ提供者との関係性についてです。

NBDC 自体は、データを作り出す研究の助成はして

いません。米国の dbGaP というデータベースを運営

する NIH は巨大なファンディング機関ですので、制

度上、データ公開を義務化することができますが、わ

れわれはそういうことができません。 

 その代わり、データ公開を促進する工夫として、ま

ず日本の助成機関である AMED と連携しています。

具体的には、AMED 研究データ利活用に係るガイド

ラインの中に、AMED の研究では必ずデータマネジ

メントプランを作るようにして、その中にデータ公開

予定を記載することを義務化しました。その受け入れ

先として AGD やヒトデータベースが含まれています。 

 2 番目に、アクセッション番号を取ることが論文受

理の条件となっています。これが制限公開を促進する

最も大きなドライビングフォースだと思っています。 

 3 番目に、インフォームドコンセントに基づいた個

別の制限事項を受け付けます。これによって、再同意

を取らなければデータベースに寄託できないものに関

しても、なるべく制限事項も一緒に取り込むことで公

開のハードルを下げる工夫をしています。 

 図 8 の図が制限公開共有までの流れです。データ審

査に 2 週間ほどかかり、専用サイトを作り、JGA にデ

ータを登録するとアクセッション番号が発行されると

いう仕組みになっています。 

 一方、データ利用者に関しては、ひたすらヒトデー

タを使いやすい環境を整備してデータ利用を促進して

います。これによって制限公開等の必要性も高まるの

ではないかと考えています。方法としては、まず申請

手続きの効率化のために Web システム化を行ってお

り、その運用が始まっています。 

 2 番目に、ダウンロードしたデータを解析する必要

がありますが、そのためにセキュアな計算環境を整え

るにはかなりの手間がかかります。そこで利用者が所

属する機関内に自前で計算機を用意することを求めて

いたガイドラインを改訂し、自組織以外に利用可能な

解析用の計算環境を提供することにしました。現時点

では JGA を運用している DDBJ と東北メディカル・

メガバンクという、どちらもスパコンを持っていると

ころで、非常に潤沢な解析環境が利用可能です。これ

を機関外サーバと呼んでいます。 

 3 番目としては、制限公開データの概要を把握でき

るように、ゲノムの個人差をあらかじめ検出して、ヒ

トデータベース内での個人差の頻度を非制限公開とし

て出すことによって、データの中身を少しでも把握し

てもらおうとしています。 

 図 9 が利用の流れです。申請していただいて、2 週

間ほどの審査の後、JGA からダウンロードできるよ

うになります。図 10 は機関外サーバの仕組みです。

以前は自組織のサーバ以外は使えませんでしたが、現

在は自組織のサーバも、DDBJ や東北メディカルのス

パコンも使えるようになっています。 

 図 11 はヒトデータベースのデータセットの一覧で

すが、データの中身がこれだけだと把握しにくいとい

うことで、重要なバリアントの部分だけを取り出し、

（図 8） 
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④データ格納後、
アクセッション
番号の発番

提供データ公開までの流れ

②承認

NBDCヒトデータ審査委員会
（審査期間：2週間程度）

①データ
提供申請

データ申請に必要
な情報を整える
（DBを介したデー
タ共有について同
意がない場合は、
倫理審査委員会の
再審査が必要）
（1週間程度）

専用サイト作成（日本語版・英語版）
（１週間程度）

⑤専用
サイト
確認

データ提供者

③メタデータ登録
データ送付

非制限公開
データ制限公開データ

DDBJ

JGA DRA
(Japanese 
Genotype-
Phenotype 
Archive)

(DDBJ 
Sequence 

Read Archive)

登録するデータ、および、
データを説明するメタ
データを整えた上で、
データをアップロード。
（1週間程度）
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頻度という統計情報に加工して非制限公開で閲覧でき

るようにしたものが TogoVar というデータベースです

（図 12）。左側にあるのが、ヒトデータベースに格納

されている、それぞれのプロジェクトから出てきたゲ

ノムのデータです。これを同じ手法で再解析して、日

本人という大きな集団でのバリアント頻度を計算しま

す。これは非制限公開できますので、ユーザーが見て、

ヒトデータベースに利用申請するかどうかを決めるこ

とができます。 

 同じく、研究に必要なさまざまな他の集団での頻度

データや文献データなども、ワンストップで解析でき

るようにして利便性を上げています。 

（図 9） 
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データ利用申請から
データ取得までの流れ

②承認
③データアクセス権
限付与
（2-3日程度）

NBDCヒトデータ審査委員会
（審査期間：2週間程度）

④データアクセス
・JGAtool
からのDL
（GUI、CUI）
・外付HDD郵送
（数時間～数日）

非制限公開データ制限公開データ

JGA
(Japanese 
Genotype-

Phenotype Archive)

NGSデータ利用者

http://trace.ddbj.nig.ac.jp/jga/download.html

①データ
利用申請

データ利用の審査に
必要な情報を整える
（倫理審査委員会に
よる承認および機関
の長の許可）
（1週間程度）

（図 10） 
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所属機関外利用可能サーバ
（機関外サーバ）

and/or

機関外サーバにより新たに可能となる部分

機関外サーバ※

自組織のサーバダウンロード
利用者手持
ちのデータ解析

利用者の所属組織

他組織

機関外サーバの概念では、
データ利用者が、所属組織
以外のサーバへダウンロー
ドして利用することも可能
にする。

利用者

※NBDCヒトDBからダウンロードしたデータに加え、
機関外サーバ運営組織のonsite限定利用データと合
わせた解析も可能となる。

以前は、データ利用者所属
組織のサーバへダウンロー
ドして利用することのみ許
可している。

ダウンロード

NBDCヒト
データベース

以前

現在

自組織のサーバ

利用者の所属組織

利用者手持
ちのデータ解析

利用者手持
ちのデータ解析

（図 11） 
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NBDCヒトデータベースのデータ一覧

課題：データの中身を把握しにくい

（図 12） 
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健常人

疾患C

疾患B

疾患Aの対照群

疾患A

研究プロジェクトA

研究プロジェクトB

研究プロジェクトC

NBDCヒトDBから公開されているデータの把握
NBDCヒトデータベースに登録・公開された日本人のゲノムデータ
から集計した大規模なバリアントの頻度情報をTogoVarから公開

健常人
疾患C

疾患B
疾患Aの対照群

疾患A

日本人大規模
バリアント頻度

同じ手法で
再解析

②利用申請

① 概要を把握

ユーザー

出典元 (© 2016 DBCLS TogoTV) 
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農研機構統合 DB 開発経緯 
 私の所属するデータ戦略推進室は 2019 年 4 月に設

置されました。そこから農研機構統合 DB を作ろうと

いうことで、2020 年 3 月に DB 運用ガイドラインを整

備し、6 月から機構内限定で試験公開を始めました。

農研機構統合 DB のデータを外部ユーザーと一部共有

開始したのが今年 9 月です。2021 年 4 月から本格運

用を開始予定です。 

 開発の背景としては、データがたくさんたまってき

たことと、経年によってデータがどんどん散逸してい

るということがありました。職員が退職するとデータ

がどこにあるか誰も知らないということがよく起きて

きたので、分野横断的かつ統一的なデータ基盤の構築

を急務として、そのデータ基盤として農研機構統合

DB を構築しました（図 1）。コンセプトは「人をつな

ぐ、データをつなぐ」で、農研機構全体での研究デー

タの共有・活用を目指し、研究データを通じて人をつ

ないだり、また、われわれはグラフデータベースを導

入していますので、それでデータ自体をつないだりし

ています。 

 DB の構成としては、オンプレミスとクラウドに分

散しており、DB を 1 次 DB と 2 次 DB に分類してい

 

 
  
 

第 1 回 SPARC Japan セミナー2020 

 

 

 

農研機構統合 DB の構築と 

データ共有の取り組みについて 
 

 
桂樹 哲雄 

（農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）） 

 講演要旨 

近年、農業分野における研究環境の ICT 化にともなって電子データが急増している。多大な労力をもって生み出された研究デ

ータは、それ自体が貴重な財産であることから、これらを適切に収集・管理し、利活用することが研究活動を加速化し、従来

の分野・領域を超えた学際的な研究を創出できると期待される。そこで、農研機構では研究データの適切な保存・管理・整理

を目的としたデータ基盤として、「農研機構統合 DB」を構築し、2020 年度から試験運用を開始した。データ再利用の観点か

ら、機構内のデータは基本的に機構職員が自由に参照できる仕組みを構築した一方、ライセンスや機密保持の観点から、参照

制限をかけるものも存在する。 

本講演では、農研機構統合 DBの概要を示したのち、オープン・クローズド戦略に基づいて実際にどのようなルールと仕組み

でデータの共有を行っているかを紹介する。まだ手探りのところもあるため、本講演を通じて皆様のご意見を伺いたい。 

桂樹 哲雄 
2002年大阪府立大学工学部海洋システム工学科卒業、2005年同大学院工学研究科機械系専攻博士前

期課程修了、2011年同航空宇宙海洋系博士後期課程単位取得退学、2014年奈良先端科学技術大学院

大学情報科学研究科博士後期課程修了。日本学術振興会特別研究員、豊橋技術科学大学情報・知能

工学系助教を経て、農業・食品産業技術総合研究機構農業情報研究センター データ戦略推進室主

任研究員に着任。流体計算の分野で研究キャリアをスタートし、バイオインフォマティクスの分野

で植物代謝の計算手法を開発、ケモインフォマティクスの分野で化合物の構造活性相関の研究に従

事した。現在は農業データ利用促進のためのデータベースに関する研究・開発を行う。 
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ます（図 2）。1 次 DB は、メタデータを整理して研究

データをカタログとして塊で置いておくものです。2

次 DB はグラフデータベースで、データを連携して関

連データをつなげて解析できるようにするものです。

1 次 DB にためたものから選抜して 2 次 DB に持って

いくという構成にしています。農研機構内に 1 次 DB、

クラウド環境に 2 次 DB を置いて、両方に機構内から

も機構外部からも適切にアクセスできるように、ファ

イアウォールや認証システムなどを導入してアクセス

制御をしています。 

 

1 次 DB（カタログ型 DB） 
 1 次 DB は、カタログ型のメタデータを入れて管理

するメタデータ DB と、そのデータ本体を置くオブジ

ェクトストレージの二つで構成されています。データ

にメタデータを付けてカタログ型 DB で管理し、その

実体を Amazon S3 互換オブジェクトストレージに格納

するという設計になっています。 

 特長としては、機構内のデータを集約して安全に保

管することで、研究者のデータ保存の負担を軽減し、

自分たちでハードディスクを買わずに済むということ

と、メタデータを整備することで機構内の有用な研究

データの存在を可視化できるということがあります。

メタ情報を基に検索可能で、他の人がどのような研究

をしているかといったことから新たなテーマを発見し

たり、展開したりできます。掲示板機能によって研究

者間のコミュニケーションを促進することも目指して

います。また、柔軟なアクセス制御によってデータを

安全に共有できます。 

 それから、完全に外部に出してしまうデータに関し

ては、別システムを立ち上げました。もし公開用のシ

ステムに何らかの不具合で外部から不正に入られてし

まっても、機密情報は出ないようにするという仕組み

を持たせています。 

 この 1 次 DB には、農研機構に集まってくるあらゆ

るデータが入ります（図 3）。ドローンから撮影した

画像セットや、定点カメラあるいはセンサーなどで取

得した観測データなどがリアルタイムで入ってくるこ

とも想定して設計しています。もちろん Excel データ

やゲノム配列データ、それから文献データや設計図書

も置いてもらおうと考えています。 

 データに付けるメタデータの項目も、昨年（2019

年）、一生懸命考えました。もちろんデータをただ置

いておくだけでは他の人にはどのようなデータか分か

らないし、どんなライセンスかということも分からな

いので、そういう情報を整理しようということになり

ました。ただ、あまりたくさん付け過ぎると、実際に

入力する人に、入力したくない、面倒くさいと言われ

るので、どれぐらいのデータであればみんな入れてく

（図 1） 

• 愛称
• 農研機構統合データベース / NARO Linked DB

• コンセプト
• 人をつなぐ、データをつなぐ

• 農研機構全体での研究データの共有・活用
• 研究データを通じて人をつなぐ
• グラフDBによってデータをつなぐ

• ねらい
• 農研機構全体での研究データ共有・活用による、分野横断的研究などの推進。
• データ解析体制の整備による、研究の高度化・迅速化の推進。
• 農業界・産業界へのデータ提供による、「データ駆動型スマート農業」の推進。

• 構成
• オンプレとクラウドに分散
• 1次DB: メタデータ(※)を整理し、研究データをカタログ化
• 2次DB: グラフデータベース。データの連携により、関連データをつなげて解析。

農研機構統合DB/ NARO Linked DBについて

※メタデータ：タイトル、作成者、研究課題、ライセンス情報など、データの属性を示す情報

農研機構ダイバーシティ推進キャラクター
「©おむすびなろりん」農研機構統合DBバージョン

（図 2） 

農研機構統合DBの概念図

Web
Browser

Web
Browser

API
HTTPS

農研機構内ネットワーク クラウドネットワーク

WAGRI API
HTTPS機構内ユーザ

（ブラウザ） 機構外ユーザ
（ブラウザ）

機構外ユーザ
（API）

機構外ユーザ
（WAGRI API）

農研機構認証システム

• 冗長性、高可用性を備える
• Amazon S3互換
• 大容量高速オブジェクトストレージ(3PB)

• メタデータを管理

グラフ形式のデータ テーブル

…

専門データベース群

農研機構統合データベース
1次DB 2次DB

SINET
学術情報
ネットワーク
10Gbps

連携WAGRI API
WAGRI

認証システム

クラウド認証システム

Firewall

機構内ユーザ
（コンソール）

Firewall Firewall

（図 3） 

• 農研機構は、長年に渡り、農作物・家畜のゲノム、育種、栽培、病害、食品の成分・
機能性、環境等に関する、多様で膨大なデータを蓄積。

• ドローンなどから撮影した画像セット
• 定点カメラなどで撮影した動画データ
• センサーなどで取得した観測データ
• Excel，CSVなどの表形式データ
• 既存データベースのダンプファイル（バックアップ）
• ゲノム配列データ
• 文献データ
• 設計図書
• マニュアル，など

1次DB(カタログ型DB)の対象データ

分野 データの内容
植物 ゲノム・育種, 栽培, 画像等
動物 ゲノム, 家畜診断, 管理等

昆虫・線虫 害虫, 診断方法等
微生物 病害, 病害写真, 病害同定等
食品 機能性成分, 成分分析等

環境データ 気象, 施設内環境, 土壌等

その他
農作業, 農業経済, 農業用地利用状況, 
水利, 水質, インフラ整備関連, 地盤調査, 
実験ノート等

農研機構内研究データの例
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れるか、そして検索にきちんと引っ掛かるかというこ

とを考えました。 

 設計方法としては、Dublin Core をベースにして、

農研機構で必要と思われる項目を追加し、入力は煩雑

にならないように語彙統制をしつつ、しかし柔軟に、

項目は欲張らずというということでメタデータ項目を

考えています。結果的には Dublin Core や JPCOAR と

似た項目となりました。このメタデータは、これだけ

では足りないということで、今後カスタムメタデータ

を付けられるように設計しようと、データベースの改

修を行っているところです。 

 

2 次 DB 
 2 次 DB については少しだけ説明します。グラフデ

ータベースやテーブルデータベースとして Oracle の

クラウドのデータベースを使いましょうということで

データを入れていっています。Linked Open Data など

と連携できます（図 4）。 

 2019 年に私どもの部署ができてからデータを集め

出し、今、その入れ物を農研機構統合 DB として構築

したところで、これからどんどんデータが入ってくる

ことを期待しているのですが、データの種類としては

あらゆるデータがあります。紙データ、リアルタイム

計測データ、マルチメディアデータ、実験データなど

があるのですが、結局のところ、カテゴライズすると

したら、電子ファイルといってもテキストデータが入

っているものと入っていないものに分かれます。入っ

ていないものは 1 次 DB にメタデータを付けて放り込

み、テキストデータがあるものに関しては全文検索が

できるようにしようと考えています。また、テーブル

データやグラフデータは、2 次 DB で専門のテーブル

データなどを扱えるデータベースにしていますので、

そこに入れていこうと考えています。 

 

農研機構統合 DB のオープン・クローズド戦略 
 これは皆さんのご意見も頂けたらと思っているので

すが、農研機構でも、オープンデータとシェアードデ

ータ・クローズドデータを分けて考える必要があると

いう議論をしてきています（図 5）。 

 オープンデータに関しては、選抜したデータを公開

することと、公開用 DB を別途用意して安全性を考慮

することを考えています。メタデータに関しては一部

だけ検索できるようにしようとしています。 

 シェアードデータ・クローズドデータに関しては、

農研機構は国の機関ですし、機構のお金で作ったデー

タは機構全体で共有することを基本に考えていこうと

いうことになっています。これまで農研機構ではあま

りそういう考え方が一般的ではなかったのですが、も

うそういう時代ではないので、どんどん共有していき

ましょうということで動いています。メタデータも共

有して、農研機構内のユーザーであればメタデータか

らデータを検索できるようにしようと考えています。 

 ただし、もちろん農研機構のデータを何でも共有し

ていいわけではありませんので、それぞれのデータセ

ットで個別に共有範囲を指定することもできるように

しています。1 次 DB は柔軟なアクセス権を設定して、

ユーザー権限とグループ権限を設定することが可能で

すので、便利な NAS のように利用できるということ

（図 4） 

• 1次DB内のデータセットからデータを選抜し、整理・格納
• 有用性の高いもの、他のデータとの関連性の高いものを選抜
• プロパティグラフ、RDFなどの形で整理
• 統計的解析・機械学習による知識発見をサポート

• RDFデータサーバを構築
• クラウド型グラフDBを導入
• FusekiによるSPARQLエンドポイントの提供

• テーブルデータも格納可能
• 解析ツールを提供（順次追加）

• 育種データビューワ(NARO Pedigree Viewer)を開発

2次DBの概要

1次DB  データにメタ情報を付けて、塊で格納
2次DB  1次DBの中から解析用に選抜されたテーブルデータ、グラフデータを格納

（図 5） 

• オープンデータ
• 選抜したデータを全世界に公開
• 公開用データベースを別途用意し、安全性を考慮（2021年4月運用開始予定）
• メタデータ(一部抽出)による検索も可能

• シェアードデータ・クローズドデータ
• データは機構内全体で共有するのが基本

• メタデータも共有  農研機構内ユーザはメタデータから検索可能
• ただし、それぞれのデータセットで個別に共有範囲を指定することも可能

• 1次DBは柔軟なアクセス権設定が可能  便利なNASのように利用できる
• ユーザ権限、グループ権限を設定可能

• 外部利用者を登録して共有することも可能（ただし、メタデータの利用は限定的）
• メタデータを秘匿することも可能

• メタデータはインデックス化されており、通常は機構内ユーザの検索結果に表示される（機構内限定共有）。
• 検索結果にも表示されないように設定することも可能（要申請）

農研機構統合DBのオープン・クローズド戦略

データ作成者の権利は、研究データ利用規約によって担保（データが勝手に他人に流用されることはない）
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を宣伝しています。また、外部利用者（県の試験場の

方、大学の先生など）を登録して共有することも可能

です。ただし、その場合にはメタデータの利用を限定

的にしようとしています。というのも、メタデータで

検索できてしまうので、データが見えてしまうのです。

メタデータが見えてしまうのはまずいということで利

用を限定しています。 

 それに関連して、メタデータ自体を機構内のユーザ

ーに対しても秘匿することを可能としています。とい

うのは、メタデータはインデックス化されていますの

で検索でき、検索結果に一部のデータが表示されてし

まいます。そこにデータが存在することが分かってし

まうのも困るということがありますので、検索結果に

も表示されないように設定することが可能です。これ

は申請ベースで受け付けています。 

 先ほど、農研機構の文化のようなことを少し言いま

したが、やはりデータ作成者には、これからはデータ

を機関内で共有するのだといっても、勝手に使われて

しまうのではないかと心配される方が非常に多いです。

従って、データ作成者の権利は研究データ利用規約で

担保されているのでデータが勝手に他人に利用される

ことはないということを強調しています。 

 公開用メタデータとしては、一部だけ公開するとい

うことで項目を選択しています。例えば、機構内の

ID などは機構外の方には関係ないものなので出しま

せん。問い合わせ先（連絡窓口）に関しては、データ

セットの責任者に直接連絡できるようにしようと考え

ていますが、これについてはまだ少し変わるかもしれ

ません。今、内部で相談しているところです。 

 

利用促進のための 3 要素 
 データベースは今やっと試験運用が始まったところ

なので、これからどんどん皆さんに使ってもらいたい

と思い、利用促進のための 3 要素を考えました。まず、

運用ガイドラインを策定しました。それから、データ

利用規約も策定しました。また、AI スパコンを構築

しましたので、それと併せて DB に関しても教育を行

って広報活動をして、皆さんに使ってもらおうと考え

ています。 

 まず、運用ガイドラインでは、研究データの定義を、

研究の過程でできたデータの全部としています。研究

で発生したデータは機構全体にとって貴重な研究資産

なので、個人やチームだけで保存するのではなく、機

構が定めた安全な場所に永続的にバックアップし、分

野横断的に使っていきましょうということを定めてい

ます。DB の運用開始後は、研究成果となるデータは

原則機構内での再利用を認めるということを明記して

います。ただし、秘匿性が高い場合など、別途認めら

れた場合は利用範囲を限定できます。 

 そしてデータ利用規約では、「データを利用した研

究について、学会発表や論文投稿等の外部発表を行う

場合や特許提案等を行おうとする場合は、事前にデー

タ提供者に連絡し、著者、引用方法、謝辞、出願等に

ついて協議すること」「データ提供者は、提供したデ

ータによってデータ利用者が被ったいかなる損害にも

責任を負わないこと」というように、データを出した

人が全ての責任を負うわけではないことを明記してい

るのがポイントです。 

 

クローズドデータへのアクセス制御 
 統合 DB 全体をファイアウォールや Web アプリケ

ーションファイアウォールできちんと保護しています。

あるいは、IdP でアクセス管理しているのですが、そ

れでユーザーごとやグループごとに権限を制御し、ト

ークンを用いて認証・認可ができるようにしています。 

 

実際の手順 
 実際に DB にデータが入ってきたときに、われわれ

が農研機構内でどうしているかということを紹介しま

す。農研機構の研究は、大課題、中課題、小課題に分

類されています。その中課題ごと、あるいは部署を横

断するプロジェクトがある場合にはその責任者をオー

ナーとするフォルダを作ります。責任者がそのフォル

ダ内のデータに責任を持って必要なメンバーをユーザ



SPARC Japan NewsLetter NO.44 
 

38 

ーID やグループ単位で登録し、それぞれに権限を付

与する形でデータを管理しています。 

 それから、メタデータのアクセス制御ももちろん行

っていますし、先ほどから言っているように、秘匿し

たい場合には秘匿することも可能です。 

 

異動・退職時のデータ保存・権限移譲 
 職員の異動・退職時は、データがどこかへ消えてし

まうタイミングでもあるので、統合 DB への登録をも

ってデータ移管を完了することにしています（図 6）。

異動・退職者はアクセス権を上長または後任者などに

変更し、変更後は退職者のアカウントは速やかに削除

するという運用方法を採ろうとしています。そうなる

と、退職者が持っている全てのデータのアクセス権を

手で変更するというのは非常に大変ですので、その移

動の仕組みを現在開発中です。退職後については、研

究成果管理規定に従って、業務上、認められれば外部

からのデータアクセスを一部許可することにしていま

す。 

 

まとめ 
 以上、農研機構統合 DB と、そのオープン・クロー

ズド戦略の実際について紹介しました。取得されたさ

まざまなデータをより高度に利活用できるよう、今後

も農研機構統合 DB を改良していきたいと思っていま

す。 

（図 6） 

• 異動・退職時のデータ保存・権限移譲
• 異動・退職時は統合DBへの登録を以ってデータ移管を完了する。
• 異動・退職者は、アクセス権を上長または後任者などに変更する。
• 退職後、退職者のアカウントは速やかに削除する。
• 1次DBには権限移譲の仕組みを導入する（今年度末から利用可能）。

• 退職後のデータアクセスについて
• 研究成果管理規定に従い、業務上、 認められれば外部からの一部データアクセスを許可。

異動・退職時のデータの扱い
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本日の発表における用語 
 本編に入る前に、本日の発表における用語を整理さ

せていただきます（図 1）。「公開」はアクセスに制限

なく誰でも利用可能なこと、「制限公開」は承認ユー

ザーのみが利用可能なこと、「制限共有」は承認ユー

ザー間でデータを共有すること、そして、これらを合

わせて「データ公開」、それ以外を「非公開」「データ

非公開」とします。 

 

物質・材料研究機構（NIMS）について 
 最初に、NIMS について簡単にご紹介します（図 2）。

NIMS は、その名が示すとおり、国内で唯一、物質・

材料科学の研究を専門とする公的研究機関です。茨城

県つくば市内の 3 地区と、兵庫県西播磨地区の

SPring-8 内に事業所があります。役職員は約 1,600 人

で、このうち 50～60％が研究職員、25％がエンジニ

ア職員として働いています。研究組織としては 8 つの

研究拠点・部門があり、各組織で特色ある物質・材料

 

 
  
 

第 1 回 SPARC Japan セミナー2020 

 

 

 

材料分野の研究データ公開における理想と課題 

～NIMS の事例から～ 
 

 
篠田 陽子 

（物質・材料研究機構 統合型材料開発・情報基盤部門） 

 講演要旨 

物質・材料研究機構では 2017年に材料データプラットフォームセンター（DPFC）を設置し、材料分野におけるデータ駆動型

研究の促進に貢献する材料データプラットフォーム DICEの構築に取り組んでいる。DICEは材料データの入り口（収集）から

出口（利活用）までを一貫して扱うシステムであり、取り扱う研究データの来歴や性質は多岐にわたるため、DPFC では各サー

ビスの在り方や運用について検討し議論を重ねてきた。本発表では DICEでの事例を紹介しつつ、研究データ公開における理

想と課題を考える機会としたい。 

篠田 陽子 
国立研究開発法人物質・材料研究機構 統合型材料開発・情報基盤部門 材料データプラットフォー

ムセンター データサービスチーム所属。研究機関、研究費配分機関、大学研究室で研究支援業務

に従事後、2016年に同機構に転職し、2019年6月より現職。研究データポリシーやサービス利用規

約の策定に携わっている。 

 

（図 1） 

本日の発表における用語
※個々のスライドその他で個別に定義されている場合を除く

アクセス申請を承認された
ユーザのみが利用可能
（参照のみのユーザが存在）

公開

アクセスに制限なく誰
でも利用可能

非公開

右記以外、個人
または組織内で
のみ利用可能

データ非公開 データ公開

弱強 制限の度合い

制限公開

制限共有

アクセス申請を承認された
ユーザ間で共有
（ユーザは登録と参照の両方を行う）



SPARC Japan NewsLetter NO.44 

40 

の研究開発を行っています。 

 私が所属する統合型材料開発・情報基盤部門

（MaDIS）は、データとの融合で物質・材料の研究開

発の在り方を革新することを目指して 2017 年 4 月に

設置された新しい部門です。材料データプラットフォ

ームセンターでは、データ駆動型の研究開発を支える

基盤として、本日紹介する材料データプラットフォー

ムの構築・運用に取り組んでいます。私はここで、主

にデータの利用に関する枠組みやルールづくりに携わ

っています。 

 

材料分野の研究データ 
 材料分野の研究データにはさまざまなものがありま

す。それらのデータをどのように取り扱うかを考える

と、図 3 のようなイメージになります。左側の制限公

開や非公開のところにあるものが多めになっています。

実際には個々のデータで状況が異なるため、必ずしも

この限りではないのですが、材料分野の研究データは、

例えば生物や化学、物理など他の基礎科学の分野に比

べると、相対的にオープンにされにくい傾向にあると

言えます。 

 では、なぜオープンにされにくいのか。大きな理由

の一つとして、材料は産業界や知財との関連が強いと

いうことが挙げられます。使われてこその材料といわ

れるように、材料は社会や産業に役立つ物質であり、

使える、そして使われる材料を作り出すための化合物

組成や構造、成形プロセスなどは、研究戦略やノウハ

ウに直結しやすい状況があります。 

 その一方で、近年のオープンサイエンスの流れや、

マテリアルズ・インフォマティクス、マテリアルズイ

ンテグレーションといったデータ駆動による材料設

計・開発への取り組みも加速度的に進んでおり、デー

タの利活用に対する期待や要望も高まっています。 

 こういった背景からも、材料分野の研究データにお

いては、研究の新たな発展、そしてイノベーション促

進のためにも、保護と利活用のバランスを取りながら

戦略的にオープンにしていくことが重要になってきま

す。 

 

NIMS の研究データポリシー 
 NIMS は国研として日本全体のイノベーションシス

テムをけん引する役割があり、また、NIMS の強みで

あり資産である材料データの利活用を図っていくとい

う使命があります。このため NIMS では、研究データ

に対する基本的な考え方や利用ルールの整備と、デー

タ利活用のためのデータインフラの構築・運用を両輪

で進めてきました。 

 2018 年 8 月に研究データポリシーを制定しました。

このポリシーの最初でも述べているのですが、研究活

動を通じて得られる研究データは重要な知的資産であ

り、適切な管理と広く有効な利活用を図っていくため

に、研究データの収集、管理、利活用に関する基本的

な方針を、研究データポリシーとして定めています

（図 4）。基本的な考え方としては、NIMS の研究戦略

や分野特性を考慮するとともに、研究データの性質や

来歴等に留意しつつ取り扱うこととしています。 

 一口に研究データといっても、形式や種類はさまざ

（図 2） 

1. 物質・材料研究機構（NIMS）について

国内で唯一、物質・材料科学（Materials Science）の研究を専門とする公的研究機関

National Institute for Materials Science
国立研究開発法人物質・材料研究機構

所在地：茨城県つくば市内３地区、兵庫県西播磨地区 (SPring-8内)

役職員数：1,564名 (2020年4月1日現在。定年制職員以外も含む)

研究組織：機能性材料研究拠点
エネルギー・環境材料研究拠点
磁性・スピントロニクス材料研究拠点
構造材料研究拠点(RCSM)
国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(MANA)
先端材料解析研究拠点
統合型材料開発・情報基盤部門(MaDIS)
技術開発・共用部門(RNFS)

・エネルギー材料設計グループ
・データ駆動高分子設計グループ
・データ駆動構造材料グループ
・デバイス材料設計グループ
・データ駆動無機材料グループ
・SIP-MIラボ
・材料データプラットフォームセンター

（図 3） 

公開非公開

データ非公開 データ公開

制限公開

制限共有

2. 材料分野の研究データ

・物性
・構造

・計算データ
（第一原理計算など）

・キュレーションされたデータ
（高品質データセット）

・ソフトウェア
・機械学習モデル

・文献
・論文のバックデータ

etc…

・標準物質のデータ・実験データ
・計測データ
・シミュレーション

・性能
・プロセス

・化合物組成

公開する？ 公開しない？

材料分野の研究データは、生物や化学、物理など基礎科学の分野に比べると
相対的にオープンにされにくい傾向にある。
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まです。NIMS の研究データポリシーでは、対象とす

る研究データを電子データとしています（図 5）。種

類としては大きく 3 つ、①NIMS の研究成果物等のう

ち、一般に公表されたもの、②NIMS の研究成果物等

で一般に公表されていないもののうち、NIMS が組織

として収集・保管し、利活用を図るべきものとして選

定したもの、③NIMS が構築する材料データプラット

フォーム等を通じた利活用を図るため、NIMS 外から

提供を受けたものとしています。 

 これらの研究データを提供・公開するときの考え方

として、まず研究データの提供・供用については、

NIMS 内外のデータの利活用によって発展的な成果を

生み出すことを目指すとともに、必要に応じてアクセ

ス制限や利用の限定などの措置も取り得ることとして

います。研究データの公開（ポリシーでは、インター

ネット上で公表しアクセスできるようにすることを指

す）については、公開することを原則としつつ、権利

保護や情報保護の観点から配慮が必要なものは公開対

象外としています。また、公開に際しては必要に応じ

て条件を付けることとしています。 

材料データプラットフォーム DICE 
 この研究データポリシーと両輪となっていくデータ

インフラが、材料データプラットフォーム（DICE）

です（図 6）。材料科学の研究を推進し、材料開発を

加速するためのプラットフォームであり、材料データ

の入り口から出口までを一貫して取り扱うシステムで

す。 

 DICE で取り扱うデータは、研究活動における日々

の実験データや計測データ、データベース、論文や報

告書、さらには利活用のために NIMS 外から提供され

るデータなど、来歴や性質がさまざまです。このため

プラットフォームでは、提供サービスごとにデータの

オープン・クローズを検討する方法を取っています。

具体的には、何をどこまで公開するのか、誰に使わせ

るのか、どう使わせるのかを細かく組み合わせること

で最適化を図っています。今回は DICE のデータ公開

の事例として、MDR、MatNavi、共有データリポジト

リの 3 つのサービスについて説明します。 

 

Materials Data Repository（MDR） 
 MDR は、「公開」の事例です（図 7）。MDR は材料

研究データや文献等を収集・保存し、インターネット

を介して広く利用できるようにするための公開データ

リポジトリで、2020 年 6 月 15 日から公開を開始して

います。名前に「材料データ」とあるように、材料に

関するメタデータ項目をサポートしており、登録デー

タに DOI を付けることによって引用を容易にしてい

るのが特徴です。 

 MDR で公開するデータは主に NIMS の公知データ

（図 4） 

3-1. NIMSの研究データポリシー

●基本的な考え方

・法令、諸規程等に留意しつつ、NIMSの研究開発戦略や分野特性も考慮し、適切に研究
データの収集・保管と利活用を図る。

・多様な研究データの各々の性質や来歴等に留意しつつ、研究データの取扱いに関する
データ管理計画（Data Management Plan: DMP）を作成する。

研究活動を通じて得られる研究データは重要な知的資産であり、機構は、これらのデータ
について、適切な管理を行いつつ、広く有効な利活用を図るよう、積極的な措置を講ずる
必要がある。
このため、NIMSにおける研究データの収集、管理、利活用等に関する基本的な方針を、
「研究データポリシー」として定める。

国立研究開発法人物質・材料研究機構 研究データポリシー（平成30年8月1日制定）
https://www.nims.go.jp/nims/disclosure/hdfqf10000001742-att/NIMS_research_data_policy_20180801.pdf

（図 5） 

3-1. NIMSの研究データポリシー

●対象とする研究データ

形式：電磁的方式で記録されたもの。

種類：① NIMSの研究成果物等のうち、論文、データベース、ソフトウエア等として
一般に公表されたもの。

② NIMSの研究成果物等で一般に公表されていないもの（論文等の公表データ
の元となったバックデータ等を含む。）のうち、NIMSが組織として収集・
保管し、利活用を図るべきものとして選定したもの。

③NIMSが構築する材料DPF等を通じた利活用を図るため、NIMS外から提供を
受けたもの。

（図 6） 

3-2. 材料データプラットフォームDICE

https://dice.nims.go.jp/
材料科学の研究を推進し、材料開発を加速するためのプラットフォーム。
材料データの入り口（収集）から出口（利活用）までを一貫して扱う。

DICEで取り扱うデータの来歴や性質は多種多様。

このため、サービスごとにデータのオープン・ク
ローズを検討

・対象とするデータの種類や範囲
・データを利用できる者
・データの利用条件

などを細かく組み合わせることで最適化
NIMS NOW Vol.19 No.1 <12-1月号> より
https://www.nims.go.jp/publicity/nimsnow/vol19/201901.html
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です。公開されたデータは誰でも利用することができ、

検索・閲覧・ダウンロードが可能です。データ登録に

関しては、現在は NIMS ユーザーに限定しています。 

 データの利用条件としては、各データに示されてい

るライセンス条件に従うこと、それから、公表時に出

典を明示することとしています。 

 

NIMS 物質・材料データベース（MatNavi） 
 MatNavi は、「制限公開」の事例です（図 8）。高分

子、無機、金属などの十数種類の材料データベース等

で構成された統合データベースシステムで、予測シス

テムなどのアプリケーションも提供しています。これ

までたくさんのユーザーにご利用、ご活用いただいて

います。 

 MatNavi では、NIMS が組織として収集したデータ

（データベース）や、NIMS が利用および管理の権限

を保有しているデータを公開しています。データベー

スの利用にはユーザー登録をお願いしています。利用

者はデータの検索・閲覧ができますが、Web スクレイ

ピング等によるデータの大量取得は禁止しています。

また、MatNavi のデータは、教育または研究開発目的

での自己利用に限定して利用を許諾しています。 

 

共有データリポジトリ（構想） 

 共有データリポジトリは、「制限共有」の事例です

（図 9）。こちらはまだ構想段階ですが、NIMS 内外の

研究者でデータを提供・共有し、これらの NIMS 内外

のデータの利活用によって多様な知の融合を促進する

ことを目指すものです。 

 共有データリポジトリでは、実験データや論文エビ

デンスデータなどの未公開データ、あるいは利用先や

利用者、利用する方法などを限定したいデータなど、

一般には公表していないデータを扱うため、利用者は

NIMS ユーザーおよび NIMS と契約した組織に所属す

るユーザーに限定されます。そして、「共有」という

名が示しているように、利用者は検索・閲覧・ダウン

ロードの他にデータの登録も行えることになります。

また、このリポジトリで共有されるデータは第三者へ

の開示・提供は原則不可となります。 

 

DICE の事例のまとめ 
 紹介した 3 つのサービスを比較すると、図 10 の表

のようになります。現状、NIMS では、研究データの

公開の仕方を基盤あるいはサービスごとに検討してい

ますが、各サービスで扱えるデータの範囲が限定され

ており、これを広げていくことや、サービス間の連携

をうまく図っていくことなど、まだ課題が残されてい

る状況です。 

 
（図 7） 

(1) Materials Data Repository (MDR) 

材料研究データや文献等を収集・保存し、インターネットを介して広く利用できるように
するための公開データリポジトリ。（2020/6/15から公開開始）

https://dice.nims.go.jp/services/MDR/

・試料・装置・手法などの材料に関するメタデータ項目をサポート。
・登録データにはNIMS DOI（デジタルオブジェクト識別子）を付与し、引用可能に。

公開

（図 8） 

(2) NIMS 物質・材料データベース (MatNavi)
https://mits.nims.go.jp/

制限公開

高分子データベース 計算状態図データベース電子構造計算データベース

放射性物質の除去・回収技術のためのデータベース中性子反応データベース

拡散データベース 超伝導材料データベース

無機材料データベース

高温熱物性データベース界面熱伝達率データベース 金属材料データベース

CCT線図データベース

傾斜機能材料データベース

複合材料熱物性予測システム 金属偏析予測システム 界面結合予測システム 溶接熱履歴シミュレーション

高分子、無機、金属などの十数種類の材料データベース等で構成された統合データベースシステム。
予測システムなどのアプリケーションも提供。

（図 9） 

(3) 共有データリポジトリ（構想）

●対象とするデータ
・実験データ、論文エビデンスデータなど未公開データ
・利用先を限定したいデータ
など

●データを利用できる者
・NIMSユーザおよびNIMSと契約した組織に所属するユーザ
・利用者はデータの登録および検索・閲覧・ダウンロードが可能

●データの利用条件
・契約ユーザ以外の第三者への開示・提供は原則不可
・成果発表時の条件：検討中
・利用終了時の取扱い：検討中

制限共有

インフラ
構築中

一般には公表していないデータを中心に、 NIMS内外の研究者でデータを提供・共有するため
のリポジトリ。NIMS内外のデータの利活用により多様な知の融合を促進する。
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研究データ公開における理想と課題 
 最後に、研究データ公開における理想と課題につい

て、5 つの項目を挙げて話題提供したいと思います。

なお、これは主にプラットフォームのサービス担当者

の視点から見たもので、発表者の私見も含まれていま

すので、組織としての考え方とは異なっている場合も

あることをご承知おきいただければと思います。 

 1 つ目は、本日のセミナータイトルにもなっている

公開（フルオープン）と制限公開／制限共有の境界線

です（図 11）。明確な基準があり、一律に線引き・判

断できるのが理想ですが、実際はデータの内容やデー

タ提供者の考え方によって公開可否の判断はさまざま

であり、さらに時間軸が加わって状況が変化していく

こともあります。ですので、結局はデータごとに細や

かに判断していく必要があります。また、国研として

の役割の中でのバランスという観点もあります。知の

最大価値化の実現に向けて、どのポイントに比重を置

くかが重要になってきますが、安全や保護を意識する

と非公開に偏りがちになります。 

 2 つ目は、データ（提供者）の権利の保護という点

です（図 12）。理想としては、法律ですべてきれいに

保護されて安心できるといいのですが、実際にはデー

タは無体物であり、民法上も権利の対象とはなりませ

ん。また、著作権、特許権、営業秘密なども、ある一

定の条件を満たしていないと保護されないということ

があり限定的です。このためデータの保護においては、

原則として契約を通じて保護を図る必要があります。

この手続きで難しい部分が出てきます。 

 これと関連するのが、3 つ目の利活用のシナリオで

す。データ利用者とデータ提供者の双方にとってうれ

しい使われ方がされるのが理想ですが、課題としては、

例えば成果の取り扱いについて、データを使って得ら

れた生成物・成果物は誰のものかということがありま

す。特に昨今のマテリアルズ・インフォマティクスや

マテリアルズインテグレーション、AI で利用したと

きの成果の取り扱いなどは難しいところがあります。

約款等であらかじめ扱いを定めておくことが必要にな

る場合もあります。また、データ（提供者）の貢献を

どう評価していくか。データの引用・利活用状況の可

視化や、その可視化された貢献を組織内で適正に評価

に反映していく仕組みづくりも必要だと感じています。 

 4 つ目はデータの提供方法です（図 13）。いろいろ

なデータ公開のステータスがありますが、非公開から

公開までワンストップサービスで提供できるのがやは

り理想です。課題としては、データの形式や性質、権

利関係などが一様ではなく、ステークホルダーも非常

に多い状況になっているため、1 つのシステムで多様

なデータに対応することは、技術面あるいはコスト面

の問題もあり、実際のところ困難ということがありま

（図 10） 

3-2. 材料データプラットフォームDICEの事例（まとめ）

サービス名称 MDR MatNavi 共有データリポジトリ

対象データ 公知データ 利活用を図るため、NIMSが
組織として収集したデータ

一般には公表していなデータ
（未公開データ、利用先を限
定するデータ、など）

データの提供者 主にNIMS NIMS NIMS内外の研究者
（組織契約をしたユーザ）

データの利用者 制限なし 利用登録をした者 NIMS内外の研究者
（組織契約をしたユーザ）

データ利用者が
できること 検索・閲覧・ダウンロード 検索・閲覧 検索・閲覧・ダウンロード

データの
利用条件*

- 各データ等のライセンス条
件に従う

- 出典の記載

- データの大量取得は禁止
- 教育又は研究開発目的での
自己利用に限定

- 出典の記載

- 第三者への開示・提供は原
則不可

- 成果の取扱いは検討中

*サービス利用に際しましては、規約、約款等で詳細をご確認ください。

制限共有制限公開公開

（図 11） 

●公開（フルオープン）と制限公開／制限共有の境界線

理想：明確な基準があり、一律に線引き・判断ができる。

課題：データの内容やデータ提供者の考え方によって公開可否の判断は様々。
時間経過とともに状況が変化することもある（例：論文発表や出願など）
すぱっとした線引きや一律に白黒つけることは難しい。

課題：国研としての役割の中でのバランス。
知の最大価値化の実現に向けて、どこに比重を置くか？
「安全」「保護」を意識しすぎると非公開に偏りがち。

4. 研究データ公開における理想と課題

データ非公開データ公開

（図 12） 

4. 研究データ公開における理想と課題

●利活用シナリオ

理想：データ利用者とデータ提供者にとって双方よし

課題：成果の取扱い。データを使って得られた生成物・成果物は誰のもの？（MIやAIで利用したとき）
約款等で予め扱いを定めておくことが必要になる場合もあり。

課題：データ（提供者）の貢献の評価
データの引用・利活用状況の可視化（DOI付与や出典記載その他）や組織内で評価に反映する仕組
みづくりが必要。

●データ（提供者）の権利の保護

理想：法律で保護される。

課題：データは無体物であり、民法上、所有権や占有権、用益物権、担保物権の対象とはならない。
著作権、特許権、営業秘密などによる保護は限定的。
データの保護は原則として契約を通じて図る必要がある
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す。 

 また、ルールを整備していくところでも、ステーク

ホルダーが多くなればなるほど調整が難しくなります。

現状としては、サービスごとに対応しながらそれらを

シームレスにつなぐ仕組みをつくることで、ワンスト

ップに近いサービスをつくっていくことが必要ではな

いかと思っています。 

 5 つ目は費用です。ユーザー視点でいえば費用負担

は低い方がいいですが、運用側の視点でいうと、イン

フラの維持・運用、セキュリティ確保などにおいては

多大な費用がかかるという現実があります。持続可能

なデータ公開のためには有料化を視野に入れることも

必要であり、データを集めるにも公開するにも費用が

発生する時代が来るのではないかと思っています。こ

ういった費用が大きくなればなるほど、研究活動その

ものにも負担が生じ、影響が出てくる恐れがあります。

こういうところも視野に入れながら、うまいデータ公

開の仕組みを考える必要があると思っています。 

 

まとめ 
 材料分野は産業や知財との関連が強く、研究データ

はオープンにされにくい状況がありますが、研究の新

たな発展やイノベーションを促進するためには、研究

データを戦略的にオープンにしていくことが求められ

ます。 

 また、研究データを保護しつつ利活用を図るために

は、データ公開に際し、適切なアクセス制限や利用条

件を付すことも重要です。研究データの使われ方や利

活用シナリオを念頭に置いた上で、ハード（インフラ）

とソフト（契約・規則など）を両輪としてデータ公開

の枠組みをつくっていくことが大切だと感じています。 

 それから、安心・安全なデータ公開を実現するため

には、やはりお金がかかります。持続可能なデータ公

開のためには、インフラの維持・運用、セキュリティ

確保にかかる費用も考えていく必要があると思います。 

 最後に、当発表に当たり多くのアドバイスとお力添

えを頂きました当センターの谷藤センター長、データ

サービスチームの田沼チームリーダー、桑島さんに御

礼を申し上げます。 

（図 13） 

●データの提供方法

理想：非公開～公開までワンストップサービスで提供

課題：データの形式や性質は一様ではなく、ステークホルダーも多い。
１つのシステムで多様なデータに対応することは、技術とコストの問題もあり困難。
ルールの面でも、ステークホルダーが多くなるほど調整は難しくなる。
サービスごとに対応しつつ、これらをシームレスにつなぐ仕組みが必要。

4. 研究データ公開における理想と課題

●費用

理想：ユーザ視点では、費用負担は低いほうがいい。

課題：運用側の視点では、インフラの維持・運用、セキュリティー確保などには多大な費用がかかる。
持続可能なデータ公開のためには、有料化を視野にいれることも必要か。

データを集めるにも公開するにも 費用が発生する時代が来る？
データ公開・利用にかかる費用の増大は、研究活動そのものにも影響がでる恐れあり。
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本報告の目的 
 本報告の目的は、社会調査・データアーカイブ機関

の役割、個票データを提供するフローの実態、利用者

の申請に対する検討の内実という 3 点を通じて、社会

科学分野におけるデータの公開と制限の境界線を共有

することです。 

 先に結論を申し上げておきますと、原則として利用

者へ個票データをより広く公開していこうというスタ

ンスで運用しています。ただし、一定の条件を満たさ

ない場合に限って制限することがあります。重い制限

をかけるのはあくまで例外的な運用であることをご理

解いただきたいと思います。 

 

所属機関の役割 
 私が所属している東京大学社会科学研究所附属社会

調査・データアーカイブ研究センターは、四つの研究

分野から成り立っています（図 1）。調査基盤研究分

野は、データの保存・収集・公開のプロセスに携わっ

ています。その中でも私は利用者にデータを提供する

プロセスに関わっています。社会調査のデータを作っ

ていく社会調査研究分野や、データの利用を促進する

ためにセミナーや研究会を開いたりする計量社会研究

分野もあります。また、国際調査研究分野は、世界の

データアーカイブ機関と連携していくために、学会に

行ったり、実際に人と会ってネットワークを構築した

りすることを始めており、特に東アジアのデータアー

 

 
  
 

第 1 回 SPARC Japan セミナー2020 

 

 

 

社会科学分野におけるデータ提供の実態 

―データアーカイブ機関と利用者の最前線― 
 

 
仲 修平 

（東京大学社会科学研究所） 

 講演要旨 

本報告の目的は、データアーカイブ機関と利用者の関係に着目して社会科学分野におけるデータ提供の実態を共有することで

ある。具体的には、（1）どのようなフローでデータを利用者へ提供しているのか、（2）データの提供に際していかなる検討を

実施しているのかという点である。両者について、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターが

構築している SSJ データアーカイブ（Social Science Japan Data Archive）を事例としてみていきたい。そのことを通し

て、学術目的で利用するデータの公開をより一層進める一方で、利用者へ提供する際に残されている課題を考察する。 

仲 修平 
東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター助教。日本学術振興会特別

研究員を経て2018年4月より現職。専門分野は、社会階層論、計量社会学。主な研究関心は、雇わ

れない働き方の実態を量的／質的調査に基づいて検討すること。主著は、『岐路に立つ自営業―専

門職の拡大と行方』（勁草書房、2018年）。データアーカイブ研究センターでは、調査基盤研究分野

（公開データの準備や提供等に関わる業務）で活動している。 
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カイブの連携が進みつつあります。これが全体の状況

です。 

 

社会科学分野で扱う個票データ 
 まず、社会科学分野で扱う個票データとは何なのか

ということを簡単に説明します。図 2 は東大社研パネ

ル調査の調査票の一部です。パネル調査とは、同じ個

人を何年も追跡していくタイプの調査です。例えば、

現在の仕事について伺いますという形で、働き方や仕

事内容について質問項目を立てています。それに対し

て、回答者は数字を選んでいきます。例えば正職員で

専門職であれば、「（1）働き方」では 2 番に、「（2）お

仕事の内容」では 1 番に丸を付けます。そういったタ

イプのデータを作っていきます。 

 ここで強調しておきたいのは、全ての対象者に対し

て調査票を郵送配布し、訪問によって回収しているデ

ータであるということです。東大社研パネル調査のサ

ンプルサイズは、おおよそ 5000 人です。調査対象者

の自宅に調査員が行って回収しますので、1 票のデー

タを得ることにかなりの労力がかかっています。です

ので、データを公開するときにも、こうしていろいろ

な人の苦労が積み重なって集まったデータを保存して

いますので、データがとてもかわいく見えてきます。

そういったデータを扱っています。 

 実際に個票データを配布するときには、図 3 のよう

な電子ファイルで提供しています。表の見方としては、

例えば 1 行目であれば、性別に関しては 1（男性）、

出生年に関しては 1981（1981 年生まれ）だというこ

とが分かります。社会科学分野で主に扱うデータの形

は、基本的にはこのように 1 行に一つの単位（個人や

組織）が入っていて、列方向にそれぞれの質問項目が

入っているというものです。こういった数値情報の集

まりを社会調査データとして公開しています。 

 

Social Science Japan Data Archive
（SSJDA）の仕組みと利用状況 
 では、実際にどういうデータプロセスによって公開

していくのかという模式図が図 4 です。まず各主体が

調査を実施して、それを SSJDA に寄託して、公開で

きるようにデータの処理をして利用者に使っていただ

くというプロセスで進めています。 

 図 5 は、実際に集められたデータと利用している方

のおおよその数です。SSJDA は 1998 年からスタート
（図 1） 

社会科学データの公開に関わる機関

（図 2） 

東大社研パネル調査の調査票（例）

調査内容：働き方とライフスタイルに関わる調査
調査期間：2007年〜継続中

調査地域：全国
調査対象：20-34歳・男女
調査方法：郵送配布

訪問回収
アタック数：約1万人
回収票数：3,367人

＜ポイント＞
調査対象者の自宅へ訪問！
→1票を入手することに 労
力がかなり掛かっている．

（図 3） 

社会科学分野で主に扱う個票データ（例）

個票データ
調査票によって得られた情報を
1行に調査対象1つの情報となるように置き換えたもの

性別調査対象者の番号 出生年

男性

女性

表の見方）1行目：男性，1981年2月生まれ

出生月
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して、現在では公開データセット数や利用者が年々非

常に増えていることがご覧いただけると思います。直

近 3 年では約 70 件ずつ新規のデータセットを公開し

ています。研究者はもちろん、大学院生や、教育目的

で学部生にも利用していただいています。また、日本

に関心のある海外の研究者の利用も最近になって増え

てきています。 

 図 6 は SSJDA を利用した研究業績です。主に学術

著書や論文、学位論文です。2 次分析による研究成果

は増加傾向にあり、若手研究者による学術書の出版、

卒論、修論、博論等でご活用いただいています。図書

館職員の方からも問い合わせがあります。学部生の教

育目的で使っていただく機会が最近になって増えてき

ているという特徴があります。調査や研究に困った学

生がいれば、SSJDA を紹介すると何か研究ができそう

だと思っていただけると幸いです。 

保有データ 
 SSJDA で保有しているデータは、経済学と社会学の

データが多くなっています。それ以外の分野でも、経

営学や教育学、政治学など、幅広い分野を扱っている

という特徴があります（図 7）。 

 現在保有しているデータは、多くは公開中ですが、

全てを公開しているわけではありません。公開に至る

までには、データのクリーニングや、ローデータに対

して後からコードを付与するアフターコーディングと

呼ばれるプロセスもありますので、そのような公開準

備をしているもの、あるいは寄託の段階から保存目的

で寄託していただいているデータもあります。保有し

ている多くのデータは公開を前提としていますが、公

開に向けていろいろなプロセスの途上にあるデータが

あります。 

 

（図 4） 

SSJデータアーカイブの仕組み

1.各主体が調査を実施

2.各主体が実施した調査
データをSSJDAへ寄託

3.利用者が公開データ
を利用＝二次分析

Social Science Japan

Data  Archive

（図 5） 

公開データセット数と利用申請者数

新規公開データセット数：70件程度で推移（直近3年平均）

利用申請者数：海外からの申請者も徐々に拡大

（図 6） 

SSJDAのデータを利用した研究業績

2016年 2017年 2018年
著書 12 19 15
論文 41 52 53
学位論文 124 165 161
合計 177 236 229

二次分析による研究成果は増加傾向

若手研究者による学術書の出版

卒論・修論・博論で活用実績

注：成果物は数年経ってから届く場合があるため，公表値とは異なる可能性がある．

（図 7） 

保有データの学問分野

経済学
33.9 

社会学
24.2 

経営学 19.0 

教育学 13.9 

政治学 5.6 
心理学 2.0 法学 1.2 その他 0.2 
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データ提供フロー 
 先ほどお示ししたデータ提供の三つのプロセスの中

で、特に本セミナーに関わるのが、SSJDA と利用者と

の間でどのようなやりとりがなされているかという点

です。このプロセスにおいて、セミナーのテーマであ

る公開と制限が行われています。データ提供フローは、

図 8 のような三つのステップになっています。 

 一つ目は、利用者による利用申請書の提出です。実

際の申請画面では、利用の目的や、どのデータを使う

かということを選択していただいた上で、研究計画と

いう形で、なぜこのデータが必要なのか、どのように

使うのかということを記述していただきます。 

 二つ目に、書かれた研究計画を見て、SSJDA の中で

承認判断をします。今のところ、全ての研究計画を目

視によって判断して、場合によっては申請者に補足的

な対応を問い合わせる形で進めています。その結果、

承認という判断になれば、三つ目としてデータを提供

していきます。 

 

提供／制限の内実 
 提供と制限に対する基本的なスタンスとしては、原

則は、利用目的に合致した場合、データを利用者へ提

供します。制限は例外的で、あくまで利用条件に満た

ない場合を想定しています。 

 利用の承認については、①利用条件に合致している

か、②申請内容が妥当であるか、③利用状況が適切で

あるかという三つの観点から判断しています。それぞ

れについて、具体的にどのような点を見ているかとい

うことをお示ししたいと思います。 

 まず、①利用条件に合致しているかという点につい

ては、二つポイントがあります。一つは利用資格、も

う一つは利用状況です。SSJDA は、大学または公的研

究機関の研究者、あるいは教員の指導を受けた大学院

生に利用資格があります。NG になるケースで多いの

は、民間企業や学部学生、高校教員などの場合です。

ただ、学部学生に関しては、指導教員からの申請で受

け付けています。利用状況というのは、過去の申請に

対してきちんと対応しているかどうかということです。

利用期間は基本的に 1 年間ですが、それに対して利用

報告をしているか、また、教育目的で使った場合には

受講者リストをきちんと提出しているかという点から

判断しています。通常、図書館でも、借りた本を先に

返してから次の本を借りると思いますが、そのように、

過去の申請にきちんと対応しているかということもポ

イントになっています。 

 ②申請内容の妥当性に関しては、研究計画のボック

ス欄に書かれた内容・目的が妥当であるかどうかとい

う点から判断しています。研究に関しては、研究計画

の内容が十分に示されているか、示された内容と調査

に含まれている変数が合致しているか、また、教育に

関しては、卒業論文の中身や使われる授業名などの記

載が必須ですので、その有無を見ています。 

 ③利用状況の適切性については、一度の申請で大量

のデータを申請する方がごくまれにいらっしゃいます。

データによってはシリーズで提供しているものもあり、

そういった場合にはたくさんのデータが必要になりま

す。しかし、そうではなくて、いろいろなデータをと

にかく使ってみたいということで、同じ研究計画の目

的で大量のデータを申請された場合には、それほど同

時に必要ないことを確認した上で、データを絞って提

供するケースもあります。また、学生が教員としてア

カウントを作成する、複数名で一つのアカウントを共

有する、教員が自らのアカウントを学生へ貸し出すな

ど、アカウントの不正利用が明らかに見られた場合に
（図 8） 

データ提供フローの３ステップ

1.利用者による利用申請書の提出

2.SSJDAによる承認の判断

3.データの提供
すべての研究計画を目視によって
確認したうえで，承認可否を判断

＜申請画面＞
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は制限をかけます。具体的に制限を加えたケースを次

に紹介したいと思います。 

 

制限のケース 
 これまでに最も重い制限を加えたケースとしては、

利用者のアカウントを停止する措置をとったことがあ

ります。そのケースは次のようなものです。まず、教

員が学生にアカウントを貸し出して、その学生がデー

タを申請してくる、場合によってはその学生から

SSJDA の担当者に問い合わせが来るという状況になっ

ていました。この不正利用が発覚した時点で該当の教

員に対して改善を促しましたが、十分な対応がなされ

ませんでした。そこで、私たちの機関の中で検討を重

ね、合意をもってアカウントを停止することになりま

した。基本的にはデータをどんどん使っていただきた

いのですが、使い方が良くない場合には制限が加わり

ます。ただし、その場合でも、何度も検討を重ねて、

結果としてやむなく停止しているという形です。 

 もう一つ制限を加えた例として、学部ゼミメンバー

でアカウントを共有していたケースがあります。同じ

ゼミに所属する人たちが一つのアカウントで利用申請

を繰り返したというケースです。これについては先方

の先生に改善を依頼して対処されたと伺っていますが、

その対応と同時に、SSJDA の中でもシステムを再検討

し、2016 年 3 月からは、学部学生の申請は指導教員

の先生による申請という形に限定しています。 

 

まとめ 
 提供と制限の境界線については、データ提供の原則

は「常にオープン」という形になります。ただ、制限

の可否は利用条件の合致を個別に確認した上で検討し

ています。特に重い制限は、データに対して不誠実な

利用者に対してのみ行っています。 

 最後に、一担当者から見た提供フローの課題を示し

たいと思います。個々の申請全てを目視で対応してい

るので、人員と時間のコストが非常に大きくなってい

ます。ですので、今後データの公開数や利用者が増え

ていった場合に、申請件数に対する処理にも制約が出

てくるのではないかと感じています。それに対しては、

申請フローを自動化あるいは半自動化にする、あるい

は、現在は申請ベースで検討しているものを利用者ベ

ースにする検討を加えるなどの形が可能ではないかと

考えています。 
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●八塚 このディスカッションでは、池内さんがご講

演で示された三つの論点を中心に議論していきます。

それから、皆さまから頂いているご質問に回答したい

と思います。 

 まず、皆さまのご講演の振り返りを兼ねて、二つの

論点についてお一人ずつコメントを頂きます。一つ目

は、フルオープンではなく制限公開をする場合の根拠

と、制限公開に区分を設ける場合、どのような基準で

区別しているかということです。二つ目は、制限公開

をしている場合はアクセス申請を受け付けることにな

りますが、その妥当性の判断をどのようにされている

かということです。 

●仲 一つ目の制限するときの根拠は、利用資格に合

致しているか、過去の利用状況はどうか、不正な使い

方をしていないか、寄託していただいている大切なデ

ータを扱っていますので、それに対して誠実に扱って

もらっているかという点で検討しています。 

 二つ目の妥当性の判断に関しては、個別に一つ一つ

検討しているのが実際のところです。基本的には多く

のデータを使って新たな学術的価値をつくっていただ

きたいと思っているので、どんどん公開したいのです

が、制限をかけるときには利用条件や使い方の点で判

断しています。その判断が割れるときには、上長に確

認したり、あるいは内部の委員会にかけたりして、制

第1回 SPARC Japan セミナー2020 

パネルディスカッション 

八塚 茂  （バイオサイエンスデータベースセンター） 

林 賢紀  （国際農林水産業研究センター） 

池内 有為  （文教大学／研究データ利活用協議会 研究データライセンス小委員会） 

海老沢 研  （宇宙航空研究開発機構） 

上島 邦彦  （株式会社日本データ取引所） 

三橋 信孝  （バイオサイエンスデータベースセンター） 

桂樹 哲雄  （農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）） 

篠田 陽子  （物質・材料研究機構） 

仲 修平  （東京大学社会科学研究所） 
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限をかけるときには慎重に対応しています。 

 

●篠田 一つ目の制限公開と公開区分の基準の根拠に

ついては、材料分野はどちらかというとオープンしに

くい状況があるのですが、その中でも論文発表や外部

発表をして一般に公表したデータは公開リポジトリに

入れやすく、また、外部発表をするときには機構の中

での手続きもありますので、そういうところを公開の

一つの根拠としています。 

 利用者のアクセス申請の妥当性については、例えば

MatNavi ですと、ユーザー登録をしていただいた方は

承認されるという形になっています。申請は必要です

が、非常に制限が緩やかな制限公開という形です。あ

るいは、もう一つの例としてご紹介した共有データリ

ポジトリなどは組織契約を基にしますので、相手方に

内部で共有利用の責任を持っていただけるかなどの審

査フローを経た上で、妥当性を確認することになる予

定です。 

 

●桂樹 一つ目の根拠については、個人に属するデー

タ、例えば腸内細菌の細菌叢を調査する場合には、こ

れだけで個人のデータになってしまいますので、そう

いったもの。あるいは国として、または県などでもあ

るのですけれども、他の県には見せたくないといった

データは見せないという形で考えています。 

 二つ目のアクセス申請に対する判断は、一般的な回

答になってしまいますが、活用目的によって個別に判

断しています。ビジネス目的よりはアカデミックの方

が緩くできるのかなという感じです。 

 

●三橋 制限公開の根拠は、ヒトのゲノムデータ、病

歴データ、投薬データなどは個人情報保護法や政令で

基本的には個人情報となっていますので、制限公開に

せざるを得ないという判断です。 

 申請の妥当性については、ヒトに関する研究に関し

ては各研究機関で倫理審査委員会が確立しており、そ

こで了解を頂かないといけないので、われわれとして

は基本的にはそれを確認するという仕組みでやってい

ます。 

 

●上島 企業のデータの扱いに関して言いますと、各

組織共通の事情として、逆に公開することに根拠が求

められます。今回ご登壇された皆さまは、皆さんが指

摘されているような法的根拠や、コミュニティにおけ

る貢献が重視されるところ、また各分野の研究動向や

学術的な潮流を踏まえて、機関として公開していかな

いといけないという意思決定をされているかと思いま

すが、（企業でも）そこのところの理由付けが必要で

す。取引先がやっているから、社会的要請として必要

だから、あるいはパートナーシップを増やすために、

例えば研究者に使っていただくためのデータを公開し

ていくといった根拠づけが求められます。 

 区分の基準として、大きいところでは、やはり秘密

保持契約のように、相手方との取引関係において情報

が漏れない約束事があるかが焦点になりがちです。利

用規約に同意されているか、実際の利用実態はどこま

で調べていくのかということを、秘密保持契約にさら

に追加していろいろ課していくことが一般的に多いと

感じます。 

 

●海老沢 JAXA 宇宙科学研究所の場合、データセン

ターが利用者の可否判断をすることはありません。公

開されていないデータがたくさんありますが、衛星や

探査機計画に参加した人たちが、1 年程度、優先的に

使うための非公開です。プロジェクトごとに、装置を

つくった人、運用計画に参加した人、科学的アドバイ

スをした人などを集めてチームをつくっていて、チー

ムの中で、こういう人はデータを使える、使えないと

いう判断、1 年間はデータを公開しない、などの判断

をします。各プロジェクトやチームごとの判断であり、

所として、あるいはデータセンターとして、誰が使っ

ていい、使ってはいけないという判断はしていません。

誰がデータの優先権を得るかは、衛星ごとの研究チー

ムによって決まります。 
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●池内 今、改めてお話をお伺いして、それぞれの事

情があることがよく分かりました。データを公開する

となると、分野を越えて企業のデータを研究者などい

ろいろな人が使っていくときに、その分野の暗黙知の

ようなものを理解していない、あるいは知らない人が

使うことになります。そのときに、それをどう伝える

かということも、その先の議論としては重要だと感じ

ました。 

 

●林 池内さんからもコメントを頂いたのですが、例

えば桂樹さんのご発言で、品種の情報はライバルであ

る他県にはあまり見せたくないというのは農業分野で

は分かりやすい話ですが、他分野の方から見れば、別

に県同士だからいいのではないかと思われるかもしれ

ません。文化が違うという言葉でいいかどうか分かり

ませんが、分野によっても事情や意識は違うのではな

いかと思います。このあたりは Slido でも質問が来て

いましたので、後で広げられればと思います。 

 

●八塚 ありがとうございます。ここからは、Slido

で頂いた質問を交えながら話をしていきたいと思いま

す。 

 桂樹さんに対するご質問として、メタデータの一覧

や、公開・非公開の表がスライドであったと思います

が、そのメタデータの定義にたどり着くまでにはどの

ようなディスカッションがあったのか。それから、カ

スタムメタデータのお話がありましたが、統一しにく

いメタデータもあると思います。それをどのような方

法で記録したり、管理したりすることを想定されてい

るか。桂樹さん、いかがでしょうか。 

 

●桂樹 メタデータの考え方ということだと思うので

すが、最初、ゼロからどうやってメタデータを付けて

いくかという議論をした中で、世の中に存在している

標準的なものをいろいろ勉強して、この辺かなという

ことで、一番標準的な Dublin Core の項目を見たりし

ながら、農研機構ではどのようなデータを必要として

いるか、メタデータとして記録しているかを考えなが

ら設計していきました。その中で、基本的に農研機構

内でデータを整理するということなので、どの予算を

使ったか、どんなプロジェクトでやったかということ

は入れていくなど、そういうことを基準に考えていま

す。 

 カスタムデータについては、分野横断的に、例えば

ドローンデータ、画像データを扱うプロジェクトが幾

つか立ち上がって、その方たちと相談して、どんなメ

タデータを付けていけばいいか、検索したいとしたら

どんなデータか、どういう項目が付いていたら便利か

ということをディスカッションしながら、それぞれの

分野で必要なものを付けていこうという形です。その

データを使っている人々、幾つかのグループに聞いて

回って、では、この辺を付けましょうかということを

しました。 

 

●八塚 なるほど。では、カスタムと言いつつ、実は

ある程度は調停したというか、ここに使うということ

は考えられていたわけですか。 

 

●桂樹 データを後で検索するときに、なるべく統制

をかけたいということがありまして、それでかけてい

ます。 

 

●八塚 分かりました。ありがとうございます。 

 では、他のご質問も紹介したいと思います。他から

取ってきた 1 次データを加工して、2 次データ、3 次

データを作った場合、それの共有化を義務付けること

についてはどう思われるか。各領域では、そもそもど

のようなルールがあるのか、ないのか。あるいは皆さ

ん自身、規範的にどう考えられるかというご質問が来

ています。これはお一人ずつ伺いたいと思います。 

 

●仲 2 次データや 3 次データの共有化を義務とする

かというのは判断に迷うところかと思います。ただ、

学術目的で集められたデータは、いろいろな人に使わ
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れて初めて価値が出てくると個人的に考えています。

ですので、可能な限りデータの公開と共有をできるよ

うに、調査の段階で合意を取って、将来的には公開さ

れるという流れを想定しています。例えば科研費など

の公的な資金を得て調査をしている場合には、データ

そのものにはより公共的な価値があると考えられます。

そういった場合には、2 次データとして使えるように

していく形がいいのではないかと考えています。 

 

●篠田 これは大変難しい問題だと思っています。特

に材料分野では、今、マテリアルズ・インフォマティ

クスや機械学習による材料設計のようなものがあり、

そういうところに使うためにデータセットを作ったり

加工したりすることがあります。基本的には元のデー

タがどういうライセンスをしているかに関わってくる

とは思いますが、そういうデータセットを作るときに、

ライセンス条件が違うものが混ざったときにはどうし

たらいいのかということがあります。ですので、一律

に共有化や公開がなかなかできないところだと思って

います。 

 

●桂樹 皆さんがおっしゃっているとおりだと思いま

す。われわれの場合には、まだデータが集まってきて

いない部分もありますので、これから考えていくので

すが、そんな中でも、取ったときのライセンスが同じ

プロジェクトの中でも違う、あるいは継続して次のプ

ロジェクトに移って、今回のプロジェクトはこのよう

に皆さんでデータを共有しましょうといったときに、

うっかり前のものを一緒の枠組みの中で公開してしま

いそうになったりします。時間軸も考えなければいけ

ないところが難しいと思っています。 

 

●三橋 ヒトのデータの場合は、研究参加者から同意

をベースに試料を提供していただきますが、その場合

には同意撤回という制度があります。同意撤回されて

しまうと、データベースからそのデータを削除しない

といけません。そうすると、あまり 2 次加工、3 次加

工してトレースできないものが増えてしまうと困りま

す。基本的にはデータを使って論文発表ができないと

意味がないので、論文発表で必要なデータは加工して

載せていただくということまではある程度認めている

のですが、それ以上の流通は実はあまり認めていない

というのが実情です。 

 

●上島 どこまでご参考になるか分かりませんが、コ

ンテンツビジネスでは企業が 2 次利用やファンフィク

ションのためのガイドラインを公表することがありま

す。オープンデータに近いライセンス表示と、著作権

表記（all rights reserved）による権利保持を併用する運

用も見たことがあります。フェアユースの範囲をどう

設定していくかという、著作物の扱いと近い枠組みで

考えられると思っています。 

 実務的には、弊社の例でいうと、あるデータ作者が

作ったデータを別の方が加工して公開したいといった

場合に、出どころの表示をどう書くか、その方がどの

ような加工をしたかどこまで明記すればいいのかとい

うことが、細かいところですが論点になっています。

そのあたりは、産業界、学術会、行政も含め、何とな

くの慣習ができてくると、心理的な抵抗感がなくなっ

てくるのかなと感じています。 

 

●海老沢 これは大事な課題だと思います。私たち宇

宙科学研究所のデータポリシーは、論文を出したとき

のエビデンスデータは公開すべき、というものですが、

実はそこまで至っていません。宇宙科学の分野では、

幾つかのジャーナルは、必ずエビデンスデータを公開

して URL を示さないと受け付けません。「Nature」

「Science」も厳しいですし、American Geophysical Un-

ion（AGU）もそうなっています。しかし、JAXA も含

め、国内の大学等にそういうデータリポジトリがない

のが現状です。 

 一方で、海外では、誰でもデータを置いて公開でき

るリポジトリを運用しているところがあります。国内

の研究者が海外の著名なジャーナルに論文を出すため
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にはデータを公開しなければいけないので、そういう

優れたデータがどんどん海外に置かれるという状況が

見られ始めており、これはよろしくない状況だと言わ

れています。これは国内で私たちが真剣に考えないと

いけない課題だと思います。それと関連して、今、

NII が主導して JAIRO Cloud を始めています。そうい

うところが国内の研究者のデータ公開のリポジトリに

なっていけるのではないかと注目して見守っていると

ころです。 

 

●池内 今お話を伺っていて、2 次利用、3 次利用さ

れていった場合に、トラッキングの問題はデータを出

す側にもあるし、やはり利用する側にもあると感じま

した。孫データやひ孫データになると追い切れなくな

ってしまうという状況も出てくるでしょうし、もちろ

んコストも莫大になっていくと思います。使う側とし

ても、そのデータが 1 次公開されたデータなのか、2

次データなのか、3 次データなのかという判断が非常

に難しくて、そこを気にするとデータの再利用がしづ

らい状況になりそうだと思いました。上島さんがおっ

しゃったように、やはり文化の醸成が必要であること

と、出典や加工の詳細をしっかり書くという方向に行

くのか、それとも、ある程度もういいだろうというこ

とにだんだんなっていくのかは、データの種類や分野

の慣習によって異なると思いますが、今後の展開がど

うなるのかなというコメントをさせていただきます。 

 

●八塚 ありがとうございます。私自身はリポジトリ

を運営していて、もちろん 2 次データ、3 次データを

作ってもらうためにリポジトリを公開していますので、

そこは非常に意識しています。逆に、1 次データこそ

まさにオープンでないと、それを追跡するという話に

なると大変なコストがかかってしまいます。そういう

意味では、1 次データにどのようなライセンスを付け

るのか、どのような制限をかけるのかということは非

常に大きな問題になってくると思います。林さん、何

かありますでしょうか。 

●林 そもそも他のデータを使ったときに、どのよう

にそのことを表現するのか。論文を書いて、引用文献

として書く、あるいは謝辞という形で何かしらの貢献

を示すという方法もあるかと思います。しかし、こん

なデータを使ってすごく助かった、参考になった、あ

るいはデータの誤りがあった、ここのデータがもっと

こうだったらいいという要望など、データを使ったと

きの表現や貢献を示すに当たっての慣習が皆さまの分

野であればコメントを頂けますか。 

 

●海老沢 他の分野でもそうかもしれませんが、私た

ち天文学・宇宙科学に関わる分野で、データアーカイ

ブを作ると、みんなに使って喜んでもらえるのだけれ

ども、それが自分の研究評価として評価されないとい

う、若手の不満を聞くことがあります。そこで、デー

タを作って DOI を付けて、データサイテーションが

自分の業績になる枠組みができればいいという話があ

ります。最近、宇宙科学の論文では、DOI があると

きは必ず DOI を示しています。その DOI に行くと、

そのデータを作ったのは誰かということが分かって、

データを作ることが評価される。これが、データサイ

テーションが進んでいくということになるのではない

かと思います。 

 

●八塚 ありがとうございます。まさに DOI を使っ

たデータサイテーションは、RDF でも専門の小委員

会がありますけれども、本当にこれから重要になって

くると思います。 

 

●仲 海老沢先生がおっしゃったように、成果物に対

して、引用や謝辞など、DOI をフォローするように

しています。特に論文の中で、データの利用に対する

謝辞の記載があるかどうかを確認しています。基本的

には利用が終わった段階で成果物を登録していただく

のですが、その際に論文を現物あるいは PDF で送っ

ていただいて、一つずつ謝辞を確認するという形を取

っています。 
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 もう一つは、一連のデータを寄託していただいたり、

寄託いただいたデータの利用件数が多い場合には、年

に一度、該当の寄託者様を表彰する仕組みをつくって

います。SSJDA を利用する側と寄託する側の双方がよ

りよく結びつくように取り組んでいます。 

 

●桂樹 われわれはデータがまだ全然集まっていない

段階ではあるのですが、これからデータを作った人を

きちんと評価できるように、まさにデータごとに

DOI が取れる仕組みをつくっていこうとしていると

ころです。それでデータを作る人のモチベーションも

上げていきたいと考えています。 

 

●三橋 塩基配列のデータベースに関しては、公的

DB に登録するとアクセッション番号という番号が発

行され、それを論文に書くと、そのデータを出した人

が評価されるという仕組みになっています。あとは、

ヒトデータベースの利用者のガイドラインに必ず年に

1 回、利用報告を出すように決めており、その中で、

論文発表をしたらそれを報告するようにという決まり

をつくっています。 

 

●八塚 ありがとうございます。大体この話題につい

ては出尽くしたかと思いますので、次のご質問にいき

たいと思います。 

 これも組織の中の話になるかと思いますけれども、

データ公開において、例えば知財の部署との相談はさ

れていると思いますが、それをどのように進めている

でしょうか。個別に相談すると件数が多くなったり、

時間がかかったりする場合があります。かといって、

知財部署との調整なしでやるわけにもいかないと思い

ます。この辺で、こういう苦労をしたとか、こういう

方法がありますという方はいらっしゃいますか。 

 

●海老沢 私たち宇宙科学研究所のデータポリシーの

中で、商業利用も OK というポリシーにするときに、

JAXA としてそれが許されるのかどうかが気になりま

した。そこで JAXA の広報部や新事業促進部などの意

見を伺ったのですが、特に問題はありませんでした。

科学データに関しては、知財などの問題はなく、商業

利用目的ということで公開できました。意外とみんな

知財や商業利用に関して臆病というか、びくびくして

いるような感じがして、もっとオープンにデータを公

開しても良いのでは、という印象を持ちました。一方、

地球観測などに関しては、宇宙観測と違って、知財な

どの難しい問題も出てくるのかなという印象も持って

います。 

 

●上島 どこまで参考になるか分かりませんが、私の

関わった事例ですと、組織内の関連する部門――広報、

法務、知財あるいは情報システムからご担当にお集ま

りいただいてタスクフォースを結成して、そこで定期

的に会合を持つ形で、寄せられてきた案件をさばいた

り、集中審議をかけたりする。組織としてそういう枠

組みをつくっているところはございました。 

 

●八塚 ありがとうございます。やはり個別に処理す

るというよりも、ポリシーや仕組みをつくることがと

ても大事だと思います。 

 それでは、次のご質問にいきたいと思います。実際

的な話ですが、どのくらいのスタッフで運用している

のか、それから、どんな分野のスタッフで構成されて

いるのかというご質問です。これは実際にデータを提

供されているところということで、海老沢さんからお

話しいただけますか。 

 

●海老沢 私たちの研究所では、データを作る立場と

公開する立場を分けていて、基本的にデータを作るの

は衛星などの「プロジェクト」です。プロジェクトは、

どこかでスタートして、どこかで終了します。しかし

データセンターは定常組織なので終わりがなく、ずっ

と継続するわけです。私たちのデータセンターは非常

に小さくて、私たちの部署で DARTS というデータア

ーカイブに関わっているのは数人の正職員のほとんど
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が兼任、専任の派遣職員が数人、トータル 10 人足ら

ずです。一方で、データを作る方は集中的に短期間で、

例えば 1 年間に 10 人で、10 年の間に延べ 100 人ぐら

いという形になります。データを作る側とデータを維

持する側が違うというところがポイントだと思います。 

 

●三橋 われわれの場合、DDBJ と NBDC が共同で

運営しているのですが、それぞれに少なくとも 1 人ず

つ、バイオロジーで Ph.D.を取って、なおかつ倫理等

のことをきちんと勉強している、ほぼ専任のコアなメ

ンバーがいます。それにプラスして、他をサポートす

る私のような IT 系の人間や、外注などのスタッフで

何とか動かしているという形です。 

 

●桂樹 私はデータ戦略推進室という部署なのですが、

上長が 1 人いて、Ph.D.を持つ研究員が 3 人、システ

ムをやる人が 2 人、SE が 1 人です。すごくこぢんま

りとした状況で、あらゆるデータを集めてこいと言わ

れて四苦八苦しているところです。倍ぐらいの人がい

たらいいのにと思うことがよくあります。 

 

●篠田 私の所属する材料データプラットフォームセ

ンターは、材料プラットフォームを構築するというミ

ッションの下で動いていますので、非常に大所帯で、

正確には把握していないのですが、あるときには 60

人ぐらいいると聞いていました。その中でも、基盤の

構築とサービス提供を両方していますので、構築の方

でシステムエンジニアなどがかなり多くいます。ただ、

要素技術の開発も行っていますので、研究者も参加し

ており、実際に材料分野の研究者でセンターでサービ

ス構築を進めている方もいます。 

 あとは、サービスを提供する側として、私どもは併

任も多いのですが、サービスチームというものがあり

ます。こちらは 14～15 人のメンバーがいて、構築さ

れて運用が始まったものをユーザーに提供していくと

ころを担当しています。 

 

●仲 東京大学社会科学研究所附属社会調査・データ

アーカイブ研究センターでは、任期付きの教職員を含

めて 15 人程度で運用しています。その中でも、今日

ご紹介したデータ提供のプロセスでは、実質的には 2

人で対応しています。もちろんデータを作る部門には

データアーカイブのマネジャーがいて、短時間で働い

てくださっている方も数人います。思ったよりも小さ

い組織で運用しています。 

 

●林 先ほどの桂樹さんのお話の中で、例えばメタデ

ータを作るのに苦労されているということがありまし

た。また、篠田さんのご発表の最後にも関連しますが、

スタッフの中にライブラリアンというか、メタデータ

の扱いが得意な図書館の人が入っていると、お手伝い

になるのではないかと思いました。 

 

●八塚 ありがとうございます。では、他の質問にい

きたいと思います。 

 先ほど、2 次データや 3 次データも含めたデータの

利用について話題が出ましたが、それを実際どれくら

いチェックされているのか。例えば、利用受託を守っ

ているか、引用と謝辞を行っているかということは先

ほどのコメントで少しあったと思うのですが、他にこ

ういう調査をしているということがありましたら、ど

なたかコメントを頂けますか。 

 

●篠田 直接の利用については、やはりデータに

DOI を振って引用状況を見たり、謝辞は確認が難し

いので、皆さんから「こういうものを載せたよ」とい

う報告を頂いて情報収集する形を取っています。2 次

利用がされて、それが成果につながったかは別にして、

直接的に言えるデータのダウンロード件数やページへ

の訪問者数を一つの指標として、データの利活用状況

などをモニターしている状況です。 

 

●海老沢 私たちは衛星プロジェクトごとに、どれだ

けその衛星データが使われたかということでカウント
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しています。たくさんの論文が出れば、良い衛星であ

り、良い成果ということです。一方で、データセンタ

ーの貢献と衛星の貢献の区別は難しいのです。私たち

データセンターは、いろいろなデータを集めて使いや

すくしてデータ利用を促進しています。DARTS とい

うデータアーカイブをしているのですが、どの部分で

貢献したかを判断するのが難しくて、データセンター

としての貢献を測るのは難しいです。衛星のデータは、

宇宙科学研究所からダウンロードされることもあるし、

例えば NASA からも同じデータがダウンロードされ

ることもあるのです。ですから、データセンターの貢

献を評価してもらう指標は、なかなか難しいです。 

 

●八塚 ありがとうございます。それでは、ここでい

ったん質疑から離れまして、ディスカッションの論点

に戻ります。 

 制限公開の今後がどうなっていくのかということに

ついて、皆さんのご意見を伺いたいと思います。例え

ば、分野を越えた共通のフレームワークが必要になる

のか。あるいは、既に商用もある程度あると思います

が、そういった学術以外の利用が進んでいくのかどう

か。それから、完全公開のデータに比べると、当然、

制限公開の場合はコストがかかるのですが、そのコス

ト負担は一体誰がすべきなのか。これは池内さんから

お願いできますか。 

 

●池内 まずコストの話からすると、やはり現時点で

もトラッキングのコストや判断のコストはすごく大き

いと思いました。一方で、DOI で追っていくのは、

技術的に解決できる部分が今後出てきそうだと思いま

すので、まずは DOI を振るという慣習を根付かせる

ことが、すごく遠回りみたいですけれども、やはり必

要だという気持ちを新たにしたところです。各データ

アーカイブの機関においても、登壇されている皆さま

は十分されているかと思うのですが、そういうことが

大事だということを改めて感じました。 

 制限公開に関しては、できるだけ安全側に倒して制

限しているという部分もあるかと思うのです。例えば

公開するという意味では、論文を公開するということ

については、私たち研究者は抵抗感が少ないと思いま

す。論文であっても剽窃されてしまう可能性はありま

す。つまり、データも論文もそんなに変わらない部分

もあるはずですが、やはりデータに関しては、まだま

だ論文と比べると公開している歴史が短い分、恐れて

しまう部分はあるのかと思います。 

 私も個人的にもどきどきしながら公開するので、そ

ういった気持ちも十分理解できますが、実はそんなに

恐れることはないかもしれないという文化ができてい

ったり、公開したことでこんなに良いことがあったと

いうベストプラクティスが共有されたりしていくと、

だんだん制限公開に対する考え方も変わってくるのか

もしれないと思いました。分野特化ではなくて全般的

な話なので、ふわっとしていますが、そのように考え

ました。 

 

●海老沢 私が専攻している天文学、宇宙科学は、基

礎科学の中でも特にオープンな分野だと思います。宇

宙科学のデータを公開しない、地上天文台のデータを

取って公開しないということは、ほとんどなくなって

きています。逆に公開しなくて悪かった例はたくさん

あり、過去に天文学の分野で間違った論文がたくさん

出ていますが、それらはほぼ 100％非公開データから

出ています。データを公開しないと信頼されないので

す。 

 これは実は恥ずかしいのですが、私の研究所で、以

前、あるロケットを打ち上げて大きな成果を上げて、

大きな物理学の賞を取った人がいます。この研究所の

所長にまでなりました。一方では、他の大学で、地上

の望遠鏡である発見をして同じ賞を取った人がいます。

どちらの発見も、今では否定されています。それらの

データは公開されていませんでした。これも名前を出

すと血が流れるかもしれませんが、現在でも、別の地

上の望遠鏡でずっと何十年も観測を続け、大発見をし

たと言っている先生がいます。しかし、データを公開
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しないのです。データを公開しないと信頼されないと

いう流れは、はっきりしています。 

 私たちの分野で課題になっているのは、人工衛星を

つくった人たちのデータの優先権をどのくらいにする

かです。大体 1 年が目安ですが、それをもっと短くし

た方がいいのではないか、あるいは優先権は全くなく

てもいいのではないかという議論もあります。 

 いずれにしろ、宇宙科学の分野に限って言えば、デ

ータ公開の流れは止まりません。過去にはデータを公

開せずに間違った結果が報告されたという科学的な損

失もありました。現在も残念ながらあります。 

 

●上島 産業界から見て、アカデミズムの引用のやり

方や、DOI がきちんと付されていてそれを業績とし

てカウントしているということは、まだまだ知られて

いないところがあります。世の中的にもう少し知られ

ていくといいのだろうと感じます。 

 また、コストをどう負担するかについては恐らく二

つしかなくて、一つは、コストに見合う収益をどう稼

ぐか、もう一つは、コストをいかにスリム化するかで

す。コストのスリム化に関して言うと、ある程度の利

用手数料を頂いたり、何らか有償化する方策が、（研

究活動の）持続可能性を考えると必要だろうと、皆さ

んのお話を伺っていて感じました。収益化に関して言

うと、企業のデータであれば、製品化して商売として

売りましょう、値段を付けましょうということで解決

するのですが、オープンなデータを研究成果として公

開するとなると、なかなか難しいと重ねて感じます。 

 今後の安心感をどう醸成していくかについては、リ

スクをどう考えるかに尽きると思います。リスクにも

コントロール可能なリスクとコントロール不可能なリ

スクがあります。コントロール可能なリスクは、審査

制など、マニュアル（人的）対応の中で皆さんコント

ロールしようとされていて、企業の取り組みともかな

り重なるところがあります。コントロール不可能なリ

スクは、恐らくコミュニティとして負うことは難しい

ので、抽象的な言い方になるのですが、何らかの「保

険」のような仕組みが学術界でも必要ではないかと感

じました。 

 

●三橋 提供者が獲得した研究費でデータを集めて研

究論文を書くまではコスト負担者と受益者が一致して

います。そうなると、論文を書くまでは研究者がある

程度、独占的に使ってもいいけれども、論文を書いて

しまったら、やはり公開してもらう。その公開のコス

トに関しては、今もそうですが、提供者ではなく、わ

れわれのデータベースセンターで負担するのがいいの

ではないかと思っています。 

 

●桂樹  農研機構では、農業データ連携基盤

（WAGRI）に参加しています。データのアグリゲー

ションとマーケット、集めてくることと売っていくこ

とができる仕組みを目指してそういうものを構築して

いるのですが、それが、データを出すに当たってコス

トをどうすればいいかという一つの解決策になればと

思っています。仕組みとしては B to B to C と呼ばれて

いるもので、一つ目の B の人がデータを提供して、

そのデータを真ん中の B の人がビジネスにできるよ

うな仕組みにします。そして C の方々に提供する。

例えば農薬を買ってもらうことでお金を集めて、デー

タを提供することに対するコストを負担してもらう。

そういう仕組みをつくっていこうとしています。 

 

●篠田 材料分野の方は公開するよりも非公開、制限

公開の方に偏りがちで、オープンにしにくいというこ

とがあるので、どのようにオープンの方に寄せていく

か、戦略的にオープンにしていくかが課題になるので

すが、やはり懸念事項として、デジタルデータは一度

公開して拡散してしまうと、もうそれを非公開にする

のは原理的に不可能ということがあり、オープンにす

るところにかなり心理的ハードルがあり、慎重になら

ざるを得ません。こういったところは少しずつ事例を

積み上げていく必要があります。一方で、材料分野の

中でも、データによってはオープンにして活用しても
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らいたいというニーズもあり、そのような研究者やデ

ータの種類もあります。そういう事例を積み上げなが

ら、制限公開と公開をうまく使い分けていければよい

と思っています。 

 コスト負担については、NIMS は基盤なども提供し

ていますが、国研のミッションとしてこういうことを

していますので、お金を頂かずに皆さんの税金できち

んと還元できるところに関しては、まずは組織として

運用を進めていく。ただ、一方でそれが商用利用など

につながったときには、また別の考え方も必要になっ

てくるかと思っています。繰り返しになってしまうの

ですが、こういうところは事例を積み上げながらいろ

いろと練習問題を解いていっている状況です。 

 

●仲 私からは、一人の研究者としての立場と、組織

に所属する立場から簡単にリプライしたいと思います。 

 まず、研究者の立場としては、やはり制限公開であ

ったとしても、利用できる多様なデータがあり、それ

にいろいろな人が相互に乗り入れるプラットフォーム

があるというのは、研究においては本当に大事なこと

だと思っています。特に 1 次調査は費用負担が非常に

かかってきますので、大型の研究プロジェクトに関わ

っていない方や学部学生、院生を含めていろいろな方

が無償でデータを使えるのは、研究のアイデアで勝負

できるという点で可能性が広がると思っています。で

すので、どんどん公開できればと思っています。 

 その一方で、組織としてはデータアーカイブセンタ

ーが永続的に続いていかないと、データが散逸してし

まうという問題が生じてしまいます。そういう意味で

は、何らかの形で収益を一定程度稼げる状態をどこか

でつくっていくことを視野に入れる必要があると考え

ています。現時点では完全にフリーで、お金を頂かず

にやっています。セミナーに関しては一部費用を頂い

ていますが、それは講師料などで、データの提供は無

償で行っています。 

 

●八塚 ありがとうございます。それでは、最後に林

さんにまとめていただけないでしょうか。 

 

●林 練習問題を懸命に解いているフェーズにある分

野がすごく多いのだろうということを、皆さまのご発

表や今のディスカッションを通じて感じました。特に、

使ったことを例えば DOI で表現するなどで示す、あ

るいは何か違う方法があるのかもしれませんが、まず

はデータに関しても貢献を示していく。巨人の肩に乗

るというのが研究だと思いますので、論文と同じよう

に、データについてもきちんと貢献を示すことができ

るようにする。その上で、公開に当たって一定期間制

限があるのか、あるいは最初からオープンになのか、

その最終的なインセンティブや必要性、どうしても公

開できないけれどもいずれ公開になるかもしれない、

あるいは、これまでは公開に制限なり限定がされてい

たけれども、もう少したったら公開が当たり前になる

かもしれない。そういう発展もあるのかなということ

を皆さまとの議論を通じて考えました。 

 気の利いたまとめになっていないかもしれませんが、

こんな感じでどうでしょうか。 

 

●八塚 ありがとうございます。これでパネルディス

カッションを終わりたいと思います。パネリストの皆

さま、本当にありがとうございました。 
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セミナーの企画概要 
 昨今の COVID-19 を契機としてプレプリントの活用

がますます活発化していることについては、皆さまお

聞き及びのことかと思います。それに加えて、プレプ

リントが多様なプラットフォームにおいて公開される

という状況にあり、もはや学術出版社においてもプレ

プリントの公開を後押しするといった状況にあります。

本セミナーでは、多様なプレプリントの公開について、

最新動向やその目的を皆さまと共有し、今後のプレプ

リントの方向性を展望します。そのため、講演では多

様な立場からのプレプリントに関する話題と事例を紹

介します。 

 冒頭では、国立情報学研究所の河合先生から「機関

リポジトリによるプレプリント公開」と題して、機関

リポジトリとプレプリントの関係について、また、パ

ネルディスカッションでも中心となる Bibliodiversity

（書誌多様性）に関してお話しいただきます。 

 続いて、筑波大学の森本様から「研究成果公開のグ

ローバルスタンダードに向けた筑波大学の取り組み」

と題して、人文社会系評価指標のお話と、最近始まっ

た、オープンピアレビューから出版までのフローが含

まれる F1000Research を利用する筑波大学ゲートウェ

イのご紹介を頂きます。 

 続いて、シュプリンガー・ネイチャーのアントワー

ン・ブーケ様より、「コロナ時代における研究情報発

信―プレプリントに関する出版社の取り組み」と題し

て、学術出版社におけるプレプリントについて話題提

供を頂きます。 

 後半では、広島大学の坊農先生から「生命科学研究

におけるプレプリントやSNS活用の現状と課題」と題

して、研究現場におけるプレプリントの利用と課題、

アカデミックSNSの活用についてご紹介いただきます。 

 最後に京都大学の引原先生から、「Preprint が誘導す

る研究サイクルの力学考」と題して、大きな観点から

研究におけるプレプリントについてお話を頂きます。 

 パネルディスカッションにおきましては、最初の講

演者の河合先生が監訳されたオープンアクセスリポジ

トリ連合による論文「Fostering Bibliodiversity in Scholarly 

Communications–A Call for Action！」（邦訳：「学術情報

流通における『書誌多様性』の形成に向けて―行動の
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（横浜国立大学大学戦略情報分析室） 

 
矢吹 命大 
2020年度SPARC Japanセミナー企画ワーキングメンバー。横浜国立大学大学戦略情報分析室准教授/

研究推進機構リサーチアドミニストレーター。筑波大学大学院人文社会科学研究科国際政治経済学

専攻単位取得退学、修士（国際政治経済学）。筑波大学大学院人文社会系特任研究員として巨大科

学を巡る国家間関係の研究に従事した後、2014年横浜国立大学特任教員（講師）・URA。2020年4月

より現職。大学戦略情報分析室において大学経営判断を支援する各種情報収集、提言を行うと共

に、URAとしては研究力分析、オープンサイエンスの推進に取り組んでいる。 
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呼びかけ―」）に示されている学術情報流通における

多様性の障壁とされた 4 項目、すなわち、①共通言語

としての英語が優位であること、②基盤とサービスが

一部に集中していること、③資金モデルが限定的であ

ること、④学術雑誌ベースの評価という偏狭な視点が

あることに沿って議論します。 
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報告内容 
 本報告では、近年、プレプリントサーバーへの関心

が高まっていることを受けて、機関リポジトリでプレ

プリントの公開が可能なのかという点について検討し

ます。まず、機関リポジトリとプレプリントサーバー

の違いについて確認した上で、機関リポジトリによる

プレプリント公開の可能性について検討します。また、

プレプリントと書誌多様性の関係が本日のパネルディ

スカッションのテーマですので、機関リポジトリによ

るプレプリント公開が可能になった場合における書誌

多様性への影響についても最後に言及します。なお、

書誌多様性という概念は、単純に学術情報流通の各側

面における多様性ということかと思います。 

 

機関リポジトリとプレプリントサーバーの違い 
 まず、機関リポジトリとプレプリントサーバーの位

置付けを確認します。 

 公開基盤であるオープンアクセス（OA）リポジト

リの中の大きいカテゴリーの一つに、機関単位で運営

される機関リポジトリがあります（図 1）。国内の機

関リポジトリとしては JAIRO Cloud や紅が挙げられま

す。もう一つの大きいカテゴリーとしては、個別の研

究分野ごとに運用される分野リポジトリがあります。

例えば PubMed Central（PMC）などです。この分野リ

ポジトリのうち、プレプリントに特化したものがプレ

プリントサーバーです。arXiv や Social Science Research 

Network（SSRN）が例として挙げられます。 

 次に、機関リポジトリとプレプリントサーバーのコ

ンテンツの違いを、学術雑誌論文を例に見ていきます

（図 2）。まず、機関リポジトリの場合は、出版社に
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機関リポジトリによるプレプリント公開 
 

 
河合 将志 

（国立情報学研究所 / オープンサイエンス基盤研究センター） 

 講演要旨 

本報告では、機関リポジトリによるプレプリント公開の可能性について検討する。具体的には、プレプリントサーバーとして

の機能が求められるようになった背景や、実装にあたって見込まれる問題などについて論じる。加えて、機関リポジトリのこ

うした機能変化が、学術情報流通における書誌多様性に与える影響についても言及する。 

河合 将志 
大阪大学大学院国際公共政策研究科博士後期課程修了。オープンサイエンス基盤研究センターでは

データ解析を担当しており、システムの利用統計処理などに携わっている。 

 

（図 1） 

OAリポジトリのタイプ
OAリポジトリ

プレプリントサーバー

分野リポジトリ 機関リポジトリ
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よる体裁調整がなされた出版社版がコンテンツになる

場合もありますが、出版社版の一つ前のバージョンで、

査読はなされているものの体裁調整がなされていない

ポストプリントが主なコンテンツです。 

 一方のプレプリントサーバーの場合は、ポストプリ

ントのさらに一つ前のバージョンで、査読も体裁調整

もなされていないプレプリントがコンテンツです。 

 次に、プレプリントサーバーが着目される背景を把

握するためにも、機関リポジトリのデメリットについ

て確認します（図 3）。機関リポジトリのコンテンツ

は査読がなされたポストプリントなので、機関リポジ

トリが公開の迅速性や更新性に関して優れているとい

うわけではありません。従って、研究者から見た場合

には、査読が済んで掲載が決定しているのに機関リポ

ジトリにわざわざ登録するメリットは何なのだという

ことになるかと思います。 

 研究者が機関リポジトリにメリットを見いだせてい

ないということは、私が行っている解析の結果にも表

れています。図 4 は機関リポジトリの学術雑誌論文コ

ンテンツを増やす上での各活動の効果の推定値を示し

たものです。縦軸は各活動、横軸はコンテンツを増や

す上での活動の効果を表しています。図書館が研究者

にポストプリントの提供を依頼する学術雑誌論文提供

依頼や、登録されたコンテンツのダウンロード件数を

通知するダウンロード件数通知の効果が高い一方で、

研究者自身がコンテンツを機関リポジトリに登録する

セルフアーカイブの効果は非常に低いことが示されて

います。その理由としては、研究者からのセルフアー

カイブの要請がないためにそもそも実施していないと

いうことが多いようです。つまり、研究者は図書館か

ら頼まれたらポストプリントを提供するけれども、セ

ルフアーカイブをするほどの魅力を機関リポジトリに

は見いだせていないということです。 

 一方で、プレプリントサーバーのコンテンツは査読

がなされていないプレプリントなので、プレプリント

サーバーは公開の迅速性や更新性に優れていると言え

ます。従って、研究者からプレプリントサーバーを見

た場合には、先取権を確立するためのタイムスタンプ

を気軽に押せる魅力的な基盤に見え、そのことが利用

評価につながっていると思います。 

 以上のように、プレプリントサーバーのメリットは、

プレプリントサーバーそのものの性能というよりは、

査読がなされていないというプレプリントの性質に由

来していると言えます。 

 そう考えたときに、プレプリントサーバー以外の

OA リポジトリによってプレプリントを公開する可能

性はないのかという疑問が当然ながら生じてきます。

わざわざプレプリントサーバーによって公開するので

はなく、日本において充実した整備状況にある機関リ

（図 2） 

コンテンツのちがい（学術雑誌論文の例）

プレプリント ポストプリント

査読者

採択！

出版社

体裁調整

出版社版
機関リポジトリプレプリントサーバー

（図 3） 

機関リポジトリのデメリット

研究者

メリットは？

利用停滞

公開の迅速性 ×

公開論文の更新性 ×

査読 ポストプリント

機関リポジトリ

（図 4） 

機関リポジトリのデメリット
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ポジトリによってプレプリントを公開することが可能

かどうか、検討する必要があると思っています。より

端的に言えば、既にある機関リポジトリを活用すれば

済むのではないかという疑問が生じてくるわけです。 

 

機関リポジトリによるプレプリント公開の可

能性 
 疑問点を確認したところで、機関リポジトリによる

プレプリント公開の可能性を検討します。 

 日本において機関リポジトリの数はリニアに増えて

おり、現在 800 以上の機関リポジトリがあります。こ

の数は世界的に見ても非常に多いものとなっています。

そのコンテンツとしては、紀要論文が最も多く 54％

で、次いで学術雑誌論文が 14％となっています。ま

た、博士論文や会議発表論文、データベースなどもあ

り、多様なコンテンツが登録されています。 

 これらのコンテンツのうち、主要な幾つかを研究フ

ローに対応した形でソートしてみます（図 5）。当然、

分野によって順序は変わってきますが、大体このよう

にソートできるかと思います。これを眺めると、研究

フローをおおよそカバーするコンテンツが登録されて

いることが分かります。このソートしたコンテンツの

並びにプレプリントを落とすと、データベースと会議

発表論文の間あたりになるかと思います。ここで言い

たいのは、機関リポジトリの既存コンテンツの中にプ

レプリントを位置付けることに不自然さがないという

ことです。機関リポジトリは単に整備状況がいいだけ

ではなく、プレプリントとの相性もいいので、機関リ

ポジトリによるプレプリントの公開は可能なのではな

いかと考えています。 

 少し話がそれるかもしれませんが、より将来的な話

としては、プレプリントだけではなく、研究フローを

さかのぼって研究のアイデアなどもコンテンツ化し、

なおかつ、公開後にSNSのようにフィードバックも得

られるようにすることが考えられます（図 6）。もち

ろんフィードバックは欲しいけれども、コンテンツに

よっては、まだアイデア段階なので完全公開まではし

たくないというニーズもあると思うので、公開の範囲

を限定できる制限公開機能なども併せて使うことが考

えられます。この制限公開機能については、国立情報

学研究所（NII）の朝岡先生が現在開発中です。 

 研究者は機関リポジトリにメリットを感じていない

現状にありますが、プレプリントに限らず、望むコン

テンツを望む範囲で公開でき、なおかつフィードバッ

クも得られるとなれば、プレプリントサーバー以上の

メリットを機関リポジトリに感じられるようになると

思います。 

 

書誌多様性への影響 
 最後に、機関リポジトリによるプレプリント公開や、

その発展版である、より自由度の高いコンテンツ公開

が可能になった場合の書誌多様性への影響にも言及し

たいと思います。 

 先ほどのような自由度の高いコンテンツ公開を可能

とする基盤があると、各研究者は公開コンテンツと公

開範囲を自由に選択できるようになります。その選択

が堆積していくと、結果として書誌多様性が生まれる

確率が高くなります。ただ、多様性がないということ

（図 5） 
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研究フロー

学
術
雑
誌
論
文

紀
要

博
士
論
文

会
議
発
表
論
文

デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（図 6） 
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は、例えばルールが明確であるとも言えますし、多様

性がある方が良いということが必ずしも自明なわけで

はありません。従って、そこが不明確なまま、多様性

の構築そのものが目的化しないように注意する必要は

あると思います。 

 

本日の論点の確認：書誌多様性への障壁 
 本日のパネルディスカッションの論点である書誌多

様性への障壁について簡単に確認しておきたいと思い

ます（図 7）。学術情報流通の諸側面として「言語」

「基盤」「資金」「評価」があるとして、言語面では英

語の偏重、基盤面では市場の寡占、資金面では購読ベ

ースモデルの定着、評価面ではインパクトファクター

の偏重という問題があり、各側面において多様性が失

われていることがレポートで指摘されています。パネ

ルディスカッションでは、それが良いことなのか悪い

ことなのかという根本的な点も含めて議論していくこ

とになると思っています。 

 

 

 

●矢吹 プレプリントがリポジトリに入ってくるとな

った場合には、その後のポストプリントもある、掲載

される論文もあるということになります。多様なバー

ジョンが全て 1 カ所に入ってくる場合、見ている側に

とっては、これはどうするのだという感じにならない

かと思いました。限定公開のような仕組みに走ればう

まく切り分けられるかと思いつつも、そういうことが

あるのではないかと思いました。 

●河合 例えば、プレプリントを載せた後にポストプ

リントを載せたら上書きされるという形になれば、紛

らわしくないかと思います。 

 

●矢吹 同じ趣旨の質問が来ています。「各機関の方

針やシステムによると思いますが、機関リポジトリで、

プレプリント版や、査読を経て学術雑誌等で公開され

た版といった複数のバージョンが公開される場合、バ

ージョン管理にはどのような方法が考えられるでしょ

うか」。 

 

●河合 最新のもののみを公開したいのか、それまで

の変遷を公開していきたいのかも、ユーザーである研

究者が選べるようにしていくべきだと考えています。 

 

●矢吹 もう一つ質問が来ています。「内容の質保証

についてはどのようにお考えでしょうか」。プレプリ

ントは査読前のものということもあり、そういったも

のがリポジトリに入ってくるときにどう考えるかとい

う意図でしょうか。 

 

●河合 プレプリントである以上、その公開には研究

者のための公開という側面があると思います。フィー

ドバックのための公開といった側面です。 

 

●矢吹 次は大きな質問です。「プレプリントは主に

どの学術分野で行われているのでしょうか」。ご存じ

の範囲でお願いします。 

 

●河合 どこで特に盛んかという点については、把握

できていません。 

 

●矢吹 この後の講演でも幾つかの分野についてのお

話が出てきますので、そこでもこの質問の答えが出て

くるかもしれません。 

 もう一つ、これもまた難しい質問です。「機関リポ

ジトリにおけるアイデアの公開は著作権で保護されま（図 7） 

本日の論点の確認：書誌多様性への障壁

評価 言語

基盤資金

英語の偏重
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インパクトファクターの偏重

購読ベースモデルの定着
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せんが、研究活性化とアイデアの保護のバランスはど

のように取っていくことができるでしょうか」。 

 

●河合 フィードバックが欲しい一方で、アイデアが

取られてしまう可能性は当然あると思いますが、そこ

はあくまでもユーザーの責任、ユーザーの判断で行っ

てもらうしかないと思っています。 

 

●矢吹 次は NII 船守先生からです。「研究者がプレ

プリントを機関リポジトリに登録するインセンティブ

が必要ですが、例えば Plan S の権利保持戦略を日本の

研究助成機関に採択してもらい、かつプレプリントを

公開することを義務化するというのはどうでしょうか。

日本の研究のビジビリティの向上にもつながると思い

ます」。 

 

●河合 そういった規定があった場合には登録が加速

すると思います。また、ユーザーから見ると、例えば

国のリポジトリのような感じで一つのブランドに見え

るような仕組みをつくらないと、モチベーションが上

がらないと思います。 

 

●矢吹 実は私も、リポジトリは機関別に整備されて

いて、一方でプレプリントのサーバーは分野別にある

ので、その辺の関係はどうなるのかと思っていたので

すが、今のお話がそれに当たると思いました。 

 質問がもう一つ来ました。「機関リポジトリは機関

ごとにつくられたものですが、研究者が分野内でコミ

ュニケーションを取れることの方が大事ではないでし

ょうか。分野ごとに機関リポジトリをグルーピングす

るような構想はありますか」。 

 

●河合 先ほどの話ともつながると思いますが、ユー

ザーから見た場合に、そういったくくりがあるように

見えるようにしなければいけないと思っています。 

 

●矢吹 深貝先生からコメントです。「休憩時間の前

にでも、フォスタリング文書について皆さんの翻訳を

ご紹介いただければと思います。パネルに入る前に、

関心のある方は休憩時間などにこれにアクセスできる

でしょうから」ということです。先ほど翻訳していた

だいた文書と元の文書のリンクは、後でチャット欄等

を通じてシェアさせていただければと思います。 

 もう一つ質問が来ました。「リポジトリの登録への

インセンティブとして、登録すると世界的なデータベ

ースへの取り込みも自動的にされるということがある

とよさそうですが、どうでしょうか」。 

 

●河合 今のところ具体的なイメージは持っていませ

んが、今後は考えていかなければならないと思ってい

ます。 
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背景 
 私は筑波大学ゲートウェイの広報を主に担当してい

る立場から、F1000 筑波大学ゲートウェイの話という

お題を頂いたのですが、まず筑波大学ゲートウェイ導

入に至る経緯を説明します。 

 The Times Higher Education（THE）、Quacquarelli Sy-

monds（QS）などの世界大学ランキングの評価項目の

中に、論文の被引用数に基づく評価項目というものが

あります。これは Scopus 等の論文・引用データベー

スが元となっていますが、収録誌の多くは英語論文で

あり、それ以外の言語で書かれた論文はほとんど収録

されていません。 

 さらに、現在用いられている評価指標として、

Impact Factor（IF）があります。1 論文当たりの平均被

引用数に相当するもので、Web of  Science に収録され

ている収録雑誌の 3 年分のデータを用いて計算されて

います。また、Scimago Journal Rank（SJR）や Eigenfac-

tor は引用という側面から出発した指標です。ただ、

引用という行為にポジティブな評価を認めるという前

提には、分野によっては若干の温度差があると思いま

す。 

 では、人文社会系分野の学術誌はどうかというと、

2 バイトの文字という特性があるので、論文・引用デ

ータベースに収録されにくいです。論文が日本語で書

かれており、稿末に引用文献一覧を付けない論文も少

なくありません。また、引用数の集計が大変しづらく、

従来の評価指標では見えにくいということで、評価の

対象となってきませんでした。 

 そこで筑波大学は、新たな研究評価指標の開発に着

手しました。それが 2013 年、今からおよそ 7 年前の
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研究成果公開のグローバルスタンダードに向けた 

筑波大学の取り組み 
 

 
森本 行人 

（筑波大学 URA研究戦略推進室） 

 講演要旨 

人社系研究の成果発信、そして社会との関連づけがより強く求められている中で、筑波大学では国内の人社系の研究成果やそ

のクオリティを、日本のみならず世界に示すことを目指し、新たな評価指標や研究成果の発信について議論を続けてきまし

た。その成果として学術誌の多様性をはかる iMD（index for Measuring Diversity）を開発し、さらに新たな学術情報の発信

手法として 11月末にオープンを予定している筑波大学ゲートウェイを用いて、より多くの方に人文知を届けられる仕組みを

構築しています。 

森本 行人 
京都生まれ。関西大学大学院経済学研究科にて博士（経済学）の学位を取得。関西大学URAを経

て、2013年度より筑波大学本部URA。2017年に人文社会分野から特許出願（特願2017-138751）、

2018年にはURA業務の一環として、科研費の奨励研究獲得。 
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ことです。本学の教員と URA でスペシャルチームを

組んで取り組み、さらに京都大学学術研究支援室

（KURA）や、大阪大学の経営企画オフィス／URA 部

門の方々とも調査研究を行いました。また、矢吹先生

も含めて全国の人文社会系の URA の方や、国立情報

学研究所の先生方、科学技術振興機構（JST）の方に

もヒアリングをさせていただくなど試行錯誤を繰り返

し、多くの方からご意見を頂きました。そして本学で

index for Meassuring Diversity（iMD）を開発し、特許を

出願しました。さらに評価も考えた上で、人文社会系

の研究成果をどのように公開しようかと考えていたと

ころ、筑波大学ゲートウェイを公開するに至りました。 

 

人文社会系分野の研究成果指標としての iMD 
 まず、学内紀要よりは全国学会誌、全国学会誌より

は国際学会誌という評価には、一般論として多くの研

究者の同意が得られるのではないかと思います（図

1）。これは、より多くの人がその雑誌を読んでいるで

あろうという考えに立った評価です。では、これを定

量化するにはどうすればいいのかということで、学術

誌の著者の所属機関の多様性を定量化しました。これ

は、質は定量化できないということが大前提にありま

す。IF も質ではなく話題性を定量化したものですし、

iMDも質ではなく多様性を定量化したものです。繰り

返しになりますが、より多くの国や研究機関の研究者

から論文が発表されているジャーナルほど、多様な著

者に評価されているジャーナルであることが言えるの

ではないかと思います。特定のジャーナルに 1 年間で

発表された全論文の著者の、所属機関とその立地国の

数を基にスコアを算出したものが iMD です。 

 IF には、長期間引用される分野と、短期間しか引

用されない分野がありますが、スコア算出の根拠とな

る被引用数のデータの透明性が低いなど、さまざまな

問題があります。しかし、iMDは著者の所属機関と立

地国をカウントしているだけで、データベースを全く

必要としないので、このような問題を解決することが

できました。 

 図 2 は iMD の計算式です。C（country：所属機関の

国数）と A（affiliation：所属機関数）を足しています。

αとβは、この後、重み付けができるようにあえて置

いているのですが、今は 1 です。これは対数を取って

計算しています。理由としては、例えば学内紀要と

「Nature」を比べると、「Nature」では著者数が年間

3,000 人などですが、紀要はそれほど多くなく、比べ

ると時には 3,000 対 2 ということもあります。それだ

とあまり比較にならないので、スムージングをして見

ています。 

 図 3 の左上のように、従来の評価 A では、A 誌、B

誌、C 誌、D 誌と雑誌を並べたときに、IF のある雑誌

だけが見えていました。雑誌はたくさんあるのですが、

IF の付いたものか、あるいはゼロでしか評価されて

こなかったということです。 

 一方、従来の評価 B では、とにかく本数で評価され

ていました。いい雑誌に載っても、紀要であっても、

（図 1） 

【iMD®の考え方】

• 「学内紀要＜全国学会誌＜国際学会誌」という評価
には、一般論として、多くの研究者の同意が得られ
る

• これを定量化するには？
・学術誌の著者所属機関の多様性を定量化

• 質は定量化できない。
・IFも質ではなく話題性を定量化
・iMDも質ではなく多様性を定量化

（図 2） 

【iMD®】

• 学術誌を著者所属の多様性の観点から定量化
する指標

• 計算式

・C：所属機関の国数
・A：所属機関数
・αとβはCとAの重み付け係数

( )ACn ×+× βαlog

 -138751 「評価システム、評価方法及びプロ
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1 本は 1 本とカウントされていました。 

 しかし、iMDによる評価では、その雑誌にどのよう

な所属の人が論文を書いているのかという多様性を見

るので、何かしらの数字が付きます。iMDによる評価

で並べると、IF のある雑誌の方が圧倒的に少なく、

著名な雑誌はやはり上位に来ますが、今までゼロも付

かなかったような他の雑誌についても同様に見ること

ができました。 

 図 4 のグラフは、筑波大学の人文社会系の教員があ

る年に書いた雑誌を横に並べたものです。iMDが高い

順番に示していますが、黄色でハイライトした雑誌に

は IF が付いており、それ以外は付いていません。こ

こで、従来の被引用数に基づく評価では見えてこなか

った学術誌の多様性を見ることができました。 

 図 5 のグラフは横軸に IF、縦軸に iMD を取って相

関を見たものですが、やはり IF が高い雑誌は iMD も

高くなるという結果が出ました。一方、IF がゼロ線

上にある雑誌は、従来見えてこなかったものですが、

iMDによって数値化することができ、見える化に成功

したと考えています。ドットの数は Web of  Science の

Science Citation Index（SCI）から 200 誌、Social Sciences 

Citation Index（SSCI）から 50 誌取ったものです。Arts 

& Humanities もあります。 

 

筑波大学ゲートウェイ 
 ここからは、筑波大学ゲートウェイについてご紹介

します。 

 まず、導入の経緯です。2019 年 2 月 15 日に虎ノ門

ヒルズフォーラムで「人文社会系分野における研究評

価シンポジウム」（筑波大学主催）を行いました。そ

こには本学の池田潤先生、国立歴史民俗博物館の後藤

真先生、Elsevier 社の Anders Karlsson さん、F1000 Re-

search 社の Rebecca Lawrence さんにご参加いただき、

また Research England の David Sweeney さんからは日程

が合わなかったということでビデオメッセージを寄せ

ていただき、人文社会系分野における研究評価につい

て考えました。 

 ここでご縁があり、Lawrence さんから筑波大学ゲー

トウェイのご提案がありました。そのときに、F1000 

Research 社の理念として、「研究と学問、そして言語

には壁があってはならない」とおっしゃったことに強

く共感を覚え、話を進めていくことにしました。日本

のオープンサイエンスは着実に進んでいますが、諸外
（図 3） 

出典：読売教育ネットワーク 異見交論57 「人社系の逆襲」池田潤氏（筑波大学執行役員）・森本行人氏
（URA）より （https://kyoiku.yomiuri.co.jp/rensai/contents/57-ura.php）

（図 4） 
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赤：Impact Factorがある雑誌

特願2017-138751
日本臨牀
QUALITY & QUANTITY
ELECTRICAL ENGINEERING IN JAPAN
The Professional Geographer
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS IN 
JAPAN
Advances in Management & Applied 
Economics
分析化学
印度學佛教學研究
国語と国文学(東京大学国語国文学会)
月刊高校教育
Asian EFL Journal
Voix plurielles
地学雑誌

（図 5） 
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国と比較すると、やや出遅れている感があることは否

めません。そういった意味で、コントリビューション

は学術界に対してそれほど多くないと思っています。

また、英語に過度に依存した学術情報コミュニケーシ

ョンにも問題がないと言い切れません。 

 そこで、筑波大学は、日本で初めて F1000Research

出版モデルを大学として活用し、世界で初めて英語以

外の言語の出版モデルを可能とすることにしました。

日本と世界の学術情報コミュニケーションに一石を投

じたいという考えから導入に至りました。最終的には

これが波及して、どの国の言葉でも迅速に、オープン

に、制約なしに研究成果を発信できることがグローバ

ルスタンダードになることを願っています。 

 Lawrence さんは 2 度来日してくださり、本学の研究

担当副学長と人文社会系長、学長補佐室長、URA が

直接説明を受けました。それを受けて、本学の研究担

当副学長が学内で筑波大学ゲートウェイを導入したと

きに投稿するかという希望調査を行ったところ、一定

のニーズがあることが分かりました。最終的には学長

にご判断いただき導入することになり、今年に入って

学内説明会を夏に 1 回、秋に 1 回、そして 12 月にも

実施して、各研究者に投稿のご検討を頂いているとこ

ろです。 

 困難だった点をお話しします。文系にとってはAPC

が 1,350 ドルと高額だったので、人文社会系長と話し

合い、独自の投稿支援プログラムを準備していただき

ました。これは徐々に全学的に広がっているところで

す。また、大変困難だったのが、国内に代理店がなか

ったので契約手続きは直接やりとりをしていたのです

が、契約の文化が違って手間と時間がかかった点です。

ただ、最近代理店ができたので、今後、自分の機関で

も導入しようと考えている方は、そちらの代理店を通

じてゲートウェイあるいはプラットフォームを導入す

ることが可能です。 

 図 6 は F1000Research の特徴です。従来の学術誌で

は、論文を投稿すると匿名で査読が行われ、査読を通

った論文だけが出版され、論文の著作権は発行する学

会や出版社が持ちます。そして、オープンアクセスジ

ャーナル以外は論文を読むために何らかの料金が発生

します。それに対し、F1000Research では、投稿する

と最低限のチェックとトリアージを行い、それを突破

した論文を XML で組み直して Web で公開、そこでパ

ブリッシュということになります。公開時は査読なし

論文の扱いになりますが、出版されているのでこの時

点から引用が可能になります。公開後にオープンピア

レビューが始まり、査読で 2 名以上にアプルーブされ

るとアクセプトされます。すると査読付き論文となり、

Google Scholar、Scopus、PubMed、PubMed Central など

のデータベースに収録されることになります。 

 他にも、伝統モデルに依存するたくさんのモデルが

ありますが、説明は省略します。 

 このスライドでお示ししたように、F1000Research

の出版モデルは、オープンアクセスジャーナルとも、

プレプリントとも、リポジトリとも異なる、新しい出

版であるということです。 

 図 7 は投稿の流れを表したものです。順を追ってご

説明します。 

 まず投稿です。筑波大学ゲートウェイは、単著であ

れば筑波大学の教員でなければ投稿できませんが、共

著の場合は共著者の中に筑波大学の教員が 1 人以上入

っていれば投稿可としています。また、英語であれば

全ての分野で投稿が可能です。人文社会系分野につい

ては英語ないし日本語で投稿していただくことができ

ます。図 8 は投稿の画面です。まず原稿のタイプを選

（図 6） 

【F1000 Research】

現在の主流な査読モデル
投稿→非公開査読→出版（著作権は出版社、引用可）→有料購読

ほかのモデル（いずれも伝統的モデルに依存）：
オーブンアクセスジャーナルモデル：伝統的モデル＋無料閲覧
ハイブリッドモデル：伝統的モデル＋出版時に有料購読か無料閲覧かを選択
プレプリントモデル：出版前自主公開 →無料閲覧（＋伝統的モデル）
リポジトリモデル：伝統的モデル＋出版後自主公開（別DOIで引用）→無
料閲覧

F1000 Researchモデル：
投稿→出版（著作権は著者、引用可）→無料閲覧→公開査読
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び、タイトルを入力します。それからアブストラクト

とキーワードを書きます。この辺は他の雑誌と一緒だ

と思いますが、興味深いのは、その下の Authors Con-

tributions に全ての共著者の役割を入力してもらうこと

です。 

 それから、筑波大学ゲートウェイは、原稿だけでは

なく、データガイドラインに沿ってデータもアップロ

ードしてオープンにする必要があります（図 9）。こ

れが一番大きい特徴だと思います。そして APC の支

払い方法を選びます。論文は Creative Commons の CC-

BY、データは CC0 のライセンスで出版されることに

なり、その条件に同意する必要があります。最後に、

投稿に当たり共著者から同意を得ているか、二重投稿

に当たらないかなどの誓約チェックがあります。 

 これらを全て書き込んでサブミットのボタンを押す

と、公開前のトリアージということで、F1000 Re-

search 社側のチェックが入ります。次に、剽窃がない

かが iThenticate に掛けられて確認され、あとは読みや

すさやデータの可用性などが確認されます。この段階

で査読者の推薦も求められます。剽窃については非常

にまれなケースであると F1000 Research 社の方から伺

っています。 

 これらのチェックが終わると、論文が XML に組み

直されて、図 10 のような画面で公開されます。 

 それから公開査読が開始します。「？」あるいはチ

ェックマークをクリックすると査読者のコメントを読

むことができます。2 人以上の査読者から承認を得る

と査読終了となり、Scopus、PubMed、Google Scholar

に収録されます。All Metrics が付いていて、views や

downloads、citations、それから Google Scholar に飛んで

いくということも見ることができるようになっていま

（図 7） 

リポジトリ 投稿者 筑波大学ゲートウェイ F1000R社

筑波大学ゲートウェイ

筑波大所属の教員
研究員、大学院生

１．投稿

著者/共著者

4. 公開！（DOI)

5. 公開査読

2. 公開前のトリアージ
・著者要件確認など

No

Yes

No改訂依頼

投稿不可の連絡
承認者のリクエスト

投稿の流れ

3. 公開前チェック
独創性（iThenticate）、読みやすさ、データ
の可用性、レビューアの推奨事項など

リポジトリ＊

0. データ共有
DOI、タイトル取得

6. 査読者2名の承認

査読済み!
Scopus, Pubmed, Google 
Scholarへの収録

支払い

（図 8） 

（図 9） 

（図 10） 

4. 公開！（DOI, Payment） +
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す。また、PDF でダウンロードすることもできます。 

 以上、筑波大学ゲートウェイの説明をしてまいりま

したが、これを研究成果出版の一つの新たな選択肢と

して、筑波大学の研究者に活用していただきたいと思

っています。特に、論文をすぐに出版したい、論文の

認知度を高めたい、論文を Scopus や PubMed、PMC に

収録したい、論文の citation を上げたい、論文の著作

権を保有したい、リーズナブルにオープンアクセスに

したいという方々にとってはメリットが大きいのでは

ないかと考えています。 

 料金は図11のようになっています。カテゴリーAだ

と 800 ドル、B だと 1,000 ドルです。多くの人文社会

系の先生方の研究成果は、リサーチアーティクルに該

当すると思いますので、カテゴリーC の 1,350 ドルに

該当すると思います。 

 

おわりに 
 最後に筑波大学ゲートウェイの可能性をお示しして、

私の話を終わりにしたいと思います。 

 これまでは見えにくいといわれてきた人文社会系分

野の研究成果を国際的に見える化するために、iMDや

筑波大学ゲートウェイを導入してまいりました。研究

者は研究費などを自身で獲得し、実験や調査を経て、

アウトプットとして論文を出しているわけですが、そ

こに購読料や掲載料が発生しています。APCは必要経

費として仕方がないにしても、研究者が無償で提供し

ている論文を過度に商品化する原稿の出版モデルに対

し、多くの研究者が違和感を覚えているのではないで

しょうか。筑波大学ゲートウェイが波及し、どこの国

の言葉でも迅速かつオープンに、制約なしに研究成果

を発信できることがグローバルスタンダードになるこ

とを願っています。 

 

 

 

●矢吹 「APC補助のための支援プログラムでは、ど

の程度の予算を用意されたのでしょうか。総長裁量経

費、学長裁量経費などから割いているのでしょうか」

という質問が来ています。 

 

●森本 まだそこには至っておらず、人文社会系の中

でいくつかの論文に対して支援すると伺っています。 

 

●矢吹 続いての質問です。「見える化推進の成果と

して、F1000Research 導入前後における citation 数への

影響等の調査等は計画されていないのでしょうか」。 

 

●森本 大変的確な質問です。これは計画しています。

筑波大学の中に筑波大学ゲートウェイ運用委員会があ

り、そこで毎年、見直しを行い、次年度の目標を挙げ

るのですが、そこで計画について話し合っています。 

 

●矢吹 次に、「F1000Research はプラットフォームな

のだと思いますが、ここに投稿された論文は、どの学

術雑誌に掲載されることになるのでしょうか。あくま

で論文単位で収録されるのであって、○○誌というラ

ベルは付かないのでしょうか。仕組みが飲み込み切れ

ず申し訳ありません」というご質問です。 

 

●森本 イメージが湧かないところではあると思いま

すが、ご指摘通り F1000Research はプラットフォーム

です。そのプラットフォームにぶら下がっているのが

筑波大学ゲートウェイです。プラットフォームが 1 本

あり、そこに複数のゲートウェイがぶら下がっている
（図 11） 

New article processing charges

https://f1000research.com/for-authors/article-processing-charges
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形になりますので、投稿して引用する場合は

F1000Research ということになります。DOI でそのよ

うに明記されています。従いまして、ご質問への回答

としましては、F1000Research となります。 

 

●矢吹 次は iMD についての質問です。「雑誌単位の

評価と論文単位の評価は必ずしもイコールではないと

思います。ご検討の過程でもし論文単位の評価も試み

られたようでしたら、ご紹介いただけないでしょう

か」。 

 

●森本 論文単位の評価はしないという約束で、雑誌

単位の評価について全学の先生に協力を頂いています。 

 

●矢吹 ありがとうございます。思わず私もにこっと

してしまいました。 

 次の質問は、「人文社会科学分野の学術誌は引用等

で評価できないとのことで、そういう分野があること

を初めて知りました。これまではどういう形で評価し

てきたのでしょうか」。 

 

●森本 本数がほとんどだと思います。本数で組織評

価や教授への昇進が行われていたと聞いています。も

ちろん内容を精査して教授に昇進ということもあると

思いますが、定量的な部分では本数ということです。 

 

●矢吹 次の質問です。「F1000Research で、公開前の

ステップにおいて、大学としては質保証などに関与し

ているのでしょうか」。 

 

●森本 補助金を渡す先生についてはアブストラクト

を送っていただき、それでジャッジして配分するとい

う支援プログラムだと聞いています。 

 

●矢吹 まだ始まったばかりですからね。 

 

●森本 そうなのです。 

●矢吹 次の質問は、「F1000Research のオープンピア

レビューにおいて、例えば競争相手や悪意のある第三

者から意図的に悪い評価がなされたとき、受理への道

が遠くなってしまうことはないのでしょうか。そのよ

うな問題を避けるために編集担当の見識や判断が必要

ではないかと思うのですが」ということです。 

 

●森本 第三者から悪い評価がなされるのは、恐らく

公開査読のときだと思います。基本的には投稿したら

受理される、どのような論文もオープンにするという

のが F1000 Research 社のスタンスです。F1000Research

が面白いのは、編集者がいないところです。つまり、

エディターバイアスを受けないことが特徴の一つにな

ります。恐らくおっしゃりたいのは、自分が査読して

いる論文が自分の論文によく似ていて、自分の論文が

まだ出ていないから、自分の論文が出てからこの査読

中の若手の論文をアクセプトしようということが起こ

るのではないかという質問だと思いますが、そのよう

なエディターバイアスもレビュアーバイアスも受けな

いことが筑波大学ゲートウェイの特徴となっています。 

 

●矢吹 次に、「世界への研究成果発信力を高めると

いう目的は達成されつつあると感じますか。今のとこ

ろの効果について教えてください」という質問です。 

 

●森本 実は 11 月 26 日に完成したばかりで、まだ 1

カ月もたっていないのです。投稿が始まっているので、

今まさに私たちも効果を静観している状況です。 
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COVID-19 に関連する研究出版物 
 本日紹介するデータは、ほとんどがDigital Scienceの

Dimensions のデータベースから 2020 年 10 月ごろに取

り込んだものですが、Digital Science の COVID-19 のデ

ータベースはリアルタイムで毎日アップデートされて

いるので、そのデータレポートも紹介します。また、

2020 年 6 月に Digital Science が COVID-19 の研究成果に

関する大変面白いレポートを発表したので、その詳細

もぜひご覧ください。 

 Dimensions のデータを分析すると、2020 年 1 月から、

COVID-19 に関連する 21 万 5,000 報以上の研究出版物

が 1 万 7,500 機関から発表されています（図 1）。その

うち 3 万 4,000 件（17％）はプレプリントで、6,000 機

関近くから発表されています。特に各国のロックダウ

ンなどが始まると、4 月、5 月ごろから研究論文とプ

レプリントの数が大幅に増加しました。研究論文は

10 月まで毎月ほとんど同じくらいの程度で出版が続

き、プレプリントはだんだん減っています。COVID-

19 に関する研究論文のトータルの数は、Dimensions デ

ータベースに入っている研究論文の約 3.6％で、医

 

 
  
 

第 2 回 SPARC Japan セミナー2020 

 

 

 

コロナ時代における研究情報発信 

 – プレプリントに関する出版社の取り組み 
 

 
アントワーン・ブーケ 

（シュプリンガー・ネイチャー（日本）） 

 講演要旨 

研究成果への早期かつ迅速なアクセスは、科学のペースを加速させ、発見を進展させるために重要である。特にコロナ時代に

おいて、その重要性は顕著である。そのため、出版社は、研究をできるだけ早くアクセスできるように取り組んでいる。シュ

プリンガー・ネイチャーのジャーナルは、長きにわたって、プレプリントの共有をサポートしてきた。また、Natureのジャー

ナルおよび BMCジャーナルは、20 年以上も前から、出版前の原稿を共有することへの価値を認識してきた。 

シュプリンガー・ネイチャーでは、ジャーナルへの投稿と査読（ピアレビュー）プロセスに、早期共有と透明性の高い査読を

統合した革新的なサービス、In Review（イン・レビュー）を導入している。 

今回の発表では、コロナ時代における研究出版の変化、プレプリントの長所と短所、および In Reviewを通じてどのように研

究の早期共有を推進しているかを紹介する。また、どのようにして研究をオープンにしているのか、さまざまなオプションに

ついても解説する。 

アントワーン・ブーケ 
アントワーン・ブーケは、シュプリンガー・ネイチャーのヴァイス・プレジデントとして、東京を

拠点に日本、東南アジア、オセアニアのインスティテューショナル・セールスを担当している。ア

ジア太平洋地域の学術出版界で20年以上の経験を持ち、シュプリンガー・ネイチャー（日本）の代

表取締役社長も務める。これまでアジア地域の出版プログラムを指揮したほか、日本で医学情報事

業を立ち上げた。また、書籍のコミッショニング・エディターとしての経験もある。オーストラリ

アで生まれ、ブリスベンのグリフィス大学卒業。東京大学で博士号（物理学）を取得。1994年から

日本在住。 
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療・保健分野の約 14％を占めます。毎年、世界の研

究論文は 2～3％成長するといわれているので、

COVID-19 に関する研究はその成長を 2 倍ぐらい加速

させたと言えるかもしれませんが、このコロナ時代の

間に、COVID-19 に関する研究だけでなく、全体的に

研究のアウトプットが大幅に増えました。 

 COVID-19 に関連する研究出版物のうち、17％はプ

レプリントです。同じ検索カラムで 2019 年のデータ

を見るとたった 6,000 件だったので、ほとんどは今年

に出版されたものです。 

 

COVID-19 に関するプレプリント 
 世界の COVID-19 に関連するプレプリントは、世界

の COVID-19 に関連する出版物のうちの 17％です（図

2）。同じ時期に出版されている研究出版物全体に占め

るプレプリントの割合はたったの 6％なので、

COVID-19 に関する研究のプレプリントはその 3 倍で

す。特に中国の研究者は約 4 分の 1 がプレプリントの

記事で出版しています。日本の場合は 19％です。そ

して、医療・保健分野のプレプリントのうち 40％が

COVID-19 に関するものでした。 

 面白いのは、プレプリントがどこで発表されている

かということです。Dimensions の中で一番多いのは

medRxiv で、あとは SSRN Electronic Journal や Research 

Square、arXiv です。medRxiv は 2019 年 6 月にスタート

したばかりで、今のところプレプリントの 3 分の 2 が

COVID-19 に関するものなので、ほとんど COVID-19

のプレプリントのリポジトリになっています。 

 

プレプリントの長所と短所 
 プレプリントの主な長所は、早い段階で「最初に私

がこの研究をしました」という報告ができること、成

果の迅速な公開が可能であること、その成果に対する

早期の認知と可視性が提供できることです（図 3）。

この 3 点は特に若手研究者にとってとても大事なこと

です。また、従来は、査読のプロセス以外で、投稿す

る前にフィードバックはほとんど得られませんでした

が、プレプリントは出せば公開もしくは非公開のフィ

ードバックが得られます。また、プレプリントは

DOI が付与されているので、プレプリントとそれに

続くジャーナル論文の両方が引用され、それぞれに

Altmetric のスコアも付きます。また、F1000Research が

いい例ですが、プレプリントサーバーの多くが倫理遵

守や盗用をチェックするようになっており、不確かな
（図 1） 

SPARC Japan Seminar / 2020年12月18日

2020年に発表されたCOVID-19に関連する研究出版物

種類別：COVID-19関連研究の出版物（2020年1-10月）

COVID-19 Report: Publications, Clinical Trials, Funding (Dimensions: covid-19.dimensions.ai)

Dimensions のデータからの分析：

• 2020年1月より、COVID-19に関連する215,000以上の研究出版物がおよそ17,500の機関から発表さ
れている。このうち、34,000のプレプリントが6,000機関近くから発表されている。

• これは、2020年10月までに発表されたすべての研究出版物の約3.6%に相当し、医療・保健分野の約
14%を占める。

• COVID-19に関連する研究出版物のうち、約17%がプレプリントとして発表されている。
• 2019年には、6,080のCOVID-19に関連する出版物が出版され、主に書籍の章として出版されている。

（図 2） 

SPARC Japan Seminar / 2020年12月18日

2020年に発表されたCOVID-19関連のプレプリント

COVID-19 Report: Publications, Clinical Trials, Funding (Dimensions: covid-19.dimensions.ai)

• COVID-19を研究する研究者、特に中国の研究者は、初期の研究成果のクレジットを獲得し、ソーシャ
ルメディアなどの従来とは異なるチャンネルを通じて世界的なフィードバックを得て、研究の知名度と
引用を得ることができる出版物の一形態としてプレプリントを採用している。

• COVID-19のプレプリントは、2020年には、プレプリント全体の10％、医療・保健分野のプレプリント
全体の40％を占めると予想される。

17% 19% 23% 15%
6% 4% 4% 5% 6%

Total Publications(‘000):   168           2.3           16              34          4,731        144          622            734 1,183 

% Preprints

https://www.nature.com/articles/d41586-020-03564-y

Top 10 Preprint sources

（図 3） 

SPARC Japan Seminar / 2020年12月18日

プレプリントの主な長所

• 早い段階で最初に研究を報告できる。
• 成果の迅速な公開を可能にする。
• 成果に対する早期の認知と可視性を提供する

（特に若手研究者にとって重要）。
• 従来の査読（ピア・レビュー）以外の議論の

場を提供し、コメントを通じて公の場でフィ
ードバック、もしくはメールなどで非公開で
フィードバックできる。

• プレプリントには、DOIが付与されているた
め、プレプリントとそれに続くジャーナル論
文がそれぞれ引用され、Altmetricのスコア
もそれぞれつく。

• プレプリントサーバーの多くは、倫理遵守や
盗用をチェックするようになり、不確かな研
究をブロックするためのスクリーニングを強
化し、より選択的になってきている。

COVID-19は、迅速かつオープンな出版の必要性を推進し、
プレプリントの利用を加速させている

プレプリントの主な短所

• プレプリントの研究結果は、査読されていな
いにもかかわらず、特にメディアなどによっ
て査読された研究と同じ立ち位置にあると誤
解される可能性がある。信頼性の低い研究を
共有することへのリスクがある。

• COVID-19関連研究の投稿の増加が、ピア・
レビューのシステムへの負担の増加につなが
っている。

• プレプリントは、膨大な量の研究データとと
もに、最終的に正式版（VOR）のジャーナル
論文が出版された後も文献として残る。

• 研究データの提供と利用に関する原則
（FAIR）が多くのジャーナルと異なるため、
再現性の妨げになる。

• プレプリントを出版する出版社は、メディア
コミュニケーションの方針が必要。
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研究をブロックするためのスクリーニングが強化され、

より選択的になっています。 

 プレプリントの主な弱点は、まず、プレプリントの

研究結果は査読されていないにもかかわらず、特にメ

ディアなどによって査読された研究と同じ立場にある

と誤解される可能性が高く、信頼性の低い研究を共有

することへのリスクが非常に大きいことです。アメリ

カで結構有名なケースも出ています。また、COVID-

19 に関する研究の投稿が大変増加しており、ピアレ

ビューのシステムの負担も増加しています。先にプレ

プリントが存在するので、科学雑誌は、より早く査読

のプロセスを進めて、できるだけ早く査読済みの記事

として出したいと考えます。また、プレプリントは膨

大な量の研究データとともに、最終的に正式版

（Version of  Record）のジャーナル論文と全く同じよ

うに文献になるので、文献が重複して文存在すること

になります。それから、プレプリントに掲載されてい

る研究データの提供と利用に関する原則（FAIR 原則）

が必要です。F1000Research のようなプレプリントサ

ーバーはきちんとチェックされていますが、全体的に

プレプリントサーバーはデータの提供についてはまだ

少し弱いです。それから、プレプリントを出版する出

版社はメディアコミュニケーションの方針が必要です。

リポジトリも含めてメディアはいろいろなところでプ

レプリントが見えているので、きちんとしたメディア

コミュニケーションの方針が必要ということです。 

 

プレプリント論文のインパクト 
 プレプリントの数がどんどん増えて、単純に言える

ことは、インパクトのあるプレプリント論文はインパ

クトのあるジャーナル論文として出版されるというこ

とです。一例を挙げます。10 月の Dimensions データ

で一番引用されているプレプリントは武漢のグループ

が 2 月 9 日に medRxiv で出版したものですが、2 カ月

半後に同じものが「The New England Journal of  Medicine」

で論文として出版されています。その引用数は、

Dimensions の COVID-19 に関する論文で 2 番目に高い

です。 

 研究者の目から見て、何がプレプリントの信頼性を

高めているかという調査が行われました。「Royal Soci-

ety Open Science」に掲載された論文によると、欧米の

研究者約 4,000 人を調査したところ、プレプリントの

信頼性を評価するために大事なのは、基礎となる研究

内容の透明さ、例えば研究データへのリンクが透明で

あること、そしてオープンサイエンスのコンテンツを

支持するデータがプレプリントに載せてあることだと

いう結果が出ました。それほど大事ではないのは、著

者の所属、著書の名前、グループ、それから、どこの

ジャーナルに投稿するつもりかということでした。主

なプレプリントサーバーには、研究データのリンクな

ど、透明性を見せるリンクがまだ存在していないこと

もあるので、プレプリントの信頼性を高めるためにど

んどんこのようなスタンダードを insist すべきだと思

います。 

 

出版物の撤回 
 プレプリントについては、さまざまなスキャンダル

などの問題もありました（図 4）。例えばアメリカで

二つの有名なケースがあり、結局「Lancet」で出版さ

れた論文とそれに関するプレプリントは両方撤回され

ています。アメリカの大統領がよく言っていたヒドロ

キシクロロキンに関する有名なプレプリントです。撤

回の主な理由は、第三者が研究データにアクセスでき

ないということでした。 

（図 4） 

SPARC Japan Seminar / 2020年12月18日

データの検証不足によるCOVID-19論文の撤回

Sources: https://www.nature.com/articles/d41586-020-01695-w
https://www.the-scientist.com/news-opinion/lancet-retracts-surgispheres-study-on-hydroxychloroquine-67613

• 米国のヘルスケア分析会社Surgisphereが提供し
たデータに基づくCOVID-19の論文2報が、デー
タの信頼性が低いために撤回された。

• Lancetに掲載された論文では、抗マラリア薬であ
るヒドロキシクロロキンがCOVID-19の患者にと
って危険である可能性が報告された。

• New England Journal of Medicineに発表された
論文では、特定の心臓の治療薬がCOVID-19に感
染した人に与える影響が報告されており、安全性
への懸念がないことが発表された。

• さまざまなところから2つの研究について懸念が
示されたものの、Surgisphereは、第三者の監査
人が検証できるように生データを提供しなかった
ため、著者は論文の撤回を求めた。

• この一連の件は、特にこのパンデミック下におい
て、データ評価の整合性、査読プロセス、医療へ
の影響について深刻な疑問を投じた。
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 しかし、本当に COVID-19 に関する論文の撤回は大

きな問題なのでしょうか。今まで 39 報が撤回され、

その中の 15 報はプレプリントでした。実は、それは

撤回された論文のトータルのたった 2.3％です。です

から、特に大きな問題にならないと思います。撤回は、

例えば結果のエラー、データのエラーなど、よく予想

できる理由によるもので、プレプリントでも論文の記

事でも、COVID-19 に関する論文の撤回は大きな問題

ではないようです。 

 

シュプリンガー・ネイチャーのプレプリント

に関する方針 
 研究データを FAIR の原則でオープンにすることの

必要性について先ほど言いましたが、特に COVID-19

の影響で、オープンデータを利用したい人がさらに増

えています。シュプリンガー・ネイチャーの調査によ

ると、他の人のデータを利用したい研究者が大幅に増

えているので、プレプリントでもデータのリンクが大

変必要になってきています。 

 2019 年 5 月から、シュプリンガー・ネイチャーのジ

ャーナルは全タイトルのプレプリントをエンカレッジ

しています。なぜかというと、早い段階で著者のプラ

イオリティや人名が認められるからです。プレプリン

トはグリーン OA の重要な形態だと思います。査読の

プロセスに入る前の段階でできるだけ早く結果が出せ

るので、出版社にとってはとてもいいことです。 

 プレプリントにおけるメディアとのコミュニケーシ

ョンに関するシュプリンガー・ネイチャーの方針は図

5 のとおりです。やはり研究者には、プレプリントや

学会発表に対してメディアから問い合わせがあれば、

必ずそれがまだ査読されていない論文であることを説

明していただきたいです。それから、プレプリントの

段階でメディアからの注目が大きい場合は、その後、

査読された論文がジャーナルに出るところでマスコミ

の興味が減少するので、もし編集や訂正があっても、

正しいデータがそれほど注目されない可能性がありま

す。プレプリントサーバーでも出版社でも、メディア

の方針が必要であり、それはとても大事です。 

 

In Review 
 In Review は、COVID-19 に関する 3 番目のプレプリ

ントサーバーです（図 6）。シュプリンガー・ネイチ

ャーが出資する Research Square という会社のプレプリ

ントサーバーなので、シュプリンガー・ネイチャーの

ジャーナルと In Review はかなり深い関係があります。

In Review のプレプリントサーバーの主な特徴は、

F1000 と似ていて、プレプリントが存在しながらジャ

ーナルの査読のプロセスを透明にし、査読されている

間に早い段階で成果も分かるサービスであることです。 

 投稿するときには、著者が In Review のサービスに

オプトインできます。そして品質管理チェックが行わ

れます。このプレプリントは、著者のバージョンをジ

ャーナルの記事の形に編集して、その段階で公開しま

す。In Reviewには公開されているプレプリントのバー

（図 5） 
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プレプリントにおけるメディアとのコミュニケーションに
関するシュプリンガー・ネイチャーの方針

Sources: https://www.nature.com/nature-research/editorial-policies/preprints-and-conference-proceedings
https://www.nature.com/nature-research/editorial-policies/press-and-embargo-policies

• 研究者は、プレプリントや学会発表に対するメディアからのお問い合わせに応じて、研究の説明や明確
化、あるいはその背景に関する情報を提供することができる。

• ただし、そのような事前の報道があった場合は、論文がジャーナルに掲載された際に、他のメディアに
よる報道が減少したり、先取りされたりする可能性があることに注意する必要がある。

• 当社は、論文がまだ査読を受けていないこと、所見が暫定的なものであること、結論が変更される可能
性があることを明確に示すように研究者に助言している。また、プレプリントを報道する記者は、研究
が査読を受けていないこと、および主張が変更される可能性があることを明確に示すことを推奨する。

（図 6） 

SPARC Japan Seminar / 2020年12月18日

In Review：プレプリントとジャーナル論文の間の透明性
を実現

In Reviewは、シュプリンガー・ネイチャーとResearch Square（シュプリンガー・ネイチャーが出資）が提
携して開発された無料のプレプリントサービス（2018年10月より開始）であり、ジャーナル統合型プレプリン
ト共有（一次研究原稿の直接投稿）および査読プロセスへの透明性を著者に提供している。
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ジョンが表示され、ここでは Under Review のバッジが

付いています。これは Nature Research の In Review のプ

レプリントサーバーに載せている記事です。このプレ

プリントは、雑誌「BMC Developmental Biology」で出

版されます。すると雑誌のサイトに記事として移動し

て、Acceptedのマークが付きます。BMCの場合はオー

プンアクセスの CC-BY のライセンスがあるので、そ

れが In Review のサーバーにも残ります。 

 最近 Research Square は、In Review の特に COVID-19

の研究によって大変人気になり、2020 年 11 月 16 日で

5 万報のプレプリントを発表しています。過去半年間

に発表したプレプリントの 60％は COVID-19 に関する

ものでした。 

 

データで見る In Review 
 In Review のプレプリントのデータを見てみると、In 

Review で出されたプレプリントがそのままジャーナル

に受理される割合は 43％です（図 7）。これが高いか

どうかは分かりませんが、1 回リジェクトされて違う

ジャーナルに投稿されるケースも含めると、その割合

は大きくなると思います。プレプリントは結構見られ

ており、平均 8 回のダウンロードがあります。最も多

くダウンロードされたプレプリントでは約 5,000 回で

すが、やはり雑誌の投稿論文よりはダウンロードされ

ていません。 

 引用については、今までに Research Square で約 2,000

件の総被引用数があります。引用されるプレプリント

はたくさん引用されますが、ほとんどは引用されてい

ない状態で、全プリプレントのうちたった 3％未満し

か引用されていません。 

また、Altmetric のスコアで注目性を見ると、あるプレ

プリントはたくさん注目されていますが、多くのもの

にはAltmetricスコアがなく、注目されていません。こ

れはジャーナルの記事と似たパターンだと思います。 

 

コロナ時代における査読への負担 
 先ほど、ピアレビューのシステムのプレッシャーに

ついて少しお話ししました。COVID-19 の時代で、

COVID-19 に関連する論文を出版社はより迅速に優先

的に出版したいのですが、質の高い査読は維持したい

のです。従って、大変限られた数の査読者に、かなり

大きな負担が掛かっていると思います。シュプリンガ

ー・ネイチャーと他の出版社も入っている C19 Rapid 

Review Initiative では、ボランティアの査読者のレビュ

ーと身元が出版社やジャーナル間で共有できるように

なっています。 

 ピアレビューに関する大変面白いデータとして、

COVID-19 に関する論文は大変速く査読のプロセスが

行われているのですが、COVID-19 以外の論文はその

負担を受けてだいぶ時間がかったということがありま

す。 

 

OA ステータス別：2020 年の COVID-19 関連

論文 
 最後に、プレプリント以外のジャーナル論文の OA

のステータスを見てみます（図 8）。現在、COVID-19

に関する世界の論文の約 80％は完全に無料アクセス

できるようになっています。そのうち純粋なゴールド

OA は全体の 20％を占めており、これは世界の全論文

のオープンアクセス率である 17％に近い数字です。 

 なぜ 80％になったのかというと、出版社がクロー

ズドの論文をブロンズ OA の形で無料提供しているか

らです。それがウィズ COVID-19 の時代で 40％くらい

になっていますが、平均的にブロンズ OA は 17％ぐら（図 7） 
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データで見るIn Review

In Review のプレプリントがジャーナルに受
理される割合：

~43%

 2019年5月から8月までのシュプリンガー・
ネイチャーのデータにおいて、Research
Squareでプレプリントの発表を選択したIn
Reviewの投稿論文のうち、5報中およそ2報
がジャーナルへの掲載が受理された。

 他のプレプリントサーバーによる大規模な研
究プロジェクト¹もプレプリントの品質をサポ
ートしており、プレプリントと査読された論
文との品質の差は、非常に小さいことが示唆
されている。

1. Comparing quality of reporting between preprints and peer-
reviewed articles in the biomedical literature, Carneiro, et
al., doi: https://doi.org/10.1101/581892

プレプリントごとの平均ダウンロード数：

8.26

最もダウンロードされたプレプリントのダウンロード数：

5,070
プレプリントのタイトル：SARS-CoV-2 T-cell epitopes define 
heterologous and COVID-19-induced T-cell recognition

1,000以上のダウンロードがあったプレプリントの数：

15
 Research Squareのプレプリントは、平均8回以上ダウン

ロードされるものの、この平均値は、数百、数千ダウンロ
ードされた高い注目を集めるプレプリントの影響を強く受
けている。

 プラットフォーム上で最もダウンロードされたプレプリン
トの多くはCOVID-19の論文であり、その中には、プラッ
トフォーム上で最もダウンロードされたプレプリントも含
まれている。
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いです（図 9）。来年、再来年になってアフター

COVID-19 の時代になると、ブロンズ OA の影響は減

っていくと思います。 

 迅速な研究をオープンに公開するためのベストな方

法は、ゴールド OA かもしれません（図 10）。COVID-

19 に関する研究論文をこれからより迅速に出版し、

高いインパクトを達成するためには、ゴールド OA が

最適な形態だと思います。 

 

 

 

●矢吹 一つ目のご質問は、「図 3 でプレプリントの

主な短所として挙げられている、ジャーナル論文が出

版された後も文献として残る点について、もう少し詳

しくお願いできますか」というものです。 

 

●ブーケ プレプリントサーバーには、ジャーナルへ

の投稿と査読のプロセスが終わった後もプレプリント

とジャーナル論文の両方が文献として残ります。査読

のプロセスで記事が改善されたり、新しい意見が出た

りするので、若干異なるけれども同じようなものが重

複して残ります。たくさん論文の発見（discovery）は

必要なのですが、数が増えるので検索する側には大変

な負担になるのではないかと考えています。 

 

●矢吹 次の質問は、「シュプリンガー・ネイチャー

ではプレプリント論文の引用を支持するということで

すが、査読前で信頼性が担保されていない状態の内容

を引用することへの懸念はないのでしょうか」という

ものです。 

 

●ブーケ ほとんどのプレプリントは投稿してそのま

ま雑誌に出版されることになりますが、メディアの方

針でよく言われているように、引用する側は「これは

プレプリントを引用しています」とはっきり書いてい

ただきたいです。査読のプロセスでこの結論が変わる

可能性があることをみんなが理解できるようにするた

めです。プレプリントの良さは、より早く研究成果な

どが出ることですが、やはり科学のプロセスでさまざ

まな改善があるので、読者は引用されているプレプリ

ントだけではなく、最新データもチェックするべきだ

と思います。 

 

●矢吹 坊農先生から、「図 3 の短所の下から二つ目、
（図 8） 
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OAステータス別：2020年のCOVID-19関連論文

OAステータス別：COVID-19関連論文（2020年1-10月）
COVID-19 Report: Publications, Clinical Trials, Funding (Dimensions: covid-19.dimensions.ai)

• COVID-19関連の全論文の80％が何らかのかたちで無料でアクセスできるようになっている。
• パンデミックが始まって以来、出版社は、大量のCOVID-19関連コンテンツへの無料アクセス（「ブロ

ンズOA」）を提供。
• 純粋なゴールドOAは、全論文の20％を占めており、世界平均の17％をわずかに上回っている。
• パンデミックの進行に伴い、「クローズド」となる記事が増えており、将来の迅速な普及のためにゴー

ルドOA出版の重要性を示している。

For definitions of these article types see 
Dimensions.

Top 10 “Bronze” Journals

（図 9） 
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OAステータス別：2020年のCOVID-19関連論文

OAステータス別：COVID-19関連およびそのほかの論文（2020年1-10月）
COVID-19 Report: Publications, Clinical Trials, Funding (Dimensions: covid-19.dimensions.ai)

Total Publications(‘000):   168           2.3           16              34          4,731        144          622            734 1,183 

20%

40%

28% 27% 17% 17% 18% 19% 16% 21%

40% 36% 48%
17% 14% 10% 12% 16%

For definitions of these article types see 
Dimensions.

• 出版社は、COVID-19関連の研究を大量に公開することで、パンデミックに対応（Dimensionsにおい
て、「ブロンズ」に分類）。

• COVID-19研究の40％が「ブロンズ」ステータスであるのに対し、世界全体の研究の平均は17％、全
医学・健康研究は16％が「ブロンズ」ステータスである。

• COVID-19研究のOA出版率は、世界平均と類似しているため、出版の公開には出版社が大きく関わっ
ている。

（図 10） 
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ゴールドOA は、迅速なCOVID-19研究において最大の
インパクトを達成するための最も持続可能なルート

オープンアクセス(OA)の論文は、非OAの論文
よりも多く読まれ、引用され、注目されている

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6396290
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プレプリントに掲載されたうんぬんのところで、

FAIR が再現性の妨げになるという書きぶりになって

いますが、誤訳ではないですか」というご指摘があり

ます。「FAIR は Findable・Accessible・Interoperable・

Reusable にするための原則なので違うのではないでし

ょうか。もし元の文章があれば、そちらも示していた

だけるとありがたいです」とのことです。 

 

●ブーケ これは、プレプリントサーバーは FAIR の

原則を利用しないとその再現性が問題になるという意

味です。つまり、プレプリントサーバー、リポジトリ

は FAIR の原則をフォローしなければならないという

意味です。 

 

●矢吹 もう一つご質問です。「査読を通らなかった

論文、リジェクトされたもののプレプリントは残るの

でしょうか。また、不正などによって取り下げられた

論文のプレプリントはどのようになるのでしょうか」。 

 

●ブーケ その二つのケースはだいぶ違います。リジ

ェクトされたプレプリントは、そのままプレプリント

として残るケースが多いと思います。プレプリントは

そのまま文献として存在感があるので、ジャーナルで

そのままアクセプトされても、違う形でアクセプトさ

れても、リジェクトされても、そのまま残ります。し

かし、不正（plagiarism、fraud）に関するプレプリント

は、撤回のプロセスがあります。また、Retraction 

Watch はジャーナルの論文だけではなくプレプリント

のサーバーも調査しているので、プレプリントも撤回

になることがあります。今までは割と少なくて 17 報

のみですが、その中に結構有名なケースがありました。

フランスのプレプリントで、COVID-19 に関するもの

でした。政府のポリシーに大きな影響があったのです

が、それはやはり撤回されました。 
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 私は以前、この SPARC セミナーの運営委員をして

おり、ちょうど 2 年前（2018 年 10 月）にプレプリン

トの話をしたので、この 2 年でどう変わったかという

ところに注目して聞いていただければと思います。今

日はプレプリントと研究者版SNSのお話を、私の事例

を使ってご紹介します。 

 私は 2020 年 4 月に広島大学に移りました。ゲノム

編集（Genome editing）を使うセンターにも所属して

います。ゲノム編集の実験を行うには、その前段階で

さまざまなデータを集めなければいけません。例えば、

どの遺伝子を狙ってゲノム編集をするかを決めたり、

ヒトではなく新しい生物の場合は、ゲノム配列を読ん

で遺伝子を決めたりします。そのためのゲノム編集デ

ータ解析基盤技術の開発と、バイオインフォマティク

スの遺伝子機能解析研究を、新しい研究所を立ち上げ

ながら進めています。 

 

bioRxiv 
 図 1 は 2 年前に出したスライドです。私は公共のデ

ータベースの再解析（メタ解析）を行うための手法を

論文を作って出したのですが、2 年前にその話をしま

した。当時、私は静岡に住んでいて、2018 年 2 月 23

日の富士山の日にその論文のプレプリントを bioRxiv

に出して、8 カ月後の 10 月にプレゼンをしました。そ

 

 
  
 

第 2 回 SPARC Japan セミナー2020 

 

 

 

生命科学研究における 

プレプリントや SNS 活用の現状と課題 
 

 
坊農 秀雅 

（広島大学 大学院統合生命科学研究科 生命医科学プログラム） 

 講演要旨 

bioRxiv（バイオアーカイブ）をはじめとするプレプリントの活用が生命科学分野においても急速に広まり、演者も海外での

学会発表の前にはその発表のプレプリントをアップロードするようにしている。また、ResearchGateに代表される研究者向け

の SNSも普及し、それを介した（電子的な）別刷り請求やポスドク申し込みなど、従来の学術コミュニケーションに変革が訪

れている。しかしながら、それぞれその情報の質や有償コンテンツの受け渡しなど問題点も多く指摘されている。そこで本講

演では演者の実体験を交えながら、その利点と欠点に関して生命科学分野におけるプレプリントと SNS の使われ方の現状を紹

介する。 

坊農 秀雅 
理化学研究所、埼玉医科大学を経て、2007年より情報・システム研究機構ライフサイエンス統合デ

ータベースセンター（DBCLS）にて統合TVや統合データベース講習会AJACSを立ち上げ、日本DNAデ

ータバンク（DDBJ）と連携して第きび塩基配列データ解析技術開発とその利活用を行う。2020年4

月より広島大学大学院統合生命科学研究科 特任教授として卓越大学院（ゲノム編集先端人材育成

プログラム）でのバイオインフォマティクス教育に取り組みつつ、ゲノム編集データ解析基盤技術

の開発とバイオインフォマティクスによる遺伝子機能解析を行う研究室（bonohulab）を立ち上げ

ている。京都大学博士（理学）。 
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の 8 カ月の間にアブストラクトの閲覧が 907 回、PDF

のダウンロードが約 300 回あり、たくさん見られるよ

うになってうれしいという話をしました（図 2）。そ

の後どうなったかというと、2 年後の 2020 年 11 月末

現在でアブストラクトの閲覧数は 3,000 を超え、PDF

のダウンロード数も 1,000 を超えています（図 3）。ま

た、プレプリントでアップするときは PDF を論文の

体裁にしてアップするのですが、bioRxiv のシステム

が良くなり、そこからテキストマイニングをして、普

段ジャーナルで見るようなフルテキストへの組み替え

も自動的にできる仕組みに変わりました。これは

medRxiv もそうです。 

 その他の違いとしては、「これはプレプリントなの

で注意して見てください」という赤枠の注意書きが付

きました。それから、左の真ん中あたりのだいだい色

で囲んでいるところですが、査読論文が通ると自動的

にリンクが張られるようになりました。プレプリント

で放ったらかしていても、古い DOI のものとトレー

スできる仕組みになっています。ですので、これはも

う古いのではないかという懸念は少ないのではないか

と思います。ただ、もちろん漏れがあるので、プレプ

リントのままで、査読の方に出ているのに見つけられ

ないということはあるかもしれません。 

 そういう状況で、bioRxivのシステムも社会も 2年で

変わりましたが、研究者社会の方はあまり変わってい

ません。プレプリントを出すメリット・デメリットは

全く変わっていなくて、残念ながら、研究者でも一部

の人間だけが先取制を担保するために出すということ

が多いです。多くの保守的な日本の研究者は、「プレ

プリントはよく分からないからいいや」という状況で

す。 

 変化したのは、medRxiv が COVID-19 の影響で広く

知られるようになったことです。これはもちろんいい

のですが、査読論文との違いを無視したり、プレプリ

ントに関する無理解が露呈したりする状況があります。

また、一部の共同研究者は、査読前に bioRxiv に出し、

より早く「自分たちがこの研究をしたのだ」というこ

とを言い、エディターの人たちが悪いことをして別の

論文を先に通すということがないようにしています。

早く bioRxiv に出せば、自分たちが先にやったという

ことが分かるので、そのようにする人が増えてきてい

ます。 

 しかし、プレプリントが増えている中で、bioRxiv

で受け入れてくれないタイプの論文もあります。例え（図 1） 

（図 2） （図 3） 
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ば、私は生命科学の中でも特にバイオインフォマティ

クスというプログラムを書いたりするタイプの研究を

しているのですが、みんなで集まって Hackathon

（hackとmarathonをかけた言葉）というミーティング

のようなものをしたときのレポートを私たちは査読論

文誌にずっと出してきたのですけれども、そのプレプ

リントを bioRxiv に出したら「ミーティングレポート

は受け付けません」と断られました。 

 それ以外の変化として、論文誌を出しているシュプ

リンガー・ネイチャーや MDPI において、論文投稿と

同時に自分たちのところがやっているプレプリントに

投稿されるような仕組みができ、プレプリントに誘導

する仕組みがだいぶ出てきています。有名なのは、今

月に入ってから出た eLIFE というものです。割といい

論文誌を出すということで研究者の間では「ここに出

したい」という人が増えています。その eLIFE が、

"publish, then review"ということで、まず論文をパブリ

ッシュして、その後レビューを行うということを始め

るとアナウンスしています。これも結構話題になって

おり、このような F1000Research モデルが広まってい

くといいなと思って見ているところです。 

 

BioHackrXiv 
 先ほどのHackathonのレポートは bioRxivで受け入れ

られなかったので、BioHackrXiv に出しました（図 4）。

これもプレプリントで、DOI は付くし、ORCID など

にもレコードが入りますが、Europe PMC には載って

いません。こういう形で、自分たちが BioHackathon の

ミーティングでまとめたレポートをプレプリントとし

て論文に出すことができます。これは 2019 年の秋に

私どもがヨーロッパの BioHackathon で議論したことを

レポートにして出したものですが、こういう形で残し

ていくことができるのは、それはそれでいいなという

例の一つです。 

 

F1000Research 
 図 5 は F1000Research で、これも私が出したもので

す。実は BioHackathon のレポートとして 2 回、

F1000Research に出していて、上と下で別々の論文で

す。2015 というものと、2013 and 2014 というものです

が、上の 2015 はピアレビューで OK となっていて、2

人分のチェックが付いており、PubMed で検索できる

ようになっています。下の 2013 and 2014 は「？？」と

付いています。これは、レビューされたがアプルーブ

されず、PubMed などにも載らず、このままの状態で

プレプリントのように F1000Research のサイトにある

という状態です。 

 

ResearchGate（RG）：研究者向けの SNS 
 ResearchGate（RG）は研究者向けの SNS です。割と

古くて、2008年にボストンで設立され、2013年からは

ドイツのベルリンに本部を移しています。少し古いデ

ータですが、2016 年の公称利用者数は 900 万人です。

いつから自分が登録しているかという詳しいレコード

（図 4） （図 5） 
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は残っていませんでしたが、私はどうも 2015 年ごろ

から登録して使っているということが分かりました。 

 基本的には researchmap や ORCID のように、研究者

の論文業績リストのような感じかと思っていましたが、

ORCIDと同様、このResearchGateもどんどん自動で登

録されていくようです。誰かが登録しないといけない

ようですが、共著者のうちの誰かが登録すれば他の人

にも行くという仕組みが古くからできていたようで、

自動で入るような印象があります。researchmapも最近

バージョンが上がってそういう仕組みになってきてい

るので、大して変わらないとは思いますが、そういう

ことを早く取り入れたというイメージです。 

 それから、following や followers という概念もありま

すが、Twitter のようにフォローしていないと見られな

いということはなく、どちらかというと研究に関係が

あるキーワードや誰かの名前で検索して見にいくよう

な感じです。全然知らない、フォローしていない人と

もやりとりができ、実際のところ followers や following

というのはあまり関係ない仕組みになっています。 

 私がいいと思っているのは、業績に対する統計値の

可視化ができることです。自分たちの論文が引用され

た・されていないということが 1 週間ごとの解像度で

出るので、割とリアルタイムにそういうものが見えて

面白いです。 

 図 6 は私自身のトップページです。名前や PhD な

どが書いてあります。右上にあるアラートは、

Facebook のアラートと同じですが、鐘マークのところ

に 2 と書いてあります。クリックすると、自分の論文

を誰かが新しく引用したというお知らせが来ています。

放っておくとすごくたまってしまうので、自分のトッ

プページを見ろよという誘導がうまくできていると思

います。 

 右上の会話マークはチャットのようなものです。グ

レーで 1 と書いてあるのは、見たけれどもずっと残し

てあるということです。具体的には「論文の PDF を

下さい」というリクエストが来ています。そういうも

のも全部ここに出ます。 

 SNS の機能ももちろんあります。私自身は 4 年間で

10 個以下のメッセージしかありませんが、ほとんど

国外からのメッセージです。一番多いのが別刷りの

PDF の請求です。私はオープンアクセスの論文にば

かり出しているので、よく論文を読んでいないのだな

と思いながら URL を教えてあげて解決しているので

すが、中には「オープンアクセスではない論文誌の

PDF が欲しい」というメッセージも来て、これはど

うなのかと思っています。そこは個人によって判断が

分かれるところで、私は、自分がファーストオーサー

やコレスポンディングオーサーでないものは断ってい

ます。あとは雑誌特集号への寄稿依頼や、最近増えて

きたのはポスドク申し込みです。そういうものがメッ

セージとして送られてくることが多いです。 

 また、researchmap的な機能として、研究業績が出ま

す。特徴的なのは、その論文のページを何回見たかと

いうことが集計されることです。論文を登録する際に、

普通の査読論文誌だと DOI を入れれば勝手に登録さ

れますが、プレプリントの場合は論文本体の PDF を

アップしないと登録されません。CC-BYなどになって

いる普通の査読論文だと、勝手に収集されてここに張

られていくようです。 

 そして、スコアが研究者ごとに付いています。この

スコアは、論文を出した数、誰かからの質問に答えた

数、followers の数などで出るのですが、私の場合はほ

とんどが論文で数えられています。 

 それから、h-index も同じように計算されています。（図 6） 
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これに関しては、ほとんど Google Scholar と一致して

おり、ある程度信頼できるのではないかと思います。 

 図 7 は 1 週間ごとの統計値です。これは 11 月と 10

月ですが、誰かが見にきた回数、フルテキストを読ん

だ回数、Citations、あとはRecommendationsということ

で、誰かがその論文をレコメンドするとその数も出る

のですが、私の研究だとそれはあまり出ていません。

Research Interest なども、そういうものを計算して Re-

searchGate 的にスコア化しているものだと思います。

これらは weekly 以外に monthly でも見られます。そう

いう可視化の機能がいいと思っています。 

 その他の機能としては、自分が出した論文を研究の

プロジェクトとしてまとめることができるので、頭の

整理になっていいというところもあると思います。 

 それから、海外のものばかりですが、宣伝情報や

job 情報がメールで来たり、本の広告が JREC-IN 的な

感じで来たりします。 

 

まとめ 
 以上、プレプリントと ResearchGate（研究者版 SNS）

のお話をしました。両方とも日本の研究者がほぼ全員

使っているということではなく、まだ一部の人が便利

だと言って使っている感じです。しかし、フルテキス

トは ResearchGate に、プレプリントは Google にインデ

ックスされていますから、ググってたどり着き、知ら

ないうちに使っていたという例は結構あるようです。 

 しかし、研究者は Twitter を匿名（のつもり）で使

っている人が多いです。実名にしていないのは、今後

の評価などに影響すると考えているからのようです。

そういう状況なので、やはりプレプリントは研究費を

出している側で「出してください」と義務付けるべき

だと思います。研究費を出す海外の機関、例えばウェ

ルカム・トラストは、独自にプレプリントのサーバー

を用意し、「そこに入れてください」というようにし

ていますし、National Institutes of  Health（NIH）のPub-

Med Central（PMC）も、NIH グラントでやったものは

自分たちのところに入れることになっていたと思うの

で、日本もトップダウンでそのようにしていった方が

いいと個人的には思っています。 

 一番問題なのは、査読論文しか評価しないという現

在の基準だと思います。研究者は割と皆さんそういう

頭があり、「査読論文しか出さない。他はやっても労

力の無駄だ」と思っていることが多いので、そういう

意識を変えていくような活動を若い世代に対して行っ

ていく必要があると思います。そして、やはりトップ

ダウンの強制力が必要です。これも前から言っている

のですが、なかなか日本では実現しません。 

 

広島大学 卓越大学院プログラム 
 そのようなことのための教育を、現在、広島大学の

卓越大学院プログラムでさせていただいています（図

8）。ゲノム編集先端人材育成プログラムの中でバイオ

インフォマティクスの講義を担当し、コンピューター

を使ったデータ解析や、データサイエンス関係で生物

（図 7） （図 8） 
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の研究を進められる人材の育成を行っています。 

 

 

 

●矢吹 先生方とお話をしていると、ResearchGate を

使っている方がいらっしゃる一方で、全く使わない方

もいらっしゃいます。使っていると、もうこれだけで

いいという感じになってくる先生もいらっしゃって、

人によっては相当使い勝手がいいのだろうなという印

象を受けていますが、プレプリントの話を含めて、

ResearchGate が研究活動自体にうまく活用できている

部分は何かありますか。 

 

●坊農 やはり自分から情報発信しないと集まってこ

ないという部分はありますが、私が自分の研究テーマ

で論文を出していると、特集号などのお知らせが来て

「それに出してくださいね」という依頼が来ることが

あるので、それはプラスになっているかなと思います。 

 興味がある人が質問してくるということがあればい

いのですが、私に関しては今のところそれほどなくて、

「ポスドクに来たいです」という人が来るくらいです。

しかし、人によってはここでそういう研究交流が生ま

れて、そこから共同研究が始まることがあるのではな

いかと思います。私は ResearchGate ではなくて、

Twitter の日本語でのやりとりで共同研究が始まったこ

とは割とありまして、むしろ Twitter 世代です。まだ

利用者が多くないときの Twitter でそういうやりとり

があり、プラスになっています。 

 

●矢吹 ありがとうございます。ちょうど私も大学の

研究力分析を行っており、URA という立場もあって、

研究活動と SNS に関心があったので伺いました。 

 コメントが一つ来ています。「政府によるプレプリ

ントの義務化あるいは著者最終稿の公開義務化には大

賛成です。ぜひパネル討論で議論してください」とい

うことなので、この後、パネルで言及していただけれ

ばと思います。 

 もう一つ、「プレプリント論文におけるデータ公開

の実例をご紹介いただけますか」という質問が来てい

ます。 

 

●坊農 プレプリントの場合は、プレプリントを出し

たときにデータも全部出さないといけません。査読論

文の場合は査読論文の出版時に出していたのが、先に

なるということです。私自身は塩基配列、DNA の配

列などを決めてそれを出すのですが、国際塩基配列デ

ータベースに登録し、その登録番号を論文に含めない

といけません。査読中はそういうものは伏せておく、

あるいは reviewer だけが見られるリンクを与えるので

すが、arXiv などのプレプリントの場合は、アップロ

ードした瞬間にそれが公開されていないといけないこ

とになっています。それで、論文が出たときに、既に

データも利用可能になっているという状況が大事なの

です。 

 今言ったのは塩基配列のデータベースの話ですが、

定型の塩基配列のデータだけではなく、論文に付随し

たさまざまな種類のデータを、例えば Figshare や

datadryad などにアップして、その DOI を論文に書い

ておき、そういうものは無制限に誰でもアクセスでき

るようにしておくことがプレプリントでは必須とされ

ています。しかし、なかなかそれも広まっておらず、

データはまだ公開していないけれども取りあえず自分

たちの先取性のためだけに bioRxiv などのプレプリン

トにアップしているという例がたまにあるようです。

ぜひ皆さんにプレプリントのルールを知っていただき、

データがより公開・再利用されるような研究社会にな

ればよいと考えています。 
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 プレプリントは、ステークホルダー間の単純なつば

ぜり合いではありません。研究活動の活力になるとい

う本質的な面を捉える必要があります。そのことを図

書館関係者あるいは研究者の方々に理解していただく

ことが本日の一番大きな目的かもしれません。私は専

門分野が数理物理なので arXiv.org をよく使いますが、

それに関する話は 2017 年 10 月の SPARC の講演で既に

させていただいたので、今日お話しするストーリーか

ら外させていただきます。 

 

研究のライフサイクルにおけるプレプリント 
 モデルなくお話しすることは非常に難しいので、ま

ず議論の前提として、学術情報とは何かということか

らお話しします（図 1）。従来から、情報と呼ばれる

ものが書籍や論文などに固定化され、ものとして流通

してきました。ものとしてあるということはエビデン

スであったわけですが、現在では、大きく見てエビデ

ンスとして論理とデータを考えないといけないという

のが学術情報における重要なポイントだと私は認識し

ています。そのうち、論理とデータに関しては、今は

 

 
  
 

第 2 回 SPARC Japan セミナー2020 

 

 

 

Preprint が誘導する研究サイクルの力学考 
 

 
引原 隆士 

（京都大学図書館機構長） 

 講演要旨 

arXiv.org が醸成してきた学術コミュニティにおける内的手段であった preprint が、既にこの手段の準備があったバイオ系を

含む分野において、コロナウイルス感染下の情報共有及び日々変わる状況への議論の手法として脚光を浴びた。この preprint

を含む動きが学術情報流通の新しい手段、もしくは別の手段を生み出すかどうかは、研究のサイクルを生み出す動力学を理解

することで、議論することができる。多くの OAムーブメントの位置づけも合わせて、成熟したからこそ考えるべき、日本の

今後の研究の多様性と展開を生む必要条件を論じる。 

引原 隆士 
1997年以来京都大学大学院工学研究科に所属し、現在同電気工学専攻教授。研究分野は非線形力学

の工学的応用、計測とシステム制御、パワープロセッシング。2012年以来京都大学図書館機構長と

して長きに亘り、オープンサイエンスに関わる活動に従事し、2015年にオープンアクセスポリシ

ー、2020年にオープンデータポリシーを機関として取りまとめた。これらの活動を通じて、オープ

ンサイエンスと同時に図書館だけでなく科学技術活動全般のデジタルトランスフォーメーションを

指向している。2016-2018年 arXiv.org MAB。 

 

（図 1） 
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情報として扱われます。ところが、論理とデータは、

ものがなくても成立するので、ものの中に固定化され

なくなってきているというのが現状です。 

 プレプリントを研究のライフサイクルで見てみます

（図 2）。モチベーションから始まり、研究、下書き、

論文と進んでいく中にプレプリントがあり、研究のラ

イフサイクルにおいてプレプリントはあまり大きな意

味を持たないとされていると思います。特に図書館関

係の方々は、数年前からプレプリントを気にしている

かもしれませんが、arXiv.orgに関してはもう 20年以上

運用されています。 

 このライフサイクルの個々のポイントで研究者のど

のような能力や技術が必要かということについては、

後でゆっくり見ていただきます。研究者にとって、研

究を進めてキュレーションをする能力、一般化する能

力、さらに論文への落とし込み能力は必須条件です。

それに加えてさまざまな技術がなければ、このライフ

サイクルは回せません。従って、議論になっている論

文の部分、サイクルでいう下の方のコミュニティの部

分だけを取り上げてプレプリントを考えるのは非常に

拙速だと思っています。 

 現状は、図 3 のように、プレプリントの範囲が広が

っています。本来、プレプリントは小さなコミュニテ

ィの中で回す情報流通でした。それが、下書きの段階

から論文誌決定、査読に至るところまでもコミュニテ

ィで回すようになってきています。先ほど、リポジト

リをプレプリントサーバーとする話もありましたが、

そうなるとこの研究サイクルは非常に混乱を来します。

ResearchGate も同じで、リポジトリやプレプリントが

両方載っている状態の中でこのサイクルをどう回した

いのかということが、研究者から見れば非常に重要な

ポイントです。従って、これをきちんとひもとかない

といけません。 

 

研究・研究者の動向分析 
 研究者の認識からすれば、研究のオリジナリティは

非常に重要なポイントです。オリジナリティを高める

ときにコミュニティがあるかないかということは別と

して、研究を創成し、それを展開して成熟させていく

過程の中で、インパクトファクターが礼賛されるフェ

ーズは、人が行ってきた研究をさらに進めていくフェ

ーズです。しかし、オリジナリティを尊重する研究者

から見れば、これは終わったフェーズであるわけです。

ここで議論していても、研究は広がりはしますが、プ

ラスα、プラスβと数を増やしていくだけの世界なの

で、数が増えたからといって、その人を集めてきて研

究者として充実しているかというと何もできません。

どこかでコピーを探してくる人たちのフェーズなわけ

です。はっきり言って、インパクトファクター礼賛フ

ェーズは、研究者あるいは研究機関から見ると何の意

味もありません。ですから、「今までの人事は失敗だ

った」と多くの大学が言っています。 

 プレプリントは、創成から展開のフェーズに関与し

ているということを理解していただかないといけない

（図 2） 
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と思います。成熟期間ですぐ出てくるような論文をプ

レプリントで出しても意味がありません。出版社が

「もうすぐ載りますよ。プレプリントも置きましょう」

と言うのは成熟期間です。展開期間や創成期間は、そ

の分野に人がいなくて、評価者もいないので、今まで

の雑誌であれば排除されていた世界です。これをきち

んと残していく世界がプレプリントの中にあるのだと

いうことを理解していただかないと、何の意味もない

のではないかという意見も出てきています。 

 また、論文がたくさん出てきたからといって、パラ

ダイムシフトが起こるわけではありません。国の政策

も大きく間違っていて、はやっている分野に人を集め

ればいつの間にかパラダイムシフトが起きて新しい製

品が出てきて、今まで見えなかったものが見えるよう

になるという議論がいろいろなところでされています

が、そのようなことは一切ありません。チャージアッ

プしたからといって分野は生まれないということです。

商業的には、雑誌の方々は、創成・展開の部分は人が

いなくて買ってもらえない以上、いくらやっても仕方

がないのです。ですからこの分野は、プレプリントが

見るべき分野であると言えます。 

 

従来型パラダイムと閉鎖型コミュニティ 
 少し別の観点から、従来型の学会やパラダイムの形

成過程を見てみましょう（図 4）。自発的に生み出し

た部分が広がっていく流れと、外から入ってくるさま

ざまな産業的要求、実験結果、他の論文、モチベーシ

ョンから、研究のサイクルがバランスを取ってぐるぐ

る回り出し、収束していく過程が一つのパラダイムに

なっています。イメージとしては、真ん中が持ち上が

っていて、あるいは少し下がっていて、外から入り込

むようなポテンシャルのたわみがあり、そこでぐるぐ

る回って自己充足型になっています。Thomas Kuhn の

パラダイムの話から言えば、ここで出来上がるものは

既得権です。要するに、学会であり、論文誌であり、

研究費であり、権威です。これを守ることがパラダイ

ムなのです。従って、パラダイムを守っているのが論

文誌であることも事実です。閉鎖型・内循環型コミュ

ニティの形成過程で生まれたものですから、今ある雑

誌や学会は、それを維持するためのものであるという

ことを知っていただく必要があります。 

 たくさんの新規参入者も全て循環型に入ってくるだ

ろうというのが、閉鎖型コミュニティの幻想です（図

5）。研究費はここにあるからみんな寄ってくるだろう、

それだけの数の成果をバランスを取って出せますよと

いう世界をつくり上げているわけです。外から入って

くる人も、このサイクルの中でフェーズを合わせなが

ら生活すると研究費にありつけるというのが今までの

パターンです。これは私見かもしれませんが、周りで

起きているのはこういうことです。 

 この中では、プレプリントもあってもなくても一緒

です。要するに、このフェーズに合わせて一緒に回っ

ていれば、プレプリントがなくても周りに認められて

いくという状況があります。プレプリントには意味が

（図 4） 
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ないと発言される方々は、結局はこの循環の中でぐる

ぐる回っている人だと言えると思います。 

 

arXiv のサブミッションから見る変化 
 さて、arXiv のサブミッションのデータから何を見

るかということです（図 6）。arXiv の創立の過程から

言えば、高エネルギー物理ですから、一つの高エネル

ギー物理の分野でフェーズが回っていて、その中でコ

ミュニティが形成されます。それがその後、いろいろ

な分野に分かれてくるわけです。もちろん数が変わっ

ているので、比率だけで見るとあまり正確ではないで

すが、この分野の中でそれぞれ別のコミュニティの中

で回り出すものを、真ん中の辺りはサポートしていた

と言えると思います。 

 しかし、今、この内循環型のパラダイムが変わりつ

つあります（図 7）。変わりつつあるというか、既に

変わっているわけですが、要するに世界中で学会等が

タコつぼ化する、あるいは学会が学会誌を出版社に買

い取られて、そのコミュニティが小さくなっている、

コミュニティが存在しなくなっているということが起

きています。結果として、その中に若い人が入ってこ

なくて研究者が老化する、あるいは予算が減って既得

権が小さくなり人が小さくなっていく。そうなると当

然、中の引力は小さくなりますから不安定化します。

そして外からいろいろな情報が入ってくると、中にい

る人たちは外のものを求めて出ていくという状況が起

きてきます。コミュニティが維持できなくなって、外

に人を発散し、予算も発散していく、あるいは論文誌

も総合的なものも変わっていく。その中では、境界は

できるかもしれませんが、フローが起きてくる。それ

が代替的に力学的に見た流れになるかと思います。同

じようなことが arXiv でも起きています。 

 統計を見ると、サブミッションはどんどん増えてい

るのですが、それ以上にダウンロードがものすごい数

になっています。これは新しいものを求めてきている

ことを示しているのですが、一つの分野の人だけでは

なく、何かいい解析方法はないか、いいデータがない

か、いいアルゴリズムがないかということを求められ

るのが arXiv のデータベースとしての在り方です。 

 要するにここで起きているのは、コンピューターサ

イエンス、math など、横串的なものが広がってきて、

高エネルギー物理や凝縮系の部分の比率が減り、どち

らかというと全体としてフローを起こすような研究内

容が広がっているということです。それが今求められ

ている arXiv のプレプリントとしての在り方です。 

 

開放型コミュニティの出現 
 それを絵で描き直すと、図 8 のようになります。

arXiv は一つのパラダイムを作っていましたが、それ

が開放型のコミュニティになってきています。そうい

うところは元々あったのですが、オリジナルな方々も

プレプリントを持って外に出ていき、それを他の研究

と合わせていくようなことが起きています。新規参入

の方々も、一時期ここで in phase するのですが、プレ

（図 7） 
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プリントという成果を持って出ていくという形です。

そして協力者も同じような形で、あるときだけプレプ

リントを書いて、外に出ていく。つまりプレプリント

は、ここにいる一瞬の間だけの in phase を保つための

手段になっているということです。 

 固定的な流れの中ではプレプリントとジャーナルは

ほとんど変わらなかったのですが、分野的には、理論

物理系などは時間もかかりますし、ジャーナルを待っ

ている暇はありません。そのコミュニティの中だけな

ら皆さん一緒に回るので何も問題ないのですが、少し

寄ってまた外に出ていく人には待てません。だからプ

レプリントで成果を残して外へ出ていく。プレプリン

トはそういう大きな意味を持っているということにな

ります。結果として、内部循環がもう存在していませ

んから、ある一瞬の時間、その切り出しが大変重要に

なります。論文は次の分野へ行ってまた書くというこ

とにもなり得るわけです。 

 

受け皿の乱立 
 アーカイブ、プレプリントサーバーが山のようにあ

ります。開放型になった結果として受け皿が乱立して

いるのですが、この中で権威があるかないかという話

も出てきます。これは「乱立」でも、「受け皿がたく

さんある」でも、どちらの言い方でもいいかもしれま

せんが、いずれもが閉鎖型や内部循環型のシステムに

はなっていません。bioRxiv でも数理的なものがたく

さんありますし、最近の COVID-19 でも数理的な感染

拡大のモデルなどの話は bioRxiv にも出ますし、arXiv

にも出ますし、他のところにも出ています。それらを

どうやってリンクするかという話は重要ですが、どこ

でもいいわけです。要するに自分たちのメインのとこ

ろに寄って、そこで「これはこんな効果がありますよ」

と示すことが重要なので、そこから出て論文誌だけ別

のところで出すことは当然可能です。ですから、この

世界自体がもうフローの中にあると思います。 

 言いたいことは、それぞれの受け皿が固定的に権威

を持って残るかどうかというのは別のことだと思いま

すが、今この情報流通が非常に必要な時代になってい

るということです。きつい言い方をすれば、出版社の

方々はこれを何とか取り込もうと網を張っています。

しかし、そうではなくて、このフローを維持しなけれ

ば、科学の世界はまた既得権の収奪の世界になってし

まいます。フローを維持することを考えなければ研究

は進まないと思います。 

 

学術情報：閉鎖した世界観・開放された世界観 
 学術情報が閉鎖した世界観を描くと、図 9 のように

なります。論文を出した人たち（X1、X2 など）があ

って、別の人（Y1）も出したとします。そのときに、

同じ空間にいるかどうかの距離を測るのが査読です。

同じものである必要はなく、自分たちと同じパラダイ

ムの中で動いているかどうかを見るのが査読だと思い

ます。その結果、「同じ世界にあるから共存しましょ

う」「一緒だから包含しましょう」となる、あるいは

（図 8） 
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「違うから別の世界に行きなさい」と切り出してしま

うわけです。これが今までの閉鎖した学術情報流通の

世界観です。論文誌というものが、そのレッテルにな

るわけです。 

 ところが、グローバル化されたら、そうではなくて、

ある一定の距離を保ちながら相互の関係を満たさない

といけなくなります。そこで相互の関係を測るメジャ

ーが必要になります。このメジャーがプレプリントで

す。あるいは論文でもいいのかもしれませんが、それ

ぞれ同じ世界にいるわけではないので、共通で見える

メジャーが必要になります。それが今起きていること

で、別の世界へ行っても自分が測ってもらえるように

メジャーのポイントとなるものを残していく。その行

為がプレプリントになっていると私は研究者として見

ています。 

 

プレプリントはどこに視点があるか 
 話をもう少し進めて、プレプリントはどこに視点が

あるかということを考えてみます（図 10）。研究が始

まり、創始的なものから最後に結論が出ていくという

時間経過の中で、オリジナリティがある過程と、広が

っていく過程があります。その中で、研究のロングス

パンをまず描きます。オリジンからターゲットがだん

だん広がり、包括領域が広がって、最後はその応用領

域として収束していきます。この中で必ずあるのが、

この視点の中に入っていない外側の成果です。それを、

自分たちがこの中だけのロングタームを肯定するため

に否定してはいけないのです。否定しないために、外

側にあるものをきちんと残していかないといけないと

いうのが科学の世界、研究者の世界です。 

 青で描いたものが広がっているのに、自分たちの世

界観だけにいると、それが収束していったときに全く

ずれてしまうということが起きます。プレプリントは

外側にある世界を見いだすものだということも意識し

ないといけません。中のものでプレプリントを置いて

いくということは、時間としてどちら側にあるかだけ

の話で、あまり意味がないのです。 

 

研究者的な研究促進とファンドの研究ターン

促進 
 研究者が研究を促進したいときは、研究開始から結

論が出るまでの時間を短くします。ですから、人が集

まっているところで書き出して、人が去っていく前に

終わらせてしまうのが、一番賢い、世の中をうまく回

る研究者のパターンだと思います。そして目標を達成

して予算をもらって出ていってしまいます。 

 しかも、この研究者の性（さが）はファンドにうま

く利用されています。選択と集中ですが、ほとんど結

果が見えてからファンドを与えて、みんなが頑張って

くれる間に成果を評価します。別にファンドがこの分

野を育てているわけでも何でもなく、既に育っている

のです。育てるのだったら、誰も見てくれないところ

や、始まる手前のものを本当は育てないといけないの

ですが、それにはファンドは何の効果もありません。

ですから、ファンドがプレプリントを要求したところ

で、そんなものは意味がないと私は思っています。プ

レプリントの外側にあるものが重要であり、プレプリ

ントは、日の目を見ていないところにきちんと残して

いくことが重要です。なぜかということを次にお話し

します。 

 

図書館的視点 
 図書館が現在プレプリントとして意識しているもの

は、既存パラダイムの外にあると思います（図 11）。
（図 10） 

preprint はどこに視点があるか

時間t0 t1 t2
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図書館の蔵書や論文は、非常に狭いもので、最終形と

して残ったものです。それはパラダイムとしてぐるぐ

る回って成熟したものですが、これしか残りません。

ところが、科学の世界観、グローバリズムからいえば、

その外側に重層的にさまざまな成果が上がっているわ

けです。それを否定してこれを残すのかというのが、

今までの論文誌の在り方の問題です。 

 プレプリントとして、自分の時間を提示しながら、

こちらが手前で向こうが後なのだということもきちん

と残しながら置いていくことが、科学の透明性として

非常に重要です。成果が出たものに対してものを言う

ことはいくらでもできますが、それは後付けの理屈で

す。本当は、この過程が広がって狭まる、外側ではな

いということを示した点線の部分を残していくことが

科学の成立なわけです。ところが、現時点での十分条

件だけを求めているのは、論文誌も出版社も変わりま

せん。それが現実で、皆さんがされているのは営利事

業だと思います。 

 

arXiv が示す原点 
 arXiv が示した原点は、要するに研究をエンカレッ

ジするのだということです。ですから、ステークホル

ダーが取り合いをしているという話ではなく、各研究

者が研究できるようにするということなのです。アー

カイブやプレプリントの議論の中では、その観点が抜

けていると思います。 

 もう一つ重要なことは、クリアでシンプルなインタ

ーフェースであるべきだということです。いろいろな

ものが乱立している中で、出版社自身が「プレプリン

トを置いたら載りますよ」と言うこと自体が大きな間

違いだと思います。それは研究者の活動の取り込みに

すぎません。営利活動だからそうなるのかもしれませ

んが、それは研究活動を支援するものではないと思い

ます。研究者は、研究分野のアーカイバーではありま

せん。研究者は過去のものをずっと考えていく者では

なく、まだ見ぬ世界を探検する者ですから、それをエ

ンカレッジするようなものでなければならないと思い

ます。そして、プレプリントがその可能性を持ってい

るものであり、その外側の世界が本当は探求する世界

だということを皆さんはあまり意識されていないとい

うことを、あえて申し上げました。 

 

プレプリントは研究者の営みや思考を映す鏡 
 当然ながら、プレプリントは打ち出の小づちではあ

りません。研究者の営みや思考を映す鏡であって、背

面（プロセス）がなければイメージが固定されないも

のだと思います（図 12）。つまり、今見えるプレプリ

ントの評価はジャーナルに射影したものであって、ジ

ャーナルの観点からプレプリントが見られています。

これは間違っていると思っています。ジャーナル自体

が研究の一断面にすぎず、プレプリントはもっと広い

世界を持っているのだということを見たら、むしろプ

レプリントの射影がジャーナルにすぎないのではない

かというのが私の意見です。 

（図 11） 

図書館的視点では preprint は
既存パラダイムの外にある
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論文

抹消対象

現時点の十分条件を
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（図 12） 
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 また、学術情報の必須条件は、原稿やデータ、アル

ゴリズム、論理などのうち、少なくとも二つ以上で固

定・検証されるものです。一つだけで検証されるもの

は科学としては成立しません。それはプレプリントで

も変わらないということを最後に申し上げたいと思い

ます。 

 

 

 

●矢吹 深貝先生から、「引原先生の創成段階に焦点

を当てた強調は、社会科学の側からも見て分かりやす

いものです。力学的観点でご説明いただきましたが、

知の進化論といった設定も可能です。さて、これは後

のパネルに向けてですが、コロナ状況という新規事象

の中で、既存の細分化を越えた領域横断を迫るという

観点でプレプリントを位置付けることができれば」と

いう、この後のパネルに向けてのコメントが来ていま

すが、もし応答があればお願いします。 

 

●引原 おっしゃるとおりだと思っています。プレプ

リントは、大きな変化をするときに非常に強力な武器

になると思います。COVID-19 がそれを示しているよ

うに、以前ですと、高温超伝導が発見されたとき、ほ

とんど一晩でいろいろな成果が変わっていくときに、

社会も大きく変わる意見もたくさん含みながらプレプ

リントが発散的に広がった時代があります。同じよう

に、大きく変わるときであればこそプレプリントが意

味を持ち、論文誌が役割を失うという現実があるとい

うことを見たときに、社会が定常で安定した状態であ

れば、多分ほとんどなくなると思います。しかし、社

会が発展するためには安定を続けてはいけなくて、安

定が一回不安定になって次の安定を求めていくという

発展形を作らないといけないとすると、プレプリント

のある世界を広げて、そこで見ない限りは伸びないだ

ろうというのが私の個人的な意見です。 

 

●矢吹 ダイナミズムを整理していただいたところな

ので、ご質問はすぐには出づらいのかもしれませんが、

大変勉強になりました。 

 

●引原 プレプリントを現象論で見るのか、手法論で

見るのか、観念で見るのかで大きく違うと思うので、

今役に立たないというような判断をするのは、関係者

はやめた方がいいだろうというのが私の基本的な姿勢

です。 
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●池内 パネルディスカッションは、書誌多様性に関

する四つの障壁に沿って、関連する質問を取り上げな

がら、パネルの方お一人ずつにコメントを頂きながら

進めていきます。四つの論点以外の質問に関しては、

時間が残りましたら個別にお答えいただきたいと思っ

ています。 

 

共通言語としての英語の優位性 
●池内 まずは「共通言語としての英語の優位性」に

ついてです。これは常々、日本の私たち、日本語を母

語とする者たちは感じていることかと思います。

F1000Research による日本語論文・成果の公開という

話が森本さんからありました。また、坊農先生への質

問として、「ResearchGate は researchmap よりも機能が

豊富なようですが、日本国内の研究者同士で情報交換

するのに ResearchGate をそのまま日本語でのやりとり

で使うこともありますか」という質問が来ています。

このあたりを絡めつつ、皆さんに一言ずつお話を伺っ

ていきたいと思います。まず河合先生、お願いします。 

 

●河合 英語で書かれていることによるメリットは当

然大きいと思いますが、アカデミアだけではなく社会

への普及ということも考えると、現地語で書かれてい

ることのメリットも当然あると思います。ですから、

例えばオリジナルの論文自体は英語であったとしても、

近年、自然言語処理が大変発達しているので、自動で

現地語に翻訳するような機能を実装していくことなど

があるのではないかと思っています。 

 

●池内 ありがとうございます。機関リポジトリでの

公開ということになると、やはり日本語のものの公開

も期待されるところだと思います。 

 森本さん、ご講演の中でも研究と学問、そして言語

には壁があってはならないという理念が紹介され、こ

こは本当に多くの方の共感を呼んだ部分ではないかと

考えます。 

 

●森本 ありがとうございます。まさにおっしゃると

おりで、その理念が共有できたので、本学学長の承認

を受けて筑波大学ゲートウェイというものが日本で初

めて導入できたのではないかと思っています。講演の

中でも言いましたように、日本と世界の学術コミュニ

第2回 SPARC Japan セミナー2020 

パネルディスカッション 

池内 有為  （文教大学 文学部） 

山形 知実  （北海道大学付属図書館） 

河合 将志  （国立情報学研究所 /オープンサイエンス基盤研究センター） 

森本 行人  （筑波大学 URA 研究戦略推進室） 

アントワーン・ブーケ（シュプリンガー・ネイチャー（日本）） 

坊農 秀雅  （広島大学 大学院統合生命科学研究科 生命医科学プログラム） 

引原 隆士  （京都大学図書館機構長） 
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ケーションに一石投じたいと考えており、その視点か

ら英語の優位性ということについて一言で言うなら、

キーワード検索ではないかと思います。つまり、筑波

大学ゲートウェイに投稿されると Google 検索でも検

索可能になるので、日本語での検索が世界からできま

す。今のところ、Scopus に収録されている雑誌でいう

と、Googleに反映された分ですけれども、英語しかヒ

ットしません。仮に将来 F1000 が自動翻訳などを取り

入れて、どの言語でも検索できるようになれば、どの

言語でもいいと思うのですが、今のところは元の言語

でしか検索できないと思います。日本語の論文を検索

したい研究者は、母国語が何であれ日本語で検索する

ことが予想されますので、F1000 と筑波大学ゲートウ

ェイで日本語論文を公開することは、日本と世界の学

術コミュニケーションに大いに貢献するのではないか

と考えています。 

 

●池内 ありがとうございます。母国語で高等教育を

受けたり、専門書を日本語で読んだりできるという恵

まれた環境もある一方で、やはりそこを越えて英語で

発信するというところにどうしても障壁がある中で、

こういった日本語のプラットフォームができることは

大変期待が大きい取り組みではないかと思っています。 

 続いてブーケさんにお話を伺います。もちろんシュ

プリンガー・ネイチャーのジャーナルは英語のものが

多いと思いますが、こういった日本語での発信が出て

くることに関して何かコメントがありましたらお願い

します。 

 

●ブーケ 今までは研究論文とプレプリントサーバー

は大体、その雑誌やプレプリントサーバーを作ったコ

ミュニティによって作られているので、それが例えば

日本語かフランス語のコミュニティだったら、当然そ

の言葉を利用します。今のところは世界的な科学の情

報の流れはほとんど英語ですが、出版社としては、価

値がある情報があればどの言葉でもアクセスさせたい

と思います。 

 森本さんがおっしゃったように、技術にその役割が

あります。どのような言葉で出版しても世界中で誰で

もアクセスできるような技術が利用できれば、この問

題はなくなると思います。最近、AI を利用した自動

機械翻訳のツールはだいぶ進んでいます。プレプリン

トサーバーでも、科学雑誌などを読みながら自分の好

みの言葉で情報が出てくるツールが発展すれば、そう

いう問題もだんだんなくなると思います。もちろん、

社会学の方は言葉によってニュアンスが違うなど、言

葉は非常に大きな影響があるので、技術ではこの問題

は解決できないと思います。 

 確 か に 今 ま で は 英 語 ば か り で 、 日 本 人 は

disadvantage を感じていたかもしれませんし、世界中

のコミュニティに join するためには英語でないと難し

いと思われていますが、だんだん AI などのツールが

出てきて、バリアは低くなると思います。 

 

●池内 どうもありがとうございました。力強いお言

葉を頂いたと思います。自動翻訳ではテクニカルター

ムの問題や新語などへの対応が難しいという点はある

かと思いますが、技術的解決がその障壁をだいぶ減ら

していくのではないかというメッセージだったと思い

ます。 

 続きましては、坊農先生にお願いしたいと思います。

質問へのお答えも併せてお願いできればと思います。 

 

●坊農 まず質問への回答です。ResearchGate で日本

人から何か来るということは 1 回しかなかったのです

が、それはもちろん日本語でした。ただ、日本人だと、

多分、電子メールで来てしまうので、ResearchGate で

来るかと言われると、むしろ ResearchGate を使うよう

になるという方がバリアが高いのかなと思います。 

 また、共通言語としての英語の優位性ということは、

私のいる生命科学はやはり英語で論文を出さないと業

績にならないという文化がすごく根付いている分野で

すので、これはもちろん感じているところです。おっ

しゃるように、最近DeepLなどのようなツールが盛ん



SPARC Japan NewsLetter NO.44 

97 

に使えるようになってきていて、だいぶバリアが下が

っているので、どの言葉でも発信できるようになると

は思います。ただ、そうなってくると、やはり誰が発

信しているのか、誰が言ったかということをきちんと

分かるようにするべきだと思います。日本人は匿名で

語りたがるので、もう少し日本人の研究者も自分の言

ったことに責任を持ってやれるようになっていくとい

いと思うのですが、なかなかそういうところが厳しい

のかなという気はしています。 

 

●池内 ありがとうございます。ResearchGate は、意

外と日本の研究者からは今のところは来ていないとい

うことですが、ResearchGate であれば匿名ではないや

りとりになるので、また違ったコミュニケーションな

のかと思います。ResearchGate も ResearchGate である

種、閉じているというか、ある程度コミュニティの中

だと思うのですが、そこを越えて実名で発信していく

ことも大事ではないかというコメントだったと思いま

す。 

 それでは、引原先生からもお願いします。 

 

●引原 英語に関しては、素養として勉強することは

重要だと思います。それはどの言語でもいいと思いま

すが、人としての成長、英語を学んだ結果として研究

者が論文を書くというのが一つのステータスだと思う

のです。読む側にとっての敷居を下げるためにはいろ

いろな翻訳ツールを使っていくことは重要だと思いま

すが、書く側においては、自分の言葉として日本語で

書くのもいいですし、得意な言語できちんと論理を構

築して出していくことが重要であろうと私は思ってい

ます。それは日本語でも、英語でも、フランス語でも、

ドイツ語でもいいのではないかと思います。また、ヨ

ーロッパ系の言語でラテン語系と英語系なら、何とな

く似た言語は読めますよね。そういう感覚は重要だと

思います。ですから、英語は否定しませんが、外国語

として出すということは、研究者はやはりしていった

方がいいというのが正直なところです。 

●池内 研究者としてのコメントを、私も大変背筋が

伸びる思いで聞いておりました。言語は何であれ、論

理の部分をしっかり書けるようにすることが研究者と

してはすごく大事だというお話だったと思います。あ

りがとうございました。 

 

基盤とサービスの集中 
●池内 二つ目の論点は「基盤とサービスの集中」で

す。今まではある程度限られたプラットフォームだっ

たのが、いろいろなものが出てきたということで、本

日の講演でもさまざまなお話を頂きました。こちらに

関しても質問が幾つか来ています。 

 まずは河合先生への質問です。「各機関で整備され

たリポジトリを一体として見せることができるような

基盤が必要というお話でしたが、IRDB のブランディ

ングや機能追加で目的を達成できる可能性はあります

でしょうか」というご質問が来ています。河合先生、

お願いします。 

 

●河合 ポータルのようにする形で、例えば 800 ぐら

いある機関リポジトリを一つにまとめることは、当然、

技術的には可能だと思います。そうなると、見る側と

しても非常に便利ですし、アップロードする側も、ば

らばらのものよりも日本で一つという感じのものに上

げる方がモチベーティングだと思いますので、これは

技術的にも話としてもいいのではないかと思っていま

す。 

 

●池内 ありがとうございます。続いて森本さんにお

話を伺いたいと思います。「F1000 をオールジャパン

のものとして日本のゲートウェイとするのはいかがで

すか」というコメントが来ています。いかがでしょう

か。 

 

●森本 よくぞ言ってくださいました。まさに私ども

の学長が目指しているところはここでして、どうして

いけばそうなるのかという議論は既に始めています。
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一方で、F1000 Research 社としてはプラットフォーム

の数も増やしていきたいですし、F1000Research のペ

ージを見ていただくと、プラットフォームとゲートウ

ェイは数が非常に増えてきているので、数を増やすこ

とが彼らの仕事となっている部分もあります。その辺

の折り合いをどの辺に持っていくのかが問題になって

くるとは思いますが、ぜひとも拡大していくというこ

とになってきたら、また意見交換などをさせていただ

ければと思います。 

 

●池内 日本の代理店もできたということで、障壁も

だいぶ下がったのではないかと想像します。ありがと

うございました。 

 それでは、ブーケさん、基盤についていかがでしょ

うか。プレプリントについては、グリーン OA の一形

態として推奨をというお話でしたが、コメントがあり

ましたらお願いします。 

 

●ブーケ 講演でお話ししたように、プレプリントは

グリーン OA の非常に大事な形態だと思います。プレ

プリントは、古くはロスアラモス国立研究所のアーカ

イブサーバーの時代から無料で公開しているもので、

典型的なグリーン OA の形です。査読されているジャ

ーナルの論文の前の段階で、できるだけ早く情報をオ

ープンにして公開のコメントや引照を集めるサービス

は、やはりグリーンの形でないと無理だと思います。 

 また、プレプリントサーバーの経済のモデルは、ほ

とんどは非営利のグループや大きな大学が維持してい

ます。しかし、エルゼビアやシュプリンガー・ネイチ

ャーなどの出版社も、Research Square のような組織と

協力してプレプリントサーバーを維持しています。そ

れは、これからリサーチサイクルで利用するサービス

のプラットフォームにもなり得るからです。プレプリ

ントは出版する前の段階のサービスであると考えてそ

ういうサービスを利用すれば、研究論文はだんだん改

善され、より良いものになるので、出版社はそれをサ

ポートしています。質問の答えになるかどうか分かり

ませんが。 

 

●池内 実はそれは三つ目の論点でお伺いしようと思

っていたのですが、先にお答えいただいたということ

で、ありがとうございました。 

 続きまして坊農先生、お願いします。 

 

●坊農 私からすると、F1000 に出したのは、「出し

てみよう」ということでみんなで一致して出したので

す。ですから、森本先生の流れとは全く別だったので

すが、とにかく、いろいろな形態の論文があるのがジ

ャーナル側の都合で出ないという状態になってきてい

て、私の研究なども割とメジャーではないので、その

ようになっています。しかし、いろいろな形態でプレ

プリントサーバーができて、そういうものがきちんと

インターネットで検索できるようになっていくと、こ

れからすごくいい時代になっていくのではないかと思

っています。 

 

●池内 研究者としての視点からのコメントをありが

とうございました。 

 それでは引原先生、ご講演では、プラットフォーム

が多いのは決していいことではない、研究者はアーカ

イバーではないのだというお話がありましたが、改め

てコメントをお聞かせいただければと思います。 

 

●引原 そもそもグリーンのオープンアクセスの概念

は、そのコミュニティを再生するものだと私は理解し

ています。今まで各大学や学会など、いろいろな小さ

なコミュニティがあったと思います。それは日本では

まだ残っているかもしれませんが、世界的にはほとん

ど崩壊しています。アジアの国などは、もうアメリカ

あるいはヨーロッパのコミュニティに属さないと研究

者として存在できないという状況にあります。それは

それでいいかもしれませんが、文化として破壊してい

る部分があるということは認めるわけです。それを再

生するためには、オープンアクセスという手段を使っ
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て、グリーンに自分たちのコミュニティを維持するプ

ラットフォームが必要だろう、それは言語だけではな

く、コミュニケーションとして必要だろうと思います。 

 そのときに重要なのが論文という話になるかと思う

のですが、プレプリントは情報交換の手段であって、

論文との違いはキュレーションがあるかないかだけで

す。そのキュレーションがまた特殊で、言語、グルー

プに属している、あるいはインパクトファクターがど

うだとか、何か利害が絡む部分なわけです。コミュニ

ティは利害を位置付けるものかというと、そうではな

いと思います。ですから、グリーンなプレプリントが

コミュニティを再生できるのであれば、そういうプラ

ットフォームがあってもいいだろうと思っています。 

 もう一つは、研究者自身が自分の論文の公開をマネ

ージしていくというプラットフォームのサービスがあ

り得ますから、政治や経済に左右されないというのは

いいことだと思います。機関に「ここの分野でやりな

さい」と言われることも越えられると思いますし、あ

るいは大学がサブスクリプションしているかどうかも

関係ありません。研究者の自発的行動を促すものだと

思いますから、プレプリントを中心に見れば、一つの

手段を研究者が手に入れているのに、それをみすみす

手放す必要はないのではないかと思います。例えばカ

ンファレンスがあるではないかといっても、今までそ

ういうものも残ってきていません。あるいは、論文誌

だっていつ消えるか分かりません。消えたものが見ら

れないということは往々にしてあります。従って、今

のコミュニティをどう維持するかということがアーカ

イブにも必要なのかもしれないと思います。少し矛盾

したことを言いますが、要するに、現状としてコミュ

ニティをきちんと維持しなければ、科学の一つの分野

が消えてしまうだろうと思っています。それのサポー

トという意味です。 

 

●池内 ありがとうございます。例えばプレプリント

サーバーの運営が立ち行かなくなって閉鎖されてしま

うような事態もあります。これは完全にそのコミュニ

ティ側ではなく外のプラットフォームの論理で、今ま

で重ねてきた知が失われてしまう、コミュニティが解

体されてしまうという状態だと思います。やはり研究

者なり研究コミュニティの方がしっかりとハンドリン

グできるプラットフォームを持っていることがすごく

重要なのかなと、お話を伺っていて強く思いました。 

 坊農先生が紹介してくださった ResearchGate なども、

そこに出すものや、やりとりをどうするか、発信をど

うするかということが、坊農先生の意思でかなりハン

ドリングできているようでした。そういったものが、

もう少しコミュニティレベルで、グリーン OA のプラ

ットフォームのようなところでしっかりと持てるよう

になると、コミュニティの再生などにつながるという

理解でよろしいでしょうか。 

 

●引原 はい。ResearchGate もこちらでコントロール

した方がいいと思います。そもそも私がこういう考え

方に至ったのは、ジャーナル問題を何とかしなさいと

いうことで学術研究懇談会（RU11）で海外出張をさ

せていただいたのですけれども、そのときにアメリカ

の大学の幾つかと議論させていただいて、「やはり今

は危機的な状況で、学内でもコミュニティが崩壊しつ

つあり、分野を越えて同じことをやっているのになか

なかコミュニケーションが取れない。この状況は研究

者個人個人がジャーナルの方を向いていることによる。

データあるいはプレプリントの段階でお互いに議論が

できないのは大きな課題だ」ということを何度か聞い

たからです。それはそのとおりだと私も思います。 

 

●池内 ありがとうございます。今後それがどういっ

た基盤になるかは未知数ですが、例えば機関リポジト

リなども期待が持てるところではないかと思います。 

 もう 1 人のモデレーターの山形さんは大学図書館に

所属されています。大学図書館のスタッフとしてのコ

メントを一言頂けますか。 

 

●山形 引原先生が、研究者の皆さんは研究をするこ
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とが本分であって、アーカイバーではないとおっしゃ

っていましたが、まさにそのアーカイバーというのは

図書館の役割の一つでもあると思います。また、機関

リポジトリのこれからの可能性のところでも河合先生

に言及していただいたと思いますので、そういったと

ころでは今後も協力できるのではないか、まだ役割は

あるのではないかと感じています。 

 

●池内 ありがとうございます。本日、大学図書館か

らも多数ご出席いただいていると思いますが、考える

きっかけにしていただければ大変うれしく思います。 

 

限定的資金モデル 
●池内 三つ目の論点は「限定的な資金モデル」です。

私たちにとって頭の痛い APC の問題などがずっとあ

りますが、これに対する出版社からの見解や、機関リ

ポジトリによるプレプリント公開の可能性のお話もあ

りました。森本さんには、「F1000 に関して、論文投

稿の費用についてはお話しいただいたと思いますが、

プラットフォームの費用などについてもお伺いしたい」

という質問が来ています。 

 それでは、まずは河合先生からお願いします。 

 

●河合 例えば契約価格が高騰しているということで

あれば、間接的なアプローチではありますが、コミュ

ニティとして OA を進めていくということもあるかと

思いますし、他の策でもいいと思うのですが、何らか

の策を持ち合わせていることによって、出版社との交

渉も少しは有利に進めていくことができる可能性が出

てくると思います。まずはコミュニティとしてどうし

ていくべきかという大きな方針を明確化することが重

要だと思います。 

 

●池内 ありがとうございました。それでは、森本先

生、お願いします。 

 

●森本 F1000Research の論文投稿の費用については、

Googleで「F1000Research APC」と打っていただくとす

ぐに出てくると思いますが、実は 2020 年 9 月 1 日に料

金の改定がありました。文字数に応じて料金が決まっ

ていたのですが、特にプラン S の新しい指針が出され、

その影響を受けて、現在は、三つの料金形態となって

います。 

 もう 1 点はプラットフォームに関する費用について

のご質問ですが、F1000Research の場合はプラットフ

ォームとゲートウェイがあり、ここで大きくイニシャ

ルコストが変わってきます。プラットフォームを作る

場合は、自分たちでルールを作るので、かなり自由度

が高くなり、どういったプラットフォームにしたいの

かということを反映することができます。その分、少

しお高いというわけです。ゲートウェイについては、

筑波大学ゲートウェイの場合は F1000Research のプラ

ットフォームにぶら下がっている状況なので、

F1000Research のプラットフォームのルールに従いま

す。そこにゲートウェイというものを付けて、今回、

初めての試みで、日本語も投稿可能なゲートウェイに

構築しました。ランニングコストとしては、保守・メ

ンテナンス費用が 1 年ごとにかかってきます。 

 

●池内 詳細なご説明をありがとうございました。 

 次に、ブーケさんへの質問です。これはすごくスト

レートな質問で、「プレプリントは結局 APC から出て

いるんじゃないの？」というのは皆さん考えられると

ころかと思いますが、率直なところをお聞かせいただ

ければと思います。 

 

●ブーケ 大変面白い質問です。つぶれたプレプリン

トサーバーはまだ存在していませんが、大体コミュニ

ティのサービスとして維持されているので、大手の出

版社も少しずつプレプリントサーバーに興味を持ち始

めています。F1000 は大変面白いモデルだと思います。

科学ジャーナルとプレプリントサーバーのハイブリッ

ドで、プレプリントのみをホスティングするのは無料

ですが、ピアレビューの査読サービスと論文を改善す
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るサービスがあれば APC がかかってしまいます。こ

のモデルは増えると思います。それである程度のコス

トを支持できますし、プレプリントサーバーがずっと

継続できる保証になります。 

 科学出版社は、過去に出版された論文のレコードの

アーカイブを保存する約束を守ることが必要です。例

えば学会と契約するとき、学会誌を出版するときは、

必ず Portico のようなサービスで、もし出版社がつぶ

れた場合、Portico の Web サイトでそのコンテンツを

永遠に保存するので、そのコストがあります。科学論

文の数は毎年どんどん増えているので、確かにそれを

保存するメンテナンスのコストは毎年増えています。 

 これからプレプリントサーバーでも同じような問題

が発生すると思います。プレプリントを出してもジャ

ーナルの記事が出てくるのだから、プレプリントがな

くなってもいいのではないかと思われる人もいますが、

プレゼンで言ったように、リジェクトされてもアクセ

プトされてもプレプリントは残ります。それは、自分

が最初にこの結果を出したという証拠としてずっと残

るべきだと思います。ですから、これからプレプリン

トサーバーもずっと保存するコストは発生するので、

何か経済的なモデルを作らないといけません。慈善で

維持するか、政府が維持するか、コミュニティが維持

するか、APCの形で投稿するときに少額のお金を払う

か、どれがいいか分かりませんが、確かに価値がある

サービスを継続的に続けるようなサポートが必要にな

ると思います。 

 

●池内 プレプリントの長期保存のコストに関する議

論はまだ十分に行われていないように思います。新た

な論点が出てきたということで、また将来の SPARC

のネタが一つできたかなという気がします。そのコス

トを誰が負担するのか、誰が持っていくのか。Portico

の話が出ましたが、ああいったバックアップも必要な

のかということも含めて、SPARCのようなさまざまな

ステークホルダーがいる場で長期的に考えていく必要

がある課題が出されたと思います。ありがとうござい

ました。 

 続きまして、坊農先生、お願いします。 

 

●坊農 私ども生命科学の研究者は、やはり自分たち

で取ってきた競争的資金で APC を賄わないと論文は

出せないと皆さん思っています。プレプリントは、今

のところ bioRxiv は無料なので、そこに出そうという

流れになっていて、もっと利用が進むかと思ったらそ

うでもないというのが今の私の印象です。やはりそこ

は評価軸が変わっていかないとなかなか変わらず、そ

ういうものは急には日本では変わらないのだなと痛感

している段階です。 

 

●池内 意外にもお金の面やコストの面だけではドラ

イブしないというか、プレプリントへの投稿があまり

促されていないというところかと思います。一方で、

坊農先生の講演にもあったように、論文として出版さ

れないものであってもプレプリントとしてずっと残っ

ていくものも確かにあり、それがプレプリントサーバ

ーに割とみんなに見える形、検索もされる形で残ると

いうことは、もう少し広めていきたいとも思いました。

ありがとうございました。 

 それでは、引原先生、お願いします。 

 

●引原 難しい問題です。arXiv.org 自身が最近では大

手ユーザーの国や地域でシェアしてお金を払うという

モデルに切り替わっていますが、やはり National Sci-

ence Foundation（NSF）やゲイツ財団などのサポート

部隊があって何とか慈善で成り立っている部分と、フ

ァンドで成り立っている部分があります。それを利用

者が一部負担するというのは正しいと思いますが、そ

の価値を皆さんが認める方向の試みが少ないとは思い

ます。ですから、受益者負担にすると、多分、尻すぼ

みになってしまいます。その価値を認めて、それによ

って他のプレプリントが生きてくるということもある

と思うので、そういう動きをしないといけないのでは

ないかと思います。 
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●池内 これも長期的な課題ということで受け止めま

した。今後 SPARC Japan セミナーで 2 年後、3 年後、

10 年後に議論するときに、どのような展開になって

いるのだろうと考えました。ありがとうございました。 

 

学術雑誌ベースの評価という偏狭な視点 
●池内 四つ目の論点は「学術雑誌ベースの評価とい

う偏狭な視点」です。これは評価の話で、皆さんの講

演の中にもいろいろと出てきました。従来型のインパ

クトファクターや学術雑誌ベースの評価だけではない

新しい評価が必要だということはずっといわれていた

のですが、ここに対して、プレプリントあるいは iMD

のような評価指標がどのような役割を果たせるかにつ

いてご意見を伺いたいと思います。河合先生からお願

いします。 

 

●河合 まず出版の形態などに関してですが、発表で

示したように、自由度の高い公開が可能であれば、研

究者の意思に反して出版の形態が制約されるというこ

とは減ってくると思います。また、インパクトファク

ターは当然説得力のある指標だと思いますが、先ほど

坊農先生が紹介してくださったように、閲覧回数、ダ

ウンロード回数、SNS 上での言及回数など、指標に関

しては現時点で既にかなり多様化してきているという

認識があります。 

 

●池内 ありがとうございました。 

 続いて、「そうはいっても、やはり研究者は有名な

ジャーナルに掲載されることに価値を置かれているか

と思うのですが、この辺について、筑波の研究者の

方々からは何か反響はあるでしょうか」という質問が

来ています。森本さん、お願いします。 

 

●森本 若手の先生、人社系の先生、理工系の先生と、

大きく三つに分けられると思います。理工系の先生、

特にベテランの先生は、もう静観者で、「いいのがで

きたね」「そうなんだ」という意見を頂いています。

人社系の先生については、ドイツ語で書いている先生

やフランス語で書いている先生などいろいろいらっし

ゃって、中には『源氏物語』の研究をしている先生が

古語を交えながらというものもあります。要するに、

どの言語で自分の研究を発信するべきかということは、

その研究者が一番よく分かっているのです。つまり、

どのコミュニティに一番読んでほしいのかということ

です。その言語で書くことが、自分の研究をどんどん

尖らせていく。そのコミュニティでどんどん議論して

いきたいということでその言語を選択されているので、

そういう先生たちに「先生、やはり英語で書いてくだ

さい」というのはなかなか難しいところがあります。 

 筑波大学ゲートウェイはまだ日本語だけですが、と

はいえ世界大学ランキングでは Scopus が採用されて

います。そういった世界的なコミュニティが使ってい

るデータベースに自分の論文が収録されること、英語

で書かなくても収録されることについては大変興味を

持っていただいています。幸い、その投稿料を補助す

るプログラムもあります。人社系の先生からはかなり

ご質問も頂き、反響も大きかったので、人社系の教員

を対象に説明会を実施したりもしました。 

 最後に、非常に面白い意見が若手の先生から出てい

ます。任期付きの助教や、テニュアトラックに乗って

いる助教の先生、助教はほとんどそういうことなので

すけれども、やはり従来の雑誌ですと、査読期間が半

年、長いもので 2 年ぐらいかかるときがあるのですが、

その間に自分の研究室を移動することは多々あります。

そのときに、レビュアーから再実験するように言われ

て、もう研究室を移動してしまったので、とてもでは

ないけれども再現実験できない。では、その論文はお

蔵入りになるのかということになる。そういう論文が

既に 2、3 本ありますということでした。そういう意

味では、筑波大学のゲートウェイは、査読は、出版さ

れてから始まるのです。最初は awaiting peer review と

いう状況で公開され、そこで査読が始まるので、早く

出版（printed、published）されているという状況にな

り、2 年近くも公開されないということは避けられま
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す。ですので、若手の先生は結構興味があるのではな

いかという話を伺っています。 

 

●池内 ありがとうございます。もう 1 件、質問が来

ています。「iMD を筑波大学のゲートウェイに適用し

た場合、どうしても筑波大学の先生方に偏るのではな

いか。そうすると比較的数値が低くなってしまうので

すが、研究者にとってアドバンテージになるのですか」

というご質問です。 

 

● 森 本  筑 波 大 学 ゲ ー ト ウ ェ イ は 、 親 分 が

F1000Research プラットフォームなので、多様性はか

なり高くなります。従って、筑波大学ゲートウェイに

出したからといって、いつも自分が投稿している雑誌

よりも iMD が低く出るような雑誌に投稿するという

ことにはなりにくいと思います。 

 

●池内 ここは何か誤解を生みそうな点でもあると思

ったので、質問していただけてとてもよかったです。

どうもありがとうございました。もし他にも一言あり

ましたらお願いします。 

 

● 森 本  学 内 で は 、 従 来 の ジ ャ ー ナ ル と

F1000Research、つまり筑波大学ゲートウェイを、ブテ

ィックとコンテンツに例えています。ブティックに行

くと、いろいろなメーカーの服や靴が置いてあります。

つまり、そこの店にどの商品を並べるかという目利き

の方がいらっしゃるのです。どの論文を掲載すべきか

という目利きの人がいるのが従来のジャーナルです。

一方、筑波大学ゲートウェイや F1000Research は、ど

の論文でも掲載するので、楽天のような感じで、あま

たある商品の中から自分でいいものをチョイスするよ

うになっているのではないかと思っていました。しか

し、よくよく考えると、最近 Amazon's Choice みたい

なものが出てきて、新しい指標が出てきたのは確かな

ので、筑波大学ゲートウェイも盛り上がってくると、

そういうチョイスが出てくるかもしれないと思ってい

ます。 

 

●池内 大変面白いお話をありがとうございました。 

 それでは、ブーケさん、お願いします。 

 

●ブーケ この質問の基本的な意味は、プレプリント

とピアレビュー・ジャーナルがどのように違うかとい

うことだと思いますが、論文を書く人の立場と読者の

立場では、意味が若干違うと思います。論文を書く研

究者にとってピアレビューのジャーナルの役割は、一

つ目は「最初にこの研究をしました」という報告をす

ることです。それはとても大事です。二つ目は研究結

果の公開です。査読のプロセスが終わった後で初めて

ジャーナルに公開するので、レビューのスピードはと

ても大事です。三つ目は認知度とビジビリティです。

ジャーナルで出版すれば、自分の研究が認知されて、

他の研究者に認められるということです。これらの三

つの役割があります。 

 プレプリントの特徴を見ますと、この三つの役割は、

ある程度は達成できると思います。例えば、最初に研

究を報告するということはジャーナルより早くできま

す。そして、成果をジャーナルより迅速に公開できま

す。また、成果に対して早い段階で早期に認知度と可

視性が提供できます。それから、より早くフィードバ

ックできます。従って、論文を書く人にはある程度、

プレプリントがその三つの大事な役割を達成できると

思います。 

 では、読者に対してのピアレビューのジャーナルの

役割は何かというと、クオリティとインパクトの決定

です。クオリティについては、実験をきちんと行った、

メソッドは再現性がある、データはみんな見られるな

ど、基本的な正しさを査読のプロセスでチェックしま

す。私も昔は研究者でしたが、たくさんリジェクトさ

れた経験があります。査読のプロセスは論文とサイエ

ンスの結果を改善するのにとても重要で、査読者のコ

メントをもらわないと、やはり研究は良くなりません。 

 自分が査読者になったときには、そのプロセスで自
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分の経験と知識を著者に伝えられます。正しいかどう

かは大事ですが、いろいろなスタディを見ると、やは

り7割の論文はある程度正しいでしょう。「PLOS ONE」

や「Scientific Reports」のレベルでしたら、インパクト

があってもなくても出版します。しかし、インパクト

を決めるのはとても大事な役割です。確かにジャーナ

ルはたくさんありますが、インパクトによって分けら

れます。例えば「Nature」「Science」「Cell」などイン

パクトの高いジャーナルは、正しくてもインパクトが

なければそのジャーナルに出版しません。ジャーナル

は、コミュニティに対してインパクトがあるかどうか

で出版するかどうかを決めます。 

 インパクトで決めるので、読者は信頼できる研究を

すごく早く見つけることができます。読者の一番貴重

な指標は時間です。時間は限られていて、全部読むこ

とは不可能なので、ジャーナルのインパクトを見ます。

インパクトはインパクトファクターとよく間違えられ

ますが、インパクトファクターはただの popularity、

人気度をメジャーするものです。本当のインパクトは、

社会や研究コミュニティにインパクトがあるかどうか

ということを表すもので、それはジャーナルが決めま

す。そして、そのジャーナルにインパクトがあるもの

が出るので、読者は貴重な時間を使ってそのジャーナ

ルを利用するわけです。 

 今、この二つの役割はプレプリントにはありません。

もしコミュニティがオープンピアレビューなどのコメ

ントの正しさとインパクトをある程度メジャーできる

時代になったら、だんだんジャーナルに近くなると思

います。しかし、今のところはそうでもありません。

なぜ APC のお金がかかるかというと、やはりインパ

クトと正しさをチェックするプロセスがあるからです。

ジャーナルはそのプロセスを管理しています。 

 もう一つ言いたいことは、プレプリントは論文の卵

だということです。プレなので、プリントの前の段階

です。プレプリントサーバーのようなところで、ジャ

ーナルで絶対に出版しないものが出版できるかという

のが大事な質問です。例えば、negative result や研究の

ノートブックには大事なレコードがありますが、ジャ

ーナルはそういう情報はなかなか出版できません。そ

ういうものは、研究論文のような査読の必要はありま

せん。ただ記録として残したいようなものはプレプリ

ントサーバーの形が非常に適していると思います。 

 

●池内 ジャーナルの評価がある一方で、プレプリン

トやノートブック、失敗事例の共有のようなところも

出てきているということですね。ありがとうございま

した。 

 それでは、坊農先生、お願いします。 

 

●坊農 もしここに公的予算などの審査の基準を作っ

ている方がいたら、ぜひ査読論文だけを評価している

ということを変えていくようなことをしていただきた

いと思います。いつも言っているのですが全然変わら

ないので、そのように変えていってほしいという、そ

れだけです。 

 

●池内 ありがとうございました。 

 それでは、引原先生、お願いします。 

 

●引原 学術雑誌ベースの評価というのは言い方が微

妙なのですが、評価をする側がフェアであり、透明性

があって、誰から見ても一点の曇りもないということ

が認められないと、その評価は正しくないはずです。

しかし、今、例えば雑誌のインパクトファクターには

多くの不正があるのも事実です。それは、エディトリ

アルのフェアネスが確保できていないから、レビュア

ーのフェアネスが確保できていないからです。Scopus

か Web of  Science か分からないですけれども、そうい

うプラットフォームがそのまま放置しています。 

 極端な例ですと、論文誌を収奪して新しい論文誌の

ような顔をして載せてしまったものを放置しています。

これは日本では有名な話で、大学の紀要論文を、名前

だけそのまま使ってサイトを書き換えたというものが

あります。そういうものは、フェアという観点からは
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すぐに処置すべきだと思うのですが、1 年たっても放

置しています。それで本当に評価する側の立場を保て

るのかと思ってしまいます。ですから、インパクトが

ある、あるいは評価があるということを主張するので

あれば、その評価をきちんと管理しないと、それは維

持できないのではないかというのが私の個人的な意見

です。 

 

●池内 ありがとうございました。 

 いろいろな論点が出てきまして、その他の質問まで

は取り上げられず、失礼しました。プレプリント、結

果の早期共有、査読プロセスの透明化といったことも

出てまいりました。今後のプレプリントのテーマとし

て、引き続き SPARC で取り上げていければと思いま

す。 

 最後に山形さんから一言、お願いできますか。 

 

●山形 皆さま、長い時間ありがとうございました。

今回のお話はプレプリントが中心ということで、大学

図書館にはあまり関係ないと感じる方もいらしたかと

思いますが、最後の学術雑誌ベースの評価という部分

にも関係するかもしれませんが、プレプリントが研究

者同士の間でどう評価されるかということだけではな

く、世間からどう評価されるか、あるいは学生や一般

の方がどのように見るのかというのは、図書館員の力

が生かせるところではないかと思います。例えば教

育・啓蒙活動などで関係していくことができるのでは

ないかと感じました。皆さま、本当にありがとうござ

いました。 

 

●池内 それでは、これにてパネルディスカッション

を終了します。どうもありがとうございました。 
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セミナーの企画概要 
 ちょうど 1 年前の SPARC Japan 2019 の中で、「実践 

研究データ管理」というセミナーを開催しました。こ

のセミナーは、単なる理論ではなく、参加者が明日か

らできる研究データ管理をイメージすることを目的と

して開催したものです。その中では、データリポジト

リや図書館の実例、研究データ管理を支援するための

ツール、研究データ管理を担う人材育成の取り組みに

ついて発表が行われました。パネルディスカッション

では、研究データの管理における研究者、研究支援職

員、図書館職員の役割や、役割を超えた全ての関係者

が共有すべき理念やリテラシーについて議論しました。 

 今年はその第 2 弾として、研究データの管理・公開

のための実践知を共有することを目的としてこのセミ

ナーを開催しています。特に今回は、研究データの管

理や公開をこれから始めようとしている方々を応援し

たいと考えています。そして、これを始めるに当たっ

て検討しなければならないことがたくさんあるので、

課題やその対応方法について皆さんと共有したいと思

います。 

 本日は、まず研究データの管理・公開の実例や課題

を知るということで、日本の大学における実例を三上

様から発表していただきます。それから、海外（ヨー

ロッパ）の事例については神谷様からご講演いただき

ます。次に、研究データのリポジトリの評価方法や日

本の現状についての調査実績を安原様からご講演いた

だきます。そして、実際に研究データ管理を行うため

の便利なインフラが既にできています。その代表格と

して、J-STAGE Data について加藤様から、GakuNin 

RDM について込山様からご説明を頂きます。そして

最後にディスカッションという順番で進めたいと思い

ます。 

 

 
  
 

第 3 回 SPARC Japan セミナー2020 

 

 

 

開会挨拶 / 概要説明 
 

 
八塚 茂 

（バイオサイエンスデータベースセンター） 

 
八塚 茂 
国立研究開発法人科学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンター研究員。システムエン

ジニア等を経て、2015年10月より現職。生命科学データのリポジトリ運営に従事。研究データ利活

用協議会（RDUF）傘下のジャパン･データリポジトリ･ネットワーク（JDARN）代表、2020年度SPARC 

Japanセミナー企画ワーキングメンバー。 
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はじめに 
 本日の話の内容は三つに分かれています。まず、J-

STAGE Data 導入の背景として、データ共有が広まっ

てきている状況についてお話しします。続いて、J-

STAGE Data の概要として、データの登載から公開ま

での流れ等について紹介します。最後に、現在までパ

イロット運用を行っていますので、その取り組みと結

果について紹介します。 

 

J-STAGE Data 導入の背景 
 研究データ公開が必要とされる背景には、オープン

サイエンスやビッグデータを活用したデータ駆動型研

究の潮流があると考えています。データの共有、利活

用による新たな価値を創造する取り組みが期待されて

います。 

 その一例として、欧州におけるオープンサイエンス

の対応状況について 2019 年に調査を行いました（図

1）。32 カ国のポリシーを確認したところ、オープン

サイエンスに関するポリシーがある国が 2017 年には

12 カ国だったのが、2019 年には 18 カ国に増えていま

す。このうち、データに関するポリシーがある国は、

2017 年の 12 カ国に対し、2019 年には 15 カ国に増え

ています。 

 また、研究の不正防止や透明性担保のために、多く

の大学や研究機関、研究資金助成機関等が、データの

管理・公開に係る方針を策定しています。図 2 は、ア

メリカやヨーロッパ、アジアの代表的な助成機関の対

応状況についてまとめた表（2019 年時点）です。10

（図 1） 

OS・OAに対する欧州諸国の対応状況

2017年3月 2019 年8月

ポリシーの有無 12/32 18/32

オープンサイエンス・オープンデータについてのポリシーの有無

（欧州の32か国：うち非EU４か国）

うち、データ、サンプル、ソフトウェアに対するポリシーの有無

2017年3月 2019 年8月

ポリシーの有無 12/32 15/32

参考文献：SPARC Europe’s Annual Report (2019)
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データリポジトリ J-STAGE Data でのデータ公開 
 

 
加藤 斉史 

（国立研究開発法人科学技術振興機構） 

 講演要旨 

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）は J-STAGE 利用者を対象とするデータリポジトリ J-STAGE Dataのパイロット運用

を令和 2 年 3月より開始し、令和 3 年 3 月に本格運用に移行する予定である。J-STAGE Dadaサービス概要およびパイロット運

用状況について紹介する。 

加藤 斉史 
教育サービス会社でeラーニング教材の開発業務に従事した後、2000年に科学技術振興事業団に入

職。現在、科学技術振興機構情報基盤事業部にて、J-STAGEおよびJ-STAGE Dataの運営業務に従

事。 
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機関がオープンアクセスやデータ管理計画について義

務化しており、進んできていることが見て取れます。

データシェアリングについては、義務化 4 機関、推奨

5 機関と、少し強度がばらついています。これは、デ

ータの特性が分野によって異なることなどから、ポリ

シーの強度がばらついたのではないかと考えています。

このように、データ共有についてもポリシーを定める

機関が増えてきています。 

 次に、データの公開や共有に関するポリシーの整備

がジャーナルでも進展していることについて紹介しま

す。図 3 は、学術雑誌 220 誌に対してデータ共有ポリ

シーの強度の調査を行ったものです。左が 2014 年、

右が 2019 年で、公開方針について、必須・推奨・受

託・なしを色分けして表示しています。青色がデータ

公開ポリシーなしですが、2014 年から 2019 年になる

と、ほとんどの分野においてデータポリシーなしが減

ってきていることが見て取れます。 

 以上のように、研究者が研究成果論文を発表する際、

その根拠となるデータ公開を求められる場面が多くな

っています。 

 このような状況を受けて、J-STAGE Data を立ち上

げ、J-STAGE の登載記事に関連するデータを登載・

公開するデータリポジトリを提供することにしました。

その方針としては、全てオープンアクセスで公開し、

登載データには DOI を付与するという規格にしまし

た。 

 

J-STAGE Data の概要 
 J-STAGE Data は 2020 年 3 月にリリースし、現在は

パイロットジャーナルによる試行運用を行っています。

登載できるデータは、研究成果論文の根拠となった研

究データや、その記事を補足する図表等のデータです。

機能としては、J-STAGE 登載の記事との相互リンク、

他のデータベースからのアクセス、Google Dataset 

Search や Dimensions からの検索が可能です。 

 また、J-STAGE Data を立ち上げるに当たり、推奨

するデータポリシーを策定しました（図 4）。簡単に

言うと、研究データや研究データに付与される情報

（DOI、メタデータ等）の取り扱いに関する基本方針

です。もう少し具体的に言うと、J-STAGE Data への

登載対象とする研究データや、その研究データの公

開・非公開の考え方、公開のポリシー、公開する研究

データや作成するメタデータの形式などをポリシーの

中で定めています。このポリシーを定めるに当たって（図 2） 

オープンアクセス・データシェアリングの状況

オープンアクセス データ管理計画 データシェアリング

義務化 10 10 4

推奨 4 1 5

不明 3 6 8

主な国の代表的助成機関での対応状況 2019年

日本（JSPS,AMED,NEDO,JST）、米国（NSF,NIH,DOE, Bill & Melinda Gates Foundation）、欧州（EU, DFG, 
ANR）英国（ The Wellcome Trust）、アジア（NRF Singapore, A*STAR,NRF 韓国,NSFC）

（図 3） 

研究データの公開に関するジャーナル方針

 学術雑誌によるデータ共有ポリシーの強度の調査
 公開方針の掲載率及び要求の度合いは、2014年から2019
年にて大きく増加した。

2014年 2019年
データ公開ポリシーの強度

「学術雑誌のデータ公開ポリシーの変遷：2014年と2019年の比較」Ikeuchi et al.（2019）
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.10025330.v1

（図 4） 

データポリシー

 J-STAGE Dataにて研究データを登載し公開する発行機関向けにJ-STAGE Dataデータポ
リシーを策定している。

 J-STAGE Dataデータポリシーでは研究データおよび研究データに付与される情報（DOI
、メタデータ、リンク）の取り扱いに関する基本方針を示している。

 具体的には、登載対象とする研究データ、研究データの公開・非公開の考え方、公開
のポリシー、公開する研究データや作成するメタデータの形式等など。

 RDUFで定める「研究データの公開・利用条件表示ガイドライン」を参考にした。
“研究データの公開・利用条件表示ガイドライン ver.1.0”. 研究データ利活用協議会（
RDUF）研究データライセンス小委員会, 2019, 32p.
https://doi.org/10.11502/rduf_license_guideline

 発行機関に即した具体的なデータの公開・管理ポリシーは発行機関自身で策定する
必要がある。
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は、研究データ利活用協議会（RDUF）の定める「研

究データの公開・利用条件表示ガイドライン」を参考

にしています。なお、発行機関に即した具体的なデー

タの公開・管理ポリシーは発行機関自身が策定する必

要があります。 

 今、発行機関という用語を使いましたが、少し分か

りづらいと思うので、データポリシーの中で書かれて

いる状況を整理した図をお示しします（図 5）。デー

タポリシーの適用範囲は、発行機関が J-STAGE Data

に登載し、公開した研究データとなっています。この

定義は詳しく紹介しませんが、発行機関が研究データ

を J-STAGE Data に登載することは少し後のフローに

も出てくるので、頭に入れていただければと思います。 

 J-STAGE Data への登載対象となる研究データは、J-

STAGE で公開されている、または公開予定の記事・

論文にひもづくデータ、すなわち論文記事の根拠とな

ったデータ、あるいは研究の実施過程で得られた情報

および関連情報（表、図、音声・動画、ソフトウエア、

プロトコル、その他ポスターセッションやプレゼンテ

ーションの資料など）です。 

 公開・非公開については、著者および発行機関が判

断して決定することとしていますが、その判断の際に

留意すべきデータ公開への制約があります。研究デー

タに含まれる内容（機密性、プライバシー等）や、研

究当事者の要望等によって、データ公開に制約が生じ

る場合があります。例えば分野・研究コミュニティな

どの慣習で公開制限が一般的な場合や、個人情報を含

む場合、国家安全保障等に係る場合、共同研究契約等

の契約による制限がある場合、所属機関や研究助成機

関などによりポリシーが定められている場合などが関

わることがあるので、このようなところに留意しなが

らデータ公開をしていただくことになります。 

 なお、これらの制約の中には、データに適切な処理

（個人情報の匿名化処理）を施すことや、一定期間が

過ぎるとデータを公開することができる場合もありま

す。 

 公開のポリシーとしては、原則としてエンバーゴ期

間を設定することは推奨していませんが、何かの事情

でやむを得えない場合は、研究データに一定期間非表

示にするためのエンバーゴ期間を設定することができ

ます。エンバーゴ期間中はメタデータのみが表示され

ます。推奨では、エンバーゴ期間は 12 カ月以内とし

ています。 

 さらに、研究データを公開しない場合でも、研究デ

ータの内容の詳細（データ収集方法やデータの性質、

精度等）や問い合わせ先をメタデータに記述してメタ

データのみ公開することができます。これは、データ

が存在したことを証跡として残すことで、将来の研究

活動を支えることができると考えているからです。 

 公開する研究データについては、できるだけ再利用

可能なように、特定のアプリケーションに依存しない

形式（例：PDF より xls 形式、xls 形式より csv 形式）、

あるいは研究コミュニティの中で標準化されたものが

あればそれにのっとることで、相互運用性が高まると

考えていただければと思います。作成するメタデータ

については、データの収集方法やデータの性質等、研

究データの内容をできるだけ詳細に記述していただけ

ればと思います。これも、語彙等について標準化され

たものがあれば、それに従うのがよいと考えています。 

 続いて、研究データの公開のワークフローについて

説明します。図 6 の一番左は、J-STAGE に論文を投稿

してから公開に至るまでの線です。ジャーナルを発行

する機関が原稿を受け付けて、査読・編集した上で J-

STAGE への登載作業を行います。図の右側は、研究
（図 5） 

データポリシーの適用

研究データ 登載・公開

データリポジトリ
発行機関

本ポリシーは発行機関がJ-STAGE Dataに登載し公開した研究データ
に適用

データポリシー 3.
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データを登載していく流れです。矢印が 2 本あるのは、

2 パターンあると考えているからです。左側の青い線

は、著者が記事とセットで投稿し、発行機関が登載す

るという流れです。こちらは著者が発行機関に研究デ

ータを渡し、発行機関が査読・編集を行った上で、J-

STAGE Data への登載から公開まで行うものです。右

側の青い線は、著者が J-STAGE Data へ投稿し、その

上で発行機関が査読して公開作業を行うという流れで

す。このように、研究データの公開には大きく分けて

二つのパターンがあると考えています。 

 実際に研究データを登載するときの画面を紹介しま

す。図 7 は登載するデータファイルをアップロードす

るための選択画面です。メタデータ（タイトル、アイ

テムタイプ、著者名等）についてはここで記載します。

ライセンスについては、CC ライセンスを基本として、

記載のものから選択するようになっています。 

 ここまでがデータを登載する機能についての紹介で

す。ここから先は、データを閲覧する画面等の紹介を

していきたいと思います。 

 まず、J-STAGE Data のトップ画面を開くと、幾つ

かの最新の登載情報等がサムネイルと共に表示されま

す。サムネイルをクリックすると、図 8 のようなデー

タ画面にいきます。ダウンロードと書いてあるところ

からデータのファイルをダウンロードします。ダウン

ロードの左にある「Cite」と書いてある赤いボタンを

クリックすると、このデータを引用する際の引用記述

を見ることができます。この中に DOI も記載されて

います。その下にタイトルや著者名、その他メタデー

タ等が表示されています。右側には閲覧数やダウンロ

ード数、被引用数、データに言及している記事へのリ

ンク、キーワード、二次利用ライセンスの情報等が表

示されます。 

 このようなデータ画面と J-STAGE の相互リンクの

状況について説明します。図 9 の左側が J-STAGE の

（図 7） 

研究データ登載画面

ライセンス

J-STAGE Dataへアップロードするデータは、基本
的に二次利用を許可するものとして扱われる。ライ
センスは下記から選択。

CC-0 / CC BY-SA 4.0 / CC BY-NC-ND 4.0 / CC BY-ND 4.0 / 
CC BY-NC 4.0 / CC BY 4.0 / Apache-2.0 / GPL-3.0 / GPL-
2.0 / GPL / MIT / CC BY-NC-SA 4.0

データファイル

データセット、画像、動画等に対応。

発行機関ごと100GB。ファイルサイズの制
限は設けていないが、データ転送速度上
20GBを目安とする。

メタデータ

タイトル、アイテムタイプ、著者名、カテゴ
リー、キーワード、説明、ライセンス、関連
論文（記事）のDOIなど

（図 6） 

研究データ公開のワークフロー

J-STAGE Data
への紐づけ

論文 研究データ

原稿受理
↓

査読
↓

編集
↓

登載

発行機関
記事とセットで投稿し、
発行機関が登載

投稿時に著者が直接登
載し、発行機関が査読

著者

登載から公開まですべて発行機関
で行う

著者がデータ登載、発行機関が公
開作業を行う

著者が記事（論文）とセットでデータを投
稿し、発行機関が査読、編集を経て、J-
STAGE Dataに登載する

投稿時に著者が直接J-STAGE Dataに
登載し、発行機関が査読の上で公開す
る

（図 8） 

データ画面

閲覧数、ダウンロード数、被引用数

データに言及している
記事へのリンク

二次利用ライセンス
の情報

キーワード

著者名

タイトル

データのプレビュー画像

引用記述の表示

ダウンロード

DOI

（図 9） 

記事とデータの相互リンク

・タイトル
・Data Availability 
Statement※

・データの説明

・公開日
・データタイトル
・著者名
等のメタデータ

データ
プレビュー

J-STAGE Dataへのリンクをクリック

※利用可能なデータの所在等
に関する記述

に記事関連データ情報を表示できます へジャンプして
記事関連データを閲覧

J-STAGE上の記事へのリンクをクリック

関連付け
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画面です。J-STAGE の記事情報の真ん中あたりにア

ブストラクトがあり、その下に J-STAGE Data のデー

タ情報が掲載されます。タイトルや、Data Availability 

Statement といって、利用可能なデータの所在等に関

する記述を掲載することができます。また、データの

説明等についてもここに記載可能です。公開日、デー

タタイトル、著者名等のメタデータが表示された後に、

データプレビューも表示されます。 

 J-STAGE Data へのリンクをクリックすると、該当

する J-STAGE Data のデータ画面に飛ぶことができま

す。J-STAGE 上の記事へのリンクはデータ画面の右

側に表示されます。 

 さらに、Google Data Search や Dimensions から J-

STAGE Data にリンクができますが、これらは全ての

データではなく、データ種別によります。 

 

パイロット運用の結果 
 続いて、パイロット運用の結果を紹介します。パイ

ロット運用期間は 2020 年 3 月から始まっており、

2021 年 3 月までを考えています。本格運用に先立ち、

必要となる運用フローや登載ガイドラインの策定、事

業運営等の検討を行うためにパイロット運用を行い、

10 誌程度のパイロット参加を受け付けています。 

 図 10 は現在のパイロット参加状況です。8 誌が参

加しており、既にダウンロード数の増加や、他のデー

タベースでのインデックス等、研究成果発信力の向上

が見られています。ダウンロード数の増加等について

はこの後紹介します。パイロット参加学協会の下、サ

ービス改善を行い、2020 年度内の本格運用開始を予

定しています。 

 パイロット運用期間中に学協会に J-STAGE Data の

説明や参加打診を行ったので、その状況について紹介

します（図 11）。電子付録の利用状況や過去のアンケ

ートから、関心の高いと思われる 102 の学教会に打診

し、話を聞いてもいいという回答を頂いた 32 学協会

に対し、内容説明、参加打診を実施しました。その結

果、「参加」が 7 学協会、「検討する」が 7 学協会、

「不参加」が 18 学協会となりました。「検討する」と

いう学協会については、データ共有の必要性は理解し

ているが、学会内で議論が分かれており、検討に時間

がかかりそうだということです。「不参加」という学

協会からは、学会の査読の負担が大きいという意見が

寄せられました。 

 図 12 のグラフは、登載後のダウンロード数の変化

（図 10） 

パイロット参加状況

• 2020年3月から2021年3月までパイロット運用を実施中、8誌が参加

– デジタルアーカイブ学会誌
– 気象集誌（日本気象学会）
– Biophysics and Physicobiology（日本生物物理学会）
– SOLA（日本気象学会）
– Anthropological Science（日本人類学会）
– 日本森林学会誌
– Electrochemistry（電気化学会）
– Mass Spectrometry（日本質量分析学会）

• 既にダウンロード数の増加、他データベースでのインデックス等、研究成果
発信力の向上に効果が見られている

• パイロット参加学協会の協力の元、サービス改善を行い、2020年度内の本
格運用開始を予定している

（図 12） 
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（図 11） 

学協会への内容説明・参加打診

• 電子付録の利用状況や過去のアンケートより関心の高いと考えられる
102の学協会に打診し、32学協会に対して、内容説明・参加打診を実施。

ヒアリング結果 学協会数

参加 7

検討する 7

不参加 18

合計 32

検討するとした学協会の意見・・・内部で意見が分かれているので議論する
運用可能か確認する

不参加とした学協会の意見・・・・学会の査読の負担が大きい

データ共有の必要性
は理解しつつも、学
会内で議論が必要と
する学会が多い

※今後、4学協会への内容説明・参加打診を予定している。
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を表したものです。電子付録のときと比べて、 J-

STAGE Data に登載するとダウンロード数が増加して

いることが分かると思います。 

 

参考：第 3 回 J-STAGE セミナー 
 2021 年 3 月 1 日に J-STAGE セミナーを行い、「ジャ

ーナルから見た研究データ」と称して、参加学協会の

事例や、国立研究開発法人における研究データの公開

の取り組みなどを紹介する予定です。J-STAGE のイ

ベント情報から申し込みができます。今年度は通年で

研究データについて取り上げています。本日の内容の

補足にもなると思うので、ご覧いただければと思いま

す。 

 

 

 

●八塚 早速、二つ質問を頂いています。一つ目は、

「データを公開する際に、個人情報や機密が含まれた

データについては制約を課すというご説明がありまし

たが、こういった機密等が含まれていて完全公開でき

ないようなものは、研究者が判断するのか、それとも

J-STAGE 側でチェックしていただけるのか、どちら

になるのでしょうか」という質問です。 

 

●加藤 研究者側で判断していただきます。J-STAGE

の登載時に、J-STAGE Data 側でのチェックはかけて

いません。 

 

●八塚 あくまでも研究者側で判断していただく。従

って、その責任も研究者側に課せられるということで

すね。 

 

●加藤 そのとおりです。 

 

●八塚 次の質問です。「メタデータは、あらかじめ

用意されている項目のみ利用できるのでしょうか。あ

るいは、雑誌や学協会別にオリジナルのデータ項目も

用意することが可能なのでしょうか」。 

 

●加藤 設定項目については、こちら側で用意した標

準的なメタデータ項目を使っていただきます。項目を

加えることはできません。 

 

●八塚 あらかじめ用意したメタデータ項目のみとい

うことですか。 

 

●加藤 はい。自由に項目を増やせるということでは

ありません。 

 

●八塚 続いて、「先ほどのご説明の中で、著者、研

究者自身が J-STAGE Data にアップロードできるよう

なフローがありましたが、その中で、例えば論文がリ

ジェクトになったのにデータが載ってしまって具合が

悪いという場合には削除できるのでしょうか」という

質問です。 

 

●加藤 基本的に、著者が直接アップロードした場合

についても、最終的な公開承認はジャーナル側、発行

機関が行うことになっているので、論文がリジェクト

されることが想定されていれば公開しないのではない

かという意味で、起こりにくいケースだと思います。 

（後日注：当日パネルディスカッションで補足しまし

たように、リジェクトの場合、発行機関の中で査読審

査をしている中でリジェクトになっていますので、デ

ータ自体、まだ公開されていません。また、メタデー

タも公開されていない状態ですので、その状況の中で

削除するかどうかは発行機関が決めることができま

す。） 

なお、公開されたデータについては、できるだけ保持

することが望ましいですが、削除になったときについ

てもポリシーの中で取り決めがあり、削除したときに

削除した旨を設けることで、研究データ自体を非公開

扱いにすることはできると記載しています。 
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●八塚 次は、「データファイルのサイズは発行機関

ごとに 100 ギガとありましたが、それを超えたファイ

ルサイズのデータは扱えないのでしょうか」という質

問です。 

 

●加藤 パイロット運用期間中は 100 ギガバイトを目

安として進めています。100 ギガバイトでは少ないと

いう声も学協会から頂いているので、対応を考えてい

きたいと思いますが、現状は 100 ギガバイトとしてい

ます。 

 

●八塚 続いての質問です。「ダウンロード数が変化

したのは、学協会の参加の呼び掛けで皆さんがアクセ

スした、あるいは関係者の皆さんがアクセスしたとい

ったものが含まれていませんか」。最後のグラフのご

説明のところだと思います。 

 

●加藤 それは多分にあると思います。詳しく分析し

ていませんが、初速があったことは否定できません。 

 

●八塚 次に、「既に J-STAGE に掲載されている論文

について、後付けでデータを登録することはできます

か」という質問を頂いています。 

 

●加藤 はい。できます。実績もあるそうです。 

 

●八塚 次は、「論文自体がもし J-STAGE に登録され

ない場合は、データも削除されてしまうのでしょうか」

という質問です。つまり、データと論文を一緒に登録

したけれども、後で論文がリジェクトされてしまった

場合に、データも一緒に消されてしまうのですかとい

う質問です。 

 

●加藤 リジェクトされたら、消されることは消され

ると思いますが、DOI を付与されているので、メタ

データ自体の公開は継続されることになると思います。 

 

●八塚 メタデータは継続するけれども、データ自体

はもうないということですか。 

 

●加藤 はい。非公開と同じような扱いです。データ

自体はないけれども、こういうデータが過去に存在し

たという記載と共にメタデータは残ることになります。 

 

●八塚 次の質問です。「同じ論文の中で、公開可能

なデータと非公開のデータが混在する場合があると思

いますが、非公開データも含めて管理できますか」。 

 

●加藤 はい。できます。それぞれに別個の DOI を

付けられるかどうかという質問でしょうか。 

 

●八塚 そこははっきりしませんが、非公開であって

も DOI は付けられるということですか。 

 

●加藤 はい。そのとおりです。 

 

●八塚 分かりました。 

 次の質問は、「例えば学会や研究会の中で J-STAGE 

Data を使って制限共有することは可能でしょうか」

というものです。 

 

●加藤 制限共有はできません。 

 

●八塚 一般に公開することが前提ということですね。 

 

●加藤 はい。公開となった場合は一般公開です。公

開前の登載の中で、学協会の事務局での確認というこ

とは想定しているので、編集委員会等が見るという使

い方は想定していますが、もう少し大きな集団、例え

ば学会内だけの限定公開はできません。 
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研究データ管理（RDM）サービスとは？ 
 国立情報学研究所（NII）の研究データ管理サービ

スの背景についてお話しする前に、まず研究データ管

理についてお話しします。研究データ管理サービスは、

英語では Research Data Management の頭文字を取って

RDM サービスといいます。RDM は、ある研究プロジ

ェクトにおいて使用された、または生成された情報を

どのように組織化・構造化していくかということを指

す言葉です。 

 そして、「RDM サービス」にも広義と狭義とがあり

ます。広義の RDM サービスに当たるのは、本日のメ

インテーマにもなっているような、研究データのライ

フサイクル（研究データの計画・管理・共有・解析・

公開・検索）の全てのプロセスに関わる業務をサポー

トしていくための IT インフラ、あるいはその研究支

援体制（意思決定、予算、人的リソースの配置、教育

プログラム）の提供です。本講演内においては狭義の

RDM サービスを、研究者が発表前の研究データを管

理・共有することに特化した IT インフラとして紹介

させていただきます。 

 

国立情報学研究所（NII）の学術情報基盤の全

体像 
 今回は、国立情報学研究所をご存じない方もいらっ
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全国規模な研究データ管理サービスの 

提供者視点でのベストプラクティス 
 

 
込山 悠介 

（国立情報学研究所） 

 講演要旨 

研究データを研究者が独自に管理すると、貴重な研究データが研究室で紛失・消失、また気密性の高い研究データが外部に流

失してしまう恐れがあります。また、研究者の所属機関が組織的な研究データ管理を行っていない場合は、研究不正の温床に

なる可能性があります。また、最近では競争的資金による研究プロジェクトでは、データ管理計画に基づく研究データ管理が

要求されていることも増えています。国立情報学研究所では 2021 年から国内の学術機関に向けて、研究データ管理サービス

GakuNin RDMの本運用を開始しました。本発表では、全国規模の研究データ管理サービスの提供者の目線から、実際の研究デ

ータ管理の事例を踏まえて、現実的なベストプラクティスについて述べます。 

込山 悠介 
国立情報学研究所コンテンツ科学研究系助教。博士（農学）。2014年3月、東京大学大学院農学生命

科学研究科博士課程を修了。日本学術振興会特別研究員（DC2）として生物情報工学の研究に従

事。2014年4月、東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター特任研究員としてスーパーコンピ

ュータ運営や生命科学データベース開発のプロジェクトに従事。2016年4月より現職。2017年4月よ

り国立情報学研究所オープンサイエンス基盤研究センターの発足に伴い、研究データ管理サービス

GakuNin RDMの研究開発、運営および国際連携に従事。 
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しゃいますので、弊所の学術基盤サービスを簡単に紹

介します（図 1）。参加者の皆様は図書館に所属して

いる方が多いと思いますので、日本語論文検索の

CiNii や機関リポジトリのサービスである JAIRO Cloud

等はご存じだと思いますが、その他にも NII の事業サ

ービスとしては、全国の都道府県に張り巡らされてい

る学術情報用ネットワークの SINET や、学術認証フ

ェデレーションといって、所属機関の全学共通のログ

インシステムで、さまざまな Web サービスへユーザ

ーがログインして使っていただける認証フェデレーシ

ョンを提供しています。他にも無線 LAN のサービス

である eduroam 等も提供しています。また、RDM サ

ービスとも関連しますが、クラウドサービスに関する

導入支援等を行うサービスも行っています。 

 

RDM サービス提供の背景 
 NII が RDM サービスを作ってきた背景として、

2015 年ごろから政府のオープンサイエンス政策の流

れがあり、その中で研究データ基盤を構築していくこ

とになりました（図 2）。 

 直近では、「統合イノベーション戦略 2019」の中に、

「NII を中心とした研究データ基盤・リポジトリの整

備、研究データの管理・利活用方針」といったことが

盛り込まれています。また、「統合イノベーション戦

略 2020」の中には、NII の研究データ基盤システムを

用いて先進的な研究データ、研究マネジメントを推進

するということが書かれています。それがさらに進み、

内閣府ムーンショット型研究開発制度の運用・評価指

針の中にも、NII の研究データ基盤 NII Research Data 

Cloud (NII RDC) 等を使って先進的な研究データをマ

ネジメントしていく事を推奨するということが盛り込

まれています。NII の GakuNin RDM は、ムーンショ

ット型研究開発制度で先行利用の形で、お使いいただ

いていることもあり、一部、研究代表者の先生方への

説明会等も始まっています。 

 GakuNin RDM は、少し広い視点で見ると検索・公

開・管理の３つの基盤からなる NII RDC のうちの一

部となっています（図 3）。データの公開基盤である

JAIRO Cloud と、データを検索するための基盤である

CiNii Research と連動する形で、公開前の研究過程の

データを取り扱う管理基盤 GakuNin RDM を新たに提

供していく位置づけになります。 

 

（図 1） 
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高性能VPNによるセキュアな通
信環境の提供
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セキュリティ基盤
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（図 2） 

オープンサイエンス時代の
研究データ基盤構築に向けた国内の政策的経緯

• 2015年3月：内閣府「国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会」
報告書

• 2016年1月：政府「第5期科学技術基本計画」
• 2016年2月：文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会学術情報委員会「学術
情報のオープン化の推進について」

• 2016年5月：G7茨木・つくば科学技術大臣会合つくばコミュニケ（共同声明）
• 2016年5月：政府「科学技術イノベーション総合戦略2016」
• 2016年7月：日本学術会議「オープンイノベーションに資するオープンサイエンス
のあり方に関する提言」(提言)

• 2017年6月：政府「科学技術イノベーション総合戦略2017」
• 2018年6月：政府「統合イノベーション戦略」
• 2019年6月：政府「統合イノベーション戦略2019」
• 2020年6月：日本学術会議「オープンサイエンスの深化と推進に向けて」 (提言)

• 2020年7月：政府「統合イノベーション戦略2020」

（図 3） 
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• 機関リポジトリ＋分野別リポジトリやデー
タリポジトリとも連携

• 研究者や所属機関、研究プロジェクトの情
報とも関連付けた知識ベースを形成

• 研究者による発見のプロセスをサポート

長期保存対応ストレージ領域

Cold
Storage

Cold
Storage

Cold
Storage

Hot
Storage

Hot
Storage

Hot
Storage

データ公開基盤

メタデータ集約・管理
知識ベースの構築

成果論文 研究データ

機関向け研究データ管理公開・蓄積管理・保存

検索・利用

非公開 共有 公開
• データ管理基盤における簡便な操作で研究
成果の公開が可能

• 図書館員やデータキュレータによる、メタ
データや公開レベル統計情報などの管理機
能の提供

• データ収集装置や解析用計算機とも連携
• 研究遂行中の研究データなどを共同研究者
間やラボ内で共有・管理

• 組織が提供するストレージに接続した利用
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研究データ管理サービス GakuNin RDM 
 既に GakuNin RDM を実証実験でご利用いただいて

いる機関の方もいらっしゃいますが、改めて説明させ

ていただきます（図 4）。研究データライフサイクル

における研究計画の段階から、データを収集し、デー

タ分析等を行い、論文を書いてパブリッシュする研究

者の日常を支える基盤で、Web ブラウザ上で研究デー

タを保存・管理することができるようになっています。

2021 年 4 月からは 24 時間 365 日の運用体制で全国の

学術機関に提供していく予定になっています。2021

年 2 月現在、夜間帯はありませんが 365 日の有人の運

用体制を取っています。 

 GakuNin RDM については、研究を推進していくた

めの機能と、研究公正（研究不正の防止）という二つ

の大きな柱で研究データ基盤を構築してきました（図

5）。ターゲットはもちろん研究者が主役ですが、それ

と同じくらい研究機関にとっても重要な機能を盛り込

んできました。開発黎明期は、米国の Center for Open 

Science が開発した Open Science Framework（OSF）を

ベースに国内の需要を盛り込んで機能拡張を行ってい

ました。初期は本当に国内では私のコンピューターの

中だけで動いていたようなときもありましたが、2017

年 4 月にはオープンサイエンス基盤研究センターが発

足し、本格的な開発がスタートしました。2019 年 4

月から約 1 年半の実証実験を全国で実施し、この

2021 年 2 月 15 日から本運用サービスの提供を開始し

ました。 

 

GakuNin RDM の機能 
 GakuNin RDM では、所属機関が学術認証フェデレ

ーション（学認）に参加していれば、いつも利用され

ているアカウントでログインすると、利用機関同士で

あれば、すぐに機関を超えてデータの共有（制限共有、

限定共有）を開始することができます（図 6）。もち

ろん研究者 1 人のワークスペースとしてもご利用いた

だけます。そういった基本的なデータ保存という機能

があります。しかし、それだけでは研究データ管理の

サービスとは言えないので、研究者が普段使うソース

コードを保存するリポジトリや、引用文献を入れるよ

うな追加機能、さらに、研究プロジェクト等でより大

容量のクラウドストレージを連携できる機能を持って

います。他にも基本機能として、システム中に保存し

たファイルに対して研究証跡の保存機能が働き、NII
（図 4） 

研究データ管理サービスGakuNin RDM

GakuNin RDM（GRDM）は、国立情報学研究所（NII）で運用している
研究データ基盤NII Research Cloudの一部で、研究中のクローズド（非公
開、制限共有）なデータを取り扱う事に特化した研究データ管理サービ
ス。2021年4月からは24/365運用体制でRDMサービスを全国の学術機関
に提供。NIIの他の研究データ基盤とも連携予定。

（図 5） 
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GakuNin RDMのサービス・ヴィジョン

データ管理計画 (DMP) 作成【機密性2・完全性2】

ストレージ、デスクトップ連携【可用性2・完全性2】

Wikiの実験ノート化【機密性2・可用性2・完全性2】

研究プロジェクト管理【機密性2・可用性2・完全性2】

データセットのメタデータ付与【可用性2・完全性2】

バックアップ【可用性2・完全性2】

データ一元管理【完全性2】

研究証跡の保存【完全性2】

研究不正防止

研究証跡保存【機密性2・可用性2・完全性2】

データアーカイブ【完全性2】

第三者認証【可用性2・機密性2・完全性2】

暗号化【機密性2】

メタデータ互換【完全性2】

10年保存対応【可用性2・機密性2・完全性2】

著作権、ライセンス管理【完全性2】

RDM基盤構築

RDMサービス（ワークフロー）【機密性2・可用性2・完全性2】

（図 6） 

GakuNin RDMサービス機能概要
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機関の管理者による組織内の
RDMサービスのカスタマイズ
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以外の時刻認証事業者（第三者機関）のタイムスタン

プによって特定時刻のファイル存在を証明するという

機能が動作しています。また、機関のシステム管理者

に向けて、機関内での RDM サービス提供を実施しや

すくするための機能を充実させるような開発もおこな

ってきました。 

 GakuNin RDM のログイン画面に行くとプルダウン

メニューに参加機関のリストが並んでいます。自機関

の名称を選択すると、自機関で普段使っている認証シ

ステムを経由し、ダッシュボードにログインできると

いう仕組みになっています。また、研究室内や共同研

究者間での階層的な研究プロジェクトの研究データ管

理も行えるようになっています。階層自体は無制限に

作ることができるので、うまく活用すると、より大規

模な研究プロジェクトでも使っていただけると考えて

います。 

 さらに、図 7 のように、さまざまな研究ツールや外

部のクラウドストレージにも接続することができます。

右側の図は極端な例ですが、一つの研究プロジェクト

で十数種のクラウドを連携させて使うといったことも

可能です。 

 それから、研究データの証跡管理を行うことができ

ます。一度システム中にファイルをアップロードして、

もしシステムの裏側でファイルが削除されたり、書き

換えられたりすることがあった場合は、それを検出す

る機構が入っています。それにより、プロジェクトを

管理する研究主宰者は、プロジェクトに所属する研究

者の研究データへの不正操作を検知できることで、研

究不正を抑止することができます。 

 機関のシステム管理者へ向けて開発した機能として、

GakuNin RDM には機関がお持ちのストレージを接続

して利用していただける機能もあります（図 8）。機

関がエンタープライズ契約している商業用のクラウド

サービスや、機関の中にストレージサーバーをお持ち

であれば、GakuNin RDM へ接続して使っていいただ

くことができます。もちろん、GakuNin RDM をご契

約いただくと、標準ストレージ（NII ストレージ）と

して、利用開始直後から使用可能な領域も一定容量あ

ります。加えて、ストレージを準備していただく必要

がありますが、機関ごとまたは、プロジェクトあるい

は部局単位で切り分けてストレージを設定したいとい

う要望にもお応えできる形になっています。 

 ここで簡単に、RDM サービスのおすすめの構成を

大学の規模別に紹介します（図 9）。実証実験の段階

では大規模大学と中規模大学の事例が多かったのです

が、大規模大学は、想定される取り扱い研究データが

大きい分野・部局があり、あるいは部局ごとの自治が

あり、全学的なシステム統一が困難、あるいは外部と

の大規模な共同研究のプロジェクトが多いという場合

には、標準的に準備されているストレージと拡張スト

レージの併用を検討されているところが多かったです。 

 中規模な大学では、全部局で統一した RDM サービ

スが導入可能、あるいは地域の研究所や企業との共同

研究プロジェクトがあるということで、学内にサーバ

（図 7） 

GakuNin RDMとクラウドストレージや
外部ツールとの連携で研究を促進

GRDMでは、NII提供分のストレージ以外にも、機関側で契約、所有して
いるパブリッククラウド、プライベートクラウドのストレージをAPIで
接続して利用可能。

（図 8） 

機関ストレージへの接続
研究データ管理サービス

機関ストレージ

パブリッククラウド
（プロバイダーDC）

プライベートクラウド
（オンプレミス環境）

WebアプリはNIIが提供

機関毎に準備

拡張ストレージ

・機関のシステム管理者がいずれかのオブジェクトストレージ
を学内の標準ストレージとして１種類指定
・プロジェクト開始時に自動的にストレージをマウント
・NIIストレージは併用不可

パブリッククラウド
（プロバイダーDC）

プライベートクラウド
（オンプレミス環境）

S3互換

拡張ストレージは併用可能

S3互換

機関毎に準備

（機関のシステム管理者向け機能）

標準ストレージ
（NIIストレージ）

利用開始直後から利用可

機関のシステム管理者が設定すれば全学で利用可

ユーザ自身で設定すれば利用可能
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ーがあるストレージを接続して、標準ストレージと置

換えて使っている事例がみられました。それだけでは

不十分ということで、さらに外部機関とも連携するた

めのストレージを拡張ストレージへ割り当てていると

いう事例もあります。 

 小規模な大学では、情報科の教員や情報システム部

門の職員が学内 IT システムの面倒を見ている場合が

あります。そのような場合に、標準ストレージだけを

使うのであれば、ご契約いただいた直後から全学的な

RDM サービスをご利用いただけます。 

 機関ストレージの具体的な例をお示しします。図

10 は、GakuNin RDM の裏側に、機関で利用する契約

をしている Dropbox Business のストレージを割り当て

た図ですが、例えば既に学内で使われているデータ共

有のストレージがある場合は、そのデスクトップクラ

イアントと RDM をうまく連動させて、なおかつ研究

証跡機能も働くということを一部のクラウドストレー

ジでは実現しています。これを使うと、エンドユーザ

ーにとっては、何も考えずに普段の Windows や Mac

でファイル管理を行えば、それが自動的にクラウドに

同期されると同時に研究データ管理が行われます。 

 また、システム中に保存されたデータで、かつ自分

にアクセス権があるデータのみの検索も実現していま

す（図 11）。システム中に入ったファイルに関して、

ファイル名やアノテーション、ディスカッションのコ

メント、ID を検索できる機能も拡張しています。 

 また、留学生や海外の研究者も含めて利用したいと

いうことで、ユーザインタフェースやメッセージは日

本語と英語に対応しています。Web ブラウザの言語設

定を切り替えれば、それだけで言語が切り替わるとい

う仕様になっています。 

 GakuNin RDM は、2021 年 2 月 15 日から本運用でサ

ービスを提供しています（図 12）。プレスリリースと

同時に利用申請の Web サイトもオープンしました。

機関のシステム導入の担当者様にお申し込みいただく

ことになっています。現在既にお申し込みの受付が始

まっています。これまで先行利用していただいていた

機関につきましては、データ移行することなくそのま

まご利用いただけます。冒頭でも申し上げましたが、

4 月から 24 時間 365 日のフルスペックでの有人オペ

レーションを始めていくということで、2020 年度内

はその準備として、夜間を除く 365 日の有人オペレー

ション体制を取っています。 
（図 9） 

RDMサービスのおすすめ構成（規模別）
• 小規模大学
• 想定される取り扱い研究
データが小さい分野・部局

• 大規模な研究プロジェクト
が少ない

• 標準ストレージのみの利用

• 中規模大学
• 全部局で統一的なRDMサー
ビスの導入が可能

• 地域の研究所や企業との共
同研究プロジェクト有り

• 機関ストレージと拡張スト
レージの併用

• 大規模大学
• 想定される取り扱い研究
データが大きい分野・部局

• 部局毎の自治が有り、全学
的なシステム統一が困難

• 外部との大規模な共同研究
プロジェクトが多い

• 標準ストレージと拡張スト
レージの併用

（図 10） 

機関ストレージ機能の例

GakuNin RDM
対象ストレージの

デスクトップクライアント 対象ストレージファイル
同期

証跡管理機能同期

ファイル
同期

対象ストレージのWebUIおよびデスクトップクライアント
を利用した場合にもGakuNin RDMの証跡管理機能が有効に

（図 11） 

検索インタフェースのリニューアル

利用ユーザがアクセス権限のあるファイルとプロジェクトのみが検
索できるプライベート検索です。
プロジェクト、ファイルのコメントも検索対象に追加しました。
検索結果のソート機能を追加しました。
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 当面は、アプリケーションの利用料は無料としてい

ます。また、大学からご要望が多い NII クラウド導入

支援サービスのクラウドチェックリストにも、サービ

ス開始と同時に掲載させていただきました。ポリシー

面の詳細につきましてはクラウドチェックリストを参

照していただけます。2021 年度はサービス運営とし

て ISO27001（ISMS: 情報セキュリティマネジメント

システム）の認証取得を進めていく予定です。 

 

GakuNin RDM の利用事例 
 ここから GakuNin RDM のユースケースの説明に移

ります。昨年度、この SPARC Japan セミナーに登壇さ

せていただいた際、GakuNin RDM の実証実験では利

用機関数は 18 機関でしたが、現在では 22 機関に増え

ています。最近ではムーンショット型研究開発制度の

採択大学のプロジェクトマネージャー（領域代表）か

らもお問い合わせが来ています。また、これまでは国

立大学が中心でしたが、私立大学や NPO も参加して

いただいており、学術機関の規模や種別も多様化して

います。 

 利用事例を紹介します。一つ目は、東京大学定量生

命科学研究所（IQB: Institute for Quantitative Biosciences）

と共同で開発している研究公正管理システム（IQB-

RIMS）です（図 13）。これは、生命科学分野の論文に

含まれている画像を、部局に所属する全ての研究者の

論文を対象として出版前に倫理部門でチェックしたい

というユーザーシナリオがありました。これまでは、

メールベースのやりとりをされていて、スプレッドシ

ートでデータを管理しリマインドもメールで行い、論

文中の画像データの解析もかなりの部分が手動で行わ

れていました。そこの半自動化という目的を中心に

GakuNin RDM を入れていただき、機能拡張すること

で研究公正機能を実現されています。これには一部、

業務プロセスを管理するワークフローエンジンを導

入・連携しています。2019 年度の紹介時は開発段階

でしたが、2020 年度は実証実験に進んでおり、今後、

大学の公開用リポジトリに、全ての論文にひも付くデ

ータを公開する機構を入れようとされています。 

 二つ目は北海道大学の事例です（図 14）。情報基盤

センターのスーパーコンピューのユーザーが利用でき

るストレージを GakuNin RDM に割り当てることがで

きるということで、情報基盤センターのパンフレット

等に掲載していただいています。一方で、附属図書館

（図 12） 

2020年度 2021年度
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

△
サービスイン（2月15日） GRDM本運用

• 2021年2月15日にGRDM本運用のサービス提供開
• プレスリリースを実施、同時に利用申請を開始。
• 先行利用期間のデータはそのまま本運用へ引継ぎ
• 全利用機関で本運用の新規利用申請が必要

（利用申請は申込み用Webフォームからの申込み、
利用機関内での機関の長・部局の長の承諾が必要）

日中365運用 24h365d運用

データ
そのまま

先行利用期間

本運用の
利用申請

• 2021年4月からは24h365dのシステム運用（有人）
• 当面のアプリケーション利用料は無料
• サービス開始時にNIIクラウド導入支援サービスクラウドチェック

リストへ掲載
• 2021年度にISMS (ISO27001) 取得の申請予定

GakuNin RDMサービス提供中

（図 13） 

研究者 管理者

論文中組図の
画像スキャン

一般市民

非公開
リポジトリ

or

公開用
リポジトリ

RIMS: Research Integrity Management System
全論文データの登録・保管・公開を支援するフレームワークの開発

不正対策の一環として、IQB では受理された論文の
• 最終原稿と図
• 論文に使用した全ての生データ
• 論文作成が適切に行われたことの「チェックリスト」
を所の研究倫理推進室へ提出することが義務付け
提出されたデータは一般への公開を予定
（現在は所内宛に公開）

論文情報登録

生データ
アップロード 研究公正機能

公開データへ
アクセス

進捗管理
ワークフロー

東大定量研開発
アルゴリズムの
組み込み

東京大学定量生命科学研究所
研究公正管理システム（IQB-RIMS）

①

（図 14） 

北海道大学情報基盤センターの利用事例と
附属図書館での学内周知のユースケース

北大インタークラウド（ストレージ）の活用事例としてGRDMを紹介
附属図書館での普及・利用拡大のための先行利用の案内掲示

https://www.hucc.hokudai.ac.jp/intercloud/cloudstorage/
https://www.lib.hokudai.ac.jp/support/gakunin_rdm/

情報基盤センター連携
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の方では、利用方法や必要な情報等を掲載していただ

き、学内研究者への普及をしていただいております。

こういった図書館と情報基盤センターの連携が RDM

サービスの利用者を実際に広げていく上で非常に大切

なことだと思っています。そして、URA・研究推進部

門から出されている北大コアファシリティ構想の中で、

学内に点在している実験装置や遠隔地の実験装置をリ

モートで操作するプロジェクトのデータの受け皿とし

て GakuNin RDM を検討していただいています。 

 三つ目は名古屋大学の事例です（図 15）。学内で提

供されているクラウドストレージを GakuNin RDM に

連携できるということで、情報戦略部門でかなり丁寧

なマニュアルを作って掲示していただいています。こ

れも情報基盤センターと情報戦略部門との連携の事例

と考えています。 

 また、その他の事例として、2019 年度はテキスト

のみの紹介でしたが、2020 年度は大型研究プロジェ

クトのデモムービーも作成しました（図 16）。京都大

学の医師と北海道大学の数理学者が連携してデータを

取得し、分析を行い、最後は医師がアノテーションす

るという用途で利用していただいています。 

 最後の事例は、大学経営統合での IT インフラ統一

のユースケースです（図 17）。こちらは北海道国立大

学機構が三つの大学を統合するときに、IT インフラ

を統合したいということで GakuNin RDM の導入をご

検討いただき、学内に設置したクラウドストレージ、

学内にあるサーバーのストレージと GakuNin RDM を

連携させるということで既に動き出しています。 

 

まとめ 
 以上、全国規模で提供している研究データマネジメ

ントサービス GakuNin RDM の紹介と、その機能概要

について話題提供させていただきました。2021 年 2

月 15 日から GakuNin RDM の本運用サービスが動い

ており、2021 年 2 月現在の利用機関は 22 機関となっ

ています。今後も受付を行い、さらに関係各所と連携

しながら、各大学で使っていいただけるように進めて

いきたいと考えています。 

 

 

 

●八塚 既に幾つかのご質問を頂いています。まず、

「個人情報を含む研究データのように秘匿性の高いも

（図 15） 

名古屋大学での実証実験のユースケース

国立大学経営改革促進事業「研究データの大学間相互利用に向けた
アカデミッククラウドの構築」の一環としてGakuNin RDMを活用

名古屋大学情報連携推進本部
http://www.icts.nagoya-u.ac.jp/ja/services/rdm/

④

（図 16） 

大型研究プロジェクトでのユースケース
医師と数学者による神経科学・数理学・医学分野の共同研究
（新学術領域オシロロジー）

GakuNin RDM利用デモ動画をYouTubeで公開中

GakuNin RDMデモ：オシロロジーにおける領域間研究の発展とデータ共有基盤構築/京都大学・
松橋眞生先生、北海道大学・行木孝夫先生

https://youtu.be/SzS8-o5B3vw

⑤

（図 17） 

大学経営統合でのITインフラ統一の
ユースケース
工学・商学・農学の異分野の大学経営統合によるオープンイノベーション
（北海道国立大学機構：北見工業大学、小樽商科大学、帯広畜産大学）

GakuNin RDMデモ：GakuNin RDMを
軸としたオープンイノベーション北見工
業大学・升井洋志先生、小樽商科大学・
三浦克宜先生

https://youtu.be/3I6KXI83b-o

⑥
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のに関しては、GakuNin RDM で管理できますか」と

いう質問です。 

 

●込山 現状、システム側では暗号化等を行っていな

いので、秘匿性の高いデータを入れる場合は、ファイ

ルをユーザー自身が暗号化して入れる必要があります。 

 

●八塚 コミュニティのポリシーやユーザー側の対策

が必要ということですね。 

 

●込山 ユーザー側の機関ポリシーに従って使ってよ

いかということを判断していただく必要があると思い

ます。ただ、ファイル単位の暗号化がユーザーからご

要望の多い機能だということは認識しています。 

 

●八塚 次に、「証跡管理機能として、リポジトリに

関与する全ユーザーの編集履歴などをログファイルで

取得することは可能でしょうか」という質問です。 

 

●込山 GakuNin RDM の証跡管理機能では、プロジ

ェクト（ご質問ではリポジトリ）の管理者はプロジェ

クトに関する全ユーザーの編集履歴などを、ログファ

イルで取得することが可能です。また、学内の調査委

員会などから指示を受けた機関のシステム管理者が、

プロジェクトごとに全ユーザーの編集履歴をログファ

イルとして取得することも可能です。 

（注：当日の回答が質問内容に沿ったものではござい

ませんでしたので、正しい回答に修正いたしました） 

 

●八塚 次の質問です。「利用している研究者が他の

大学等に移った場合はどうなるのでしょうか」。 

 

●込山 現状では、所属機関ごとにアカウントが作成

されるので、他大学に移った場合は別人という形にな

ります。初期の頃はこれを統合する仕組みを考えてい

ましたが、機関を超えて研究者が移籍する場合に、研

究者が勝手にデータを持って異動してしまうことはい

かがなものかという意見もあり、現在は別のユーザー

として新たにアカウントを作ってログインしていただ

く形になっています。 
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プレゼンの目的 
 この発表では、研究データ管理サービス（RDM）

をどうやって始めるのかということをみんなで考えて

いきたいと思います。①RDM をどうやって始めるの

か、②初めから完璧な RDM サービスなどあるのか、

③現時点で完璧な RDM があったとして、将来も継続

してそうあり続けるだろうかという三つの疑問を考え

ながら、主にイギリス・スコットランドのエディンバ

ラ大学の RDM サービスの取り組みを見ていきます。

まずエディンバラ大学の現状をお話しします。次に、

エディンバラ大学は 2011 年ごろから本格的に RDM

サービスの提供を開始しましたが、その初めの段階を

見ていきます。それから、エディンバラ大学は 2013

年以降、RDM サービスをさらに発展させていくため

のロードマップを幾つか書いているので、それを見な

がら、どのように段階的に発展していったか見ていき

ます。そして、発展段階において必要な自己査定につ

いても見ていきます。 

 

エディンバラ大学とその RDM 
 エディンバラ大学は古い大学で、デイヴィッド・ヒ

ュームやコナン・ドイルなどを輩出した大学でもあり

ますが、研究大学として RDM にも積極的です（図 1）。

例えば MANTRA はセルフラーニングのオンラインコ

 

 
  
 

第 3 回 SPARC Japan セミナー2020 

 

 

 

研究データ管理サービスってどうやってはじめるの？ 

（欧州での例を参考に） 
 

 
神谷 信武 

（チューリッヒ大学 アジア・オリエント研究所図書館） 

 講演要旨 

研究データ管理サービスをはじめるにあたり、他の機関の様子を見るのは大変参考になる。というわけで、少し古い資料だ

が、DCCの"RDM strategy: moving from plans to action"から、特に University of Edinburgを対象として取り上げる。ま

た、研究データ管理サービスを発展させるにあたり、SparcEurope が提供している RISEをもとにした RDM サービス自己査定ツ

ールも役立つと思うので紹介する。 

神谷 信武 
司書（チューリッヒ大学 アジア・オリエント研究所図書館）。今回はJDARNの一員としてお話しま

す。 

 

（図 1） 

エディンバラ大学とそのRDM I

● イギリスのスコットランドにある1583年に設立された大学

● 哲学者ヒュームや医者・作家コナン・ドイルなどを輩出

● RDMに関しても積極的である

○ MANTRA : Research Data Management Training
○ OCLC. The Realities of Research Data Management
○ Delivering Research Data Management Services (FutureLearn)
○ RDM Roadmaps
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ースです。RDM に関するセルフラーニングの資料も

出しています。また Online Computer Library Center

（OCLC）に対しても、自機関で行ってきた研究デー

タ管理のインフラに関する報告書を書いています。

FutureLearn という e ラーニング、セルフラーニングの

プラットフォームで研究データマネジメントサービス

のモジュールも提供するなど、大変積極的な大学です。

RDM ロードマップに関しては後ほど説明します。 

 具体的にエディンバラ大学がどのようなサービスを

提供しているかは、ホームページで見ることができま

す（図 2）。RDM サービスに関して必要な事項が分か

りやすく述べられていて、大学関係者に対してもきち

んと情報が行き届くフローができており、大変素晴ら

しいと思います。学内の研究者や、研究データを管理

する者に対してもトレーニングを提供していますし、

さまざまな研究段階に対応してツールの情報も提供し

ています。 

 

RDM Strategy: moving from plans to action 
(2013) 
 ただ、最初からそのような状況だったわけではあり

ません。最初がどうだったかということは、イギリス

の The Digital Curation Centre（DCC）が 2013 年に発表

した「RDM strategy: moving from plans to action」という

ドキュメントで見ることができます（図 3）。イギリ

スのエディンバラ大学、サウサンプトン大学、サリー

大学で RDM サービスを導入したときに、三つの大学

で異なる状況がある中で、それぞれがどうやって始め

て、発展させていったのかということを大変短くまと

めたものです。 

 これによると、エディンバラ大学は、2011 年 5 月

に RDM ポリシーを策定しました。策定のために、研

究者にあらかじめアンケート調査を行っていました。

その前の段階で、既にエディンバラ大学はデータシェ

アリングやリポジトリのツールを持っていましたが、

それだけでは足りない状況がありました。そして

2011 年 5 月にポリシーを策定し、それを基に予算を

算出しました。具体的には 100 万ポンドをハードソフ

トなどの予算として算出し、年間予算としては 25 万

～40 万ポンドという概算を出しました。その後、デ

ータマネジメントの設計、研究データのストレージ、

データシェアのリポジトリの三つの分野に関してパイ

ロットプロジェクトを施行し、さらに、具体的にどう

いったサービスをどのように提供していくかというこ

とを考えながら発展させていったようです。 

 RDM strategy には、三つの大学が RDM サービスを

発展させていく過程で共通して課題となった箇所もま

とめられています（図 4）。一つ目は、コストの算出

です。RDM サービスを提供するときにかかるお金を

（図 2） 

エディンバラ大学とそのRDM II

エディンバラ大学のResearch Data Service

ホームページ：https://www.ed.ac.uk/information-services/research-
support/research-data-service

● 様々なトレーニングの提供

● 様々な研究の段階に対応してツールの情報を提供

（図 3） 

RDM strategy: moving from plans to action I

2013に発表された報告で、エディンバラ大学・サウサンプトン大学・サリー大学
の3つの異なる大学でRDMサービスを導入しその概況を比較し、共通する問題点
や学びを短くまとめたもの。

エディンバラ大学は…

● 2011年にRDMポリシーを策定
● それをもとに予算を算出
● データ・マネジメントの設計、研究データのストレージ、データ・シェアの

ためのリポジトリにパイロット・プロジェクトを施行

（図 4） 

RDM strategy: moving from plans to action II

共通して課題となった箇所

● コストの算出

● 予算割当の確保

● サービスの提供の仕方
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どう計算するのかということです。二つ目は、仮に予

算を算出できたとして、それをどうやって割り当てて

確保できるのかということです。三つ目はサービスの

提供の仕方です。完璧な RDM サービス全般を一気に

出せなかったら、その場合は順番に出していくのかと

いうことです。 

 では、得られた学びは何だったのでしょうか（図

5）。まず、やれることからやるということです。例え

ば、ポリシーがあるに越したことはないけれども、ポ

リシーをつくるのに時間がかかり過ぎて何もできない

のであれば、別のことから始めた方がいいという意見

がありました。次に、目的となるサービスが自機関に

おいてどれくらいのスケールを要するか把握すること

です。それから、シニアの学者からのコミットメント

を得られるようにすることです。学内でも学者からの

コミットメントは必要なので、できるだけ有力な学内

の方からも助力を得られる状況をつくっておくことが

大事です。そして、サービスに関する情報はオープン

に、なるべくトランスペアレントな形で提供していく

ことです。さらに、RDM サービスの発展には、なる

べく柔軟だけれども実現可能なタイムスケールの設定

をすべきであることです。あまりにも理想に走っては

いけないし、がちがちな期間設定も難しいというのが

学びということでした。 

 

エディンバラ大学の RDM Roadmaps 
 エディンバラ大学は RDM ロードマップのバージョ

ン 2（2012～2016 年）とバージョン 3.2（2017～2020

年）を公開しています。3、4 年のペースでロードマ

ップが書かれています。 

 ロードマップでは、RDM プランニング、アクティ

ブ・データ・インフラストラクチャー、データスチュ

ワードシップ、データ・マネジメント・サポートの四

つのサービスカテゴリーにまず大きく区切り、その中

から細目を取って、さらにその細目のプライオリティ

を付けて、誰が、どれぐらいで達成するのかという大

まかな時間の設定をしています。 

 分かりにくいと思うので具体的にお見せします（図

6）。データスチュワードシップというカテゴリーの中

で、例えばリポジトリの中のプレビューやディスプレ

ーを見やすくするという細目を立てます。そのために

は何をする必要があるのか、それを誰が実現するのか、

そして目標時間はどれくらいかという細かい項目を立

てて、なるべく実現できるような努力をしていきます。

これがロードマップです。 

 エディンバラ大学のロードマップのホームページに

は、バージョン 3.2 がほぼ達成できたと書いてあり、

素晴らしいのですが、最初から全て素晴らしいものを

提供する必要はありません。今こういうものが提供で

きていて、次のステップとして何をいつまでに、どの

ように良くしていったらいいのかということを考え、

それをある程度、表に出しながら話を進めている感じ

です。 

 このようなエディンバラ大学の素敵な RDM サービ

スですが、ロードマップを見ると、彼らもいろいろと

模索している印象があります。では、これから RDM

サービスを提供したい人はどうしたらいいのかという

ことを私なりに考えてみました。取りあえず獲得でき

（図 5） 

RDM strategy: moving from plans to action III

まなび

● 手をつけられるところからはじめる
● 目的となるサービスが自機関においてどれくらいの規模を

要するか把握する
● シニアの学者からコミットメントを得られるようにする
● サービスに関する情報はオープンに
● RDMサービスの発展には実現可能で柔軟なタイム・スケー

ルを設定する

（図 6） 

エディンバラ大学のRDM Roadmaps III

Roadmap V3.2より
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るリソース、予算を考えつつ、できることから始める。

そして、余裕がある場合は現状提供している RDM サ

ービスを自己査定し、実現可能な枠でその改善を試み

る。この 2 点を念頭に置くといいのではないかと思い

ます。 

 

RDM の自己査定と RISE 
 自己査定はどのようにするかというと 2018 年に

SPARC Europe が公開した自己査定ツールがあります

（図 7）。項目に沿って自分の大学の RDM サービスの

現状を入力していくと、最終的にレーダーチャートが

作成できるというものです。私も 1 回使ってみました

が、登録しようとすると SPARC Europe にデータが蓄

積されるので、嫌な人はやめておいた方がいいと思い

ます。ただ、レーダーチャートで見ると、良いところ、

良くないところが一目で分かるので便利です。 

 ちなみに、このレーダーチャートは Research 

Infrastructure Self-Evaluation（RISE）というフレームワ

ークを基に作られています。このフレームワークは基

本的に、RDM ポリシー＆戦略、ビジネスプランと持

続性、アドバイスサービス、トレーニング、DMP、

アクティブ・データ・マネジメント、査定とリスクマ

ネジメント、保存、アクセスと出版、ディスカバリー

という 10 個の大きな項目から成っていて、図 8 が実

際のレーダーチャートです。 

 RISE に関して細かい説明はしませんが、同じくデ

ータキュレーションセンターが発表した Using RISE, 

the Research Infrastructure Self-Evaluation Framework とい

うドキュメントの PDF 版の 9 ページ以降に細かい説

明があります（図 9）。先ほど挙げた 10 項目の下に、

さらに三つの細目があります。例えば、ポリシー・デ

ィベロップメントがその一つです。その細目をさらに

レベル 1～3 に分けて、最終的にリストでポイントを

加算して自分の査定ができるものになっています。 

 ヨーロッパの場合は自己査定を公開していない大学

があり、公開の例としては二つしか見つけられません

でした（図 10）。一つは、オランダのデルフト工科大

学が提供している自己査定です。これはリスト形式な

のでレーダーチャートではありませんが、自分の大学

の中でどういうレベルのものを提供できているか把握

（図 8） 

（図 9） 

RISE

Rans, J and Whyte, A. (2017). ‘Using RISE, the Research Infrastructure Self-Evaluation 
Framework’ v.1.1のPDF版の9ページ以降に細かな説明が。

基本的には先に挙げた大きな10項目の下に3つの細目があり、それにレベル1から

3まで段階を振り分けている

（図 10） 

RISEをつかった自己査定の例

● TU Delftの自己査定

● Leipniz Universität Hannoverの自己査定

（図 7） 

RDMサービスの自己査定とRISE
自己査定ツールあり□

SPARC EuropeのEvaluate your RDM offering

● RISE (Research Infrastructure Self-Evaluation) フレームワークをもとに作られたツール
● 下に挙げた10の大きな項目からなるレーダーチャートを作成できる
● ただし、これを使うとデータはSPARC Europeに蓄積されるらしい…

● RDMポリシー＆戦略

● ビジネスプランと持続性

● アドバイス・サービス

● トレーニング

● DMP
● アクティブ・データ・マネジメント

● 査定とリスク・マネジメント

● 保存

● アクセスと出版

● ディスカバリー
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できるようになっています。もう一つはライプニッツ

大学のものです。これもリストで、現状は 1 レベルで

最終的には 2 レベルにまで持っていきたいということ

を自分たちで判断し、次の段階に持っていくために何

をしたらいいかということを自分で決めることができ

るツールになっています。 

 これを公開することによって、他の大学の参考にも

なります。大学ごとに基準や出発点が違うので、一概

に一般化はできませんが、自分の大体の立ち位置が分

かるようなツールです。 

 

まとめ 
 最初の問いかけをもう一度見てみましょう（図 11）。

どうやって RDM を始めるか。最初から完璧なサービ

スがあるのか。完璧な RDM があったとしたら、それ

は将来もそうであり続けるのか。 

 私は、初めから完璧な RDM サービスはないと思っ

ています。また、現時点で完璧な RDM があったとし

ても、将来はそうではないと思います。ウォーターフ

ォール型の RDM サービスが 1 回で提供できたとして、

それは恐らく将来継続して優秀なサービスとしてファ

ンクションしないのではないかと思います。ただ、完

璧な RDM サービスがいきなりできないから何もやる

べきではないということではなく、できることから始

めたらいいのではないでしょうか。みんなで一緒に悩

みながら進んでいきましょう。 

 

 

 

 

 

●八塚 質問を頂いています。まず、「エディンバラ

大学では RDM ポリシーがなくてもやれることからや

るというサービスを始めたということでした。RDM

を始めるときに、RDM があってポリシーがないとい

うのはいいけれども、そもそも RDM がない場合、ど

のようなことから始めたらいいと思いますか」という

質問です。 

 

●神谷 そもそも、RDM がなくても、実際にリポジ

トリなどはある気がするのですが。 

 

●八塚 私が推測するしかないのですが、要するに、

マネジメントがまだできていない、これから始めなけ

ればならないというところもあるのではないかと思い

ます。今だと機関リポジトリも結構ありますが、そう

いったものもまだない状態で、まず何から始めたらい

いかということだと思います。 

 

●神谷 まずは持っているものから確認することです

が、そういえば Japan Data Repository Network（JDARN）

の小委員会で、RDM サービスを提供するためにどう

いったタスクが必要なのかというリストを作られてい

ましたね。 

 

●八塚 はい。ガイドラインは作りました。 

 

●神谷 そういうものを見ながら、どういうタスクが

発生して、われわれが所属している機関にはこういう

ものがあって、これを使えばある程度のことは実現で

きるのではないかということは、意外とすぐできるの

ではないかと思います。その辺から始めてはいかがで

しょうか。 

 

●八塚 なるほど。ありがとうございます。 

 次の質問は、大学図書館の方から頂いています。（図 11） 

まとめ

最初の問いかけですが…

● 自分の機関でRDMをはじめるとしたら？

● 最初から完璧なRDMサービスなどあるのだろうか？

● 現時点で完璧なRDMがあったとして、それは将来もそうであり続けるのか？

皆さんどうおもいましたか？
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「ヨーロッパの大学や研究機関における RDM は、ど

こが主体となって実施しているのでしょうか。図書館

員が何らかの役割を担っているパターンがあるのでし

ょうか。あるいは、ご自身の所属機関や近隣等で

RDM に関する取り組みがあるようでしたら教えてく

ださい」。 

 

●神谷 私の所属する大学は、図書館が研究者に対し

て DMP などをサポートすると言っているので、一応、

図書館が中心になって RDM サービスを提供しようと

頑張っているところです。ただ、私の大学もそんなに

完璧ではありません。担当の人に話を聞くと、「私も

よく分からない」という返事が返ってきたりしますが、

目標としては、研究者の一番近くにいる図書館員が、

いわゆるサブジェクトライブラリアン的なファンクシ

ョンを担いつつ、データ管理なども並行することを目

指しています。 

 スイスの場合は、国で SWISSUbase というリポジト

リを立ち上げようとしていて、公開用のデータをスイ

ス国内から吸い上げられるようなインフラをつくろう

としています。それが今はプロジェクト段階にあり、

主に図書館員の方たちに説明しているところです。 

 

●八塚 ありがとうございます。次の質問は、「EU

においては、データ共有にまつわる法的な背景が変化

していますが、研究者以外には、例えばどういったバ

ックグラウンドを持った方が Evaluate your RDM 

Offering などのメンテナンスに関わっているのでしょ

うか。ご存じであれば教えていただきたいです」とい

うものです。 

 

●神谷 EU 全体で言うのは難しい気がします。図書

館からの動きはあり、欧州研究図書館協会（LIBER）

や、ヨーロッパの図書館連合も積極的に関わっていま

すが、具体的にどこの誰がということは分かりません。 

 

●八塚 私から一つ質問です。神谷さんは図書館にお

勤めですが、日本だと、図書館員だけではなく、図書

館の研究者も含めて、どうしても誰がやるかというこ

とで押し付け合いめいたことがありますが、どのよう

にリーダーシップを取ったり、協調したりして進めて

いくべきでしょうか。ヨーロッパから日本を見て、日

本はこういうところを良くしたらいいのではないかと

いうことはありますか。 

 

●神谷 日本は GakuNin RDM もあるし、インフラが

たくさんあるので素晴らしいと常々思っています。私

は、例えば JDARN などで一緒に活動させていただい

ていて、皆さん同じ悩みを抱えているのは分かってい

るので、それならみんなでフランクに悩みを話し合え

ばいいのではないかと思います。ただ、日本に関して

は、専門リポジトリと大学が教員全般に提供するリポ

ジトリが違っているので、その辺をどのように共有し

たいのか分からないのですが、例えばデータキュレー

ターが一緒に話ができる土台があるといいのかなと思

ったりもします。また、デジタルアーカイブ学会も、

デジタルアーカイブに関するクオリティの査定などの

ツールを作っているようなので、その辺とも一緒に話

ができたら楽しいのではないかと思います。 
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自己紹介 
 私は北海道大学附属図書館の職員です。研究支援企

画担当ですが、3 年ほど前まではシステム担当という

名前でした。その名のとおり、主な業務は図書館の各

種オンラインサービスの管理です。このサービスの中

には、図書館業務に必要なオンラインカタログや、電

子ジャーナルに学外からアクセスするためのシステム、

その他、機関リポジトリも含まれており、実質的に機

関リポジトリ担当ということになります。今回はこの

機関リポジトリ上での実践を中心にお話しします。 

 

北海道大学学術成果コレクション（HUSCAP）
の概要 
 北海道大学学術成果コレクション（HUSCAP）は、

学術成果公開を目的とした機関リポジトリです（図

1）。運用は 2005 年からで、当時から機関リポジトリ

構築用のオープンソースソフトウエア DSpace をベー

スに、機能を継ぎ足して運営しています。主な公開資

料は北海道大学所属の研究者の論文や学会発表資料、

北海道大学発行の紀要ですが、ここ数年はごく少数な
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研究データ公開実践のための課題を探る： 

北海道大学での実例を通じて 
 

 
三上 絢子 

（北海道大学附属図書館） 

 講演要旨 

国内の大学において、研究データ公開を支援するための体制は未だ十分に整備されていない。研究者の意向を反映した形での

支援体制を構築する上では研究データ公開の実践事例の蓄積と分析が必要と考えられる反面、研究データ公開希望に対する国

内大学での実践事例はこれまでほとんど共有されてこなかった。本講演では、2017 年から 2020年まで北海道大学の機関リポ

ジトリ（HUSCAP）上でデータを公開した 14 件の事例について、研究者がデータ公開を希望した背景とデータ公開時に機関リ

ポジトリ担当部署側が行った対応を紹介する。また、これまでの研究データ公開に関する議論を踏まえてこれらの事例を分析

することで、現在の機関リポジトリの運用体制では対応が不十分な点やこれから改善すべき点を発見する。 

三上 絢子 
2016年より北海道大学附属図書館勤務、現在は研究支援課研究支援企画担当係員。2020年度オープ

ンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）研究データ作業部会員。2019年度国立情報学研究所実務

研修において研究データ管理・公開業務に携わる。2019年より現在まで北海道大学の機関リポジト

リ業務を担当。 

 

（図 1） 

北海道大学学術成果コレクション（HUSCAP）の概要

66,910件の学術資料を公開する機関リポジトリ(2021/02/04現在)
オープンソースソフトウェア「DSpace」をベースに構築している（運用は2005年から）

主な公開資料：

・北大所属の研究者から公開依頼のあった資料（論文、教育資料、学会発表資料など）
・北大発行の紀要

・研究データ（少数）
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がらも研究データを公開する事例が出てきています。 

 

研究データ公開事例の概要 
 2017 年から 2020 年までに HUSCAP 上で行われた研

究データの公開事例を紹介します。今回の事例紹介で

扱う研究データの範囲は、HUSCAP 上で公開された

資料のうち、メタデータの資料種別が dataset のもの

に限定しています。実際のデータの形式としては、数

値データを集めた Excel ファイルや画像ファイルが大

半でした。対象の範囲は 2017～2020 年で、この間に

14 件の依頼がありました。これはファイル数ではな

く依頼件数ベースでカウントしています。そのうち北

海道大学発行の紀要が 1 件で、残りの 13 件は雑誌投

稿論文に関連したデータです。ちなみに、2016 年以

前には公開したデータセットはありませんでした。 

 データ公開は北海道大学所属の研究者の依頼により

行っています。図 2 の左側に依頼者の所属部局、右側

に、部局ごとにデータに関連する論文が投稿された雑

誌名をまとめました。今回の場合は、やや分野に偏り

が見られ、大まかに言えば地球科学分野や医学分野が

多かったことが分かります。 

 また、今回の実例では、研究データ公開が依頼され

る時期が、データに関連する論文が出版される前と出

版された後の二つに大きく分けられました（図 3）。

件数としては、出版前に依頼された件数が若干多く、

特に低温科学研究所所属の研究者の依頼は出版前、医

学系所属の研究者の依頼は出版後が多い傾向にありま

した。出版前に公開する理由としては、論文のアクセ

プト条件として事前に研究データを公開するという要

件が課せられていたからというものがほとんどです。

出版後に公開したものは、既に他の場所で公開されて

いるオープンアクセスの論文をアーカイブする際に、

関連して公開されていた研究データも一緒にアーカイ

ブしたものです。 

 次に、これらの研究データの公開依頼に対して実際

に行った作業を紹介します。ここでは公開事例をデー

タ公開のタイミングごとに分けて順に解説していきま

す。 

 

パターン 1：投稿前の論文の根拠データを公開 
 パターン 1-1 は、校正時に研究データの URL を確

定させる必要があったケースです（図 4）。実際に研

究データをオープンにしたのは、論文投稿の流れ図の

右側、最後の論文公開時ですが、論文誌面上に URL

を掲載する必要上、校正の段階で事前に URL だけ確

定させておきたいというケースでした。これが今回の

事例の中では最多で、5 誌 7 件の依頼が該当しました。

ポイントとしては、論文の公開前に URL を確定させ

ておいて、論文が公開されるタイミングでデータを公

（図 2） 

依頼元の研究者が所属する部局

部局 件数

低温科学研究所 7

医学研究院 3

その他医系部局 2

理学院 1

水産学部紀要 1

低温科学
研究所

Journal of Geophysical Research: Atmospheres
Mammal study
Earth and Planetary Science Letters
PNAS
Polar Science

医学研究院
Behavioural brain research
Scientific data

その他医系部局
Molecular Cell
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

理学院 Tectonics
水産学部紀要 海洋調査漁業試験要報

投稿雑誌

（図 3） 

データ公開の依頼時期

出版前公開の理由

・アクセプト条件として出版前にデータを公開する必要があった

・アクセプトのために査読者とデータを共有する必要があった

4

1

出版後のデータ登録依頼

医学系 低温研

1

6

1

出版前のデータ登録依頼

医学系 低温研 理学院

出版後公開の理由

・Supplemental Dataが付属しているOA論文を

アーカイブする際にそのデータも紐づけて登録した

大きく分けて２パターン：関連する論文の出版前/出版後

（図 4） 

パターン１-１： 校正時にURL確定

査読～アクセプト 校正(Proof) 公開(Published)投稿

どこかに根拠データを公開
＋校正時にURLが必要

アクセプトの条件論文執筆に
使用した
根拠データ

2017年～2020年 ７件
地球科学分野：４誌
生物学、自然科学全般：各１誌

• 論文公開前にURLを確定

• データの公開は論文の公開後

• 公開された論文をHUSCAPにアーカイブする際に
データと紐づける

このタイミングで
根拠データも公開

要件の概要
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開することと、論文の公開後にデータと論文とのひも

付けを行うことです。機関リポジトリ側の作業として

は、まず非公開状態でデータをアップロードし、この

時点で URL を確定させました。その URL を校正用に

エディターに送り、論文が公開された後に、研究者か

ら公開された旨の連絡をもらってデータを一般に公開

しました。公開の際に、研究データのメタデータに関

連する論文の情報を入力しました。特に、データの公

開は論文が公開された後に行いたいという要望が多か

ったため、データの公開前に URL を確定できる機能

があったことは作業していて助かりました。 

 パターン 1-2 は、査読者とデータを共有したい場合

です（図 5）。先ほどのパターンでは、流れ図の最後

の公開までは完全にデータ非公開状態で構いませんで

したが、このパターンでは、一般公開よりも前の査読

の段階で特定の相手にだけ公開したいという要件が入

ってきます。これも、雑誌の規定でこれがアクセプト

条件だったというものです。まずは先ほどのパターン

と同じく、研究データを非公開状態でアップロードし

ましたが、HUSCAP とその大本になった DSpace の場

合、特定の非公開アイテムだけが読み取り可能なアカ

ウントを元々の機能として作成することができるので、

査読者にこの研究データのアクセス権限付きのアカウ

ント ID を渡しました。これは査読者と共有するとこ

ろ以外は最初のパターンと同じで、論文が公開された

タイミングで依頼元の研究者から連絡してもらってデ

ータを一般公開しました。 

 ここまでの 2 パターンは、論文が公開された後に研

究データも一般公開しましたが、次のパターン 1-3 は、

査読時にデータを一般公開したいケースです（図 6）。

パターン 1-2 では、査読のタイミングでは査読者のみ

との共有でしたが、今回は雑誌投稿規定により、デー

タだけ先行して一般に公開する必要がありました。こ

れは、システム的には非公開を使わずにそのまま公開

すればいいので逆にシンプルなのですが、HUSCAP

で公開する場合、システム以外の問題で一つ手続きが

必要になりました。現在の HUSCAP の運用規定では、

原則として公表済みの資料を公開することを前提とし

ています。これは論文の剽窃の疑惑を避けるためや、

機関として公式に公表できる資料かどうかについて、

既に学術資料として一般に公表済みであるということ

が一つの判断基準として有用であるためという理由が

挙げられます。従来の登録資料は公開済みの論文が大

半なので、この基準で特段問題はありませんでした。

しかし、今回のパターンでは、論文がまだ公表済みで

はないため、付随するデータも未公表資料と考えられ

ます。これは規定を明文化した北海道大学学術成果コ

レクション資料提供・公開細則に資料の種別として明

示されている「公表済資料」に当てはまらないため、

このパターンの場合は「その他、特に館長の認めた資

料」として都度、館長が決裁して掲載しています。た

だ、このポリシーについては今後改定して、もっとス

ムーズに研究データを公開できるようにする予定です。 

 

パターン 2：投稿後の論文に付随するデータ

を公開 
 パターン 2 は、既に公開されている論文のアーカイ

ブに伴って付随データを公開する場合です（図 7）。

（図 5） 

パターン１-２： 査読者と共有

査読～アクセプト 校正(Proof) 公開(Published)投稿

査読者とデータを共有

アクセプトの条件論文執筆に
使用した
根拠データ

2020年 1件
医学分野：１誌

このタイミングで
根拠データも公開

要件の概要

※パターン1-1では
このタイミングで
アップロード

パターン1-1との違い：

一般公開ではなく、特定の相手にのみ公開したい

（図 6） 

査読～アクセプト 校正(Proof) 公開(Published)投稿

査読者とデータを共有

アクセプトの条件論文執筆に
使用した
根拠データ

2020年 1件
医学分野：１誌

このタイミングで
根拠データも公開

要件の概要

パターン1-1、1-2との違い：

論文公開よりも先にデータを公開したい

※パターン1-1、1-2では
このタイミングで公開

パターン１-３： 査読時に一般公開
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こちらは、データ公開の依頼時期は必然的に論文出版

後になります。公表済みの資料をアーカイブするとい

う点では、これまで機関リポジトリが行ってきた論文

アーカイブ業務とほぼ同じです。従って、論文同様に

研究データにもメタデータを付与してファイルを登録

し、公開します。こちらは特段、非公開処理や運用規

定などの判断が必要ないので、シンプルなパターンと

言えます。 

 ちなみに、北海道大学の場合、論文アーカイブの経

緯は主に二つあります。一つは、研究者から登録の依

頼がある場合です。もう一つは、図書館が北海道大学

の研究者が主要な著者となっている論文を定期的に検

索し、依頼を出し、研究者から承諾を得てアーカイブ

をする場合です。 

 

パターン 1 とパターン 2 に共通する対応 
 論文公開後の作業として、これまでのパターンの全

てにおいて、メタデータを使って論文と研究データの

関連付けを行っています。こちらのメタデータは

JPCOAR スキーマに沿っていて、その中で規定されて

いるリレーション要素の属性 isRequiredBy で、元論文

の DOI と研究データの関連付けを示すことができま

す。ここに入力することによって、出版社や学会のサ

イトで掲載されている論文へのリンクを貼ることがで

きます。加えて、HUSCAP 内にも論文をアーカイブ

している場合には、HUSCAP 内へのリンクを別に貼

って関連付けています。 

 

 

その他 
 その他に水産学部紀要「海洋調査漁業試験要報」を

1 冊データセットとして公開しています。元々冊子体

で発行していたものを PDF 形式でアーカイブしてい

るもので、内容としては、北海道大学水産学部が所有

する練習船「おしょろ丸」から得られたデータを記録

しています。 

 また、研究データを公開する際の作業として、

Google の Dataset Search という検索エンジンに収録さ

れるよう、メタデータページ内に JSON 形式でデータ

を入れています。所定の形式でメタデータを入れてお

けば、Google によってクローリングされる際に、そ

の研究データが Dataset Search に拾われて収録されま

す。これは、Google Scholar の場合にクローリングし

てもらうためのデータとも多少形式が違い、Dataset 

Search に対応したものを新しくコードを書いて出力し

たものと聞いています。図 8 のとおり、北海道大学水

産学部附属練習船「おしょろ丸」のデータを掲載した

紀要が Dataset Search に登録されていることが分かり

ます。 

 

研究データ公開例のまとめ 
 ここまでのまとめです（図 9）。2017 年からの 4 年

間で 14 例のデータを公開しました。論文の根拠デー

タの公開手順は、いつ登録・公開するか、誰と共有す

るかによって幾つかのパターンに分けられました。公

開手順に関係する事柄としては、非公開状態や ID に

よる制限公開が思いのほか役に立ったこと、従来から

の運用要綱に当てはまらないパターンもあること、デ

（図 7） 

パターン２： 論文アーカイブに伴った付随データの公開

既に公開済の論文

論文に
付随する
データ

論文の登録希望

論文の登録依頼
＆承諾

または

データと合わせて公開されていた論文をHUSCAPに登録する際に
付随するデータも一緒に登録するパターン

元々の公開場所
・出版社ページ
・Figshare
・Mendeley Data

要件の概要

（図 8） 

その他：Dataset Searchへの対応（全パターン共通の対応）

GoogleのDataset Searchに対応するように個々の資料の
メタデータページ内にJSONを仕込む

所定の書式をセット

→Dataset Searchに
無事収録された
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ータと論文を関連付けたり、検索エンジンに登録した

りといった発展性を高める手法をいろいろと試してみ

たことなどが挙げられます。 

 

研究データ公開事例から考える今後の課題 
 ここからは、今回の事例を踏まえて、今後の研究デ

ータ公開の課題を考えていきます（図 10）。今回紹介

した実例は、割と限られた範囲の実例であるとも言え

ます。一方で、望ましい研究データ公開支援の先行研

究や議論の中では、もっと幅広い事例でのデータ公開

を想定しています。今回の実例でカバーできていなか

った範囲についての対応が今後の課題と言えます。例

えば今回の実例における公開理由は、雑誌のアクセプ

ト要件だからというものがほとんどでしたが、今後の

研究データ活用推進においては、その他の公開理由も

出てくると想定されます。多彩な公開理由を想定した

公開基準の策定、また、今回は特に考えていなかった

再利用を促進するドキュメントの整備や、公開場所と

しての機関リポジトリの位置付けも、今後検討すべき

課題と言えます。これらの課題について、一つずつ詳

しく見ていきます。 

 まずは公開理由についてです（図 11）。先にも述べ

たとおり、今回の事例では、ほぼ全てのデータの公開

理由が、雑誌の投稿規定にあるからというものでした。

一方で、 2017 年に科学技術・学術政策研究所

（NISTEP）科学技術予測センターが行った実態調査

の結果によると、データ公開を行った経験のある研究

者の公開理由としては、「雑誌のポリシーだから」が

全体の中で 2 番目に多かったです。一番多かった理由

は「研究結果を認知してもらいたいから」で、その他

に「科学研究や成果実装を推進したいから」「他の研

究者のリクエストに応じて」などが続きます。このよ

うに、雑誌の投稿規定として義務化されているからと

いうだけでなく、研究者側のモチベーションによって

データ公開を希望する事例も想定されます。この場合

の疑問としては、そういった理由やモチベーションに

対応したリポジトリの運用方針や公開基準がまだ明確

ではないのではないか、それから、今回の実例では雑

誌の投稿要件を満たしていればそれでよかったのです

が、その他の理由で公開を希望する研究者については、

また違った要件があるのではないかということがあり

ます。 

 続いて、さまざまな事例に対応した公開基準につい

てです（図 12）。今回の実例では、全て論文に関連す

るデータで早急に公開する必要があり、なおかつ、個

人情報や知的財産権などの問題がないと考えられたた

め、データの公開可否を特段問わず登録・公開しまし

た。しかし、研究データの中には、公開に対して何か

しらの問題が出てくるものも予想されます。例えば、

（図 9） 

研究データ公開例のまとめ

いつ、登録/公開するか？
– 論文アクセプト前（査読時）

– 論文アクセプト後（校正時）

– 論文公開後

誰と共有するか？
‒ 非公開状態

‒ 査読者とのみ共有

‒ 一般公開

公開手順を判断する要素

制限公開の機能
– URLのみ確定させ非公開の状態

– 特定の相手とのみ共有

研究データ公開を想定した運用要綱

データと論文の関連付け

検索エンジン（Dataset Search等）への登録

公開手順に関係する事柄

2017年～2020年に登録した14例（論文の根拠データ13例、紀要1例）

論文の根拠データの公開手順はいくつかのパターンに分けられた

（図 10） 

今までの実例とこれまでの議論とのギャップから見えてくる今後の課題

多様な公開理由に対応した支援のあり方

様々な事例に対応した公開基準

再利用を促進するドキュメント等の整備

研究データ公開推進における
機関リポジトリの位置づけの確認

今後の課題

紹介した実例

望ましい研究データ公開支援の形は
先行研究や議論の中で様々考えられてきた

しかし、
今回紹介した実例とはまだギャップがある

今回の実例はごく一部

（図 11） 

多様な公開理由に対応した支援のあり方

今回の実例のほぼ全て（紀要除く）のデータ公開理由は
「雑誌のポリシーだから」であった

これまでデータ公開を行った経験のある研究者の中には
その他の理由によるものもいることが(池内ら,2017)の
調査で明らかになっている（左図）

池内有為, 林 和弘, 赤池伸一. 研究データ公開と論文のオープンアクセスに関する実態調査. 2017. http://doi.org/10.15108/rm268
「図 19 データ公開とOA 論文の理由」よりデータ公開に関する部分のみを抜粋

その他の理由・モチベーションに対応したリポジトリの運用方
針や公開手順などはまた別に検討が必要だろうか？

その他の理由で公開を希望する研究者が、研究データ公開
に求める要件には何があるだろうか？

疑問
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著者名が明記される論文と違って、データの場合、特

にデータが単体の場合は、権利表記において誰がクレ

ジットされるべきか明確に答えが出ません。また、共

同研究者との間で契約上の問題がある場合や、分野内

で別途ガイドラインが作成されている場合、個人情報

や特許権などの法律的な判断が必要な場合も想定され

ます。 

 以前、私は NII の実務研修において、公開可否判断

ワークフローというものをつくったことがあり、この

ような問題についてどういった順番で判断していけば

よいかということをフローチャート図にまとめました。

しかし、実務において、このフローチャート図は誰か

1 人、あるいは単独部署でたどれるものではないこと

に気付きました。権利表記や共同研究者との合意は研

究の関係者しか知り得ない情報ですし、例えばデータ

公開が特許申請の何かしらの妨げになり得るかどうか

の判断には、知的財産権の専門知識が必要になります。

このように、公開に際しての問題を誰が判断し、解消

するかについては、図書館などの主な支援部署単独で

は難しく、研究者や関連部署との連携が必要と言えま

す。 

 また、そのときに、研究データ公開に取り組む意義

や問題意識をどうやって共有し、協働するかについて

は、現状集まっている実例だけ考えることは難しいと

言えます。これは、複数の利害関係者のそれぞれの意

見を聞きながら進めていくべき事項だと思います。 

 また、今回の公開事例では研究データ公開に際して

特別な手順は定めておらず、通常、論文を公開すると

きと同様にメタデータを付与し、ファイルをリポジト

リで公開していました（図 13）。一方で、これまでの

研究データ公開の議論の中では、公開時に考慮すべき

点がいろいろと挙げられています。例えば、国内の

JPCOAR 研究データタスクフォース作成の「RDM ト

レーニングツール」によれば、ファイルの命名規則、

ドキュメントの整備、再利用時のライセンスの明示な

ども考慮すべき点ですが、これらは今回の実例では特

に行っていませんでした。理由としては、従来の論文

の公開手順をほぼ準用したからということと、単純に

出版社の定めた要件、すなわちファイルの公開以上の

ことは必要なかったからという 2 点が挙げられます。 

 ここで考えるべきことは、従来の公開手順では考慮

できていない朱色で示した点について、これからどの

ように対応していくかということです。また、出版社

の定めるファイル公開以上の要件、例えば他の研究者

に再利用してほしいといった研究データ公開の要望が

今後起き得るかどうか、起き得るとすれば、そこにど

ういうモチベーションがあり、それに対してどういう

公開手順で対応することが望ましいかを考える必要が

あると思います。 

 最後に、今回は北海道大学の機関リポジトリ

HUSCAP 上での公開事例のみを取り上げましたが、

実際には、その他にも、例えば分野別のリポジトリや、

Figshare、Zenodo などの汎用リポジトリが既に存在し

ます。今回の実例で、HUSCAP でのデータ公開を選

んだ事情が分かるケースについて図 14 に幾つか示し

ています。理由としては、既存のリポジトリが第 1 候

補だったが制約を満たすことが難しく HUSCAP を選

んだケース、既に他の公開場所で公開されているデー

（図 12） 

様々な事例に対応した公開基準

今回の実例の場合：
特段、データの公開可否の判断をしていない
（明確な判断基準も現時点では存在しない）

データによっては公開の際に
確認すべき問題があることが予想される
– 権利表記の合意（誰を作成者とするか？等）

– 共同研究者との契約上、守秘義務が生じる場合

– ゲノム情報など分野ごとのガイドラインが存在する場合

– 個人情報を含む場合

– 知財関連（特許など）が絡む場合

判断に専門知識を必要とする問題もある

誰が問題を判断＋解消すべきか？
支援部署だけでの対応は難しい？
研究者へ：あらかじめ注意すべき点を周知？
専門部署（知財等）へ：事前に対応可能性を協議？

複数の利害関係者間で問題意識を共有し、協働
できるか？

疑問

公開可否判断ワークフロー例：
三上 絢子,研究データ公開ワークフロー.
(2019年度NII実務研修成果物、一部抜粋)
https://hrd.nii.ac.jp/jitsumu/2019/result

（図 13） 

再利用を促進するドキュメント等の整備

今回の公開事例では特別な公開手順は定めていない（論文同様、提供ファイルをリポジトリで公開）

– ファイルの命名規則は特にない（論文公開も同様）

– データの内容を説明するドキュメントは特にない

– 論文のAcceptに必要→出版社の定めた要件を満たしていればよい

– データの中身については研究者に任せている

– 再利用については考慮していない

研究データ公開で考慮すべき点（JPCOAR研究データタスクフォース作成「RDMトレーニングツール」(2017）より）

–ファイルのフォーマット

–ファイルの組織化（命名規則）

–再利用のためのドキュメントの整備

–メタデータの付与

•発見性やアクセス性の向上

•再利用時のライセンスの明示

※現時点で考慮できていないものを朱色で表記

従来の公開手順では考慮できない点に対し、
どのように対応していくか？

出版社等の要件以上のこと、例えば「再利用の
利便性を高めるため、ドキュメント整備を行う」などの
場合の研究者/支援者のモチベーションは何か？

どういった手順でそのモチベーションに対応できるか？

疑問

JPCOAR研究データタスクフォース. RDMトレーニングツール. 2017. http://id.nii.ac.jp/1458/00000023/
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タをアーカイブしたケース、図書館で研究データ公開

の相談を受けた流れで機関リポジトリでの公開を選ん

だケースがありました。 

 ここで一つ疑問となるのが、研究データ公開におけ

る機関リポジトリの位置付けです。論文公開において

は、機関リポジトリはオープンアクセスの一つの

Green OA、すなわち許諾の得られた投稿済み論文を

アーカイブするところで、長期保存が見込まれ、比較

的出版社から許諾の出ることが多い非商用リポジトリ

という位置付けがありました。しかし、研究データ公

開においては、そういった論文のオープンアクセスの

事情とは異なるので、機関リポジトリに求められるも

のが何なのか、あるいは、目的に応じてその他の分野

別のリポジトリや汎用リポジトリの活用も視野に入れ

て支援すべきかということがあります。 

 

まとめ 
 今回の講演のまとめです（図 15）。前半で事例紹介

を行い、後半で今後の課題を挙げました。ここで挙げ

た課題は支援部署（図書館や URA）が単独で解消で

きることではなく、研究データ公開の主体である研究

者の意見や、各研究機関の体制や方針等も併せて考え

ていくべき難しい問題だと思います。今回の実践から

見えた今後考慮すべき事柄はたくさんありますが、ひ

とまずは、今立っている場所を確認することが、望ま

しい研究データ公開の実践の足掛かりになればと思い

ます。 

 緑色の丸い小鳥は「はすかっぷちゃん」といって、

北海道大学機関リポジトリ HUSCAP のマスコットキ

ャラクターです。今後もはすかっぷちゃんと共に、オ

ープンサイエンスの取り組みに注力していきたいと思

います。 

 

 

 

●八塚 質問が幾つか寄せられています。一つ目は、

「北海道大学で公開された研究データを使って 2 次分

析を行った場合に出てくる研究成果を、リポジトリ側

ではどのように扱う予定でしょうか」というものです。 

 

●三上 今回については、特段ライセンス等は付与し

ていませんが、例えば研究者がクリエイティブ・コモ

ンズ・ライセンスで公開したいという場合はそれに従

います。ご質問は、明示していない場合の対応でしょ

うか。 

 

●八塚 恐らくそうだと思います。 

 

●三上 その場合は、論文の転載もそうですが、いっ

たん機関リポジトリ担当に問い合わせていただいて、

そこからデータの権利を持っている先生に問い合わせ

て、それにお答えするという形になると思います。 

 

●八塚 続いて、「今回ご紹介いただいた事例には見

当たりませんでしたが、例えば外部資金（科研費など）

の募集要項においては、公開を推奨しているものが多

いと思います。そういった理由が見当たらないという

のは、もしかすると、研究者側の公開意識が低いので

（図 14） 

研究データ公開推進における機関リポジトリの位置づけの確認

論文公開における機関リポジトリの位置づけ
→GreenOAに対応したアーカイブ公開場所

データ公開における機関リポジトリの位置づけとは何か？
（同じくデータ公開を担う分野別リポジトリ、公開リポジトリ
との違いは何か）

疑問

HUSCAPでのデータ公開を選んだ事情

その他のリポジトリでの公開状況は
現時点では把握していない

第一候補だった分野別リポジトリはデータフォーマットが厳密に決められていたため、
制約のないHUSCAPで公開することを希望した

既に他の場所で公開されているデータのアーカイブ

公開場所例：FigShare、MendeleyData、出版社のリポジトリ

図書館で研究データを公開したいという問い合わせを受け、
FigShare等の公開リポジトリと併せてHUSCAPでも公開できる旨を伝えた

初めからHUSCAPで公開希望との連絡があった

（図 15） 

まとめ

模索は始まったばかり

新しい形を目指した雪だるまを作るはすかっぷちゃん
（HUSCAPのマスコットキャラクター）

多様な公開理由に対応した支援のあり方

様々な事例に対応した公開基準

再利用を促進するドキュメント等の整備

研究データ公開推進における
機関リポジトリの位置づけの確認

事例紹介

今後の課題

とそれぞれについて現時点の疑問
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はないでしょうか」という質問です。 

 

●三上 確かに今回は、論文の投稿段階で公開したい

という事例がほとんどでした。ただ、既に研究データ

が公開されていたもののアーカイブを行った事例もあ

り、機関全体で本当に外部資金で公開していないかど

うかは分からないところです。機関リポジトリ担当も、

相談を受けた分の研究データ公開の事情は把握してい

ますが、それ以外のことは把握していません。実際に

研究者がどう考えているかというのは、図書館にとっ

てもなかなか把握が難しいところだと考えています。 

 

●八塚 次の質問です。「研究者にとってはリポジト

リが各種存在していて、どれを選択するのが適切なの

か悩む場面もあると思います。北海道大学では、図書

館を主体とした、研究データに対する相談窓口がある

のでしょうか」。 

 

●三上 まだ明示的に研究データに関して図書館にご

相談くださいとアナウンスしているわけではありませ

んが、事実上、機関リポジトリに関連して、図書館の

機関リポジトリ担当に相談が来るケースが多くなって

います。その中では、機関リポジトリに公開したいと

初めから決まっているわけではなく、どこかしらのリ

ポジトリに公開したいという要望もあります。分野別

のリポジトリまでは図書館の担当はあまり把握してい

ませんが、一般的な Figshare、あるいは HUSCAP での

公開も可能だという案内はしており、結局 HUSCAP

で公開したケースはありました。 

 

●八塚 次に、「三上さんのご経験から、データ公開

を支援する部署は何人くらいの人員であることが理想

的とお考えでしょうか」という質問を頂いています。 

 

●三上 今、機関リポジトリ担当は 4 人で行っていま

す。今後、研究データの取り扱いが増えてくるとして、

今の機関リポジトリ担当と仕事が被る点もあるので、

図書館内であれば恐らく現状か、研究データの判断の

専門人員が要るでしょうか。 

 

●八塚 現状は 4 人で足りているのですか。それとも

人手不足の状態なのですか。 

 

●三上 正確に言うと、4 人と、他に部局ごとの図書

担当が対応しています。業務内容にもよるので、今の

時点で考えるのはなかなか難しいところです。 

 

●八塚 ありがとうございます。次の質問です。「先

ほどご説明いただいた中で、パターン 1-3 の査読時に

一般公開する場合において、もし論文がリジェクトさ

れてしまった場合は、データもリポジトリから取り下

げるということはあり得るのでしょうか」。 

 

●三上 リジェクトの場合だったか分かりませんが、

過去に 1 度、実際にリポジトリから公開請求を取り下

げたものがあります。北海道大学のリポジトリでは、

研究データは 1 度公開したら取り下げ不能という規定

は特に設けていないので、先生から取り下げてほしい

という要望があれば、そのように対応すると思います。 
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本日の内容 
 本日は、前半では昨年 10 月にオープンアクセスリ

ポジトリ連合（COAR）が公開した「リポジトリのグ

ッドプラクティスのための COAR コミュニティフレ

ームワーク」についてお話しします。セミナーのテー

マは「初めての研究データ」ですが、この COAR コ

ミュニケティフレームワークは、データに関しての項

目もありますが、研究データリポジトリのためだけの

フレームワークではないので、その点をご了承くださ

い。後半では、2020 年 11 月から 12 月にかけて

AXIES-RDM 部会と JPCOAR 研究データ作業部会が連

携して実施した「国内機関における研究データ管理の

取り組み状況調査」について説明します。 

 

JPCOAR とは 
 オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）

は、2016 年 7 月に、リポジトリを通じた知の発信シ

ステムの構築を推進し、リポジトリコミュニティの強

化と日本のオープンアクセスならびにオープンサイエ

ンスに資することを目的として設立されました（図

1）。国公私立大学図書館協力委員会と国立情報学研究

所（NII）との間の協定書に基づき設置された「大学

 

 
  
 

第 3 回 SPARC Japan セミナー2020 

 

 

 

「リポジトリのグッドプラクティスのための COAR コミュニティフレームワーク」と 

「国内機関における研究データ管理の取り組み状況調査」 

 

 
安原 通代 

（国立情報学研究所） 

 講演要旨 

2020 年 10 月にオープンアクセスリポジトリ連合（COAR）が"COAR Community Framework for Good Practices in Reposito-

ries"を公開しました。JPCOAR では、このフレームワークの日本語訳を作成し、2020 年 12月に JPCOARサイトで公開しまし

た。本報告ではこのフレームワークの概要説明及び、2020年に JPCOAR 研究データ作業部会 RDM事例形成プロジェクトと

AXIES-RDM 部会が協力し行った「国内大学・研究機関における RDM 取り組み状況調査」について紹介します。 

安原 通代 
2020年度SPARC Japanセミナー企画ワーキングメンバー。京都大学図書系職員。2020年4月から国立

情報学研究所学術基盤推進部図書館連携・協力室オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）

事務局担当。JPCOAR研究データ作業部会員。 

 

（図 1） 

JPCOARとは

• オープンアクセスリポジトリ推進協会
- JPCOAR : Japan Consortium for Open Access Repository
- https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/

• 2016年7月 リポジトリを通じた知の発信システムの構築を推進し、
リポジトリコミュニティの強化と、我が国のオープンアクセス並
びにオープンサイエンスに資することを目的として設立

• 国公私立大学図書館協力委員会と国立情報学研究所（NII）との間
の協定書に基づき設置された「大学図書館と国立情報学研究所と
の連携・協力推進会議」と連携し、活動を行っている

• JAIRO Cloud（共用リポジトリサービス）を NIIと共同運営
• 会員機関数：662機関（2021年1月8日現在）
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図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議」

と連携して活動しています。共用リポジトリサービス

である JAIRO Cloud を NII と共同運営しており、2021

年 1 月 8 日現在、JPCOAR の会員機関数は 662 機関で

す。 

 JPCOAR の運営組織体制は図 2 のようになっていま

す。参加機関の意思を直接反映させる場が総会です。

運営委員会は、運営に関する基本方針を策定する役割

を担っています。その運営委員会の下にあり、研修、

広報など各種事業の具体的な活動の中心となる組織が

作業部会です。作業部会は、JPCOAR の参加機関に所

属する職員で構成されています。「国内機関における

研究データ管理の取り組み状況調査」は、このうちの

一つである研究データ作業部会が行ったプロジェクト

の一つです。 

 事務局は、JPCOAR の活動に必要な業務を遂行する

部署です。事務局の専任職員は参加機関からの出向職

員となっています。私は京都大学からの出向職員とし

てここに所属しています。 

 

COAR とは 
 次に、オープンアクセスリポジトリ連合（COAR）

という組織について簡単に説明します。COAR は、図

書館、大学、研究機関など世界中の 157 のメンバーと

パートナーから成る国際協会で、JPCOAR もメンバー

として加入しています。国際的なリポジトリの協力体

制による学術研究成果の可視化と利活用の促進を目的

としていて、世界中のリポジトリコミュニティの情報

共有を中心に、コミュニティ間をつなぐ役割を果たす

国際組織です。COAR がリポジトリの運用の評価、改

善を支援するために策定したのが「リポジトリのグッ

ドプラクティスのための COAR コミュニティフレー

ムワーク」です（図 3）。これは 2020 年 10 月 8 日に

COAR の Web サイトで公開されました。日本語訳は

JPCOAR が作成し、同年 12 月 4 日に JPCOAR の Web

サイトで公開しています。この日本語訳は JPCOAR

の機関リポジトリからダウンロードでき、原文と同様

に CC BY で利用可能になっています。COAR の Web

サイト上では現在、原文の英語を含めて 8 カ国語で公

開されています。 

 このフレームワークは、リポジトリの運用の評価、

改善を支援することを目的として策定されています。

他にも多くのリポジトリの評価フレームワークが存在

していますが、それらの評価基準は異なる組織に散在

しており、特定の地域や特定のタイプのリポジトリし

か利用できないことが多いです。COAR フレームの目

的は、そういった既存のフレームワークの基準をまと

めて、さまざまな地域、さまざまなタイプのリポジト

リで利用できるようにすることだそうです。 

 COAR の現事務局長である Kathleen Shearer 氏が回

答しているインタビューの記事に、フレームワークの

目的や今後の作業についてもう少し詳細に書かれてい

たので紹介させていただきます（図 4）。既存のフレ

ームワークの多くは、求める基準、リポジトリ要件を

（図 2） 

組織

• 総会
• 運営委員会
• 作業部会

• 研究データ作業部会
• コンテンツ流通促進作業部会
• コミュニティ強化・支援作業部会
• 人材育成作業部会

• 事務局

https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/?page_id=39

（図 3） 

リポジトリのグッドプラクティスのための
COARコミュニティフレームワーク

• 2020年10月8日にCOARがリポジトリのベストプラクティス
のフレームワークを公開

- COAR Community Framework for Good Practices in 
Repositories

- https://doi.org/10.5281/zenodo.4110829
• 12月4日にJPCOARが日本語訳を公開

- リポジトリのグッドプラクティスのためのCOARコミュニティフ
レームワーク

- http://doi.org/10.34477/00000534
• COARウェブサイト上では、原文の英語を含め8か国語で公
開されている

- https://www.coar-repositories.org/coar-community-
framework-for-good-practices-in-repositories/
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非常に高く設定していて、世界中の多くのリポジトリ、

特にあまりリソースのないリポジトリはその基準に到

達できないので、そういったフレームワークは無関係

なものになってしまっている。そのため、COAR のフ

レームワークは、多くのリポジトリが採用できるよう

に、基準を高く設定し過ぎないようにしたとのことで

す。また、COAR のフレームワークは、正式な認証を

実施するために作成されたものではなく、リポジトリ

の改善を支援する自己評価のためのツールとされてい

ます。一方で、このフレームワーク作成の次のステッ

プとして、より詳細なガイダンスをリポジトリの管理

者に提供できるための作業が既に開始されているとの

ことです。 

 この記事は 2020 年 10 月 30 日に公開されたもので、

インタビューの時点では 11 月から COAR のワーキン

ググループがそのような活動を開始すると事務局長が

答えているのですが、現時点で COAR から次のステ

ップに関する情報はまだ出ていません。 

 

作成プロセス 
 次に、COAR のフレームワークがどのようなプロセ

スに基づいて作成されたかを紹介します（図 5）。ま

ず、既に存在する多くのリポジトリの評価フレームワ

ークを COAR のワーキンググループがレビューして

ギャップを特定し、その重要性、妥当性、実施可能性

のレベルを評価して、各特性を「必須」または「望ま

しい」に分類して草案を作成しました。2020 年 6～8

月にこの草案が COAR メンバーに配布され、実施が

困難なものはないか、重要な基準が欠けていないか、

解釈が難しいものはないか、不適切なものはないかと

いう観点からさらにフィードバックを受け、それを反

映して公開に至ったということです。 

 今後は、コミュニティがこれらのベストプラクティ

スを採用する際に役立つ事例やガイド、インストラク

ションへのリンクや引用を COAR のホームページで

提供することを予定しているそうです。また、このフ

レームワークは完成形ではなく、毎年 1 回、7 月から

8 月にかけてフレームワークを見直し、最新のベスト

プラクティスを反映して更新することを予定している

そうです。 

 

フレームワークで取り上げる特性の項目 
 フレームワークの内容について、ごく簡単に説明し

ます。図 6 にあるような九つの項目に分類され、各項

目に必須の特性と望ましい特性が挙げられています。

実際に読んでいただくと、明確なチェック項目を定め

ているわけではないことがお分かりいただけると思い

ます。 

 一つ目の項目では、リポジトリのリソースの発見可

能性を高めるために必要とされる特性が取り上げられ

ています。リポジトリ内のリソースが利用できなくな

った場合でもメタデータが利用可能か、検索機能を提

供しているかなど、必須とされる特性と、望ましいと

される特性に分けられています。 

（図 4） 

目的

• 基準を高く設定しすぎずに、リポジトリがグッドプラクティスを採
用できるようにするためのもの

• 正式な認証を実施するために開発されたものではなく、リポジトリ
の改善を支援する自己評価のためのツールであり、リポジトリのリ
ソースの割り当ての正当性を示すために役立つ

• フレームワークの次のステップとして、ベストプラクティスに準拠
できるように支援する、より詳細なガイダンスをリポジトリ管理者
に提供するための作業が開始されている

Kathleen Shearer on COAR's newest community framework 
https://www.openaire.eu/kathleen-shearer-on-coar-s-newest-community-

framework

（図 5） 

作成プロセス

• COARワーキンググループが既存のフレームワークをレビューし、ギャップを特定
し、その重要性、妥当性、実施可能性のレベルを評価し、各特性を「必須」また
は「望ましい」に分類

• 2020年6月～8月にCOARメンバーに配布され、コミュニティからの更なるフィー
ドバックを受け付け、反映

- 採用のしやすさ - 本質的な特性の中に、実施が困難なものはないか？
- ギャップ - 重要な基準が欠けていないか？
- 明確性 - 解釈が難しいものはないか？
- 妥当性 – 不適切なものはないか？

• 今後、COAR はコミュニティがこれらのベストプラクティスを採用する際に役立
つ事例やガイド、インストラクションへのリンクや引用を提供していく

• COAR リポジトリ評価作業部会は、毎年 7 月から 8 月にかけてフレームワークを
見直し、最新のベストプラクティスを反映し、更新する
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 二つ目は、リソースへのアクセスを保証するための

項目です。必須とされる特性として、ユーザーがリポ

ジトリ内のリソースにアクセスするためのコストは発

生しないこと。リポジトリは、公示された期間におけ

るリソースへの継続的なアクセスを保証すること。リ

ポジトリは、障害者のために、文書やメタデータへの

アクセスをサポートすること。デバイスの中立性とし

て、ユーザーがリポジトリにアクセスするために特定

のデバイスを必要としないこと。こういった四つの特

性が挙げられています。具体的な期間や、サポートの

ための具体的な整備内容については規定されていませ

ん。期間が定められて公示されているか、何らかのサ

ポートがされているかといった確認内容になっていま

す。アクセスに関する望ましい特性としては、大容量

ファイルの取り扱いや、アクセス制限のあるリソース

への間接的アクセスのサポートがあるかなどが挙げら

れています。 

 三つ目は、リソースの再利用についての条件や、フ

ォーマットに関する項目です。必須の特性が四つと、

望ましい特性が二つ挙げられています（図 7、8）。 

 四つ目は完全性と真正性です。私は最初、この項目

名を見ただけでは内容が分かりませんでしたが、原文

では integrity and authenticity となっています。リポジ

トリのリソースが不正に変更されていないことを保証

するための文書やポリシー、記録の保持に関する内容

となっています。バージョンの管理については必須事

項とされています。 

 五つ目は品質保証に関する項目です。メタデータや

リソースの品質を保証する項目が図 9 のように挙げら

れています。 

 六つ目はセンシティブデータのプライバシーに関す

る項目です。特に研究データに関わる項目になるかと

（図 6） 

フレームワークで取り上げる特性の項目

• 発見可能性
• アクセス
• 再利用
• 完全性と真正性
• 品質保証
• センシティブデータのプライバシー（例：被験者情報な
ど）

• 保存
• 持続可能性とガバナンス
• その他

（図 7） 

再利用（必須の特性）

3.1 リポジトリは、再利用条件を規定するライセンス情
報をメタデータレコードに含む
3.2 リポジトリは、引用可能なPIDを提供する（1.4参
照）
3.3 リポジトリは、推奨される、独自仕様でないフォー
マットのリストを提供する
3.4 ランディングページには、引用に必要な情報を含む
アイテムに関するメタデータが機械及び人間が読める形
式で掲載される

（図 9） 

品質保証

• 必須の特性
5.1 リポジトリはメタデータ（及び該当する場合はリ
ソース）の基本的なキュレーションを行う
5.2 リポジトリは、どのようなキュレーションプロセス
がリソースとメタデータに適用されているかを概説した
文書またはポリシーを提供する
• 望ましい特性
5.3 リポジトリは、リソースとメタデータの外部注釈、
コメント、レビューをサポートする

（図 8） 

再利用（望ましい特性）

3.5 リポジトリは、フルテキストハーベスティングやテ
キストマイニング・データマイニングをサポートするた
めのオープンなAPIを持つ
3.6 リソースは、機械可読なコミュニティ標準フォー
マットで保存される
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思いますが、リポジトリがセンシティブデータを収集

している場合には、データ所有者が許可されたユーザ

ーのみにアクセスを制限できる仕組みを提供している

ことが必須の特性とされています。望ましい特性にな

ると、さらにデータのセキュリティ要件のレベルの違

いに基づいて、段階的なアクセスを提供できることが

加わります。 

 七つ目は保存に関する項目です。 

 八つ目に挙げられているのが、リポジトリの管理責

任を持つ組織の明確化や、管理組織における運用体制

の明確化についての項目です。この項目のみ、望まし

いとされる特性はなく、全て必須とされる特性になっ

ています。 

 最後の項目はその他です。支援窓口やヘルプデスク

があるかや、利用統計についてなど、他の八つの項目

には含まれていない特性が挙げられています。 

 フレームワークで取り上げられている項目は以上で

す。必須となっている特性でも、ポリシー作成が必要

だったり、機能面ではシステム構築から必要になった

りして、すぐには対応が難しい内容も多く含まれてい

ます。最初にも申し上げましたが、COAR のフレーム

ワークは、正式な認証を実施するために作成されたも

のではなく、リポジトリの改善を支援する自己評価の

ためのツールとされています。グッドプラクティスに

基づいて自機関のリポジトリを自己評価して改善点を

見つけ、さらに将来に向けて機能やポリシー、運用に

ついて検討するために活用するものと考えています。 

 JPCOAR の関係者から、このフレームワークを基に

して日本国内に向けたチェックリストを作ってはどう

かという案が出されており、現在、ミーティングや意

見交換を行っています。また、COAR のフレームワー

クも毎年更新が予定されているので、その進展につい

ても今後報告していきたいと思っています。 

 

「国内機関における研究データ管理の取り組み

状況調査」 
 次に、2020 年末に実施した「国内機関における研

究データ管理の取り組み状況調査」について紹介しま

す（図 10）。この調査は、JPCOAR の作業部会の一つ

である研究データ作業部会が AXIES-RDM 部会と連携

して行っている RDM 事例形成プロジェクトの一環に

なります。RDM 事例形成プロジェクトは、参加機関

による RDM の取り組みを支援し、データポリシー策

定の足掛かりを作成することや、ディスカッションや

ワークショップを通じて事例集を作成・公開すること

などを目的としています。プロジェクト全体について

は、2020 年の NII オープンフォーラムで、NII オープ

ンサイエンス基盤研究センター（RCOS）の南山泰之

先生が報告されていますので、ご参照ください。 

 今回行った「国内機関における研究データ管理の取

り組み状況調査」は、国内の大学・研究機関を対象に、

機関内での研究データ管理の取り組み状況を把握する

ことを目的として、JPCOAR 会員機関、AXIES 会員機

関、その他の国内機関にご協力いただいたアンケート

調査です（図 11）。質問は全部で 46 問あり、七つの

セクションに分かれています。それぞれのセクション

について、内容に応じて適切と想定される回答部署を

記述していますが、想定回答先は各大学・研究機関の

体制によって異なると思いますので、あくまでも想定

です（図 12）。 

 この調査を行うに当たっての AXIES-RDM 部会と連

携体制は図 13 のような形になっています。こちらの

図も 2020 年末の AXIES 年次大会で RCOS の南山先生

が講演で使われたものを使用させていただいています。

（図 10） 

RDM事例形成プロジェクト
（AXIES-RDM部会との連携事業）

• 参加機関によるRDMの取り組みを支援し、データポリ
シー策定の足掛かりを作成する

• ディスカッションやワークショップを通じて事例集を
作成・公開する

• AXIES-RDM部会とJPCOAR研究データ作業部会が連携
して実施する

2020 NIIオープンフォーラム

AXIES研究データマネジメント部会合同トラック「学術機関における研究データ管理フレームワーク」

https://www.nii.ac.jp/openforum/2020/day2_os4.html

研究データ管理のステークホルダと事例収集 南山泰之（国立情報学研究所）

https://www.nii.ac.jp/openforum/upload/cb0bfc6d76ac96dde6c1340e2f86e6be68b4c155.pdf
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調査開始時（11 月）の JPCOAR の会員機関数は 657

機関、AXIES の会員機関数は 133 機関、両方に重複

して加盟している機関が 112 機関でした。また、どち

らにも加盟していない国内機関にもご連絡して、最終

的には合計 658 機関にご協力をお願いしました。 

 Google Form 経由での回答をメールで依頼して、

Google Form にアクセスできない機関については、

Word ファイルに回答を入力の上、メール添付での送

信をお願いし、最終的に 352 の機関から回答を頂くこ

とができました（図 14）。内訳としては、研究開発機

関が 62％、国立大学が約 19％、公立大学が 12％、私

立大学が 2％、大学共同利用機関等が 2％です。もう

少し内容を報告できたらよかったのですが、現在、報

告書は取りまとめ中になっています。 

 プロジェクト自体は 2019 年度から 3 年を予定して

おり、本年度が 2 年目です。今年度はアンケート調査

自体に対する報告書をまとめて、来年度は、調査結果

やプロジェクトの成果報告などをまとめて公開します。 

 

その他の研究データに関する取り組み 
 最後に、JPCOAR の作業部会による活動の中から、

研究データに関するその他の取り組みを幾つか紹介し

ます。 

 2020 年 10 月に教材「研究者のための研究データマ

ネジメント」を公開しています。研究支援者の目線か

ら、大学や研究機関等に所属する研究者の方に向けて

作成した教材集です。研究データ管理の場面に応じた

12 のテーマに分かれていて、研究者自身がこの教材

によって必要な知識を得る他に、研究を支援する側が

各教育機関の研究環境やニーズに応じた形で、この教

材を加工して研究データ管理サービスを提供すること

を想定しています。また、これは 2017 年公開の研究

（図 11） 

国内機関における研究データ管理の取り組
み状況調査

• 目的：国内の大学・研究機関を対象に、機関内での研
究データ管理の取り組み状況を把握する

• 調査期間：2020年11月27日～12月28日
• 質問数／所要時間：全46問／約50分
• 対象：JPCOAR会員機関、AXIES会員機関、その他国
内機関（計685機関）

（図 12） 

セクション別回答想定先

• セクション1（概要説明）：（全1問）
• セクション2（基礎情報）：JPCOAR参加機関窓口担当部署または機関リポジト
リ担当部署（全3問）

• セクション3（ニーズの把握）：機関内の研究データ管理（RDM）担当者／対応
部署（全5問）

• セクション4（データ管理体制の構築状況）：研究推進部署／URA等（全6問）
• セクション5（研究データ管理サービスの実施状況）：大学図書館等（全11問）
• セクション6（情報インフラの整備状況）：情報基盤センター等（全18問）
• セクション7（オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）について）：

JPCOAR参加機関窓口担当部署または機関リポジトリ担当部署（全2問）

（図 13） 

AXIES-RDM部会との連携体制

JPCOAR RD作業部会

機関の
JPCOAR担当

機関の
AXIES担当

AXIES RDM部会

回答（セクション6ほか）
Google form

回答（セクション2～5,7）
Google form

RDM事例形成プロジェクト
データの統合
マスター管理・分析

会員機関：657機関
（うちAXIES加盟機関：112機関）

会員機関：133機関（正会員）

※AXIES未加盟機関に
はセクション6も含め
て送付

https://axies.jp/conf/conf2020/＊会員機関数は調査開始時の数値

（図 14） 

状況調査の実施

• 回答数：計352機関

• 現在、報告書のとりまとめ中
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支援者向けの教材「RDM トレーニングツール」、2018

年公開の教材「研究データ管理サービスの設計と実践」

に続く第 3 弾の教材となっています。2018 年公開の

教材「研究データ管理サービスの設計と実践」につい

ては、2 月 10 日に第 2 版が公開されています。こち

らは大学図書館員や URA、技術スタッフなど、研究

支援職員が研究者の研究プロセスに沿って研究データ

管理サービスの設計と実践の方法を身に付けることを

目的としたものです。 

 そして、3 月にはデータベースレスキューマニュア

ルを公開する予定となっています。 

 

 

 

●八塚 質問を頂いています。「COAR のフレームワ

ークの JPCOAR 版という話がありましたが、研究デ

ータ利活用協議会（RDUF）が昨年策定したガイドラ

インとの違いや位置付けなどについて教えていただけ

ると幸いです」。私が推測するには、これは RDUF の

中のジャパン・データリポジトリ・ネットワーク

（JDARN）で作成したリポジトリガイドラインのこ

とだと思いますが、その辺の違いで、もしご存じのこ

とがあれば教えていただけますか。 

 

●安原 すみません、私の方で明確な違いは分かりま

せん。 

 

●八塚 違いについてはこれから検討しようとしてい

るところだと思いますので、なかなか見えてこないと

思いますが、私の感覚では、COAR のフレームワーク

は CoreTrustSeal などと違って、誰かに認証されるよう

な類いではなく、あくまでもリポジトリ側で自己改善

していくためのツールという位置付けだと思います。

そういうことでよろしいでしょうか。 

 

●安原 はい。そのとおりです。 

 

●八塚 ありがとうございます。では、次の質問にい

きたいと思います。「調査状況については報告書を取

りまとめ中ということでしたが、もし興味深い結果が

あれば、何か情報を頂けませんか」。 

 

●安原 「研究データの管理サービスを展開するに当

たって、自機関で、研究者から要望が高いと思われる

サービスをお聞かせください」という質問があり、複

数選択可として、こちらからデータ管理計画（DMP）

の作成支援や研究データのストレージ提供など幾つか

の選択肢を挙げたのですが、最も回答数が多かったの

は「分からない」でした。その上で、「ここで選択し

た研究データ管理に関する支援を実施する際に必要と

思われる知識やスキルはどういったものでしょうか」

という質問をして、データキュレーションスキルや

ICT スキルといったスキルを幾つか挙げて、こちらも

複数回答可としたのですが、ほぼ全てのスキルを「は

い」とした方が多かったです。ですので、どういった

要望が高いかは分からないけれども、あらゆるスキル

や知識が必要とされているという認識があるのだろう

と思いました。 

 このアンケートを行った際に、セクションに分けて、

取りまとめを依頼している部署から各関連部署に質問

していただいたのですが、その際に非常に思ったのが、

研究データ管理における関連部署の連携の重要性です。

必要とされるものは分からないけれども、必要とされ

る能力は多岐にわたっているので、これは本当に一つ

の部署では対応できるものではありません。そうなる

と、学内・機関内のさまざまな部署で連携していくこ

とが必要だと感じました。 

 

●八塚 今の質問に関係するのですが、「結果につい

ては取りまとめ中ということですが、どういった設問

だったのかをご紹介いただけないでしょうか」という

要望が来ています。 

 

●安原 図 12 のように、セクションに分かれており、
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ニーズの把握やデータ管理体制の構築状況、研究デー

タ管理サービスの実施状況、情報インフラの整備状況、

最後は JPCOAR についての質問もさせていただきま

した。何らかの研究データ管理サービスを実施してい

るか、その中で図書館が実施しているものはあるかと

いった質問や、現在はしていないけれども図書館で実

施を計画・検討しているものはあるか、また、過去に

研究データ管理に関する研修やワークショップ、シン

ポジウム等のイベントを実施したことはあるかといっ

た質問で、全部で 46 問あります。 

 

●八塚 設問についても、まだ公開されていないとい

うことでしょうか。 

 

●安原 設問自体は機関の皆さまにお送りしただけで、

まだ公開していません。 

 

●八塚 私から一つ質問させてください。今回、

COAR のフレームワークを翻訳されて、これが現状の

日本の機関リポジトリや分野別リポジトリにどれだけ

マッチしていそうかという感触は何かありますか。 

 

●安原 やはり日本のリポジトリに当てはめるには少

し難しいものがあると感じまして、JPCOAR 内で、こ

れを基にして日本に向けたチェックリストを作ろうと

いうことになっています。 

 

●八塚 例えばどのあたりが食い違っていそうですか。 

 

●安原 特定のことになってしまいますが、私は、障

害者が文書やメタデータにアクセスするのをサポート

するあたりで、少し具体的なリソース例やサポート対

応を挙げていく必要があると思いました。 
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アンケート 
 

●朝岡 ディスカッションの前に、Slido のライブ投

票機能を利用した簡単なアンケートを行います。質問

は二つあります。 

 一つ目は、加藤様から紹介があった J-STAGE Data

を利用したいかどうかという質問です。研究者の皆さ

まは、自分あるいは自分のプロジェクトで使ってみた

いかどうか、図書館員や URA、学術出版関係の皆さ

まは、自分の業務に関係する研究者に薦めたいかどう

か、「ぜひ利用したい」「利用したいが課題がある」

「他のリポジトリを使いたい」「そもそも Web を介し

たこのようなサービスを利用して研究データの管理ま

たは公開を行いたくない」という 4 択でお答えくださ

い。特に「利用したいが課題がある」という方は、

Q&A でその課題または要望について書いていただけ

ると幸いです。 

 二つ目は、込山様から紹介があった GakuNin RDM

の利用についての質問です。ご回答をお願いします。 

 

―アンケート入力― 

 

 それでは、回答を締め切らせていただきます。ご回

答いただきありがとうございました。 

 皆さまの回答結果を林さんから報告していただきま

す。 

 

●林 まず、加藤様の講演で紹介していただいた J-

STAGE Data については、「ぜひ利用したい」「利用し

たいが課題がある」が多かったです。課題としては、

今までご説明いただいたような中身だけなのか、ある

いはもう少し何か情報があるのか、また、論文がリジ

ェクトされたときにデータはどうなるのかなどが挙げ

られていますが、このあたりはこの後のディスカッシ

ョンで広げてゆきたいと思います。 

 

●朝岡 ありがとうございました。加藤様、この結果

についてコメントを頂けますでしょうか。 

 

●加藤 今年度から本格運用に移りたいと思っていま

すので、「利用したい」とご回答いただいた方、あり

がとうございます。ぜひ問い合わせを頂ければと思い

ます。一番多かったのが「課題がある」ということで、

本格運用には入れると思っているのですが、まだ課題

第3回 SPARC Japan セミナー2020 

パネルディスカッション 

朝岡 誠  （国立情報学研究所） 

林 賢紀  （国際農林水産業研究センター） 

加藤 斉史  （国立研究開発法人科学技術振興機構） 

込山 悠介  （国立情報学研究所） 

神谷 信武  （チューリッヒ大学） 

三上 絢子  （北海道大学附属図書館） 

安原 通代  （国立情報学研究所） 
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解決に至らないところは、またお伺いしながら改めて

いきたいと思います。本日伺えれば伺いますし、後日

でもお問い合わせいただければと思います。 

 

●朝岡 ありがとうございます。 

 次に、GakuNin RDM についての回答結果を林さん

から紹介していただけますか。 

 

●林 こちらも「利用したい」「利用したいが課題が

ある」が合計 87％で、ほぼ皆さん使ってみたいとい

うことですが、「課題がある」が半分くらいで、「他の

サービスを使いたい」も若干あります。ただ、質問で

もそれほど大きな課題はなかったような気がしますが、

そのあたりはどうでしょうか。 

 

●朝岡 そうですね。GakuNin RDM 自体に何か課題

があるというより、もしかしたら自分たちの機関内で

ポリシー的な意味で課題があるということかもしれま

せん。込山様、今のこの結果についてコメントをお願

いできますでしょうか。 

 

●込山 GakuNin RDM はサービス開始直後なので、

これだけ「利用したい」という声を頂けたのは非常に

ありがたいと思っています。同時に、課題がたくさん

残っているということで、もう少し機関の皆さまの声

を聞きながら、開発に反映できることは反映し、本日

のお話にあったような共通のフレームワークや何らか

のルーブリックに落とし込んでいけるのであれば、そ

れに合わせたシステムの改修を進めていくことで共通

化を図っていきたいと考えます。 

 

●朝岡 ありがとうございました。 

 

本日の講演内容の振り返りとディスカッショ

ン 
 

●朝岡 それでは、パネリストの皆さまの報告を振り

返りながら、本パネルディスカッションの論点につい

て説明します。 

 本日の講演では、研究データ管理と研究データ公開

のためのインフラとその実例、そして研究データ管

理・公開のグッドプラクティスを構築していく取り組

みについて講演していただきました。研究データ管理

のインフラについては込山様に、エディンバラ大学の

実例とグッドプラクティスを構築していく取り組みに

ついては神谷様に、研究データ公開、とりわけ論文の

根拠データ公開のインフラについては加藤様に、北海

道大学の実例については三上様に、グッドプラクティ

スを構築していく取り組みについては安原様に紹介し

ていただきました。 

 研究データの管理も公開も、神谷様や三上様が説明

されたように、手を付けられるところ、要望があった

ところから始めていくことが重要です。自分たちに何

ができるかというのは、神谷様が紹介された Evaluate 

your RDM Offering や、安原様が紹介された COAR コ

ミュニティフレームワークの下で、サービスの長期的

目標を立てて展開していくものであるということを、

本日の講演を聞いて実感しました。取りあえず手の届

くところから始めてみよう、そして他の人の取り組み

をまねしてみよう、それで長期計画を立てていこうと

いうことです。 

 その取り組みを行っていく中で、込山様が紹介され

た GakuNin RDM や、加藤様が紹介された J-STAGE 

Data や、今の機関リポジトリが活用されることにな

ると思います。今回、「初めての研究データ」という

タイトルを見て、すぐにでも研究データ管理・公開を

始めたい聴衆の皆さまからすると、自分の組織はどう

やって始めていけばいいのか、誰がイニシアティブを

取っていけばいいのか、研究者側なのか、それとも機

関側なのかということについて疑問を持たれたのでは

ないかと思います。GakuNin RDM も J-STAGE Data も、

どちらも研究者や学会がイニシアティブを取って活用

するインフラではありますが、実際、北海道大学やエ

ディンバラ大学の事例を見ると、研究教育機関がデー
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タポリシーにのっとってイニシアティブを取って行っ

ており、研究者と、研究教育機関のスタッフである図

書館員の皆さま、URA の皆さま、場合によってはイ

ンフラの関係者の皆さまとの関係性が重要だと感じま

した。 

 また、今回、海外におけるグッドプラクティスに向

けた取り組みが紹介されましたが、海外の Evaluate 

your RDM Offering や COAR コミュニティフレームワ

ークでは少し敷居が高いのではないか、日本版のこう

いったものができるのかどうか、また、できた場合、

自分たちも実践として使えるのかどうかについて疑問

を持たれたのではないかと思います。 

 そこで、本日は次の三つの論点を中心にディスカッ

ションを進めていき、その中で皆さまから Slido で頂

いている質問に回答していきたいと思います。 

 第 1 の論点として、研究データ管理における機関と

研究者の関係についてディスカッションしていきます。

データ管理の話題ということで、まずは神谷様から、

エディンバラ大学等、海外の機関では機関と研究者は

どのような関係になっているのかコメントを頂けます

でしょうか。また、エディンバラ大学の事例を紹介し

ていただいた中で、RDM のロードマップが刻々と変

化したと聞きましたが、機関と研究者の関係性はロー

ドマップの進行とともに変化が見られたのかどうかに

ついて、お聞かせいただけますか。 

 

●神谷 私はエディンバラ大学で働いているわけでは

ないので、確実な情報は出しづらいのですが、発表で

エディンバラ大学の該当ページを紹介したように、研

究データ管理サービスのところは、研究者に対して研

究データ管理のやり方などのサポートをしていますし、

研究データを取り扱うツールに関しても扱いやすいよ

うに改善しています。そういうところを含めて、機関

がサポートしているところは確実にあるはずです。 

 ロードマップによって研究データに関するサービス

内容が変化しているので、もちろん研究者と機関の役

割が変わってきています。また、研究データ管理を、

ある機関の中でインフラとして定着させるときに、研

究者からの理解とコミットメントが確実に必要になり

ます。ロードマップを一緒に作成しながら、研究者が

これまで研究データ管理のサービスを受けてきたけれ

ども、これから改善したいのはここですよねという話

は確実にしていく必要があると思います。ですので、

役割分担は、そのコミットメントの具合やステージに

よって変わってくるのではないでしょうか。 

 

●朝岡 ありがとうございました。 

 次に込山様にお伺いします。GakuNin RDM の設計

者として、機関と研究者の関係をどのようにお考えに

なって GakuNin RDM を設計したのでしょうか。実証

実験を通じて、その中で分かったことも含めてコメン

トを頂けると幸いです。 

 

●込山 GakuNin RDM の設計の基軸という意味では、

機関と研究者の軸、もう一つ、研究の推進と公正とい

う軸があります。一見すると、機関はガバナンスの強

化で研究データ管理を研究者にやらせたいというよう

に捉えられてしまうのですが、決してそれだけではあ

りません。機関ももちろん研究を推進しようとしてい

ますし、研究者は研究者で、自分たちの研究の不正防

止だけはなく、真面目に取り組んでいる研究者からす

ると、何か外から訴えられたりしたときの証明手段に

もなるなど、幾つかの軸で切って考えていきました。 

 実際の設計の進め方としては、本日も幾つか紹介が

ありましたが、国内外の RDM サービスのフレームワ

ークからシステムに関する項目やガイドラインを切り

出して、分解してみて、機能要件を考えて、それを軸

に、先ほど言った二つの観点から分類して、これは

RDM の必須機能だろうというところから優先的に埋

めていったというのが設計段階で行ったことです。 

 実証実験の段階になると、大学側からの要望なども

出てくるので、それをいかに束ねるか。全ての要望に

応えることはできませんが、より多くの大学から要望

が出ている機能については取り組んでいこうとしまし
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た。そこでは、研究者が望むことと組織が望むことの

違いや、どの時期にどの機能を充実させていくかとい

うことに悩みました。国内の場合、当初はどうしても

研究不正防止や研究データの 10 年保存の影響を受け

てデータ管理をしたいという、どちらかというと機関

の研究担当理事などに理解していただくための実装や

説明を進めてきて、最近になってようやく研究者に近

い機能を充実させはじめたという経緯があります。 

 

●朝岡 ありがとうございました。 

 次に、データ公開の見地から、加藤様、三上様、安

原様にお伺いしたいと思います。研究データ公開は研

究データ管理に密接に関連していて、研究データ管理

の時点で必要なメタデータ情報がないと、十分な形で

研究データを公開することができません。研究データ

を公開する立場からすると、研究データ管理における

機関と研究者の関係はどのようなものが望ましいと思

われるでしょうか。まずは加藤様からコメントをお願

いします。 

 

●加藤 私たちからは、研究者の所属機関はあまりよ

く見えていないところがあります。所属機関に関して

は、所属機関がデータに関するポリシーを決めていく

と研究者が共有を進めやすくなるということぐらいし

か見えていません。発行機関についても同様ですが、

ポリシーにてデータ共有について定めるジャーナルが

増えてきています。こういったことでポリシーが決ま

っていくと、研究者にもデータ共有をするということ

が広まっていくので、世の中的にもデータ共有という

考え方が浸透していくのではないかと考えています。 

 

●朝岡 ありがとうございました。次に三上様、図書

館員としての見地も含めてコメントを頂けると幸いで

す。 

 

●三上 研究データ管理については、機関と研究者と

の間でメリットを共有できるのが望ましいと思ってい

ます。支援側で研究データ公開を推進しようと思って

も、管理に必要なメタデータと公開に必要なメタデー

タは違うと思うのです。公開に必要なメタデータには

研究者の余分な労力を使う以上、研究者側にメリット

がないものをやってほしいと言ってもあまりうまくい

きません。ただ、研究者側でメリットを判断する上で、

助成や出版社など研究データ公開が必要になっていく

側面について、URA や図書館はいろいろと情報を持

っています。そういった情報を幅広く持つ支援部署が

研究者に向けたサポートや情報を出していって研究者

をサポートする形がいいと思います。 

 あとは、機関側から研究データの公開をするための

管理や公開の意思決定のための情報提供、支援の案内

をして、研究者の方でメリットを感じてくれるような

状態が望ましいと考えています。 

 

●朝岡 ありがとうございました。 

 最後に安原様、2020 年 11 月から 12 月に行われた

「国内機関における研究データ管理の取り組み状況調

査」の結果も踏まえてコメントを頂けると幸いです。 

 

●安原 今回のアンケート調査を行って、研究データ

管理における、サポートする側の関連部署の連携の重

要性を改めて感じました。それとともに、研究データ

ライフサイクルの中のどの段階でどのような課題があ

るのか、研究者の方はそういう場合にどこに相談する

かを分かりやすくすることで相互にメリットを感じて

いただけるのではないかと思います。 

 

●朝岡 ありがとうございました。 

 

●林 Slido に頂いている質問にもありましたが、研

究データを公開していかないといけないという話が出

てきたとき、機関の中で図書館員ができることは何か

というと、例えば「メタデータを付けることは得意で

す。目録でずっとやってきた業務だし、できます。し

かし、研究の中身はさっぱり分かりません」となりま
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す。しかし、いろいろな政策文書などを見ていると、

図書館職員がうまくコミットしてサポートしていくと

されています。今までは論文とそのメタデータを扱う

ことで学術情報の流通を担ってきたわけですが、それ

が研究データにもどんどん幅が広がってきていて、だ

から私たちはこういったセミナーを開催するし、サポ

ートもするということで、先ほど三上さんから、大学

という現場でいろいろな取り組みをされている事例を

ご紹介いただきました。 

 では、そもそも図書館や図書館職員というのは、こ

ういう研究データを出す、公開する、管理するという

課題を持っている機関や研究者にとって相談しやすい

人たちなのでしょうか。相談したいのだけれども、何

か忙しそうだし、最近は電子ジャーナルもあるから電

子もいけそうだけれども、紙しか分かっていないので

はないかと思われていたら嫌だなと思ったりするので

す。もちろん図書館職員はサービスをするのが仕事で

すから、いろいろなところに出ていって、こんなこと

もできます、あんなこともできます、サポートをやり

ますよと言って歩くのが大好きで、私も好きです。し

かし、研究者から見たときに、相談しやすい、話を持

っていきやすい存在なのか。神谷様や三上様、何かご

経験や知見があれば教えてください。 

 

●神谷 もちろんそれは各図書館員が置かれている状

況によって違うと思うので、私からの視点が正しいか

というと何とも言いがたいのですが、私は日本学の図

書館で働いていて、先生方とは、コロナ禍ではない状

況だと会う機会が結構頻繁にあり、インフォメーショ

ンリテラシーなどの授業も入門コースの中で受け持た

せてもらっているという経緯があります。ですので、

話しかけやすい方なのではないかとは思います。ただ、

他のところでもそうなのかというと、それは少しまた

別の話なので、やはり各図書館の置かれている状況を

見ながらということではないでしょうか。 

 

●林 なるほど。確かに「いや、うちの図書館は何か

話しにくいんだよね」みたいな状態だと、それで全体

として回るのかというのはちょっと分かりませんね。 

 

●神谷 私がなぜ研究データ管理を大事だと思ってい

るかというと、私はもちろん公開された研究データを

使いたいと思っていますし、それをオープンサイエン

スとして再度利用するのに役立てていきたいと思って

いるからです。そういう意図があるときに、私が研究

者に対して、「図書館でもそういうサービスを行おう

と思っています」という話を振っていけるような状況

をつくっていければとは思っています。それは図書館

員が思って話し掛けない限り、起こりません。やはり

誰かがイニシアティブを取って話し掛けない限り、何

も起こらないのではないでしょうか。 

 

●林 確かにそうですね。 

 

●三上 それでいえば、今回の公開事例の中には、

HUSCAP は論文を公開する場所だと初めから知って

いて研究データを公開したいという先生がいらっしゃ

った記憶があります。HUSCAP は定期的に北海道大

学で論文を出した研究者の方に「登録しませんか」と

お誘いのメールを送ったり、私の上の世代の話なので

あまり詳しくはないのですが、立ち上げのときに少し

営業で回ったりしたという経緯があって、一応、機関

リポジトリという論文を公開できる場所があるという

認知があったのが相談につながったのかなと思ってい

ます。 

 もう一つ、GakuNin RDM を図書館で宣伝している

と、最初に GakuNin RDM で研究データを公開できる

かという問い合わせが来て、GakuNin RDM ではでき

ないけれども、Figshare や HUSCAP のようなリポジト

リであれば可能ですとご紹介することがあります。そ

のように、何かしら研究データや公開が図書館と結び

付くヒントがあれば、あるいは、という気はします。 

 

●林 確かに北海道大学の HUSCAP は、割と機関リ
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ポジトリのはしりのころからずっと運用されていると

いうイメージがあります。それだけの蓄積と認識があ

るからこそ、そこに行けば自分たちのものを出しても

らえる、情報が分かるだけではなくて発信もできると

いうイメージの切り替え、あるいは新しい機能のイメ

ージを付けることがうまくいったのかなと、話を聞い

ていて思いました。 

 

●朝岡 おっしゃるように、研究者と機関のどちらが

するかというよりは、まずは研究データの管理にしろ

公開にしろ、やらなければいけないということよりも、

管理や公開をすることで自分の意見が発信できるのだ

というように、ポジティブな研究者なり図書館員をう

まい具合に結び付ける環境自体が必要だと思いました。 

 それでは、次の論点に移りたいと思います。第 2 の

論点は、研究データ、特に論文の根拠データの公開に

ついてです。加藤様が発表されたように、海外のジャ

ーナルに投稿する場合、根拠データの公開が義務付け

られていることもあり、研究者からのニーズが高まっ

ていますが、リポジトリ側はその際にどこまでサポー

トするべきか、または GakuNin RDM などの RDM で

管理した研究データを公開するに当たってどのような

点に連結していくのか、特に研究データ管理と研究デ

ータ公開はそれこそ連結しているものなので、その連

結についてどのように考えていくべきなのかというこ

とを議論したいと思います。 

 まずは研究データ公開ということで、加藤様と三上

様にお伺いします。J-STAGE Data では投稿後の論文

の根拠データを対象に、論文著者、研究者側が根拠デ

ータをメタデータも含めてアップロードするという研

究者ファーストのスタイルを取っていて、ジャーナル

発行機関は公開にあまりタッチしません。一方で北海

道大学では、機関に所属する研究者の要請に応じて図

書館員がメタデータを準備して、根拠データをアップ

ロードする、そして投稿前の論文の根拠データの公開

に当たっては査読者との限定的な共有対応なども行っ

ています。ジャーナルと機関では幾らか違いがあるか

もしれませんが、研究者とそれをサポートする機関の

関係は、研究データの公開においてはどうあるべきだ

と思われますでしょうか。研究者が上げたいデータを

自分で上げていくというセルフアーカイブみたいなや

り方もあると思いますが、機関リポジトリの方で幾ら

か研究者をサポートし、機関として研究データを公開

するパターンもあると思います。あとは、根拠データ

の公開において必ずしておかないといけないこと、例

えばライセンスの確認や必須メタデータの確認なども

含めてコメントを頂けると幸いです。まずは加藤様、

J-STAGE Data での査読前の論文の取り扱いに対する

展望も含めてコメントを頂けると幸いです。 

 

●加藤 少し緊張して発表でうまく伝わらなかったの

ですが、まず、J-STAGE Data はジャーナル発行機関

のためのサイトですので、ジャーナル発行機関がタッ

チしないということはなくて、ジャーナル発行機関に

投稿されるものが最終的には発行機関の判断で公開に

結び付くという流れになっています。その前に、ジャ

ーナル発行機関の中で J-STAGE Data と別に投稿を受

け付けて、審査の上で OK であったものを J-STAGE 

Data に登載します。また、著者が直接 J-STAGE Data

に登載していくことも可能です。それをジャーナル発

行機関が確認した上で公開するかどうかというルート

の違いがございますが、基本的にはジャーナル発行機

関が確認して公開に結び付きます。 

 査読前の原稿の根拠データについても、先ほどの流

れのように公開前に載せることができますけれども、

同じようにジャーナル側で判断して公開することにな

りますので、ジャーナル側のポリシーによりますが、

査読前に公開してよいというポリシーを取らなければ

公開されないということになります。 

 そういう意味ではジャーナルと結び付いた形になっ

ていますので、投稿先がまだ決まらない、査読前の原

稿の段階で根拠データを載せる先としては J-STAGE 

Data はふさわしくないという状況になっています。 

 併せて、先ほど説明の中でリジェクトのご質問を頂
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いたときの回答で間違った話をしてしまいましたので

訂正します。リジェクトの場合、発行機関の中で査読

審査をしている中でリジェクトになっていますので、

データ自体、まだ公開されていません。また、メタデ

ータも公開されていない状態ですので、その状況の中

で削除するかどうかは発行機関が決めることができま

す。 

 

●朝岡 ありがとうございました。関連して、 J-

STAGE Data について、パイロット運用参加中の学会

の方から質問が来ていますので紹介します。「学会と

して、ジャーナル側ではなくて投稿者に、論文の受理

後のデータのアップロードの公開などのオプションを

付けたいと考えている機関があります。そのようなこ

とを、あくまで学会として投稿者に提供するサービス

の一つとして位置付けることについて、J-STAGE と

してはいかがお考えでしょうか」ということですが、

いかがですか。 

 

●加藤 論文にひも付かなくてもデータを載せたいと

いうことですね。J-STAGE Data のポリシーとして、J-

STAGE 掲載の論文と関連するデータとなっています

ので、関連度にもよると思いますが、ひも付ける論文

がない場合には対象外となります。 

 

●朝岡 上げられるデータはかなり限られている感じ

ですね。 

 

●加藤 そのとおりです。論文とひも付いているとい

うことになりますので、その論文を書くに当たって研

究の中で発生したデータなどは関連度が多少低くても

上げることができますが、全く論文にひも付かないま

まデータを置く場所としては使えません。 

 

●朝岡 ありがとうございました。 

 次に三上様へ、「学内で研究データの取り扱いにつ

いて検討したり、実装したりする組織が他に存在する

のか」という質問を頂いています。例えば研究支援担

当の中で情報システム担当、研究者と図書館だけでは

なくて、他に組織で連携しているかどうかについてコ

メントを頂けると幸いです。 

 

●三上 GakuNin RDM の導入のときには情報基盤セ

ンターと連携して機関のストレージを入れたりしてい

ます。ただ、公開については今のところ他部署とはあ

まり連携していません。一応、URA が割と科研費な

どの申請の面倒を見ているので、国内で研究データの

公開が助成に必須の場合が多くなると、そことの連携

の芽はあるのではないかと個人的には思いますが、現

時点では特段、どこと連携しているということはあり

ません。 

 

●朝岡 ありがとうございました。次に安原様にお伺

いします。JPCOAR では、根拠データの公開において

リポジトリを運用する機関はどのような役割を担うべ

きだと議論されているのでしょうか。 

 

●安原 正直なところ、JPCOAR 側ではそういった議

論はあまり深まっていないというのが実状です。少し

話がずれるのですが、私個人としては、以前、ドイツ

のハノーファー大学でインタビューした際に、ハノー

ファー大学では研究者の意見を取り入れて、ドイツ語

で利用でき、ドイツ国内で保存される安全で信頼でき

る研究データの公開場所として、研究データのためだ

けの機関リポジトリが作られたという話を聞きました。

リポジトリを運用する機関としては、そういう安全で

信頼できる研究データの公開場所の提供という役割を

担うものは重要だと感じました。 

 

●朝岡 ありがとうございました。 

 次は、データ管理の見地から神谷様と込山様にお伺

いします。研究データ管理は、先ほど言ったとおりに

研究データ公開に密接に関連していて、幾らか研究デ

ータ管理と公開の中で連携が必要だと思います。まず
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は神谷様、海外の事情を踏まえて、管理と公開の関係

についてコメントを頂けると幸いです。 

 

●神谷 先ほどからずっと話に上がっているように、

公開するときにはメタデータをきちんと付けて、

FAIR 原則にのっとるなどして、みんなで後で使える

ようにしようというコンセンサスがあり、管理は、も

ちろんプロジェクトが走っている間はその研究者なり、

研究者をサポートする人なりが行うことになると思い

ます。公開のときにメタデータを付けて公開したデー

タを長期間公開できるようにリポジトリに上げておく

ところの連携をどうするかは、図書館なり他の機関な

りが考えるべきことだと思っています。日本の場合だ

と GakuNin RDM を使って管理した後で、ではどうす

るのかというところが大変気になるのですが、その辺

はどうなのですか。 

 

●込山 NII の三つの基盤は発表の中でも紹介させて

いただきましたが、管理の基盤と公開の基盤は安全の

ために完全に切り分けています。もちろん公開の基盤、

機関リポジトリで JAIRO Cloud には大勢の機関がいら

っしゃいますので、まずは WEKO3 を目標に GakuNin 

RDM からデータを送出できる仕組みを開発していく

予定です。その際、国際的に使われている標準的なリ

ポジトリの通信プロトコルを使い、国内外のリポジト

リで使われているメタデータスキームに沿って、きち

んとデータを送り出せるように設計しておけば、それ

以外のリポジトリ等とも連携していけるのではないか

と思います。 

 

●朝岡 ありがとうございました。私も NII で公開の

基盤をサポートしている立場からすると、管理と公開

の関係は連携していかなければいけないものだと思い

ます。特に今、私は機関リポジトリの開発に携わって

いて、制限共有や、メタデータでもいろいろなタイプ

のものを自分でエディットできるような形で作成して

いるので、こちらも皆さまに使っていただけると幸い

です。 

 最後の論点に移ります。日本版 Evaluate your RDM 

Offering や、日本版 COAR コミュニティフレームワー

クが実現できるかどうかについてディスカッションし

たいと思います。研究データ管理をする機関にとって、

自分のサービスの長期的目標を立てていく上で重要に

なると思いますが、パネリストの皆さまはどのように

お考えでしょうか。まずは管理の方の日本版 Evaluate 

your RDM Offering の実現可能性について、まずは神

谷様、お願いいたします。 

 

●神谷 日本の方々の需要があればもちろんできます

けれども、需要がなければ要らないのではないのかと

思います。その辺は本当に皆さんが一緒に話し合って

決めるべきことではないでしょうか。 

 

●朝岡 海外では需要がやはりそれだけ高くて、管理

する大学機関などがきちんと使うことが浸透している

という感じなのでしょうか。 

 

●神谷 これは私の主観的な印象ですが、みんな手探

りで分からない状況なのだと思います。その中でも、

エディンバラ大学など特に盛んなところが例を出して

いて、それを見て参考にしているところもあったりし

ます。ヨーロッパの中で、例えばいろいろなフレーム

ワークが共有されていて、ある程度共有されているベ

ースがあるから、ではうちもこういう感じにしていこ

うというような、共有感覚のようなものがあるのでは

ないでしょうか。こういうところから、ある程度経験

や価値観を共有していくようなものが欲しいという感

覚が生まれているような気はします。 

 

●朝岡 確かにそうですね。まずはやる気がある機関

などで、お互いに高め合うというよりも、お互いにそ

のように目標を持っていこうとすることでそのような

ものができていると思います。共通するフレームワー

クという意味であれば、GakuNin RDM は使う機関が
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幾らかあるので、そういった共有はしやすいと思うの

ですが、込山様、この辺についてどのように思います

か。 

 

●込山 GakuNin RDM が適用できるのはどうしても

IT インフラなどの項目になってくると思いますので、

そこは一つ埋まるとして、その周りをいかに埋めてい

くか。他の項目等も埋めていかなければいけないので、

そういった意味で実際に動作している RDM サービス

として使いながら、組織の中での RDM サービスのあ

り方を検討していただくことはできるのではないかと

思います。それを題材にして、牽引力のある学術機関、

あるいはワーキンググループやタスクフォースの中で

リーダーシップを発揮していただく機関やキーパーソ

ンがいた方が、日本の場合はうまく、機関への RDM

サービスの導入が進んでいくのかなと考えていました。 

 完成した万能な RDM サービスのモデルとなるユー

スケースが一機関から出てくることは、恐らくないの

だろうとは思っています。それぞれの機関で最適な

RDM サービスのベストプラクティスが生まれてくる

のだと考えます。 

 

●朝岡 ありがとうございました。 

 次に、三上様と加藤様に、日本版の COAR コミュ

ニティフレームワークの実現可能性についてお伺いし

ます。研究データの管理・公開を行っている図書館員

の立場から意見を頂けると幸いです。 

 

●三上 大本の COAR フレームワークを眺めた個人

的な感想ですが、結構、機関リポジトリの使っている

システムに依存するところが多いと思いました。恐ら

く日本の大学は JAIRO Cloud みたいに図書館内で管理

していない場合もあるので、システムと人員を分けて

考えるのはありかなと思いました。 

 インフラの JAIRO Cloud は恐らく共通のフレームワ

ークだと思うので、判断基準や、大学が違ってもシス

テムが同じであれは、とここに注目して確認すればい

いというベストプラクティス的なものを共有できるか

もしれません。一方で人員の話については、なかなか

機関内での組織体制や相談窓口を明らかにするのは難

しいかもしれません。ただ、国内で機関リポジトリは

持っている大学が結構あります。北海道大学も機関リ

ポジトリの論文の業務から伸ばす形でいろいろと実践

していったので、国内は、今あるものから伸ばしてい

く形で考えるのが向いているのではないかと、個人的

な感想ですが思いました。 

 

●加藤 われわれだけでベストプラクティスを探って

広げるのには限界がございます。重要なことではある

けれども十分にはできていないところですので、日本

版 COAR コミュニティフレームワークに期待し、関

わっていけたらと思っています。 

 

●朝岡 ありがとうございました。最後に、COAR コ

ミュニティフレームワークを紹介していただいた安原

様、JPCOAR では COAR コミュニティフレームワーク

をこれからどのように広げていくのか、国内機関とど

のように関わっていくのかということについてコメン

トを頂けると幸いです。 

 

●安原 先ほども申し上げましたけれども、まだ検討

段階ではありますが、チェックリストを作成していこ

うという意見は JPCOAR 内でも出ています。この

COAR コミュニティフレームワーク自体も、今後毎年

グッドプラクティスを採用してどんどん更新していく

予定になっています。ですので、JPCOAR でチェック

リストを作ったとしたら、それが完成形というよりも、

実際に皆さまに使っていただいて、さらにより良いも

のにしていく必要があると考えています。また、先ほ

ど紹介した国内機関の取り組み状況調査についてのア

ンケートで「研究データ管理の取り組みを行っている」

と回答した機関に、可能であれば取り組み状況をより

詳しく伺って共有させていただくことも考えています。

そういう形で、実際に行っているグッドプラクティス
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を共有していける形にしていきたいと考えています。 

 

●朝岡 ありがとうございました。 

 林さん、皆さまの意見を聞いて、いかがですか。 

 

●林 まさにこの SPARC Japan セミナーが、グッドな、

またバッドなプラクティスを共有する場だと思います

ので、ぜひ今回ご紹介いただいたコミュニティフレー

ムワーク等々を実際に回してみて、そのご感想などを

発表していただけるとうれしいです。 

 

●朝岡 ありがとうございました。 

 今回、聞いてみて思ったのは、やはりまずは意欲の

ある人が始めてみるということです。始める中で、機

関を超えて、ステークホルダーを超えて、団結してお

互いの価値観を合わせられるようなフレームワークな

どがつくれると、公開や管理が進んでいくのではない

かと思います。 

 これでパネルディスカッションを終了します。どう

もありがとうございました。 
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